
デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、
中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大。
せっかく取得した特許で大切な技術をしっかり守れるよう、訴訟制度を改善する。

特許訴訟制度の見直し 平成31年4月
特許庁

判
決

訴
訟
提
起

侵
害
の
有
無
判
断

損害額の審理

特許侵害の特殊性
 侵害が容易（特許は公開、物理的に盗む必要なし）
 立証が困難（証拠は侵害者側に偏在）
 侵害を抑止しにくい（刑事事件の起訴なし）
⇒ 「侵害した者勝ち」にならないよう配慮が必要

日本（改正後） アメリカ イギリス ドイツ フランス

証拠収集
手続 査証 ディスカバリー ディスクロージャー 捜索命令 査察 セジー

概要

裁判所が
任命した
専門家が立入り

必要に応じて
執行官が援助

当事者の請求に
基づき、
事案に関連する
広範な証拠を
互いに開示
裁判所は
必要に応じ命令
を発出

裁判所の命令に
基づき、
当事者は書類の
開示リストを交付
相互に閲覧
※開示範囲は
限定的

裁判所が
任命した
執行官が立入り

裁判所が
任命した
専門家及び
執行官が立入り

裁判所が
任命した
執行官及び
専門家が立入り

利用時期 提訴後 提訴後 提訴後 提訴前・後 提訴前・後
(提訴前が中心) 提訴前・後

主な
ペナルティ 真実擬制

法廷侮辱行為
認定

(禁固、罰金等)

法廷侮辱行為
認定

(禁固、罰金等)

法廷侮辱行為
認定

(禁固、罰金等)
刑罰 刑罰

参考1）諸外国における証拠収集の工夫

③
査証決定

裁判所

原告
(権利者)

被告
(被疑侵害者)

裁判所が
第三者(専門家)
を指定

・専門家(+執行官）
・不動産への立入り、
質問、文書提示要求、
装置の作動、計測、実験
・原告側の立会は不可

⑩
秘密情報の
黒塗りの判断

⑦
報告書送付

証
拠
採
用

⑤
査証実施

⑥
報告書
作成

⑫
報告書
開示

②
意見陳述

①
申立て

④
即時抗告

④
即時抗告

⑪
即時抗告

⑪
即時抗告

⑧ 秘密情報の
黒塗りの申立て

異議申立て

「侵害立証の必要性」と
「秘密保護の必要性」との
比較衡量

秘密保護の仕組み

⑨ 裁判所のみが
インカメラにより内容を確認
その例外として、
裁判所が必要と認める時に限り、
原告側の限られた者に意見聴取
ただし、原告本人への開示は
被告の同意が必要

参考2）査証制度のイメージ

特許訴訟制度の充実

（2）権利者の生産・販売能力等を
超える部分の損害を認定
（ライセンス料相当額）

 中小・ベンチャー企業にも
十分な賠償

（3）ライセンス料相当額の増額
 特許が有効であり侵害されたことが
裁判で認定されたことを
考慮できる旨明記

＜損害賠償＞＜証拠収集＞
※諸外国の工夫については参考1を参照

1

現行の
損害額

侵害品の販売数量

1個当たり
利益

ライセンス料相当額

権利者の
生産・販売能力

侵害の有無の審理

（1）専門家による現地調査
［査証］

裁判所が中立公正な専門家を選定
侵害が疑われる者の施設へ立入り

※詳細なフローは参考2を参照

【特許法第105条の2等関係】

【特許法第102条関係】
※実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条
においても同様に改正

 製品を分解しても分からない、
入手できない等の場合に有効

• 製造方法
• BtoB製品
• プログラム 等

 要件は厳格に設定
• 侵害行為の立証に必要
• 特許権侵害の蓋然性
• 他の手段では証拠が十分に集まらない
• 相手方の負担が過度にならないこと

 秘密保護の仕組みを導入
• 専門家の選定にかかる異議申立て
• 報告書中の秘密情報の黒塗り
• 専門家の秘密漏洩に対する刑事罰



優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性を高める中、
デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築のため、意匠制度等を強化する。

意匠・商標制度の見直し 平成31年4月
特許庁

例）ＡＢＣ大学の商標

をコップに用いる例

ＡＢＣ
University ＡＢＣ

University

例1）クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像 例2）道路に投影された画像
 物品に記録・表示されていない画像

 建築物の外観・内装デザイン
例4）内装デザインによるブランド構築

（auショップ池袋西口駅前店）

特徴的な形状のテーブルやカウンターなどを用い、
それらの特徴が際立つ形で、全体的にオレンジ
と白の2色のみによる効果的な色彩を施し、
統一感を実現している点が特徴。

（2）関連意匠制度の拡充
 長期に亘り、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とする。

（3）意匠権の存続期間の変更
 意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」にする。

• 本意匠の出願から10年以内
であれば登録可
（これまでは8か月程度）

• 関連意匠にのみ類似する意匠
であっても登録可

日本 米国 欧州 中国 韓国
現行 改正後

物品に記録・表示されている画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○

物品に記録されていない画像 × ○ ○ ○ ○

物品以外の場所に投影される画像 × ○ ○ × ×

日本 米国 欧州 中国 韓国
現行 改正後

外観 × ○ ○ ○ ×

内装 × ○ ○ × ×

諸外国における画像デザインの保護

多数の「Ｔ」字型のブロックを、全体として「Ｔ字」
になるように配列することにより、特徴的な外観を
形成。

例3）建築物の外観によるブランド構築
（代官山蔦屋書店）

諸外国における空間デザインの保護

日本
米国 欧州 中国 韓国

現行 改正後

意匠権の存続期間 20年 25年 15年 25年 10年※ 20年
存続期間の起算日 登録日 出願日 登録日 出願日 出願日 出願日

意匠制度の拡充
（1）保護対象の拡充

商標制度の見直し
 公益団体等（自治体、大学等）が
自身を表示する著名な商標について
ライセンスを認め、ブランド化を促進

諸外国における意匠権の存続期間

2

（4）その他
 出願手続の簡素化

• 複数の意匠を一括して出願できる制度の導入
• 出願の際に基準とする物品の区分の廃止

 模倣品対策
• 取り締まりを回避する目的で

侵害品を構成部品に分割して
製造・輸入等する行為も
取り締まれるようにする。

本意匠

関連意匠

新たに登録可

アテンザ
(2014年)

アテンザ
(2012年)

アテンザ
(2018年)

侵害品を構成する
ボール部とハンドル部を
分割して製造・輸入等した場合、
取り締まれず

一定の要件のもとで
意匠権侵害とみなす

例5）意匠登録を受けた美容用ローラー

等

現行

改正後

ボール部

ハンドル部

【意匠法第2条、第8条の2関係】 【意匠法第10条関係】

【意匠法第21条関係】

【商標法第31条関係】

【意匠法第7条、第38条等関係】
※15年への改正を検討中
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特許法等の一部を改正する法律案の概要 
 

平成３１年４月 

経済産業省 

 

 

 

 デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、 

中小・ベンチャー企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが   

拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力の源泉となってきている。 

 このような変化を踏まえて、特許等の権利によって、紛争が起きても、   

大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善する

とともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、

意匠制度等を強化する。 

 

 

 

（１）特許法の一部改正 

① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度（査証）の創設 

特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、 

被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、 

裁判所に報告書を提出する制度を創設する。 

② 損害賠償額算定方法の見直し 

（ⅰ）侵害者が得た利益のうち、 

   特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、

侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。 

（ⅱ）ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、 

   特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額

を考慮できる旨を明記する。 

※②については実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施。 

 

 

１．法律改正の趣旨 

２．法律改正の概要 
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（２）意匠法の一部改正 

① 保護対象の拡充 

物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、

新たに意匠法の保護対象とする。 

② 関連意匠制度 ※の見直し 

 ※自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度 

  一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、 

（ⅰ）関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで（8か月程度）

から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長する。 

（ⅱ）関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。 

③ 意匠権の存続期間の変更 

  「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更する。 

④ 意匠登録出願手続の簡素化 

（ⅰ）複数の意匠の一括出願を認める。 

（ⅱ）物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。 

⑤ 間接侵害 ※規定の拡充 

※侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度 

「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の 

主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を 

構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにする。 

 

（３）その他 

公益団体等（自治体、大学等）が自身を表示する著名な商標権のライセンスを

認める等の措置を講ずる。 

 

 

 

一部の規定を除き、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において 

政令で定める日 

３．施行期日 
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特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
提
案
理
由

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
四
次
産
業
革
命
に
よ
り
既
存
の
業
種
の
垣
根
を
超
え
た
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
中
、
中
小
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
が
優
れ
た
技
術
を
活
か
し
て
飛
躍
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
拡
大
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の
の
み
な
ら

ず
、
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
し
、
ユ
ー
ザ
ー
の
満
足
度
を
高
め
る
こ
と
が
、
競
争
力
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
苦
労
し
て
取
得
し
た
権
利
で
大
切
な
技
術
等
を
十
分
に
守
れ
る
よ
う
、
産
業
財
産

権
に
関
す
る
訴
訟
制
度
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
保
護
や
、
ブ
ラ
ン
ド
構
築
等
の
た

め
、
意
匠
制
度
等
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
産
業
財
産
権
に
関
す
る
訴
訟
制
度
の
見
直
し
で
す
。

第
一
に
、
特
許
権
の
侵
害
の
可
能
性
が
高
い
場
合
に
、
裁
判
所
が
選
定
す
る
中
立
な
技
術
専
門
家
が
被
疑
侵
害
者
の
工
場
等

に
立
ち
入
り
、
特
許
権
の
侵
害
立
証
に
必
要
な
調
査
を
行
い
、
裁
判
所
に
報
告
書
を
提
出
す
る
制
度
を
創
設
し
ま
す
。

第
二
に
、
侵
害
者
が
得
た
利
益
の
う
ち
、
権
利
者
の
生
産
能
力
等
を
超
え
る
と
し
て
賠
償
が
否
定
さ
れ
て
い
た
部
分
に
つ
い
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て
、
侵
害
者
に
ラ
イ
セ
ン
ス
し
た
と
み
な
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
方
法
を
見
直

し
ま
す
。

次
に
、
意
匠
制
度
の
改
善
で
す
。

第
一
に
、
物
品
に
記
録
・
表
示
さ
れ
て
い
な
い
画
像
デ
ザ
イ
ン
や
、
建
築
物
の
外
観
・
内
装
の
デ
ザ
イ
ン
を
、
新
た
に
意
匠

法
の
保
護
対
象
と
し
ま
す
。

第
二
に
、
自
己
の
登
録
意
匠
等
に
類
似
す
る
意
匠
の
登
録
を
認
め
る
関
連
意
匠
制
度
を
拡
充
し
、
一
貫
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
に

基
づ
き
開
発
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
の
保
護
を
可
能
と
し
ま
す
。

第
三
に
、
意
匠
権
の
存
続
期
間
を
、
「
登
録
日
か
ら
二
十
年
」
か
ら
「
出
願
日
か
ら
二
十
五
年
」
に
変
更
し
ま
す
。

第
四
に
、
模
倣
品
の
取
締
り
を
回
避
す
る
目
的
で
侵
害
品
を
構
成
部
品
に
分
割
し
て
製
造
・
輸
入
等
す
る
行
為
を
、
意
匠
権

侵
害
と
み
な
し
、
取
り
締
ま
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

次
に
、
商
標
制
度
の
改
善
で
す
。

国
、
地
方
公
共
団
体
、
非
営
利
の
公
益
団
体
等
が
自
ら
を
表
示
す
る
著
名
な
商
標
権
に
つ
い
て
、
他
人
に
通
常
使
用
権
を
許

諾
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
ま
す
。
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以
上
が
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

特
許
法
の
一
部
改
正

一

特
許
権
の
侵
害
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
額
の
算
定
方
式
の
見
直
し

１

侵
害
者
が
譲
渡
し
た
物
の
数
量
に
基
づ
く
損
害
額
の
算
定
に
つ
い
て
、
特
許
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施

の
能
力
を
超
え
る
部
分
に
係
る
数
量
又
は
特
許
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る

事
情
に
相
当
す
る
数
量
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
数
量
に
応
じ
た
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額

に
相
当
す
る
額
を
損
害
の
額
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
条
第
一
項
関
係
）

２

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
の
認
定
に
当
た
り
、
自
己

の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
特
許
発
明
の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
が
あ
っ

た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ
と
と
な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
条
第
四
項
関
係
）

二

査
証
制
度
の
創
設



特
許
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
証
拠
収
集
手
続
を
強
化
す
る
た
め
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
裁
判

所
が
指
定
す
る
査
証
人
が
、
立
証
さ
れ
る
べ
き
侵
害
に
係
る
事
実
の
有
無
の
判
断
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
行
う
た
め
の

査
証
を
行
い
、
裁
判
所
に
報
告
書
を
提
出
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
の
二
の
十
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

実
用
新
案
法
の
一
部
改
正

一

実
用
新
案
権
の
侵
害
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
額
の
算
定
方
式
の
見
直
し
（
第
一
の
一
と
同
旨
）

（
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

意
匠
法
の
一
部
改
正

一

意
匠
法
の
保
護
対
象
の
拡
充
等

１

意
匠
の
定
義
を
見
直
し
、
建
築
物
及
び
画
像
を
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

２

意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
を
実
施
の
定
義
に
追
加
す
る
等
、
意
匠
の
実
施
の
定
義
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。



（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二

意
匠
登
録
に
係
る
創
作
非
容
易
性
水
準
の
引
上
げ

頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
形
状
、
模
様
若
し
く

は
色
彩
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又
は
画
像
か
ら
容
易
に
意
匠
の
創
作
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
に
つ

い
て
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

三

意
匠
登
録
出
願

意
匠
登
録
出
願
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
意
匠
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
こ

と
。

（
第
七
条
関
係
）

四

組
物
の
意
匠
の
拡
充

組
物
を
構
成
す
る
物
品
、
建
築
物
若
し
く
は
画
像
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
に
係
る
意
匠
が
、
組
物
全
体
と
し
て
統
一
が
あ

る
と
き
は
、
一
意
匠
と
し
て
出
願
を
し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

五

内
装
の
意
匠
の
導
入



施
設
の
内
部
の
設
備
及
び
装
飾
を
構
成
す
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
に
係
る
意
匠
が
、
内
装
全
体
と
し
て
統
一
的
な

美
感
を
起
こ
さ
せ
る
と
き
は
、
一
意
匠
と
し
て
出
願
を
し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
関
係
）

六

関
連
意
匠
制
度
の
見
直
し

１

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た
意
匠
公
報
の
発
行
の
日
前
に
出
願
さ
れ
た
場
合
の
み
登
録
が
認
め
ら
れ
て

い
る
関
連
意
匠
に
つ
い
て
、
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
前
に
出
願
さ
れ
れ
ば
、
意
匠
登

録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
一
項
関
係
）

２

関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す
る
意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
に
つ
い
て
、
意
匠
登
録
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
四
項
関
係
）

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

七

救
済
措
置
の
拡
充
等

１

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
に
必
要
な
書
類
等
が
、
所
定
の
期
間
内
に
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
と
き
は
、
優
先
権
主
張
を
し
た
者
に
対
し
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
所
定
の
期
間
が



経
過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
関
係
）

２

パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
を
伴
う
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
優
先
期
間
内
に
当
該
意
匠
登
録
出
願
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該
優
先
権
主
張
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
第
一
項
関
係
）

３

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
所
定
の
期
間
内
に
そ
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
経

過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
そ
の
延
長
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
第
一
項
関
係
）

八

意
匠
権
の
存
続
期
間
の
変
更

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
と
し
て
い
る
意
匠
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
二

十
五
年
に
変
更
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

九

意
匠
権
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
の
見
直
し

１

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通



し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
視
覚
を
通
じ
た
美
感
の
創
出
に

不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
意
匠
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
物
が
そ
の
意
匠

の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
、
当
該
製
造
に
用
い
る
物
の
製
造
等
を
す
る
行
為
を
、
侵
害

と
み
な
す
行
為
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
第
二
号
関
係
）

２

建
築
物
及
び
画
像
に
つ
い
て
、
侵
害
と
み
な
す
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
関
係
）

十

意
匠
権
の
侵
害
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
額
の
算
定
方
式
の
見
直
し
（
第
一
の
一
と
同
旨
）

（
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
関
係
）

十
一

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

商
標
法
の
一
部
改
正

一

通
常
使
用
権
の
許
諾
制
限
の
撤
廃

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
非
営
利
の
公
益
団
体
等
が
有
す
る
自
ら
を
表
示
す
る
著
名
な
商
標
の
商
標
権
に
つ
い
て
、
他

人
に
通
常
使
用
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
関
係
）



二

商
標
権
の
侵
害
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
額
の
算
定
方
式
の
見
直
し
（
第
一
の
一
と
同
旨
）

（
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
関
係
）

三

国
際
商
標
登
録
出
願
に
係
る
補
正
手
続
の
期
間
の
延
長

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
拒
絶
理
由
の
通
知
を
受
け
た
後
、
そ
の
事
件
が
審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て

い
る
場
合
に
限
り
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）
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特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
特
許
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
六
項
中
「
、
第
百
五
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
百
五
条
の
二
の
十
一
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
そ
の
譲
渡
し
た
物
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
特
許
権
者

又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗

じ
て
得
た
額
を
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
」
を
「
次
の
各

号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
の
単
位
数
量
当
た
り

の
利
益
の
額
に
、
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
物
の
数
量
（
次
号
に
お
い
て
「
譲
渡

数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「

実
施
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
特
許
権
者
又
は
専

用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
（
同
号
に
お
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い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

譲
渡
数
量
の
う
ち
実
施
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が
あ
る
場
合
（
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が

、
当
該
特
許
権
者
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
実
施
権
の
許
諾
又
は
当
該
専
用
実
施
権

者
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
数
量
に
応
じ
た
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す

る
額

第
百
二
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
特
許
発
明

の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
特
許
権
又
は
専

用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ
と
と

な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
百
五
条
第
四
項
中
「
民
事
訴
訟
法
第
一
編
第
五
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
」
を
「
専
門
委
員
（
民
事
訴

訟
法
第
一
編
第
五
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
を
い
う
。
第
百
五
条
の
二
の
六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

に
改
め
る
。

第
百
五
条
の
二
を
第
百
五
条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
百
五
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

（
査
証
人
に
対
す
る
査
証
の
命
令
）

第
百
五
条
の
二

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、

立
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
、
相
手
方
が
所
持
し
、
又
は
管
理
す
る
書
類
又
は
装
置
そ
の
他
の
物
（

以
下
「
書
類
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
確
認
、
作
動
、
計
測
、
実
験
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
る
証
拠
の
収

集
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
相
手
方
が
侵
害
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足

り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
申
立
人
が
自
ら
又
は
他
の
手
段
に
よ
つ
て
は
、
当
該
証
拠
の
収
集
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
相
手
方
の
意
見
を
聴
い
て
、
査
証
人
に
対
し
、
査
証
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
証
拠
の
収
集
に
要
す
べ
き
時
間
又
は
査
証
を
受
け
る
べ
き
当
事
者
の
負
担
が
不
相
当
な
も
の
と
な

る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２

査
証
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
相
手
方
が
侵
害
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
べ
き

事
由

二

査
証
の
対
象
と
す
べ
き
書
類
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
及
び
書
類
等
の
所
在
地

三

立
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
及
び
こ
れ
と
査
証
に
よ
り
得
ら
れ
る
証
拠
と
の
関
係

四

申
立
人
が
自
ら
又
は
他
の
手
段
に
よ
つ
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
証
拠
の
収
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

五

第
百
五
条
の
二
の
四
第
二
項
の
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
措
置
及

び
そ
の
必
要
性

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
後
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
情
に
よ
り
査
証
を
す

る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

査
証
の
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
査
証
人
の
指
定
等
）

第
百
五
条
の
二
の
二

査
証
は
、
査
証
人
が
す
る
。
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２

査
証
人
は
、
裁
判
所
が
指
定
す
る
。

３

裁
判
所
は
、
円
滑
に
査
証
を
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
執
行
官
に
対
し

、
査
証
人
が
査
証
を
す
る
に
際
し
て
必
要
な
援
助
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
忌
避
）

第
百
五
条
の
二
の
三

査
証
人
に
つ
い
て
誠
実
に
査
証
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
は
、
そ

の
査
証
人
が
査
証
を
す
る
前
に
、
こ
れ
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
査
証
人
が
査
証
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
そ
の

後
に
、
忌
避
の
原
因
が
生
じ
、
又
は
当
事
者
が
そ
の
原
因
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
同
様
と
す
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
忌
避
の
申
立
て
及
び
こ
れ
に
対
す
る
決
定

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
受
訴
裁
判
所
、
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
」
と
あ

る
の
は
、
「
裁
判
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
査
証
）

第
百
五
条
の
二
の
四

査
証
人
は
、
第
百
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
査
証
を
し
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
（
以
下
「
査
証
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

２

査
証
人
は
、
査
証
を
す
る
に
際
し
、
査
証
の
対
象
と
す
べ
き
書
類
等
が
所
在
す
る
査
証
を
受
け
る
当
事
者
の
工
場
、
事

務
所
そ
の
他
の
場
所
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
立
ち
入
り
、
又
は
査
証
を
受
け
る
当
事
者

に
対
し
、
質
問
を
し
、
若
し
く
は
書
類
等
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
装
置
の
作
動
、
計
測
、
実
験
そ
の
他

査
証
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

執
行
官
は
、
第
百
五
条
の
二
の
二
第
三
項
の
必
要
な
援
助
を
す
る
に
際
し
、
査
証
の
対
象
と
す
べ
き
書
類
等
が
所
在
す

る
査
証
を
受
け
る
当
事
者
の
工
場
等
に
立
ち
入
り
、
又
は
査
証
を
受
け
る
当
事
者
に
対
し
、
査
証
人
を
補
助
す
る
た
め
、

質
問
を
し
、
若
し
く
は
書
類
等
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
査
証
を
受
け
る
当
事
者
は
、
査
証
人
及
び
執
行
官
に
対
し
、
査
証
に
必
要
な
協
力
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
査
証
を
受
け
る
当
事
者
が
工
場
等
へ
の
立
入
り
を
拒
む
場
合
等
の
効
果
）

第
百
五
条
の
二
の
五

査
証
を
受
け
る
当
事
者
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
査
証
人
の
工
場
等
へ
の
立
入
り
の
要
求
若
し

く
は
質
問
若
し
く
は
書
類
等
の
提
示
の
要
求
又
は
装
置
の
作
動
、
計
測
、
実
験
そ
の
他
査
証
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し



- 7 -

て
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
措
置
の
要
求
に
対
し
、
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
ら
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
立
証

さ
れ
る
べ
き
事
実
に
関
す
る
申
立
人
の
主
張
を
真
実
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
査
証
報
告
書
の
写
し
の
送
達
等
）

第
百
五
条
の
二
の
六

裁
判
所
は
、
査
証
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
、
査
証
を
受
け
た
当
事
者
に
送
達

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

査
証
を
受
け
た
当
事
者
は
、
査
証
報
告
書
の
写
し
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
査
証
報
告
書
の
全
部
又

は
一
部
を
申
立
人
に
開
示
し
な
い
こ
と
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

で
、
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
申
立
人
に
開
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
て

そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
、
補
佐
人
又
は
専
門
委
員
に
対
し

、
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
等
、
補
佐
人
又
は
専
門
委
員
に
対
し

、
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
査
証
を
受
け
た
当
事
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
及
び
第
三
項
の
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と

と
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
査
証
報
告
書
の
閲
覧
等
）

第
百
五
条
の
二
の
七

申
立
人
及
び
査
証
を
受
け
た
当
事
者
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
査
証
を
受
け
た
当
事

者
の
申
立
て
が
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
書

記
官
に
対
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
全
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
査
証
報
告
書
（
同
項
の

規
定
に
よ
り
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
の
記
載
を
除
く
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は

謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
何
人
も
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
査
証
報
告
書
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄

本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

民
事
訴
訟
法
第
九
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
査
証
報
告
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
特
許
法
第
百
五
条
の
二
の
七
第
一
項
」
と
、
「
当
事
者
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又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
立
人
又
は
査
証
を
受
け
た
当
事
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
査
証
人
の
証
言
拒
絶
権
）

第
百
五
条
の
二
の
八

査
証
人
又
は
査
証
人
で
あ
つ
た
者
が
査
証
に
関
し
て
知
得
し
た
秘
密
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
証
人

と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
査
証
人
の
旅
費
等
）

第
百
五
条
の
二
の
九

査
証
人
に
関
す
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
並
び
に
査
証
料
及
び
査
証
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は

、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
中
こ
れ
ら
に
関

す
る
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
最
高
裁
判
所
規
則
へ
の
委
任
）

第
百
五
条
の
二
の
十

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
百
五
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。
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第
百
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
書
類
」
の
下
に
「
、
第
百
五
条
の
二
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
査
証

報
告
書
の
全
部
若
し
く
は
一
部
」
を
加
え
る
。

第
百
六
十
九
条
第
六
項
中
「
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
」
を
削
る
。

第
二
百
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
秘
密
を
漏
ら
し
た
罪
）
」
を
付
す
る
。

第
二
百
条
の
二
を
第
二
百
条
の
三
と
し
、
第
二
百
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
条
の
二

査
証
人
又
は
査
証
人
で
あ
つ
た
者
が
査
証
に
関
し
て
知
得
し
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は

、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
実
用

新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利

益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い

て
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。
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一

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量

当
た
り
の
利
益
の
額
に
、
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
次
号
に

お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
数
量

（
同
号
に
お
い
て
「
実
施
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当

該
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相

当
す
る
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

譲
渡
数
量
の
う
ち
実
施
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が
あ
る
場
合
（
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権

者
が
、
当
該
実
用
新
案
権
者
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
実
施
権
の
許
諾
又
は
当

該
専
用
実
施
権
者
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
数
量
に
応
じ
た
当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
登
録
実
用
新
案
の
実
施
に
対
し
受
け
る

べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

第
二
十
九
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。
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４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
登
録
実
用
新
案
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す

る
額
を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
に

係
る
登
録
実
用
新
案
の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と

し
て
当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
実
用
新
案
権
者

又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ
と
と
な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
中
「
第
百
六
条
」
を
「
第
百
五
条
」
に
、
「
、
書
類
の
提
出
等
、
」
を
「
及
び
書
類
の
提
出
等
）
及
び
第
百
五

条
の
二
の
十
一
か
ら
第
百
六
条
ま
で
（
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
が
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
が
同
項
」
に
改
め
る
。

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
を
除
き
、
」
を
削
り
、
「
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
（
以
下
「

形
状
等
」
と
い
う
。
）
、
建
築
物
（
建
築
物
の
部
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
形
状
等
又
は
画
像
（
機
器
の
操
作
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
又
は
機
器
が
そ
の
機
能
を
発
揮
し
た
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
画
像
の
部
分
を
含
む
。
次
条
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第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
第
六
号
並
び
に
第
五
十
五

条
第
二
項
第
六
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

こ
の
法
律
で
意
匠
に
つ
い
て
「
実
施
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
、
使
用
、
譲
渡
、
貸
渡
し
、
輸
出
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
（

譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為

二

意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
、
使
用
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

三

意
匠
に
係
る
画
像
（
そ
の
画
像
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百

二
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
、
使
用
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
（
提
供
の
た
め
の
展

示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為

ロ

意
匠
に
係
る
画
像
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
又
は
内
蔵
す
る
機
器
（
以
下
「
画
像
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
の
譲

渡
、
貸
渡
し
、
輸
出
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為
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第
二
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
知
ら
れ
た
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
」
を
「
知
ら
れ
、
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物

に
記
載
さ
れ
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
つ
た
形
状
等
又
は
画
像
」
に
、
「
前
項
の
」
を
「
同

項
の
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
物
品
」
の
下
に
「
、
建
築
物
又
は
画
像
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
形
状
」
の
下
に
「
若
し
く
は

建
築
物
の
用
途
に
と
つ
て
不
可
欠
な
形
状
」
を
、
「
意
匠
」
の
下
に
「
又
は
画
像
の
用
途
に
と
つ
て
不
可
欠
な
表
示
の
み
か

ら
な
る
意
匠
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二
第
三
項
中
「
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
物
品
」
の
下
に
「
又
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
物
品
の
記
載
」
を
「
物
品
若
し
く
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
用
途
の
記
載
」
に
、
「
物
品
の
材
質
」
を
「
物
品
又
は

建
築
物
の
材
質
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
色
彩
が
そ
の
物
品
」
を
「
若
し
く
は
色
彩
、
建
築
物
の
形
状
、
模
様
若

し
く
は
色
彩
又
は
画
像
が
そ
の
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
」
に
、
「
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
」
を

「
形
状
等
、
建
築
物
の
形
状
等
又
は
画
像
」
に
、
「
及
び
そ
の
物
品
」
を
「
及
び
そ
の
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
」
に
改
め
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、
同
条
第
七
項
中
「
物
品
」
の
下
に
「
、
建
築
物
又
は
画
像
」
を
加
え
る
。

第
七
条
中
「
物
品
の
区
分
に
よ
り
」
を
「
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
物
品
」
の
下
に
「
、
建
築
物
又
は
画
像
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
内
装
の
意
匠
）

第
八
条
の
二

店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
の
内
部
の
設
備
及
び
装
飾
（
以
下
「
内
装
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
物
品

、
建
築
物
又
は
画
像
に
係
る
意
匠
は
、
内
装
全
体
と
し
て
統
一
的
な
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
と
き
は
、
一
意
匠
と
し
て
出
願

を
し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三

条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た
意
匠
公
報

（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
発
行
の
日
」
を
「

当
該
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
際
に
、
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
消
滅
し
て
い
る
と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
て
い
る
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
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の
限
り
で
な
い
。

第
十
条
第
四
項
中
「
本
意
匠
に
係
る
二
以
上
の
関
連
意
匠
」
を
「
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
意
匠
登
録
出
願
が
基
礎
意
匠
（
当
該
関
連
意
匠
に
係
る
最
初
に
選
択
し
た
一
の
意
匠
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
関
連
意
匠
（
当
該
基
礎
意
匠
の
関
連
意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
二
以
上
の
意
匠
」
に
、
「
が
あ
つ
た
」
を
「
で
あ
つ
た
」
に
、
「
こ
れ
ら
の
関
連
意
匠
」
を
「
こ

れ
ら
の
意
匠
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
及
び

第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
自
己
の
意
匠
の
う
ち
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受

け
よ
う
と
す
る
意
匠
の
本
意
匠
と
同
一
又
は
類
似
の
も
の
は
、
当
該
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
に
つ
い
て
の
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た

も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
に
つ
い
て
の
第
三
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
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除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
先
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と

を
請
求
し
た
と
き
は
、
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
」
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
る
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す
る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
連
意
匠
を
本
意

匠
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
当
該
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す
る
意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
に

の
み
類
似
す
る
意
匠
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
本
意
匠
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
関
連

意
匠
に
係
る
最
初
に
選
択
し
た
一
の
意
匠
」
と
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
自
己
の
意
匠
の
う
ち

当
該
基
礎
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
（
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下

さ
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
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し
た
と
き
、
又
は
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨

の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
若
し
く
は
放
棄
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
と
同
一
又
は
類
似
の
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
に
つ
い
て
の
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
中
「
同
法
」
の
下
に
「
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
、
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主

張
の
手
続
）
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
（
」
を
「
及
び
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
三
ま
で
（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先

権
主
張
の
手
続
及
び
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
者
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
」
と
」
を

削
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
、
第
八
条
の
二
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
、
第
四
項
若
し
く
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は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
設
定
の
登
録
」
を
「
意
匠
登
録
出
願
」
に
、
「
二
十
年
」
を
「
二
十
五
年
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
本
意
匠
の
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
」
を
「
基
礎
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
」
に
、
「
二
十
年
」
を
「
二
十
五
年
」
に

改
め
る
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
本
意
匠
」
を
「
基
礎
意
匠
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
中
「
本
意
匠
」
を
「
基
礎
意
匠
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
物
品
、
建
築
物
若
し
く
は
画
像
（
そ
の
画
像
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
含
む
。
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
画
像
を
記
録
し
た

記
録
媒
体
若
し
く
は
内
蔵
す
る
機
器
（
以
下
「
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
画
像
を
表
示

す
る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
若
し
く
は

記
憶
し
た
機
器
（
以
下
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
製
造
に
の
み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は

譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
製
造
に
の
み
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す

る
行
為

第
三
十
八
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
（
こ
れ
ら
が
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
視
覚
を
通
じ
た
美
感
の
創
出
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の

意
匠
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ

ム
等
記
録
媒
体
等
が
そ
の
意
匠
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
行
為
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イ

当
該
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
製
造
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行

為

第
三
十
八
条
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

四

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
に
の
み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
の
み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は

譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
建
築
に
の
み
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す

る
行
為

五

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ

グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
（
こ
れ
ら
が
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
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で
あ
つ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
視
覚
を
通
じ
た
美
感
の
創
出
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ

の
意
匠
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
が
そ
の
意
匠
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
建
築
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行

為

六

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
を
業
と
し
て
の
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
に
所
有
す
る
行
為

七

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に
の
み
用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画

像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
の
み
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
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渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
作
成
に
の
み
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の

申
出
を
す
る
行
為

八

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画
像
記

録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
（
こ
れ
ら
が
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に

流
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
視
覚
を
通
じ

た
美
感
の
創
出
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
意
匠
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
そ

の
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等

が
そ
の
意
匠
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、

貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
作
成
に
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出

を
す
る
行
為
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九

登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
を
業
と
し
て
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
た
め
に

保
有
す
る
行
為
又
は
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
記
録
媒
体
等
を
業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸

渡
し
若
し
く
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
意
匠

権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の

額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
」
を
「

次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た

り
の
利
益
の
額
に
、
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
次
号
に
お
い
て
「

譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
数
量
（
同
号
に
お
い

て
「
実
施
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
意
匠
権
者
又

は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
（
同
号

に
お
い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額
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二

譲
渡
数
量
の
う
ち
実
施
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が
あ
る
場
合
（
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が

、
当
該
意
匠
権
者
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
実
施
権
の
許
諾
又
は
当
該
専
用
実
施
権

者
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
数
量
に
応
じ
た
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
登
録
意
匠
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す

る
額

第
三
十
九
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
登
録
意
匠
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
登
録
意
匠

の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
意
匠
権
又
は
専

用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ
と
と

な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
中
「
第
百
五
条
の
六
」
を
「
第
百
五
条
」
に
、
「
、
書
類
の
提
出
等
、
」
を
「
及
び
書
類
の
提
出
等
）
、
第
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百
五
条
の
二
の
十
一
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
年
」
を
「
第
二
十
五
年
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
一
項
」
を
「
、
同

項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
輸
入
し
、
又
は
」
を
「
、
輸
入
を
し
、
若
し
く
は
」
に
、
「
製
造
し
、
」
を
「
製
造
」
に

、
「
取
得
し
た
」
を
「
取
得
を
し
た
」
に
、
「
登
録
意
匠
又
は
」
を
「
登
録
意
匠
若
し
く
は
」
に
、
「
物
品
」
を
「
物
品
若

し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
、
日
本
国
内
に
お
い
て
建
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る

意
匠
に
係
る
建
築
物
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
作
成
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意

匠
に
係
る
画
像
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
製
造
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
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為

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
建
築
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行

為

五

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
を
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
に
所
有
し
た
行
為

六

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画

像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
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貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
作
成
に
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出

を
し
た
行
為

七

当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
た
め
に
保
有
し

た
行
為
又
は
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
記
録
媒
体
等
を
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は

輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
善
意
に
輸
入
し
又
は
」
を
「
、
善
意
に
輸
入
を
し
、
若
し
く
は
」
に
、
「
製
造
し
」
を
「
製
造

」
に
、
「
取
得
し
た
」
を
「
取
得
を
し
た
」
に
、
「
登
録
意
匠
又
は
」
を
「
登
録
意
匠
若
し
く
は
」
に
、
「
物
品
」
を
「
物

品
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
、
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
建
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ

に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
又
は
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
作
成
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は

こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
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し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
製
造
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行

為

第
五
十
五
条
第
二
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
建
築
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行

為

五

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
を
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
に
所
有
し
た
行
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為
六

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く

は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、

貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
作
成
に
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出

を
し
た
行
為

七

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
た
め

に
保
有
し
た
行
為
又
は
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
記
録
媒
体
等
を
譲
渡
、
貸
渡
し

若
し
く
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
六
十
条
の
六
第
一
項
中
「
（
以
下
「
国
際
登
録
の
日
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
表
下
欄
中
「
物
品
」

の
下
に
「
又
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
（
上
欄
に
掲
げ
る
製
品
が
建
築
物
又
は
画
像
で
あ
る
場
合
に
お
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い
て
、
当
該
製
品
に
係
る
国
際
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
か
ら
当
該
建
築
物
又
は
画
像
の
用
途
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
の
八
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。

２

本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
」
と
す
る
。

３

基
礎
意
匠
に
係
る
一
又
は
二
以
上
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
が
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
を
基
礎

と
し
た
意
匠
権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
」
と
す
る
。

第
六
十
条
の
十
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「

第
四
十
三
条
（
同
項
」
に
、
「
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
」
を
「
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
条
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第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
」
に
改
め
、
「
並

び
に
」
の
下
に
「
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
項

ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
」
を
「
第
九
項
ま
で
」
に
、
「
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提

出
す
る
者
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
を
「
、
「
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
期
間
内
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
十
二
第
二
項
中
「
、
第
百
五
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
百
五
条
の
二
の
十
一
ま
で
」
に
、
「
第
百
五
条
の
二
ま

で
」
を
「
第
百
五
条
ま
で
、
第
百
五
条
の
二
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
十
五
及
び
第
六
十
条
の
十
六
中
「
本
意
匠
」
を
「
基
礎
意
匠
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
二
十
一
第
二
項
中
「
（
国
際
登
録
の
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
後
に
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
六
十
四
条
中
「
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
そ
の
物
品
」
を
「
若
し
く
は
そ
の
包
装
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像

記
録
媒
体
等
若
し
く
は
そ
の
包
装
に
当
該
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
」
に
、
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
五
条
第
一
号
中
「
以
外
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
」
を
「
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
以
外

の
物
品
若
し
く
は
そ
の
包
装
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
若
し
く
は
そ
の
」
に
、
「
附
す
る
」
を
「
付

す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
以
外
の
物
品

、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
で
あ
つ
て
、
当
該
物
品
若
し
く
は
そ
の
包
装
、
建
築
物
又
は
画
像
若

し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
若
し
く
は
そ
の
包
装
に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
た
も
の
に
つ

い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
記
録
媒
体
等
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
た
め
の
展
示
を
す

る
行
為

ロ

当
該
画
像
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
又
は
そ
の
た
め
の
展
示
を
す
る
行
為

三

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
以
外
の
物
品

、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
物
品
又
は
画
像
記
録
媒
体
等
の
製
造
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
を
す
る
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た
め
、
広
告
に
当
該
物
品
又
は
画
像
記
録
媒
体
等
が
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示

し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

ロ

当
該
建
築
物
の
建
築
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
を
す
る
た
め
、
広
告
に
当
該

建
築
物
が
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す

る
行
為

ハ

当
該
画
像
の
作
成
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
す
る
た
め
、
広
告
に

当
該
画
像
が
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を

す
る
行
為

第
六
十
六
条
第
三
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
意
匠
登
録
出
題
」
を
「
意
匠
登
録
出
願
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
五
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。

四

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
三
項

一
件
に
つ
き
四
千
二
百
円
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の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
（
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
請
求
す
る
者

五

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
三
項

一
件
に
つ
き
七
千
二
百
円

の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
（
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
請
求
す
る
者

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
第
五
項
中
「
第
百
五
条
の
二
」
を
「
第
百
五
条
の
二
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
そ
の
譲
渡
し
た
商
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
商
標

権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
商
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
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額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
使
用
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
」
を
「

次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
商
品
の
単
位
数
量
当
た

り
の
利
益
の
額
に
、
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
商
品
の
数
量
（
次
号
に
お
い
て
「

譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
使
用
の
能
力
に
応
じ
た
数
量
（
同
号
に
お
い

て
「
使
用
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
商
標
権
者
又

は
専
用
使
用
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
（
同
号

に
お
い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

譲
渡
数
量
の
う
ち
使
用
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が
あ
る
場
合
（
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が

、
当
該
商
標
権
者
の
商
標
権
に
つ
い
て
の
専
用
使
用
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
使
用
権
の
許
諾
又
は
当
該
専
用
使
用
権

者
の
専
用
使
用
権
に
つ
い
て
の
通
常
使
用
権
の
許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
数
量
に
応
じ
た
当
該
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
に
係
る
登
録
商
標
の
使
用
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す

る
額
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第
三
十
八
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
登
録
商
標
の
使
用
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
、
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
に
係
る
登
録
商
標

の
使
用
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
商
標
権
又
は
専

用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
得
る
こ
と
と

な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
九
条
中
「
、
第
百
五
条
」
の
下
に
「
（
書
類
の
提
出
等
）
、
第
百
五
条
の
二
の
十
一
」
を
加
え
、
「
書
類
の
提
出

等
、
」
を
削
る
。

第
六
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
」
を
「
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
は
、
事
件
が
審
査
、

審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る
場
合
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
四
条
中
商
標
法
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

三

第
一
条
中
特
許
法
第
六
十
五
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
条
の
二
を

同
法
第
百
五
条
の
二
の
十
一
と
し
、
同
法
第
百
五
条
の
次
に
十
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
条
の
四
第
一
項
第

一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
六
十
九
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出

し
を
付
す
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
二
百
条
の
二
を
同
法
第
二
百
条
の
三
と
し
、
同
法
第
二
百
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
二
条
中
実
用
新
案
法
第
三
十
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
意
匠
法
第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第

六
十
条
の
十
二
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
中
商
標
法
第
十
三
条
の
二
第
五
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
十
九

条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日

四

第
三
条
中
意
匠
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
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第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
改
正
規

定
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
条
の
十
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定

並
び
に
同
法
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
三
条
の
規
定
（
前
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
意
匠
法
第
二
条
第

一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
六
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
八

条
、
第
八
条
の
二
、
第
十
条
、
第
十
七
条
第
一
号
、
第
二
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第

一
号
、
第
六
十
条
の
六
第
三
項
、
第
六
十
条
の
八
並
び
に
第
六
十
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
す
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

第
三
条
の
規
定
（
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
意
匠

法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
意
匠
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す



- 40 -

る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
四
号
施
行
日

」
と
い
う
。
）
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
意
匠
法
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
旧
意
匠
法
」
と
い
う
。
）

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

期
間
を
経
過
し
て
い
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

新
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項

の
規
定
は
、
第
四
号
施
行
日
以
後
に
新
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

第
四
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
四
号
施
行
日
前
に
旧
意
匠
法
第

十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期

間
を
経
過
し
て
い
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
の
二
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
伴
う
優
先

権
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

５

新
意
匠
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
号
施
行
日
前
に
旧
意
匠
法



- 41 -

の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
、
審
判
長
又
は
審
査
官
が
指
定
し
た
手
続
を
す
べ
き
期
間
を
経
過
し
て
い
る
手
続
に
つ
い
て
は

、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
四
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
商
標
法
第

六
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
す
る
標
章
の
国
際
登
録
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
の
千
九
百
八

十
九
年
六
月
二
十
七
日
に
マ
ド
リ
ッ
ド
で
採
択
さ
れ
た
議
定
書
第
三
条
の
三
に
規
定
す
る
領
域
指
定
で
あ
っ
て
日
本
国
を
指

定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
国
を
指
定
す
る
領
域
指
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

し
た
日
本
国
を
指
定
す
る
領
域
指
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
執
行
官
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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一
の
三

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
五
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
援
助

第
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
前
項
第
一
号
の
二
」
を
「
、
前
項
第
一
号
の
二
」
に
改
め
、
「
調
査
」
の
下
に
「
又
は

同
項
第
一
号
の
三
の
援
助
」
を
加
え
、
「
又
は
同
号
」
を
「
、
同
項
第
一
号
の
二
」
に
改
め
る
。
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理

由

知
的
財
産
を
適
切
に
保
護
し
、
そ
の
活
用
を
図
る
た
め
、
特
許
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ

り
裁
判
所
が
指
定
す
る
査
証
人
が
、
立
証
さ
れ
る
べ
き
侵
害
に
係
る
事
実
の
有
無
の
判
断
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
行
う
た
め

の
査
証
を
行
い
、
裁
判
所
に
報
告
書
を
提
出
す
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
の
基
準
と
な
る
特
許
権

者
等
が
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
等
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
の
認
定
に
当
た
り
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
を
規
定
す

る
ほ
か
、
画
像
及
び
建
築
物
を
意
匠
権
の
保
護
対
象
に
追
加
す
る
等
の
意
匠
制
度
の
拡
充
に
係
る
措
置
等
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

（
本
則
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

1

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）

11

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

15

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

44

（
附
則
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

48
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○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
出
願
公
開
の
効
果
等
）

（
出
願
公
開
の
効
果
等
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
六
十
五
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
百
一
条
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
四
条
の
三
ま
で
、
第
百
五
条
か
ら
第

６

第
百
一
条
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
四
条
の
三
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百

百
五
条
の
二
の
十
一
ま
で
、
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
七
ま
で
及

五
条
の
二
、
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
七
ま
で
及
び
第
百
六
十
八

び
第
百
六
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九

条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
十
九
条
及
び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行

九
号
）
第
七
百
十
九
条
及
び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行
為
）
の
規
定
は

為
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準

、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
権
を
有
す
る
者
が
特
許
権
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
権
を
有
す
る
者
が
特
許
権
の
設
定
の
登
録
前

設
定
の
登
録
前
に
当
該
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
実
施
の
事
実
及
び
そ
の

に
当
該
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
実
施
の
事
実
及
び
そ
の
実
施
を
し
た
者

実
施
を
し
た
者
を
知
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
号
中
「
被
害
者
又
は
そ
の

を
知
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
号
中
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が

法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
許

損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
許
権
の
設
定
の
登

権
の
設
定
の
登
録
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

録
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
百
二
条

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己

第
百
二
条

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己

の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自

の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自

己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の

己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の

侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
物
の

額
の
合
計
額
を
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と

数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
特
許
権

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と

が
で
き
た
物
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
特
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許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限

度
に
お
い
て
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る

数
量
を
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販

（
新
設
）

売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
に
、
自
己

の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
物
の
数
量
（

次
号
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
特
許
権
者
又

は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「

実
施
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当

す
る
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た

数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

譲
渡
数
量
の
う
ち
実
施
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が

（
新
設
）

あ
る
場
合
（
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
当
該
特
許
権
者
の
特

許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
実
施
権
の
許
諾

又
は
当
該
専
用
実
施
権
者
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の

許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
数
量
に
応
じ
た
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
特
許
発
明
の

実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
特
許
発
明
の
実
施

（
新
設
）

に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て
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は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施

権
に
係
る
特
許
発
明
の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
特
許
権
又
は
専
用

実
施
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実

施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
特
許

権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ
と
と
な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請

請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を

求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵

侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は

害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で

損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き

き
る
。

る
。

（
書
類
の
提
出
等
）

（
書
類
の
提
出
等
）

第
百
五
条

（
略
）

第
百
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し

４

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し

て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る

て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
専
門
委
員
（
民
事
訴
訟
法
第
一
編
第

と
き
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
民
事
訴
訟
法
第
一
編
第
五
章
第
二
節

五
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
を
い
う
。
第
百
五
条
の
二
の

第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が

六
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
査
証
人
に
対
す
る
査
証
の
命
令
）

第
百
五
条
の
二

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴

（
新
設
）

訟
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
立
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
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有
無
を
判
断
す
る
た
め
、
相
手
方
が
所
持
し
、
又
は
管
理
す
る
書
類
又
は

装
置
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
書
類
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
確
認
、

作
動
、
計
測
、
実
験
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
る
証
拠
の
収
集
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権

を
相
手
方
が
侵
害
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
か
つ
、
申
立
人
が
自
ら
又
は
他
の
手
段
に
よ
つ
て
は
、
当
該
証

拠
の
収
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
相
手
方
の

意
見
を
聴
い
て
、
査
証
人
に
対
し
、
査
証
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
当
該
証
拠
の
収
集
に
要
す
べ
き
時
間
又
は
査
証
を
受
け
る
べ
き
当

事
者
の
負
担
が
不
相
当
な
も
の
と
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
相

当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

査
証
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
相
手
方
が
侵
害
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足

り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
事
由

二

査
証
の
対
象
と
す
べ
き
書
類
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
及
び
書

類
等
の
所
在
地

三

立
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
及
び
こ
れ
と
査
証
に
よ
り
得
ら
れ
る
証
拠
と

の
関
係

四

申
立
人
が
自
ら
又
は
他
の
手
段
に
よ
つ
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
証

拠
の
収
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

五

第
百
五
条
の
二
の
四
第
二
項
の
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
措
置
及
び
そ
の
必
要
性

３

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
後
に
お
い
て
、
同
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
情
に
よ
り
査
証
を
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と

認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
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。
４

査
証
の
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
査
証
人
の
指
定
等
）

第
百
五
条
の
二
の
二

査
証
は
、
査
証
人
が
す
る
。

（
新
設
）

２

査
証
人
は
、
裁
判
所
が
指
定
す
る
。

３

裁
判
所
は
、
円
滑
に
査
証
を
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
執
行
官
に
対
し
、
査
証
人
が
査
証
を
す
る

に
際
し
て
必
要
な
援
助
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
忌
避
）

第
百
五
条
の
二
の
三

査
証
人
に
つ
い
て
誠
実
に
査
証
を
す
る
こ
と
を
妨
げ

（
新
設
）

る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
は
、
そ
の
査
証
人
が
査
証
を
す
る

前
に
、
こ
れ
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
査
証
人
が
査
証
を
し
た
場
合

で
あ
つ
て
も
、
そ
の
後
に
、
忌
避
の
原
因
が
生
じ
、
又
は
当
事
者
が
そ
の

原
因
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
同
様
と
す
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前

項
の
忌
避
の
申
立
て
及
び
こ
れ
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
受
訴
裁
判
所
、
受
命
裁
判
官
又
は

受
託
裁
判
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁
判
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
査
証
）

第
百
五
条
の
二
の
四

査
証
人
は
、
第
百
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
査
証
を
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
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書
（
以
下
「
査
証
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
裁
判
所
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

査
証
人
は
、
査
証
を
す
る
に
際
し
、
査
証
の
対
象
と
す
べ
き
書
類
等
が

所
在
す
る
査
証
を
受
け
る
当
事
者
の
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
の
場
所
（
次

項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
立
ち
入
り
、
又
は
査

証
を
受
け
る
当
事
者
に
対
し
、
質
問
を
し
、
若
し
く
は
書
類
等
の
提
示
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
装
置
の
作
動
、
計
測
、
実
験
そ
の
他
査
証

の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
措
置
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

執
行
官
は
、
第
百
五
条
の
二
の
二
第
三
項
の
必
要
な
援
助
を
す
る
に
際

し
、
査
証
の
対
象
と
す
べ
き
書
類
等
が
所
在
す
る
査
証
を
受
け
る
当
事
者

の
工
場
等
に
立
ち
入
り
、
又
は
査
証
を
受
け
る
当
事
者
に
対
し
、
査
証
人

を
補
助
す
る
た
め
、
質
問
を
し
、
若
し
く
は
書
類
等
の
提
示
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
査
証
を
受
け
る
当
事
者
は
、
査
証
人
及
び

執
行
官
に
対
し
、
査
証
に
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
査
証
を
受
け
る
当
事
者
が
工
場
等
へ
の
立
入
り
を
拒
む
場
合
等
の
効
果

）
第
百
五
条
の
二
の
五

査
証
を
受
け
る
当
事
者
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

る
査
証
人
の
工
場
等
へ
の
立
入
り
の
要
求
若
し
く
は
質
問
若
し
く
は
書
類

等
の
提
示
の
要
求
又
は
装
置
の
作
動
、
計
測
、
実
験
そ
の
他
査
証
の
た
め

に
必
要
な
措
置
と
し
て
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
措
置
の
要
求
に
対
し
、

正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
ら
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
立
証
さ
れ

る
べ
き
事
実
に
関
す
る
申
立
人
の
主
張
を
真
実
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
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（
査
証
報
告
書
の
写
し
の
送
達
等
）

第
百
五
条
の
二
の
六

裁
判
所
は
、
査
証
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、

（
新
設
）

そ
の
写
し
を
、
査
証
を
受
け
た
当
事
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

査
証
を
受
け
た
当
事
者
は
、
査
証
報
告
書
の
写
し
の
送
達
を
受
け
た
日

か
ら
二
週
間
以
内
に
、
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
申
立
人
に
開
示

し
な
い
こ
と
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
査
証
報
告
書
の
全
部

又
は
一
部
を
申
立
人
に
開
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
、
補
佐
人
又

は
専
門
委
員
に
対
し
、
査
証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
等
、
補
佐
人
又
は
専
門
委
員
に
対
し
、
査

証
報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
査
証
を

受
け
た
当
事
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
及
び
第
三
項
の
査
証

報
告
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
決
定
に
対
し
て
は

、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
査
証
報
告
書
の
閲
覧
等
）

第
百
五
条
の
二
の
七

申
立
人
及
び
査
証
を
受
け
た
当
事
者
は
、
前
条
第
二

（
新
設
）

項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
査
証
を
受
け
た
当
事
者
の
申
立
て
が
な
か
つ
た

と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
し
た

と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
全
部
を
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開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
査
証
報
告
書
（
同
項
の
規
定

に
よ
り
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一

部
の
記
載
を
除
く
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若

し
く
は
抄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
何
人
も
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
査
証
報

告
書
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付

又
は
そ
の
複
製
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

民
事
訴
訟
法
第
九
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に

規
定
す
る
査
証
報
告
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
四
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
特
許
法
第
百
五
条
の
二
の
七
第
一

項
」
と
、
「
当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
」
と
あ
る
の
は

「
申
立
人
又
は
査
証
を
受
け
た
当
事
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
査
証
人
の
証
言
拒
絶
権
）

第
百
五
条
の
二
の
八

査
証
人
又
は
査
証
人
で
あ
つ
た
者
が
査
証
に
関
し
て

（
新
設
）

知
得
し
た
秘
密
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場

合
に
は
、
そ
の
証
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用

す
る
。

（
査
証
人
の
旅
費
等
）

第
百
五
条
の
二
の
九

査
証
人
に
関
す
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
並
び
に

（
新
設
）

査
証
料
及
び
査
証
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

限
り
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十

号
）
中
こ
れ
ら
に
関
す
る
規
定
の
例
に
よ
る
。
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（
最
高
裁
判
所
規
則
へ
の
委
任
）

第
百
五
条
の
二
の
十

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
百
五
条
の
二

（
新
設
）

か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規

則
で
定
め
る
。

（
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
）

（
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
）

第
百
五
条
の
二
の
十
一

（
略
）

第
百
五
条
の
二

（
略
）

（
秘
密
保
持
命
令
）

（
秘
密
保
持
命
令
）

第
百
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴

第
百
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴

訟
に
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法

訟
に
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
に
も

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に

該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に

よ
り
、
決
定
で
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該

よ
り
、
決
定
で
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該

営
業
秘
密
を
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
し
、
又
は
当

営
業
秘
密
を
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
し
、
又
は
当

該
営
業
秘
密
に
係
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
以
外
の
者

該
営
業
秘
密
に
係
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
以
外
の
者

に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の

に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の

申
立
て
の
時
ま
で
に
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
が
第
一
号
に

申
立
て
の
時
ま
で
に
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
が
第
一
号
に

規
定
す
る
準
備
書
面
の
閲
読
又
は
同
号
に
規
定
す
る
証
拠
の
取
調
べ
若
し

規
定
す
る
準
備
書
面
の
閲
読
又
は
同
号
に
規
定
す
る
証
拠
の
取
調
べ
若
し

く
は
開
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し

く
は
開
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し

て
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

既
に
提
出
さ
れ
若
し
く
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
準
備
書
面
に
当
事
者
の

一

既
に
提
出
さ
れ
若
し
く
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
準
備
書
面
に
当
事
者
の

保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
既
に
取
り
調
べ
ら
れ
若
し
く

保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
既
に
取
り
調
べ
ら
れ
若
し
く

は
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ
き
証
拠
（
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開

は
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ
き
証
拠
（
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開

示
さ
れ
た
書
類
、
第
百
五
条
の
二
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ

示
さ
れ
た
書
類
又
は
第
百
五
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
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れ
た
査
証
報
告
書
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
第
百
五
条
の
七
第
四
項

た
書
面
を
含
む
。
）
の
内
容
に
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
含
ま

の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
書
面
を
含
む
。
）
の
内
容
に
当
事
者
の
保

れ
る
こ
と
。

有
す
る
営
業
秘
密
が
含
ま
れ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
審
判
に
お
け
る
費
用
の
負
担
）

（
審
判
に
お
け
る
費
用
の
負
担
）

第
百
六
十
九
条

（
略
）

第
百
六
十
九
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

審
判
に
関
す
る
費
用
の
範
囲
、
額
及
び
納
付
並
び
に
審
判
に
お
け
る
手

６

審
判
に
関
す
る
費
用
の
範
囲
、
額
及
び
納
付
並
び
に
審
判
に
お
け
る
手

続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
な
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反

続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
な
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反

し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
中
こ
れ
ら
に
関
す
る
規

し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律

定
（
第
二
章
第
一
節
及
び
第
三
節
に
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
の
例
に
よ

第
四
十
号
）
中
こ
れ
ら
に
関
す
る
規
定
（
第
二
章
第
一
節
及
び
第
三
節
に

る
。

定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
の
例
に
よ
る
。

（
秘
密
を
漏
ら
し
た
罪
）

（
秘
密
を
漏
ら
し
た
罪
）

第
二
百
条

（
略
）

第
二
百
条

（
略
）

第
二
百
条
の
二

査
証
人
又
は
査
証
人
で
あ
つ
た
者
が
査
証
に
関
し
て
知
得

（
新
設
）

し
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

第
二
百
条
の
三

略
）

第
二
百
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
二
十
九
条

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ

第
二
十
九
条

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ

り
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵

り
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵

害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
次
の

の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の

各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が

譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う

受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
に
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な

け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額

を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能

力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用

実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡

数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実

施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ

（
新
設
）

ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
に

、
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た

物
品
の
数
量
（
次
号
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当

該
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
数
量

（
同
号
に
お
い
て
「
実
施
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分

（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
実
用
新
案
権
者
又
は

専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と



- 12 -

き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「
特
定
数
量
」

と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

譲
渡
数
量
の
う
ち
実
施
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が

（
新
設
）

あ
る
場
合
（
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
当
該
実
用
新
案

権
者
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常

実
施
権
の
許
諾
又
は
当
該
専
用
実
施
権
者
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の

通
常
実
施
権
の
許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
数
量
に
応
じ
た
当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権

に
係
る
登
録
実
用
新
案
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当

す
る
額

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
登
録
実
用
新
案
の

（
新
設
）

実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
を
認
定
す
る
に
当
た

つ
て
は
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
自
己
の
実
用
新
案
権

又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
登
録
実
用
新
案
の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
当

該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て

当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す

る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ

と
と
な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請

請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施

求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権

権
を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判

を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所

所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と

は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が

が
で
き
る
。

で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）
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第
三
十
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
ま
で
（
具
体
的
態
様
の

第
三
十
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
ま
で
（
具
体
的
態
様
の

明
示
義
務
、
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
、
主
張
の
制
限
及
び
書
類

明
示
義
務
、
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
、
主
張
の
制
限
、
書
類
の

の
提
出
等
）
及
び
第
百
五
条
の
二
の
十
一
か
ら
第
百
六
条
ま
で
（
損
害
計

提
出
等
、
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保

算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保

持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
、
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通

持
命
令
の
取
消
し
、
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
、
当
事
者
尋

知
等
、
当
事
者
尋
問
等
の
公
開
停
止
及
び
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は

問
等
の
公
開
停
止
及
び
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
又

、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百

い
て
、
同
法
第
百
四
条
の
四
中
「
次
に
掲
げ
る
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し

四
条
の
四
中
「
次
に
掲
げ
る
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は

た
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
審
決
が
確
定
し
た
又
は
第
三
号
に

「
第
一
号
に
掲
げ
る
審
決
が
確
定
し
た
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
訂
正
が
あ

掲
げ
る
訂
正
が
あ
つ
た
」
と
、
「
当
該
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
」
と

つ
た
」
と
、
「
当
該
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

あ
る
の
は
「
当
該
審
決
が
確
定
し
た
又
は
訂
正
が
あ
つ
た
」
と
、
同
条
第

審
決
が
確
定
し
た
又
は
訂
正
が
あ
つ
た
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
訂
正
を

三
号
中
「
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
決
定
又
は
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新

す
べ
き
旨
の
決
定
又
は
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法
第
十
四
条
の

案
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
訂
正
」
と
読
み
替
え
る
も
の

二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
訂
正
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
）

（
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
）

第
三
十
七
条

実
用
新
案
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

第
三
十
七
条

実
用
新
案
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録

は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録

無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上

無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上

の
請
求
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が

の
請
求
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

二

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

許
法
第
二
十
五
条
、
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
、
第
七
条
第
一

許
法
第
二
十
五
条
、
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
、
第
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い

項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
そ

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
そ

の
実
用
新
案
登
録
が
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規

の
実
用
新
案
登
録
が
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
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定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の

十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係

権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

る
実
用
新
案
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
意
匠
」
と
は
、
物
品
（
物
品
の
部
分
を
含
む
。
以

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
意
匠
」
と
は
、
物
品
（
物
品
の
部
分
を
含
む
。
第

下
同
じ
。
）
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
（

八
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ

以
下
「
形
状
等
」
と
い
う
。
）
、
建
築
物
（
建
築
物
の
部
分
を
含
む
。
以

ら
の
結
合
で
あ
つ
て
、
視
覚
を
通
じ
て
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
い
う

下
同
じ
。
）
の
形
状
等
又
は
画
像
（
機
器
の
操
作
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

。

又
は
機
器
が
そ
の
機
能
を
発
揮
し
た
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
る
も
の
に
限

り
、
画
像
の
部
分
を
含
む
。
次
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
三

十
八
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
第
六
号
並
び
に

第
五
十
五
条
第
二
項
第
六
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
視
覚

を
通
じ
て
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
で
意
匠
に
つ
い
て
「
実
施
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い

２

前
項
に
お
い
て
、
物
品
の
部
分
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ

う
。

れ
ら
の
結
合
に
は
、
物
品
の
操
作
（
当
該
物
品
が
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き

一

意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
、
使
用
、
譲
渡
、
貸
渡
し
、
輸
出
若
し
く

る
状
態
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
画

は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た

像
で
あ
つ
て
、
当
該
物
品
又
は
こ
れ
と
一
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
品
に

め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為

表
示
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

二

意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
、
使
用
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
又
は

譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

三

意
匠
に
係
る
画
像
（
そ
の
画
像
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
等
（
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
行
為
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イ

意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
、
使
用
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た

提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
（
提
供
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
す
る
行
為

ロ

意
匠
に
係
る
画
像
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
又
は
内
蔵
す
る
機
器
（

以
下
「
画
像
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
、
貸
渡
し
、
輸
出

若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

（
削
る
）

３

こ
の
法
律
で
意
匠
に
つ
い
て
「
実
施
」
と
は
、
意
匠
に
係
る
物
品
を
製

造
し
、
使
用
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、

又
は
そ
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
の

展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為
を
い
う
。

３

（
略
）

４

（
略
）

（
意
匠
登
録
の
要
件
）

（
意
匠
登
録
の
要
件
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

意
匠
登
録
出
願
前
に
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識

２

意
匠
登
録
出
願
前
に
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識

を
有
す
る
者
が
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
、
頒
布
さ
れ

を
有
す
る
者
が
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
形
状
、
模

た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可

様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
基
づ
い
て
容
易
に
意
匠
の
創
作

能
と
な
つ
た
形
状
等
又
は
画
像
に
基
づ
い
て
容
易
に
意
匠
の
創
作
を
す
る

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を

。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
匠
）

（
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
匠
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

第
五
条

次
に
掲
げ
る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

他
人
の
業
務
に
係
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
と
混
同
を
生
ず
る
お

二

他
人
の
業
務
に
係
る
物
品
と
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
意
匠

そ
れ
が
あ
る
意
匠

三

物
品
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
形
状
若
し
く
は
建
築
物

三

物
品
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
形
状
の
み
か
ら
な
る
意

の
用
途
に
と
つ
て
不
可
欠
な
形
状
の
み
か
ら
な
る
意
匠
又
は
画
像
の
用

匠

途
に
と
つ
て
不
可
欠
な
表
示
の
み
か
ら
な
る
意
匠

（
仮
通
常
実
施
権
）

（
仮
通
常
実
施
権
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
許
法
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項

３

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項

、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
の
規

及
び
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第

定
は
、
仮
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三

十
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
仮
通
常
実
施
権
に
準
用

十
四
条
の
三
第
八
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
中
「
第
四

第
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
条

律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権

第
九
項
中
「
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
条
の

に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い

「
第
一
項
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許

て
、
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
前
条
第
四
項
の

出
願
に
つ
い
て
、
意
匠
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
意
匠
法
第
十

る
。

三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
意
匠
登
録
出
願
）

（
意
匠
登
録
出
願
）

第
六
条

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
六
条

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
願
書
に
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
を
記
載
し
た
図
面
を
添

し
た
願
書
に
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
を
記
載
し
た
図
面
を
添

付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途

三

意
匠
に
係
る
物
品
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
三
号
の
意
匠
に
係
る
物
品
若
し
く
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
の

３

第
一
項
第
三
号
の
意
匠
に
係
る
物
品
の
記
載
又
は
願
書
に
添
付
し
た
図

用
途
の
記
載
又
は
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
若
し
く
は
ひ
な
形
に
よ

面
、
写
真
若
し
く
は
ひ
な
形
に
よ
つ
て
は
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お

つ
て
は
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が

け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
の
材
質
又
は
大

そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
又
は
建
築
物
の
材
質
又
は
大
き
さ
を
理
解
す
る
こ

き
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
そ
の
意
匠
を
認
識
す
る
こ
と
が

と
が
で
き
な
い
た
め
そ
の
意
匠
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
の
材
質
又
は
大
き
さ
を
願
書

そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
又
は
建
築
物
の
材
質
又
は
大
き
さ
を
願
書
に
記
載

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

意
匠
に
係
る
物
品
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
、
建
築
物
の
形
状
、

４

意
匠
に
係
る
物
品
の
形
状
、
模
様
又
は
色
彩
が
そ
の
物
品
の
有
す
る
機

模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
画
像
が
そ
の
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
の
有
す

能
に
基
づ
い
て
変
化
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
化
の
前
後
に
わ
た
る

る
機
能
に
基
づ
い
て
変
化
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
化
の
前
後
に
わ

そ
の
物
品
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
つ
い
て

た
る
そ
の
物
品
の
形
状
等
、
建
築
物
の
形
状
等
又
は
画
像
に
つ
い
て
意
匠

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
物
品
の
当
該

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
物
品
、
建
築
物
又

機
能
の
説
明
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
画
像
の
当
該
機
能
の
説
明
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
図
面
に
意
匠
を
記
載
し
、
又
は
第
二

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
図
面
に
意
匠
を
記
載
し
、
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
写
真
若
し
く
は
ひ
な
形
に
意
匠
を
現
す
場
合

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
写
真
若
し
く
は
ひ
な
形
に
意
匠
を
現
す
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
の
全
部
又
は
一

に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
の
全
部
又
は
一
部
が
透
明
で
あ
る
と

部
が
透
明
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

き
は
、
そ
の
旨
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
一
意
匠
一
出
願
）

（
一
意
匠
一
出
願
）

第
七
条

意
匠
登
録
出
願
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
七
条

意
匠
登
録
出
願
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
品
の
区
分
に
よ

意
匠
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
意
匠
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
物
の
意
匠
）

（
組
物
の
意
匠
）
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第
八
条

同
時
に
使
用
さ
れ
る
二
以
上
の
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
で
あ
つ

第
八
条

同
時
に
使
用
さ
れ
る
二
以
上
の
物
品
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で

て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
組
物
」
と
い
う
。
）
を
構
成

定
め
る
も
の
（
以
下
「
組
物
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
物
品
に
係
る
意

す
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
に
係
る
意
匠
は
、
組
物
全
体
と
し
て
統
一

匠
は
、
組
物
全
体
と
し
て
統
一
が
あ
る
と
き
は
、
一
意
匠
と
し
て
出
願
を

が
あ
る
と
き
は
、
一
意
匠
と
し
て
出
願
を
し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と

し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

（
内
装
の
意
匠
）

第
八
条
の
二

店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
の
内
部
の
設
備
及
び
装
飾
（

（
新
設
）

以
下
「
内
装
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
に
係

る
意
匠
は
、
内
装
全
体
と
し
て
統
一
的
な
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
と
き
は
、

一
意
匠
と
し
て
出
願
を
し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
連
意
匠
）

（
関
連
意
匠
）

第
十
条

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
自
己
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
又
は

第
十
条

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
自
己
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
又
は

自
己
の
登
録
意
匠
の
う
ち
か
ら
選
択
し
た
一
の
意
匠
（
以
下
「
本
意
匠
」

自
己
の
登
録
意
匠
の
う
ち
か
ら
選
択
し
た
一
の
意
匠
（
以
下
「
本
意
匠
」

と
い
う
。
）
に
類
似
す
る
意
匠
（
以
下
「
関
連
意
匠
」
と
い
う
。
）
に
つ

と
い
う
。
）
に
類
似
す
る
意
匠
（
以
下
「
関
連
意
匠
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
（
第
十
五
条
第
一
項
に

い
て
は
、
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
（
第
十
五
条
に
お
い
て

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一

準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若

項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
意
匠
登
録
出
願
に

権
の
主
張
を
伴
う
意
匠
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は

あ
つ
て
は
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ

千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日

セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五

に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九

年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン

百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一

で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十

日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保

ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月

護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
（4）

二
十
日
の
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ

規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に

（4）

（2）
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れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出

よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出
願
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

（2）

願
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録

じ
。
）
が
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
以
後
で
あ
つ
て
、
第
二
十

出
願
の
日
以
後
で
あ
つ
て
、
当
該
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
十

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た

年
を
経
過
す
る
日
前
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項

意
匠
公
報
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
発
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
限

、
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
際
に
、
そ
の
本
意
匠
の
意

り
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を

匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
て
い
る
と
き
、
無
効

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
て
い
る
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
自
己
の
意

（
新
設
）

匠
の
う
ち
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
の
本

意
匠
と
同
一
又
は
類
似
の
も
の
は
、
当
該
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

意
匠
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
に
つ
い
て

（
新
設
）

の
第
三
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
た
だ
し
書

中
「
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が

掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
先
の
意
匠
登
録

出
願
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請

求
し
た
と
き
は
、
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号

に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
る
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す

（
新
設
）

る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
連
意
匠
を
本
意
匠
と
み
な
し
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
当
該
意

匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
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す
る
意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
に
の
み

類
似
す
る
意
匠
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

（
新
設
）

「
当
該
本
意
匠
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
関
連
意
匠
に
係
る
最
初
に
選
択

し
た
一
の
意
匠
」
と
す
る
。

６

本
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は

２

本
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は

、
そ
の
本
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
四
項
の

、
そ
の
本
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
削
る
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
る
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す

る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
意
匠
登

４

本
意
匠
に
係
る
二
以
上
の
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き

録
出
願
が
基
礎
意
匠
（
当
該
関
連
意
匠
に
係
る
最
初
に
選
択
し
た
一
の
意

は
、
こ
れ
ら
の
関
連
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

匠
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
関
連
意
匠
（
当
該
基
礎
意
匠
の
関
連

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
二
以
上
の
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
で

あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

８

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二

（
新
設
）

号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
自
己
の
意
匠
の
う
ち
当
該
基
礎
意
匠
に
係
る
関

連
意
匠
（
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら

れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登

録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た

と
き
、
又
は
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
消
滅
し
た
と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
若

し
く
は
放
棄
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
と
同
一
又
は
類
似
の
も
の
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
に
つ
い
て
の
第
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三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
）

（
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
）

第
十
条
の
二

（
略
）

第
十
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た

な
意
匠
登
録
出
願
は
、
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な

な
意
匠
登
録
出
願
は
、
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な

す
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十

す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て

で
な
い
。

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と

の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新

の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新

た
な
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
に

た
な
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第

規
定
を
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第

二
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ

長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長

官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）
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第
十
五
条

特
許
法
第
三
十
八
条
（
共
同
出
願
）
及
び
第
四
十
三
条
か
ら
第

第
十
五
条

特
許
法
第
三
十
八
条
（
共
同
出
願
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
か

四
十
三
条
の
三
ま
で
（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
及
び
パ
リ

ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張

条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主
張
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
に
準
用
す

の
手
続
）
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
（
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
省

張
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
」
と
、
同

同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ

条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月

る
の
は
「
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に

」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の

掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
登
録

と
す
る
。

出
願
の
日
か
ら
三
月
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項

に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
者
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
法
第
四
十
三
条
の

三
第
三
項
中
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
拒
絶
の
査
定
）

（
拒
絶
の
査
定
）

第
十
七
条

審
査
官
は
、
意
匠
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
十
七
条

審
査
官
は
、
意
匠
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定

す
る
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
五

一

そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
五

条
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
か

十
条
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い

ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三

て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
又
は
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

十
八
条
又
は
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
五

準
用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
す
る
こ
と
が

条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

き
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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（
存
続
期
間
）

（
存
続
期
間
）

第
二
十
一
条

意
匠
権
（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
を
除
く
。
）
の
存
続
期
間
は

第
二
十
一
条

意
匠
権
（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
を
除
く
。
）
の
存
続
期
間
は

、
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
二
十
五
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

、
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
基
礎
意
匠
の
意
匠
登
録
出

２

関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
権
の
設
定

願
の
日
か
ら
二
十
五
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

の
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
）

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
）

第
二
十
二
条

基
礎
意
匠
及
び
そ
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
は
、
分
離
し
て
移

第
二
十
二
条

本
意
匠
及
び
そ
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
は
、
分
離
し
て
移
転

転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

基
礎
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た

２

本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
と

と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
た

き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
た
と

と
き
は
、
当
該
基
礎
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
は
、
分
離
し
て
移

き
は
、
当
該
本
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
は
、
分
離
し
て
移
転
す

転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

（
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

２

基
礎
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
る

２

本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
請

請
求
は
、
基
礎
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
い
ず
れ
か
の
消
滅
後
は

求
は
、
本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
い
ず
れ
か
の
消
滅
後
は
、
当

、
当
該
消
滅
し
た
意
匠
権
が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
存
在

該
消
滅
し
た
意
匠
権
が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
存
在
し
な

し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
を
除
き
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
を
除
き
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

。
３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
専
用
実
施
権
）

（
専
用
実
施
権
）

第
二
十
七
条

意
匠
権
者
は
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定

第
二
十
七
条

意
匠
権
者
は
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
基
礎
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ

つ
い
て
の
専
用
実
施
権
は
、
基
礎
意
匠
及
び
全
て
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権

い
て
の
専
用
実
施
権
は
、
本
意
匠
及
び
す
べ
て
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に

に
つ
い
て
、
同
一
の
者
に
対
し
て
同
時
に
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
設
定

つ
い
て
、
同
一
の
者
に
対
し
て
同
時
に
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
設
定
す

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

基
礎
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た

３

本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
と

と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
た

き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
た
と

と
き
は
、
当
該
基
礎
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用

き
は
、
当
該
本
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施

実
施
権
は
、
全
て
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
同
一
の
者
に
対
し
て

権
は
、
す
べ
て
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
同
一
の
者
に
対
し
て
同

同
時
に
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
に
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
差
止
請
求
権
）

（
差
止
請
求
権
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条
（
略
）

２

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る

２

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る

に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
、
建
築
物
若
し
く
は
画
像
（
そ

に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許
法
第
二

の
画
像
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
含
む
。
第
六
十
四

条
第
四
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

条
及
び
第
六
十
五
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
画
像
を

）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除

記
録
し
た
記
録
媒
体
若
し
く
は
内
蔵
す
る
機
器
（
以
下
「
一
般
画
像
記
録

却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

媒
体
等
」
と
い
う
。
）
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
画
像
を
表
示
す
る
機
能
を

有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

等
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
若
し
く
は
記
憶
し
た
機
器
（
以
下
「
プ
ロ
グ
ラ

ム
等
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備

の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

（
略
）

３
（
略
）
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（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵

第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵

害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み

一

業
と
し
て
、
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の

用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体

製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
（
譲
渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い

等
に
つ
い
て
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

、
そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通

イ

当
該
製
造
に
の
み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等

じ
た
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申

の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡

出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為

し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
製
造
に
の
み
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行
為

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い

（
新
設
）

る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
（

こ
れ
ら
が
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る

意
匠
の
視
覚
を
通
じ
た
美
感
の
創
出
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の

意
匠
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の

物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
が
そ

の
意
匠
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
行
う

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製

造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
製
造
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行
為
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三

（
略
）

二

（
略
）

四

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
に
の

（
新
設
）

み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒

体
等
に
つ
い
て
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
の
み
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等

の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡

し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
建
築
に
の
み
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行
為

五

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築
に
用

（
新
設
）

い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等

（
こ
れ
ら
が
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
意
匠
の
視
覚
を
通
じ
た
美
感
の
創
出
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ

の
意
匠
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
そ

の
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
が

そ
の
意
匠
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
行

う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製

造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
建
築
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行
為

六

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
を
業
と
し
て

（
新
設
）

の
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
に
所
有
す
る
行
為

七

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に
の
み

（
新
設
）



- 28 -

用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
業
と
し

て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
の
み
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等

又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く

は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
作
成
に
の
み
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行
為

八

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に
用
い

（
新
設
）

る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
（
こ
れ
ら
が
日
本
国
内

に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

で
あ
つ
て
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
視
覚
を
通
じ

た
美
感
の
創
出
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
意
匠
が
登
録
意
匠
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物
品
若
し
く
は
画
像

若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ

グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
が
そ
の
意
匠
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
業
と
し
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸

入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
す
る
行
為

ロ

当
該
作
成
に
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
す
る
行
為

九

登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
を
業
と
し

（
新
設
）

て
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
た
め
に
保
有
す
る
行
為
又
は
登

録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
記
録
媒
体
等
を
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業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
三
十
九
条

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自

第
三
十
九
条

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自

己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り

己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り

自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ

自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ

の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た

げ
る
額
の
合
計
額
を
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の

物
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す

る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た

額
を
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超

え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害

の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に

相
当
す
る
数
量
を
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応

じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販

（
新
設
）

売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
に
、
自

己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
物
品
の
数

量
（
次
号
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
意
匠
権

者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
数
量
（
同
号
に
お
い

て
「
実
施
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又

は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販

売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に

相
当
す
る
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除

し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額
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二

譲
渡
数
量
の
う
ち
実
施
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が

（
新
設
）

あ
る
場
合
（
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
当
該
意
匠
権
者
の
意

匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
実
施
権
の
許
諾

又
は
当
該
専
用
実
施
権
者
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の

許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
数
量
に
応
じ
た
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
に
係
る
登
録
意
匠
の

実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
登
録
意
匠
の
実
施

（
新
設
）

に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て

は
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
、
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施

権
に
係
る
登
録
意
匠
の
実
施
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
意
匠
権
又
は
専
用

実
施
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実

施
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
意
匠

権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
得
る
こ
と
と
な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請

請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を

求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵

侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は

害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で

損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き

き
る
。

る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
一
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
ま
で
（
具
体
的
態
様

第
四
十
一
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（
具
体
的

の
明
示
義
務
、
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
、
主
張
の
制
限
及
び
書

態
様
の
明
示
義
務
、
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
、
主
張
の
制
限
、

類
の
提
出
等
）
、
第
百
五
条
の
二
の
十
一
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（
損

書
類
の
提
出
等
、
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
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害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保
持
命
令
、
秘

秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の

密
保
持
命
令
の
取
消
し
及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）
及

請
求
の
通
知
等
）
及
び
第
百
六
条
（
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
意

び
第
百
六
条
（
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施

匠
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

（
登
録
料
）

（
登
録
料
）

第
四
十
二
条

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
意
匠
権
者
は
、
登

第
四
十
二
条

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
意
匠
権
者
は
、
登

録
料
と
し
て
、
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
ま
で
の
各
年

録
料
と
し
て
、
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
ま
で
の
各
年

に
つ
い
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
つ
い
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
四
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
一
万
六
千
九
百
円

二

第
四
年
か
ら
第
二
十
年
ま
で

毎
年
一
万
六
千
九
百
円

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
登
録
料
は
、
意
匠
権
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る

３

第
一
項
の
登
録
料
は
、
意
匠
権
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る

場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ず
、
同
項
に
規
定
す
る
登
録
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を

ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
登
録
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合

乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

（
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

第
四
十
四
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
が
回
復
し
た
と
き

第
四
十
四
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
が
回
復
し
た
と
き

は
、
そ
の
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

は
、
そ
の
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前

料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前

に
、
輸
入
を
し
、
若
し
く
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
若
し
く
は
取
得
を

に
輸
入
し
、
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
し
、
若
し
く
は
取
得
し
た
当

し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
若
し

該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
に
は
、
及
ば
な
い
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く
は
画
像
記
録
媒
体
等
、
日
本
国
内
に
お
い
て
建
築
若
し
く
は
取
得
を
し

。

た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
又
は

日
本
国
内
に
お
い
て
作
成
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く

は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経

過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば

過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば

な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に

二

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に

用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体

の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出

等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

を
し
た
行
為

イ

当
該
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製

造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
製
造
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
為

三

（
略
）

三

（
略
）

四

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
の
建
築

（
新
設
）

に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒

体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製

造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
建
築
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
為
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五

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築
物
を
譲
渡

（
新
設
）

又
は
貸
渡
し
の
た
め
に
所
有
し
た
行
為

六

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
の
作
成
に

（
新
設
）

用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸

入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
作
成
に
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
為

七

当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
を
電

（
新
設
）

気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
た
め
に
保
有
し
た
行
為
又
は
当
該
登
録

意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
記
録
媒
体
等
を
譲

渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

（
意
匠
登
録
無
効
審
判
）

（
意
匠
登
録
無
効
審
判
）

第
四
十
八
条

意
匠
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
四
十
八
条

意
匠
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

そ
の
意
匠
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
意
匠
登
録
無
効
審
判
を
請

そ
の
意
匠
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
意
匠
登
録
無
効
審
判
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
意
匠
登
録
が
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一

一

そ
の
意
匠
登
録
が
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
六
項
、
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
五
条

準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
又
は
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
又
は
第
六
十
八
条
第

用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
そ
の
意

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ

匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の

た
と
き
（
そ
の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一

法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
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項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
の

十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
意
匠
登
録

移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

に
係
る
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

第
五
十
五
条

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復

第
五
十
五
条

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復

し
た
と
き
は
、
意
匠
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請

し
た
と
き
は
、
意
匠
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請

求
の
登
録
前
に
、
善
意
に
輸
入
を
し
、
若
し
く
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製

求
の
登
録
前
に
善
意
に
輸
入
し
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
し
若
し
く

造
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意

は
取
得
し
た
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
に

匠
に
係
る
物
品
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
、
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い

は
、
及
ば
な
い
。

て
建
築
若
し
く
は
取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す

る
意
匠
に
係
る
建
築
物
又
は
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
作
成
若
し
く
は

取
得
を
し
た
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画

像
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き

２

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き

は
、
意
匠
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録

は
、
意
匠
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録

前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品

二

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品

の
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡

記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

等
の
申
出
を
し
た
行
為

イ

当
該
製
造
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製

造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
製
造
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線
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を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
為

三

（
略
）

三

（
略
）

四

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築

（
新
設
）

物
の
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

等
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
建
築
に
用
い
る
物
品
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製

造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
建
築
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
為

五

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
建
築

（
新
設
）

物
を
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
に
所
有
し
た
行
為

六

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像

（
新
設
）

の
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
画
像
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体

等
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
に
つ
い

て
行
つ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ

当
該
作
成
に
用
い
る
物
品
若
し
く
は
一
般
画
像
記
録
媒
体
等
又
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
記
録
媒
体
等
の
製
造
、
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸

入
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
た
行
為

ロ

当
該
作
成
に
用
い
る
画
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
作
成
又
は
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
若
し
く
は
そ
の
申
出
を
し
た
行
為

七

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る

（
新
設
）

画
像
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
た
め
に
保
有
し
た
行
為
又
は

当
該
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
画
像
記
録
媒

体
等
を
譲
渡
、
貸
渡
し
若
し
く
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為
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（
国
際
出
願
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
）

（
国
際
出
願
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
）

第
六
十
条
の
六

日
本
国
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る

第
六
十
条
の
六

日
本
国
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る

（xix）

（xix）

指
定
締
約
国
と
す
る
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
そ
の
国
際
出
願
に
係
る
ジ
ュ

指
定
締
約
国
と
す
る
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
そ
の
国
際
出
願
に
係
る
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
国
際
登
録

ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
国
際
登
録

（vi）

（vi）

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条

の
規
定
に

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条

の
規
定
に

（3）
（a）

（3）
（a）

よ
る
公
表
（
以
下
「
国
際
公
表
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
も
の
は
、
経
済

よ
る
公
表
（
以
下
「
国
際
公
表
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
も
の
は
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条

産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条

（2）

（2）

に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日
に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
す
。

に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日
（
以
下
「
国
際
登
録
の
日
」
と
い
う
。
）
に

さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
す
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

３

第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国

）
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国

際
意
匠
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

際
意
匠
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
に
記

に
規
定
す
る
国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
に
記

（viii）

（viii）

録
さ
れ
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

録
さ
れ
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
し
た
願
書
に
記
載
さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な

よ
り
提
出
し
た
願
書
に
記
載
さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な

す
。

す
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係

（
略
）

意
匠
に
係
る
物
品

る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
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（
上
欄
に
掲
げ
る
製
品
が
建
築
物

又
は
画
像
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
製
品
に
係
る
国
際
登
録
簿

に
記
録
さ
れ
た
事
項
か
ら
当
該
建

築
物
又
は
画
像
の
用
途
を
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
。

）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
関
連
意
匠
の
登
録
の
特
例
）

（
関
連
意
匠
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
条
の
八

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
と
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願

第
六
十
条
の
八

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
と
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願

の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
が
国
際
意
匠
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お

の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
が
国
際
意
匠
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
第
十
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

け
る
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
第
四

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の

十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
、

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若

「
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
ジ
ュ
ネ
ー

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
四
十
三

ブ
改
正
協
定
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
」
と
す
る
。

(1)
(a)

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
六
条
(1)

の
規
定
に
よ
る
」
と
す
る
。

(a)
２

本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録

（
新
設
）

を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
」
と
す
る
。

３

基
礎
意
匠
に
係
る
一
又
は
二
以
上
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
が
第
六
十
条

（
新
設
）

の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
第
十
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
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四
十
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第

六
十
条
の
十
四
第
二
項
」
と
す
る
。

（
パ
リ
条
約
等
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
の
特
例
）

（
パ
リ
条
約
等
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に

第
六
十
条
の
十

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
（
同
項
に
お
い
て
準

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項

用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

む
。
）
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

）
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二

第
一
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
ジ
ュ
ネ
ー

２

特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項

ブ
改
正
協
定
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
に
準

の
規
定
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
優
先
権

(1)
(a)

(1)
(a)

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
次
の
各

の
主
張
を
し
た
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三

号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月

「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

以
内
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
、
同
条
第

八
項
中
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
者
」

と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
公
表
の
効
果
等
）

（
国
際
公
表
の
効
果
等
）

第
六
十
条
の
十
二

（
略
）

第
六
十
条
の
十
二

（
略
）

２

特
許
法
第
六
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規

２

特
許
法
第
六
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
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定
に
よ
り
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

定
に
よ
り
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
五
項
中
「
出
願
公
開
後
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
公
表
後
」
と
、

、
同
条
第
五
項
中
「
出
願
公
開
後
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
公
表
後
」
と
、

同
条
第
六
項
中
「
第
百
一
条
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
四
条
の
三
ま
で
、
第

同
条
第
六
項
中
「
第
百
一
条
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
四
条
の
三
ま
で
、
第

百
五
条
か
ら
第
百
五
条
の
二
の
十
一
ま
で
、
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五

百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
七
ま
で
及

条
の
七
ま
で
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
三
十
八
条
、
同
法
第
四
十

び
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
三
十
八
条
、
同
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
ま
で
、

準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
百
五

第
百
五
条
の
二
の
十
一
及
び
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
並

条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
並
び
に
意
匠
法
第
五
十
二
条
に
お
い
て

び
に
意
匠
法
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
」
と
読
み
替
え
る

準
用
す
る
特
許
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
五

基
礎
意
匠
の
意
匠
権
が
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠

第
六
十
条
の
十
五

本
意
匠
の
意
匠
権
が
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権

権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

は
、
同
項
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十

、
同
項
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十
四

四
第
二
項
」
と
す
る
。

第
二
項
」
と
す
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
の
特
例
）

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
六

基
礎
意
匠
の
意
匠
権
が
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠

第
六
十
条
の
十
六

本
意
匠
の
意
匠
権
が
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権

権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

は
、
同
項
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十

、
同
項
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十
四

四
第
二
項
」
と
す
る
。

第
二
項
」
と
す
る
。

（
国
際
意
匠
登
録
出
願
の
個
別
指
定
手
数
料
）

（
国
際
意
匠
登
録
出
願
の
個
別
指
定
手
数
料
）

第
六
十
条
の
二
十
一

（
略
）

第
六
十
条
の
二
十
一

（
略
）

２

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
が
基
礎
と

２

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
が
基
礎
と

し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
七
条

の
更
新
を

し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
七
条

の
更
新
（

（2）

（2）
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す
る
者
は
、
個
別
指
定
手
数
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
八
万
四
千
五
百

国
際
登
録
の
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
後
に
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

円
に
相
当
す
る
額
を
国
際
事
務
局
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
者
は
、
個
別
指
定
手
数
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
八
万
四
千
五
百

円
に
相
当
す
る
額
を
国
際
事
務
局
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
意
匠
登
録
表
示
）

（
意
匠
登
録
表
示
）

第
六
十
四
条

意
匠
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
経
済

第
六
十
四
条

意
匠
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似

産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似

す
る
意
匠
に
係
る
物
品
若
し
く
は
そ
の
包
装
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く

す
る
意
匠
に
係
る
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
そ
の
物
品
が
登
録
意
匠

は
画
像
記
録
媒
体
等
若
し
く
は
そ
の
包
装
に
当
該
物
品
、
建
築
物
又
は
画

又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
意
匠
登
録
表
示

像
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
の
表
示
（
以
下
「

」
と
い
う
。
）
を
附
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
匠
登
録
表
示
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

第
六
十
五
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
、
建
築
物

一

登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
以
外
の
物

又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
以
外
の
物
品
若
し
く
は
そ
の
包

品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い

装
、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
若
し
く
は
そ
の
包

表
示
を
附
す
る
行
為

装
に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
す
る
行
為

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
、
建
築
物
又
は

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
で

画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
以
外
の
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
若

あ
つ
て
、
そ
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ

し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
で
あ
つ
て
、
当
該
物
品
若
し
く
は
そ
の
包
装

れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
附
し
た
も
の
を
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
又
は

、
建
築
物
又
は
画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
若
し
く
は
そ
の
包
装

譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
の
た
め
に
展
示
す
る
行
為

に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
た
も
の
に
つ

い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
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イ

当
該
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
記
録
媒
体
等
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又

は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
た
め
の
展
示
を
す
る
行
為

ロ

当
該
画
像
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
又
は
そ
の
た
め
の
展

示
を
す
る
行
為

三

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
、
建
築
物
又
は

三

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
を

画
像
若
し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
以
外
の
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
若

製
造
さ
せ
若
し
く
は
使
用
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
し

し
く
は
画
像
記
録
媒
体
等
に
つ
い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

渡
す
た
め
、
広
告
に
そ
の
物
品
が
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す

行
為

る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る

イ

当
該
物
品
又
は
画
像
記
録
媒
体
等
の
製
造
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ

行
為

る
た
め
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
を
す
る
た
め
、
広
告
に
当
該

物
品
又
は
画
像
記
録
媒
体
等
が
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す

る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す

る
行
為

ロ

当
該
建
築
物
の
建
築
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡

若
し
く
は
貸
渡
し
を
す
る
た
め
、
広
告
に
当
該
建
築
物
が
登
録
意
匠

若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ

と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

ハ

当
該
画
像
の
作
成
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
、
又
は
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
す
る
た
め
、
広
告
に
当
該
画
像
が
登
録
意

匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ

れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

（
意
匠
公
報
）

（
意
匠
公
報
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
該
当

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
該
当
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す
る
こ
と
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又

す
る
こ
と
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又

は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
次
に
掲

は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
意
匠
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

げ
る
事
項
を
意
匠
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
中
に
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘

い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
中
に
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘

密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
登
録
出
願
が
あ
る
と
き
は
、
全
て
の
意

密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
登
録
出
願
が
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の

匠
登
録
出
願
に
関
す
る
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の

意
匠
登
録
出
願
に
関
す
る
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
拒
絶
を
す
べ
き
旨

査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間

の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期

（
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
登
録
出
願
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

間
（
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
登
録
出
題
が
二
以
上
あ
る
場
合

は
、
そ
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
）
の
経
過
後
遅
滞
な
く
掲
載
す
る
も
の
と

に
は
、
そ
の
う
ち
最
も
長
い
期
間
）
の
経
過
後
遅
滞
な
く
掲
載
す
る
も
の

す
る
。

と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
六
十
八
条

特
許
法
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
（
期
間
及
び
期
日
）
の
規

第
六
十
八
条

特
許
法
第
三
条
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二

定
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
期
間
及
び
期
日
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

項
（
期
間
及
び
期
日
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
期
間
及
び
期

に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
中
「
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百

日
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
中
「
第
四
十
六
条

八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
と

の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
又
は

あ
る
の
は
、
「
意
匠
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し

第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
意
匠
法
第
四
十
三
条
第
一
項

く
は
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十

す
る
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

別
表
（
第
六
十
七
条
関
係
）

別
表
（
第
六
十
七
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額



- 43 -

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

一
件
に
つ
き
四
千
二
百
円

準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長

（
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
を
請
求
す
る
者

五

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

一
件
に
つ
き
七
千
二
百
円

準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長

（
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
請
求
す
る
者

六
～
九

（
略
）

四
～
七

（
略
）
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○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
定
の
登
録
前
の
金
銭
的
請
求
権
等
）

（
設
定
の
登
録
前
の
金
銭
的
請
求
権
等
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
二
十
七
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許

５

第
二
十
七
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許

法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
の

法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
、

十
一
、
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
及
び
第
百
六
条
、
第
五

第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
及
び
第
百
六
条
、
第
五
十
六
条

十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
十
八
条
第
三
項
か
ら
第

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま

六
項
ま
で
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
十

で
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
十
九
条
及

九
条
及
び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行
為
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行
為
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請

当
該
請
求
権
を
有
す
る
者
が
商
標
権
の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
商
標
登
録

求
権
を
有
す
る
者
が
商
標
権
の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
商
標
登
録
出
願
に

出
願
に
係
る
商
標
の
使
用
の
事
実
及
び
そ
の
使
用
を
し
た
者
を
知
つ
た
と

係
る
商
標
の
使
用
の
事
実
及
び
そ
の
使
用
を
し
た
者
を
知
つ
た
と
き
は
、

き
は
、
同
条
第
一
号
中
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加

同
条
第
一
号
中
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を

害
者
を
知
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
」
と

知
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
」
と
読
み
替

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

（
通
常
使
用
権
）

（
通
常
使
用
権
）

第
三
十
一
条

商
標
権
者
は
、
そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
他
人
に
通
常
使
用
権

第
三
十
一
条

商
標
権
者
は
、
そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
他
人
に
通
常
使
用
権

を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商

標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
三
十
八
条

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自

第
三
十
八
条

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自

己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り

己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り

自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ

自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ

の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
商
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
商
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た

げ
る
額
の
合
計
額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害
の

商
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す

る
こ
と
が
で
き
た
商
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た

額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
使
用
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超

え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害

の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に

相
当
す
る
数
量
を
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応

じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販

（
新
設
）

売
す
る
こ
と
が
で
き
た
商
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
に
、
自

己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
商
品
の
数

量
（
次
号
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
商
標
権

者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
使
用
の
能
力
に
応
じ
た
数
量
（
同
号
に
お
い

て
「
使
用
相
応
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
部
分
（
そ
の
全
部
又

は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
販

売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に

相
当
す
る
数
量
（
同
号
に
お
い
て
「
特
定
数
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除

し
た
数
量
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二

譲
渡
数
量
の
う
ち
使
用
相
応
数
量
を
超
え
る
数
量
又
は
特
定
数
量
が

（
新
設
）

あ
る
場
合
（
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
、
当
該
商
標
権
者
の
商
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標
権
に
つ
い
て
の
専
用
使
用
権
の
設
定
若
し
く
は
通
常
使
用
権
の
許
諾

又
は
当
該
専
用
使
用
権
者
の
専
用
使
用
権
に
つ
い
て
の
通
常
使
用
権
の

許
諾
を
し
得
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
数
量
に
応
じ
た
当
該
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
に
係
る
登
録
商
標
の

使
用
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
規
定
す
る
登
録
商
標
の
使
用

（
新
設
）

に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て

は
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
、
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用

権
に
係
る
登
録
商
標
の
使
用
の
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
商
標
権
又
は
専
用

使
用
権
の
侵
害
が
あ
つ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
当
該
商
標
権
又
は
専
用
使

用
権
を
侵
害
し
た
者
と
の
間
で
合
意
を
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
商
標

権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
得
る
こ
と
と
な
る
そ
の
対
価
を
考
慮
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

６

第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
金
額
を
超

５

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害

え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
権

の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
権
又
は
専
用

又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た

使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、

と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る

参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
九
条

特
許
法
第
百
三
条
（
過
失
の
推
定
）
、
第
百
四
条
の
二
（
具

第
三
十
九
条

特
許
法
第
百
三
条
（
過
失
の
推
定
）
、
第
百
四
条
の
二
（
具

体
的
態
様
の
明
示
義
務
）
、
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
特
許

体
的
態
様
の
明
示
義
務
）
、
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
特
許

権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
）
、
第
百
五
条
（
書
類
の
提
出
等
）
、
第
百

権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
）
、
第
百
五
条
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（

五
条
の
二
の
十
一
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定

書
類
の
提
出
等
、
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
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、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し

秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の

及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）
並
び
に
第
百
六
条
（
信
用

請
求
の
通
知
等
）
並
び
に
第
百
六
条
（
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、

回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
の
侵
害
に
準
用
す

商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

る
。

（
手
続
の
補
正
の
特
例
）

（
手
続
の
補
正
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
八

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の

第
六
十
八
条
の
二
十
八

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の

二
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

二
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十

五
条
の
三
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い

五
条
の
三
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
は
、
事
件
が
審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品

属
し
て
い
る
場

に
限
り
、
願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
又
は
指
定
役

又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合

務
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
手
数
料
を
受
け
る
場
合
）

（
手
数
料
を
受
け
る
場
合
）

第
八
条

執
行
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
ご
と
に
、
そ
の
手
数
料
を

第
八
条

執
行
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
ご
と
に
、
そ
の
手
数
料
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

受
け
る
も
の
と
す
る
。

一
・
一
の
二

（
略
）

一
・
一
の
二

（
略
）

一
の
三

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
五
条
の

（
新
設
）

二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
援
助

二
～
二
十
二

（
略
）

二
～
二
十
二

（
略
）

２

執
行
官
は
、
前
項
各
号
の
事
務
の
実
施
に
着
手
す
る
前
で
あ
つ
て
も
、

２

執
行
官
は
、
前
項
各
号
の
事
務
の
実
施
に
着
手
す
る
前
で
あ
つ
て
も
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
務
に
係
る
手
数
料
を
受

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
務
に
係
る
手
数
料
を
受

け
る
。

け
る
。

一

送
達
、
前
項
第
一
号
の
二
の
現
況
の
調
査
又
は
同
項
第
一
号
の
三
の

一

送
達
又
は
前
項
第
一
号
の
二
の
現
況
の
調
査
を
行
う
べ
き
場
所
に
臨

援
助
を
行
う
べ
き
場
所
に
臨
ん
だ
場
合
に
お
い
て
、
執
行
官
の
責
め
に

ん
だ
場
合
に
お
い
て
、
執
行
官
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
つ
て
送
達
、
同
項
第
一
号
の
二
の

由
に
よ
つ
て
送
達
又
は
同
号
の
現
況
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

現
況
の
調
査
又
は
同
項
第
一
号
の
三
の
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
つ
た
と
き
。

な
か
つ
た
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）



特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

（
参
照
条
文
一
覧
）

○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

四
十
五
号
）
及
び
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

107

‥
‥
‥

○
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

144

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

四
十
五
号
）
及
び
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

180

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
抄
）

245

○
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

五
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

247

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）

247

○
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

）

248

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

248
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○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十

五
号
）
及
び
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
発
明
の
保
護
及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
発
明
を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
発
明
」
と
は
、
自
然
法
則
を
利
用
し
た
技
術
的
思
想
の
創
作
の
う
ち
高
度
の
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
で
「
特
許
発
明
」
と
は
、
特
許
を
受
け
て
い
る
発
明
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
で
発
明
に
つ
い
て
「
実
施
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
明
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
物
の
生
産
、
使
用
、
譲
渡
等
（
譲
渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い
、
そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

で
あ
る
場
合
に
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
輸
出
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
す
る
行
為

二

方
法
の
発
明
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
方
法
の
使
用
を
す
る
行
為

三

物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
あ
つ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
の
使
用
、
譲
渡
等
、
輸
出
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等

の
申
出
を
す
る
行
為

４

こ
の
法
律
で
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
」
と
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
の
用
に
供
す
る
情
報
で
あ
つ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。

（
期
間
の
計
算
）

第
三
条

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
計
算
は
、
次
の
規
定
に
よ
る
。

一

期
間
の
初
日
は
、
算
入
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
が
午
前
零
時
か
ら
始
ま
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

期
間
を
定
め
る
の
に
月
又
は
年
を
も
つ
て
し
た
と
き
は
、
暦
に
従
う
。
月
又
は
年
の
始
か
ら
期
間
を
起
算
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
最
後
の
月
又
は
年
に
お

い
て
そ
の
起
算
日
に
応
当
す
る
日
の
前
日
に
満
了
す
る
。
た
だ
し
、
最
後
の
月
に
応
当
す
る
日
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
満
了
す
る
。
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２

特
許
出
願
、
請
求
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
手
続
（
以
下
単
に
「
手
続
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
期
間
の
末
日
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期
間
の
末
日
と
す
る
。

（
期
間
の
延
長
等
）

第
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
遠
隔
又
は
交
通
不
便
の
地
に
あ
る
者
の
た
め
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百
八
条
第
一
項
、
第
百
二

十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

特
許
庁
長
官
、
審
判
長
又
は
審
査
官
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
期
間
を
指
定
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
判
長
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
期
日
を
指
定
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
期
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
期
間
内
に
限
り
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
人
で
な
い
社
団
等
の
手
続
を
す
る
能
力
）

第
六
条

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ
つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
。

二

特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
。

三

特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
。

四

第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
。

２

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ
つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お
い
て
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
の
確
定
審
決
に

対
す
る
再
審
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
等
の
手
続
を
す
る
能
力
）

第
七
条

未
成
年
者
及
び
成
年
被
後
見
人
は
、
法
定
代
理
人
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
未
成
年
者
が
独
立
し
て
法
律
行
為
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

被
保
佐
人
が
手
続
を
す
る
に
は
、
保
佐
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

法
定
代
理
人
が
手
続
を
す
る
に
は
、
後
見
監
督
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

被
保
佐
人
又
は
法
定
代
理
人
が
、
そ
の
特
許
権
に
係
る
特
許
異
議
の
申
立
て
又
は
相
手
方
が
請
求
し
た
審
判
若
し
く
は
再
審
に
つ
い
て
手
続
を
す
る
と
き
は
、
前
二
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
在
外
者
の
特
許
管
理
人
）

第
八
条

日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
し
な
い
者
（
以
下
「
在
外
者
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
の

特
許
に
関
す
る
代
理
人
で
あ
つ
て
日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
特
許
管
理
人
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
手
続
を
し
、
又
は
こ
の
法
律

若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
行
政
庁
が
し
た
処
分
を
不
服
と
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

特
許
管
理
人
は
、
一
切
の
手
続
及
び
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
行
政
庁
が
し
た
処
分
を
不
服
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
本
人
を
代
理
す
る

。
た
だ
し
、
在
外
者
が
特
許
管
理
人
の
代
理
権
の
範
囲
を
制
限
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
代
理
権
の
範
囲
）

第
九
条

日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
手
続
を
す
る
も
の
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
は
、
特
別
の
授
権
を
得
な
け
れ

ば
、
特
許
出
願
の
変
更
、
放
棄
若
し
く
は
取
下
げ
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
の
取
下
げ
、
請
求
、
申
請
若
し
く
は
申
立
て
の
取
下
げ
、
第
四
十
一
条
第

一
項
の
優
先
権
の
主
張
若
し
く
は
そ
の
取
下
げ
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
、
出
願
公
開
の
請
求
、
拒
絶
査
定
不
服

審
判
の
請
求
、
特
許
権
の
放
棄
又
は
復
代
理
人
の
選
任
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
条

削
除

（
代
理
権
の
不
消
滅
）

第
十
一
条

手
続
を
す
る
者
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
代
理
権
は
、
本
人
の
死
亡
若
し
く
は
本
人
で
あ
る
法
人
の
合
併
に
よ
る
消
滅
、
本
人
で
あ
る
受
託
者
の
信
託
に
関
す

る
任
務
の
終
了
又
は
法
定
代
理
人
の
死
亡
若
し
く
は
そ
の
代
理
権
の
変
更
若
し
く
は
消
滅
に
よ
つ
て
は
、
消
滅
し
な
い
。

（
代
理
人
の
個
別
代
理
）

第
十
二
条

手
続
を
す
る
者
の
代
理
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
特
許
庁
に
対
し
て
は
、
各
人
が
本
人
を
代
理
す
る
。

（
代
理
人
の
改
任
等
）

第
十
三
条

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
は
、
手
続
を
す
る
者
が
そ
の
手
続
を
す
る
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
代
理
人
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
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と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
は
、
手
続
を
す
る
者
の
代
理
人
が
そ
の
手
続
を
す
る
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
改
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
弁
理
士
を
代
理
人
と
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
後
に
第
一
項
の
手
続
を
す
る
者
又
は
第
二
項
の
代
理
人
が
特
許
庁
に
対
し
て
し
た
手

続
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
複
数
当
事
者
の
相
互
代
表
）

第
十
四
条

二
人
以
上
が
共
同
し
て
手
続
を
し
た
と
き
は
、
特
許
出
願
の
変
更
、
放
棄
及
び
取
下
げ
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
の
取
下
げ
、
請
求
、
申
請

又
は
申
立
て
の
取
下
げ
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
優
先
権
の
主
張
及
び
そ
の
取
下
げ
、
出
願
公
開
の
請
求
並
び
に
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
以
外
の
手
続
に
つ
い
て
は

、
各
人
が
全
員
を
代
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
代
表
者
を
定
め
て
特
許
庁
に
届
け
出
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
外
者
の
裁
判
籍
）

第
十
五
条

在
外
者
の
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
特
許
管
理
人
が
あ
る
と
き
は
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
も
つ
て
、
特
許
管
理
人
が
な
い
と
き
は
特

許
庁
の
所
在
地
を
も
つ
て
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
第
四
号
の
財
産
の
所
在
地
と
み
な
す
。

（
手
続
を
す
る
能
力
が
な
い
場
合
の
追
認
）

第
十
六
条

未
成
年
者
（
独
立
し
て
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
又
は
成
年
被
後
見
人
が
し
た
手
続
は
、
法
定
代
理
人
（
本
人
が
手
続
を
す
る
能
力
を

取
得
し
た
と
き
は
、
本
人
）
が
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

代
理
権
が
な
い
者
が
し
た
手
続
は
、
手
続
を
す
る
能
力
が
あ
る
本
人
又
は
法
定
代
理
人
が
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

被
保
佐
人
が
保
佐
人
の
同
意
を
得
な
い
で
し
た
手
続
は
、
被
保
佐
人
が
保
佐
人
の
同
意
を
得
て
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

後
見
監
督
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
法
定
代
理
人
が
そ
の
同
意
を
得
な
い
で
し
た
手
続
は
、
後
見
監
督
人
の
同
意
を
得
た
法
定
代
理
人
又
は
手
続
を
す
る
能
力
を
取
得

し
た
本
人
が
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
続
の
補
正
）

第
十
七
条

手
続
を
し
た
者
は
、
事
件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
第
十
七
条
の
五
ま
で
の
規
定

に
よ
り
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書
、
第
四
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
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三
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
面
又
は
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
若
し
く
は
訂
正
審
判
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明

細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
の
出
願
人
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
に
つ
い
て
補

正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

手
続
が
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

二

手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

三

手
続
に
つ
い
て
第
百
九
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き
。

４

手
続
の
補
正
（
手
数
料
の
納
付
を
除
く
。
）
を
す
る
に
は
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
手
続
補
正
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
）

第
十
七
条
の
二

特
許
出
願
人
は
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
前
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
五
十
条
（
第
百
五
十
九
条
第
二
項
（
第
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
拒
絶
理
由
通
知
」
と
い
う
。
）
を
最
初
に
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十

条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
す
る
と
き
。

二

拒
絶
理
由
通
知
を
受
け
た
後
第
四
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
す
る
と
き
。

三

拒
絶
理
由
通
知
を
受
け
た
後
更
に
拒
絶
理
由
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
最
後
に
受
け
た
拒
絶
理
由
通
知
に
係
る
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

内
に
す
る
と
き
。

四

拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
審
判
の
請
求
と
同
時
に
す
る
と
き
。

２

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
の
出
願
人
が
、
誤
訳
の
訂
正
を
目
的
と
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て

補
正
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
と
き
は
、
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
す
る
場
合
を
除
き
、
願
書
に
最
初
に
添
付

し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲

及
び
図
面
と
み
な
さ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
）
。
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
補
正
前
に
受
け
た
拒
絶
理
由
通
知

に
お
い
て
特
許
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
示
さ
れ
た
発
明
と
、
そ
の
補
正
後
の
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ

れ
る
発
明
と
が
、
第
三
十
七
条
の
発
明
の
単
一
性
の
要
件
を
満
た
す
一
群
の
発
明
に
該
当
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
理
由
通
知
と
併
せ
て

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
す
る
補
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

一

第
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
請
求
項
の
削
除

二

特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮
（
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
項
に
記
載
し
た
発
明
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の

補
正
前
の
当
該
請
求
項
に
記
載
さ
れ
た
発
明
と
そ
の
補
正
後
の
当
該
請
求
項
に
記
載
さ
れ
る
発
明
の
産
業
上
の
利
用
分
野
及
び
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題
が
同
一
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）

三

誤
記
の
訂
正

四

明
り
よ
う
で
な
い
記
載
の
釈
明
（
拒
絶
理
由
通
知
に
係
る
拒
絶
の
理
由
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
す
る
も
の
に
限
る
。
）

６

第
百
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
要
約
書
の
補
正
）

第
十
七
条
の
三

特
許
出
願
人
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
優
先
権
主
張
書
面
の
補
正
）

第
十
七
条
の
四

第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く

は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
第
四
十
一
条
第
四
項
又
は
第
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四
十
三
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訂
正
に
係
る
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
）

第
十
七
条
の
五

特
許
権
者
は
、
第
百
二
十
条
の
五
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
同
条
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正

し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
無
効
審
判
の
被
請
求
人
は
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
の
二
第
五
項
、
第
百
三
十
四
条
の
三
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第

百
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の

範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

訂
正
審
判
の
請
求
人
は
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
前
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
再
開
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
後

更
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
前
）
に
限
り
、
訂
正
審
判
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
続
の
却
下
）

第
十
八
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な

い
と
き
、
又
は
特
許
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
が
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
特
許
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
手
続
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
特
許
出
願
人
が
第
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ
の
手
数
料
の
納
付
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
特
許
出
願
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
適
法
な
手
続
の
却
下
）

第
十
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
不
適
法
な
手
続
で
あ
つ
て
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
を
却
下
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
却
下
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
手
続
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
弁
明
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「

弁
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
願
書
等
の
提
出
の
効
力
発
生
時
期
）

第
十
九
条

願
書
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
の
期
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
を
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
書
便
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書

便
」
と
い
う
。
）
の
役
務
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
願
書
又
は
物
件
を
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
（
郵
便

の
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
差
し
出
し
た
日
時
を
郵
便
物
の
受
領
証
に
よ
り
証
明
し
た
と
き
は
そ
の
日
時
に
、
そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
法
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
信
書
便
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
書
便
物
」
と
い
う
。
）
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
時
が
明
瞭
で
あ
る
と
き
は
そ
の
日
時
に
、
そ
の
郵
便
物

又
は
信
書
便
物
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
時
の
う
ち
日
の
み
が
明
瞭
で
あ
つ
て
時
刻
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
表
示
さ
れ
た
日
の
午
後
十
二
時
に
、
そ
の
願
書

又
は
物
件
は
、
特
許
庁
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
手
続
の
効
力
の
承
継
）

第
二
十
条

特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
し
た
手
続
の
効
力
は
、
そ
の
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
承
継
人
に
も
、
及
ぶ
も
の
と
す
る
。

（
手
続
の
続
行
）

第
二
十
一
条

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
は
、
特
許
庁
に
事
件
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
移
転
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許

権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
承
継
人
に
対
し
、
そ
の
事
件
に
関
す
る
手
続
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
続
の
中
断
又
は
中
止
）

第
二
十
二
条

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
官
は
、
決
定
、
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
後
に
中
断
し
た
手
続
の
受
継
の
申
立
に
つ
い
て
、
受
継
を
許
す
か
ど
う
か
の
決
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
官
は
、
中
断
し
た
審
査
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
、
審
判
又
は
再
審
の
手
続
を
受
け
継
ぐ
べ
き
者
が
受
継

を
怠
つ
た
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
受
継
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
受
継
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
の
経
過
の
日
に
受
継
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
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３

特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
継
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

民
事
訴
訟
法
第
百
二
十
四
条
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。
）
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
七
条
、
第
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一

条
及
び
第
百
三
十
二
条
第
二
項
（
訴
訟
手
続
の
中
断
及
び
中
止
）
の
規
定
は
、
審
査
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
、
審
判
又
は
再
審
の
手
続
に
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
中
「
訴
訟
代
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
、
審
判
又

は
再
審
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
」
と
、
同
法
第
百
二
十
七
条
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
特
許
庁
長
官
又
は
審
判
長
」
と
、
同
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
三

十
一
条
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
特
許
庁
長
官
又
は
審
判
官
」
と
、
同
法
第
百
三
十
条
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
特
許
庁
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
人
の
権
利
の
享
有
）

第
二
十
五
条

日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
し
な
い
外
国
人
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
許
権
そ
の
他
特
許

に
関
す
る
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

そ
の
者
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
日
本
国
民
に
対
し
そ
の
国
民
と
同
一
の
条
件
に
よ
り
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
享
有
を
認
め
て
い
る
と
き
。

二

そ
の
者
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
日
本
国
が
そ
の
国
民
に
対
し
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
享
有
を
認
め
る
場
合
に
は
日
本
国
民
に
対
し
そ
の
国
民
と
同

一
の
条
件
に
よ
り
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
の
享
有
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
。

三

条
約
に
別
段
の
定
が
あ
る
と
き
。

（
条
約
の
効
力
）

第
二
十
六
条

特
許
に
関
し
条
約
に
別
段
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
定
に
よ
る
。

（
特
許
原
簿
へ
の
登
録
）

第
二
十
七
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
特
許
庁
に
備
え
る
特
許
原
簿
に
登
録
す
る
。

一

特
許
権
の
設
定
、
存
続
期
間
の
延
長
、
移
転
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
消
滅
、
回
復
又
は
処
分
の
制
限

二

専
用
実
施
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

三

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

四

仮
専
用
実
施
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

２

特
許
原
簿
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
磁
気
テ
ー
プ
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
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）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
特
許
証
の
交
付
）

第
二
十
八
条

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
特
許
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、

又
は
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
の
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
決
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
が
あ
つ
た
と

き
は
、
特
許
権
者
に
対
し
、
特
許
証
を
交
付
す
る
。

２

特
許
証
の
再
交
付
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
章

特
許
及
び
特
許
出
願

（
特
許
の
要
件
）

第
二
十
九
条

産
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
発
明
を
し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
発
明
を
除
き
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
発
明

二

特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
実
施
を
さ
れ
た
発
明

三

特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
、
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
発
明
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
つ
た
発
明

２

特
許
出
願
前
に
そ
の
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
発
明
に
基
い
て
容
易
に
発
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

き
は
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
九
条
の
二

特
許
出
願
に
係
る
発
明
が
当
該
特
許
出
願
の
日
前
の
他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
当
該
特
許
出
願
後
に
第
六
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
特
許
公
報
（
以
下
「
特
許
掲
載
公
報
」
と
い
う
。
）
の
発
行
若
し
く
は
出
願
公
開
又
は
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
実
用
新
案
公
報
（
以
下
「
実
用
新
案
掲
載
公
報
」
と
い
う
。
）
の
発

行
が
さ
れ
た
も
の
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書

面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
又
は
考
案
（
そ
の
発
明
又
は
考
案
を
し
た
者
が
当
該
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
発
明
者
と
同

一
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
発
明
又
は
考
案
を
除
く
。
）
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
許
出
願
の
時
に
そ
の
出
願
人
と
当
該
他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
と
が
同
一
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
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こ
の
限
り
で
な
い
。

（
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
）

第
三
十
条

特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
意
に
反
し
て
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
発
明
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら

一
年
以
内
に
そ
の
者
が
し
た
特
許
出
願
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
の
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
行
為
に
起
因
し
て
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
発
明
（
発
明
、
実
用
新
案
、
意
匠
又
は
商
標
に

関
す
る
公
報
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
も
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
そ
の
者

が
し
た
特
許
出
願
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
の
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
特
許
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
、
か
つ
、
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
発
明
が
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）

を
特
許
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

証
明
書
を
提
出
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
証
明
書
を
特
許
庁
長

官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条

削
除

（
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
発
明
）

第
三
十
二
条

公
の
秩
序
、
善
良
の
風
俗
又
は
公
衆
の
衛
生
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
発
明
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

（
特
許
を
受
け
る
権
利
）

第
三
十
三
条

特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
質
権
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
許
を
受
け
る
権
利
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
分
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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４

特
許
を
受
け
る
権
利
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に

つ
い
て
、
仮
専
用
実
施
権
を
設
定
し
、
又
は
他
人
に
仮
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
四
条

特
許
出
願
前
に
お
け
る
特
許
を
受
け
る
権
利
の
承
継
は
、
そ
の
承
継
人
が
特
許
出
願
を
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

同
一
の
者
か
ら
承
継
し
た
同
一
の
特
許
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
同
日
に
二
以
上
の
特
許
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
出
願
人
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
者
以
外
の
者

の
承
継
は
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

同
一
の
者
か
ら
承
継
し
た
同
一
の
発
明
及
び
考
案
に
つ
い
て
の
特
許
を
受
け
る
権
利
及
び
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
同
日
に
特
許
出
願
及
び
実
用
新
案

登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

４

特
許
出
願
後
に
お
け
る
特
許
を
受
け
る
権
利
の
承
継
は
、
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
を
除
き
、
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

５

特
許
を
受
け
る
権
利
の
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
が
あ
つ
た
と
き
は
、
承
継
人
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

同
一
の
者
か
ら
承
継
し
た
同
一
の
特
許
を
受
け
る
権
利
の
承
継
に
つ
い
て
同
日
に
二
以
上
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
届
出
を
し
た
者
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
者
以
外

の
者
の
届
出
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

７

第
三
十
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
仮
専
用
実
施
権
）

第
三
十
四
条
の
二

特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添

付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
専
用
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

仮
専
用
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
専
用
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲

内
に
お
い
て
、
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

仮
専
用
実
施
権
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の

一
般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

仮
専
用
実
施
権
者
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
、
他

人
に
仮
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

仮
専
用
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
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許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
専
用
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
専
用
実
施
権
が

設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
設
定
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

仮
専
用
実
施
権
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、
そ
の
特
許
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と

き
又
は
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

７

仮
専
用
実
施
権
者
は
、
第
四
項
又
は
次
条
第
七
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
仮
専
用

実
施
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
三
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
仮
専
用
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
仮
通
常
実
施
権
）

第
三
十
四
条
の
三

特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添

付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
人
に
仮
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
特
許

権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
仮
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
が
許
諾

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

仮
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
（
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ

き
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
仮
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
及
び
仮
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の
一
般

承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
四
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一
項
の
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添

付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
当
該
先
の
出
願
が
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
に
基
づ
い
て
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常

実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権



- 14 -

の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
設
定
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

６

仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し

、
当
該
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定

め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
設
定
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

前
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
新
た
な
特
許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
の
仮
専
用
実
施
権

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
た
な
特
許
出
願
に
係
る
仮
専
用
実
施
権
」
と
い
う
。
）
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
新
た
な
特
許
出
願
に
係
る
も

と
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
の
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
仮
通
常

実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
新
た
な
特
許
出
願
に
係
る
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で

定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
設
定
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

実
用
新
案
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
出
願
の
変
更
に
係
る
特
許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て

、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
設
定
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
出
願
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
出
願
の
変
更
に
係
る
特
許
出
願
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て

取
得
す
べ
き
特
許
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
仮
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
設

定
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

仮
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、
そ
の
特
許
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と

10
き
又
は
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
前
条
第
四
項
の
規
定
又
は
第
七
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
仮
専
用
実
施
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

11

第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
仮
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。

12
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（
登
録
の
効
果
）

第
三
十
四
条
の
四

仮
専
用
実
施
権
の
設
定
、
移
転
（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
変
更
、
消
滅
（
混
同
又
は
第
三
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
処
分
の
制
限
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

２

前
項
の
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
通
常
実
施
権
の
対
抗
力
）

第
三
十
四
条
の
五

仮
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
許
諾
後
に
当
該
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
を
受
け
る
権
利
若
し
く
は
仮
専
用
実
施
権
又
は
当
該
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特

許
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
仮
専
用
実
施
権
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
職
務
発
明
）

第
三
十
五
条

使
用
者
、
法
人
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
従
業
者
、
法
人
の
役
員
、
国
家
公
務
員
又
は
地
方
公
務
員
（
以
下
「
従

業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
性
質
上
当
該
使
用
者
等
の
業
務
範
囲
に
属
し
、
か
つ
、
そ
の
発
明
を
す
る
に
至
つ
た
行
為
が
そ
の
使
用
者
等
に
お
け
る
従
業
者
等
の
現
在

又
は
過
去
の
職
務
に
属
す
る
発
明
（
以
下
「
職
務
発
明
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
た
と
き
、
又
は
職
務
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者

が
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

従
業
者
等
が
し
た
発
明
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
明
が
職
務
発
明
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
者
等
に
特
許
を
受
け
る
権
利
を
取
得
さ
せ
、
使
用
者
等
に

特
許
権
を
承
継
さ
せ
、
又
は
使
用
者
等
の
た
め
仮
専
用
実
施
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
の
条
項
は
、
無
効

と
す
る
。

３

従
業
者
等
が
し
た
職
務
発
明
に
つ
い
て
は
、
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
使
用
者
等
に
特
許
を
受
け
る
権
利
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
定
め

た
と
き
は
、
そ
の
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
発
生
し
た
時
か
ら
当
該
使
用
者
等
に
帰
属
す
る
。

４

従
業
者
等
は
、
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
よ
り
職
務
発
明
に
つ
い
て
使
用
者
等
に
特
許
を
受
け
る
権
利
を
取
得
さ
せ
、
使
用
者
等
に
特
許
権
を
承
継
さ
せ
、

若
し
く
は
使
用
者
等
の
た
め
専
用
実
施
権
を
設
定
し
た
と
き
、
又
は
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
よ
り
職
務
発
明
に
つ
い
て
使
用
者
等
の
た
め
仮
専
用
実
施
権
を

設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
相
当
の
金
銭
そ
の
他
の
経
済
上
の
利

益
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
相
当
の
利
益
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

５

契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
お
い
て
相
当
の
利
益
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
に
は
、
相
当
の
利
益
の
内
容
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
の
策
定
に
際
し
て
使
用
者
等
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と
従
業
者
等
と
の
間
で
行
わ
れ
る
協
議
の
状
況
、
策
定
さ
れ
た
当
該
基
準
の
開
示
の
状
況
、
相
当
の
利
益
の
内
容
の
決
定
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
従
業
者
等
か
ら
の
意
見
の

聴
取
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
り
相
当
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
発
明
を
奨
励
す
る
た
め
、
産
業
構
造
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
考
慮
す
べ
き
状
況
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
針
を
定

め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

７

相
当
の
利
益
に
つ
い
て
の
定
め
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
り
相
当
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
不
合
理
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
べ
き
相
当
の
利
益
の
内
容
は
、
そ
の
発
明
に
よ
り
使
用
者
等
が
受
け
る
べ
き
利
益
の
額
、
そ
の
発
明
に
関
連
し
て
使
用
者
等

が
行
う
負
担
、
貢
献
及
び
従
業
者
等
の
処
遇
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
許
出
願
）

第
三
十
六
条

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

発
明
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

２

願
書
に
は
、
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

発
明
の
名
称

二

図
面
の
簡
単
な
説
明

三

発
明
の
詳
細
な
説
明

４

前
項
第
三
号
の
発
明
の
詳
細
な
説
明
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
そ
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
明

確
か
つ
十
分
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
発
明
に
関
連
す
る
文
献
公
知
発
明
（
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
発
明
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
特
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
特
許
出
願
の
時
に
知
つ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
文
献
公
知
発
明
が
記
載
さ
れ
た
刊
行
物
の
名
称
そ
の
他
の
そ
の
文
献
公
知
発
明
に
関
す
る
情
報

の
所
在
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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５

第
二
項
の
特
許
請
求
の
範
囲
に
は
、
請
求
項
に
区
分
し
て
、
各
請
求
項
ご
と
に
特
許
出
願
人
が
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
事

項
の
す
べ
て
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
請
求
項
に
係
る
発
明
と
他
の
請
求
項
に
係
る
発
明
と
が
同
一
で
あ
る
記
載
と
な
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
。

６

第
二
項
の
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
が
発
明
の
詳
細
な
説
明
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

三

請
求
項
ご
と
の
記
載
が
簡
潔
で
あ
る
こ
と
。

四

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

７

第
二
項
の
要
約
書
に
は
、
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
発
明
の
概
要
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
二

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書
に
代
え
て
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
又
は
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で
記
載
し
た
書
面
及
び
必
要
な
図
面
で
こ
れ

に
含
ま
れ
る
説
明
を
そ
の
外
国
語
で
記
載
し
た
も
の
（
以
下
「
外
国
語
書
面
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
要
約
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る

事
項
を
そ
の
外
国
語
で
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
外
国
語
要
約
書
面
」
と
い
う
。
）
を
願
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
を
願
書
に
添
付
し
た
特
許
出
願
（
以
下
「
外
国
語
書
面
出
願
」
と
い
う
。
）
の
出
願
人
は
、
そ
の
特
許
出
願

の
日
（
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
先
の
出
願
の
日
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条

の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴

う
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は
パ
リ
条
約
（
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百

二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十

四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に

（4）

よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出
願
の
日
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十

（2）

三
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
二
以
上
の
優
先

権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
し
た
出
願
の
日
の
う
ち
最
先
の
日
。
第
六
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
一
年
四
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月
以
内
に
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
外
国
語
書
面
出
願
が
第
四

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
特
許
出
願
又

は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
本
文
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
特
許
出
願
の

分
割
、
出
願
の
変
更
又
は
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
限
り
、
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
同
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
の
提
出
が
な
か
つ
た
と

き
は
、
外
国
語
書
面
出
願
の
出
願
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
を
特
許

庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
外
国
語
書
面
（
図
面
を
除
く
。
）
の
第
二
項
に
規
定
す
る
翻
訳
文
の
提
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
は
、
同
項
本
文
に
規
定

す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
当
該
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
を
特

許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
翻
訳
文
は
、
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

８

第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
と
、
第
二
項
に
規
定

す
る
外
国
語
要
約
書
面
の
翻
訳
文
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書
と
み
な
す
。

第
三
十
七
条

二
以
上
の
発
明
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
的
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
発
明
の
単
一
性
の
要
件
を
満
た
す
一
群
の
発
明
に
該
当
す
る

と
き
は
、
一
の
願
書
で
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
共
同
出
願
）

第
三
十
八
条

特
許
を
受
け
る
権
利
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
と
共
同
で
な
け
れ
ば
、
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
特
許
出
願
の
日
の
認
定
）

第
三
十
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
許
出
願
に
係
る
願
書
を
提
出
し
た
日
を
特
許
出
願
の
日
と
し
て

認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
表
示
が
明
確
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

特
許
出
願
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
記
載
が
な
く
、
又
は
そ
の
記
載
が
特
許
出
願
人
を
特
定
で
き
る
程
度
に
明
確
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

明
細
書
（
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
明
細
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で
記
載

し
た
書
面
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
許
出
願
を
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
出
願
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
特
許
出
願
に
つ
い
て
補
完
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
そ
の
補
完
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
完
を
す
る
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
続
の
補
完
に
係
る
書
面
（
以
下
「
手
続
補
完
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
に
つ
い
て
補
完
を
す
る
場
合
に
は
、
手
続
補
完
書
の
提
出
と
同
時
に
明
細
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
に
つ
い
て
補
完
を
す
る
場
合
に
は
、
手
続
補
完
書
の
提
出
と
同
時
に
第
三
十
六
条
第
二
項
の
必
要
な
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ

て
は
、
必
要
な
図
面
で
こ
れ
に
含
ま
れ
る
説
明
を
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で
記
載
し
た
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
が
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
補
完
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
は
、
手
続
補
完
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も

の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
手
続
補
完
書
を
提
出
し
た
日
を
特
許
出
願
の
日
と
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
明
細
書
は
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
も
の
と
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
図
面
は
願
書
に
添
付
し
て
提
出

し
た
も
の
と
み
な
す
。

８

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
が
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
補
完
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
を
却
下
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

９

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
に
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
執
る
べ
き
手
続
を
執
つ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
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め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
手
続
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
執
つ
た
手
続
と
み
な
す
。

（
先
の
特
許
出
願
を
参
照
す
べ
き
旨
を
主
張
す
る
方
法
に
よ
る
特
許
出
願
）

第
三
十
八
条
の
三

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
外
国
語
書
面
出
願
を
す
る
場
合
を
除
き
、
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
願
書
に
明
細
書
及
び
必
要

な
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
者
が
し
た
特
許
出
願
（
外
国
に
お
い
て
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
先
の
特
許
出
願
」
と
い
う
。
）
を
参
照
す

べ
き
旨
を
主
張
す
る
方
法
に
よ
り
、
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
出
願
が
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
許
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
先
の
特
許
出
願
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
特

許
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
許
出
願
を
し
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
特
許
出
願
に
係
る
願
書
に
添
付
し
て
提
出
す
べ
き
明
細
書
及

び
必
要
な
図
面
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
お
け
る
主
張
に
係
る
先
の
特
許
出
願
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
明
細
書
及
び
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
お
け
る
主
張
に
係
る
先
の
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明

細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
当
該
先
の
特
許
出
願
が
、
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
外
国
語
書
面
、
外
国
に
お
い
て
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
出
願
に
際
し
提
出
し
た
書
類
で
あ
つ
て
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い
場
合
は
、
そ
の

特
許
出
願
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
及
び
図
面
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
明
細
書
及
び
図
面
は
、
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６

前
各
項
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
、
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変

更
に
係
る
特
許
出
願
及
び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
明
細
書
又
は
図
面
の
一
部
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
の
通
知
等
）

第
三
十
八
条
の
四

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
出
願
の
日
の
認
定
に
際
し
て
、
願
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
明
細
書
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
明
細
書
に
記

載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で
記
載
し
た
書
面
又
は
必
要
な
図
面
で
こ
れ
に
含
ま
れ
る
説
明
を
同
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
で
記
載
し
た
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
特
許
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
明
細
書
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
完
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
補
完
を
す
る
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
明
細
書
又
は
図
面
の
補
完
に
係
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
七
条

第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
「
明
細
書
等
補
完
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
が
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
補
完
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
は
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
明
細
書
等
補
完
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
補
完
が
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又
は

第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
明
細
書
等
補
完
書
に
記
載
し
た
内
容
が
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
範
囲
内
に
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

第
二
項
の
補
完
を
し
た
特
許
出
願
が
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
補
完
に
係
る
手
続
補
完
書
を
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
明
細
書
等
補
完
書
を
提
出
し
た
後
に
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
手
続
補
完
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の

と
み
な
す
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
補
完
を
し
た
明
細
書
又
は
図
面
は
、
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

７

第
二
項
の
補
完
を
し
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
明
細
書
等
補
完
書
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
補
完
書
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
補
完
は
、
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

９

第
三
十
八
条
の
二
第
九
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
に
執
つ
た
手
続
に
準
用
す
る
。

前
各
項
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
、
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変

10
更
に
係
る
特
許
出
願
及
び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
特
許
出
願
の
放
棄
又
は
取
下
げ
）

第
三
十
八
条
の
五

特
許
出
願
人
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
仮
専
用
実
施
権
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
特
許
出
願
を
放
棄

し
、
又
は
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
先
願
）

第
三
十
九
条

同
一
の
発
明
に
つ
い
て
異
な
つ
た
日
に
二
以
上
の
特
許
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
最
先
の
特
許
出
願
人
の
み
が
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
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で
き
る
。

２

同
一
の
発
明
に
つ
い
て
同
日
に
二
以
上
の
特
許
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
出
願
人
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
一
の
特
許
出
願
人
の
み
が
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
許
出
願
に
係
る
発
明
と
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
と
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
及
び
実
用
新
案
登
録
出
願
が
異
な
つ
た
日
に
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
特
許
出
願
人
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
よ
り
先
に
出
願
を
し
た
場
合
に
の
み
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
出
願
に
係
る
発
明
と
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
と
が
同
一
で
あ
る
場
合
（
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願

（
第
四
十
四
条
第
二
項
（
第
四
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
許
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

）
に
係
る
発
明
と
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
考
案
と
が
同
一
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
及
び
実
用
新
案
登
録
出
願
が
同
日
に
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
出
願
人
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
一
の
出
願
人
の
み
が
特
許
又
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
特
許
出
願
人
は
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

特
許
出
願
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と
き
、
又
は
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し

く
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
は
、
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み

な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
第
二
項
後
段
又
は
前
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
協
議
を
し
て
そ
の
結
果
を
届
け
出
る
べ
き
旨
を
出
願
人
に
命

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
い
と
き
は
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
協
議
が
成
立
し
な
か
つ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条

削
除

（
特
許
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
）

第
四
十
一
条

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
特
許
又
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
先
に
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
先
の
出
願
」
と
い
う
。
）
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
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範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
に
基
づ
い
て

優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
先
の
出
願
に
つ
い
て
仮
専
用
実
施
権
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
の
際
に
、
そ
の
承
諾
を
得
て
い
る

場
合
に
限
る
。

一

そ
の
特
許
出
願
が
先
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
（
そ
の
特
許
出
願
を
先
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
そ
の
特
許
出
願
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

先
の
出
願
が
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変

更
に
係
る
特
許
出
願
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
こ
の
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
実
用
新
案
登
録
出
願
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合

三

先
の
出
願
が
、
そ
の
特
許
出
願
の
際
に
、
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
却
下
さ
れ
て
い
る
場
合

四

先
の
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
の
際
に
、
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
て
い
る
場
合

五

先
の
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
の
際
に
、
実
用
新
案
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
設
定
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書

、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
当
該
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ

た
発
明
（
当
該
先
の
出
願
が
同
項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
四

十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に

係
る
出
願
の
際
の
書
類
（
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
の
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
本
文
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
、
第

七
十
二
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
条
（
第
六
十
五
条
第
六
項
（
第
百
八
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
二
十
六
条
第
七
項
（
第
十
七
条
の
二
第
六
項
、
第
百
二
十
条
の
五
第
九
項
及
び
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
、
意
匠
法
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
並
び
に
商
標
法
（
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昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
九
条
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
許
出
願
は
、
当
該
先
の
出
願
の
時
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
外

国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
の
う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用

新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
当
該
先
の
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
（
当
該
先
の
出
願
が
同
項
若

し
く
は
実
用
新
案
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に
係
る
出
願
の
際
の
書
類
（
明
細
書
、

特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
発
明
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
許
出
願
に

つ
い
て
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
又
は
出
願
公
開
が
さ
れ
た
時
に
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
又
は
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第

二
十
九
条
の
二
本
文
又
は
同
法
第
三
条
の
二
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
先
の
出
願
の
表
示
を
記
載
し
た
書
面
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
特
許
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
先
の
出
願
の
取
下
げ
等
）

第
四
十
二
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
は
、
そ
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
時
に
取
り

下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
先
の
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
査
定
若
し
く
は
審

決
が
確
定
し
て
い
る
場
合
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
実
用
新
案
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
設
定
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
先
の
出
願
に
基
づ
く
全

て
の
優
先
権
の
主
張
が
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
先
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
は
、
そ
の
主
張
を

取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
が
先
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該

優
先
権
の
主
張
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
）

第
四
十
三
条

パ
リ
条
約
第
四
条
Ｄ

の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
並
び
に
最
初
に
出
願
を
し
若
し
く
は
同
条
Ｃ

（1）

（4）

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
を
し
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出
願
を
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
国
名
及
び
出
願

（2）

の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
は
、
最
初
に
出
願
を
し
、
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
を
し
、

（4）

若
し
く
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出
願
を
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
認
証
が
あ
る
出
願
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
、
そ
の
出
願
の
際

（2）

の
書
類
で
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
に
相
当
す
る
も
の
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
と
同
様
な
内
容
を
有
す
る
公
報
若
し
く

は
証
明
書
で
あ
つ
て
そ
の
同
盟
国
の
政
府
が
発
行
し
た
も
の
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

当
該
最
初
の
出
願
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
当
該
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
当
該
最
初
の
出
願
と
認

（4）

（2）

め
ら
れ
た
出
願
の
日

二

そ
の
特
許
出
願
が
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
場
合
に
お
け
る
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
し
た
出
願
の
日

三

そ
の
特
許
出
願
が
前
項
、
次
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
他
の
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
場
合
に
お
け
る
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
し
た
出
願
の
日

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
は
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

（4）

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出
願
の
番
号
を
記
載
し
た
書
面
を
前
項
に
規
定
す
る
書
類
と
と
も
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

（2）し
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
前
に
そ
の
番
号
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
書
面
に
代
え
て
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
、
か
つ
、
そ
の
番

号
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
番
号
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
が
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
当
該
優
先
権
の
主
張
は
、
そ
の

効
力
を
失
う
。

５

第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法

を
い
う
。
）
に
よ
り
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
政
府
又
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
国
際
機
関
と
の
間
で
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
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合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
が
、
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
出
願
の
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
項
を
交
換
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権

の
主
張
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
を
特
許
庁
長
官
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項

に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
書
類
又
は
書
面
を
特
許
庁
長
官

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
七
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主
張
）

第
四
十
三
条
の
二

パ
リ
条
約
第
四
条
Ｄ

の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
Ｃ

に
規
定
す
る
優
先
期
間
（

（1）

（1）

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
優
先
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
は
、
そ
の
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
特
許
出
願
を
し
た
と
き
は
、
優
先
期
間
の
経
過
後
で
あ
つ
て
も
、
同

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
を
主
張
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

第
四
十
三
条
の
三

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
に
お
い
て
し
た
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
は
、
パ
リ
条
約
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
特
許

出
願
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
民
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
国
民
（
パ
リ
条
約
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
盟
国
の
国
民
と
み
な

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国

さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ｃ
第
一
条

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
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３
に
規
定
す
る
加
盟
国
の
国
民
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
国
（
日
本
国
民
に
対
し
、
日
本
国
と
同
一
の
条
件
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
を
認
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
国
」
と
い
う
。
）
の
国
民
が
そ
の
特
定
国
に
お
い
て
し
た

出
願
に
基
づ
く
優
先
権
及
び
日
本
国
民
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
国
民
若
し
く
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
が
特
定
国
に
お
い
て
し
た
出
願
に
基
づ
く
優
先
権

は
、
パ
リ
条
約
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
を
主
張
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
特
許
出
願
の
分
割
）

第
四
十
四
条

特
許
出
願
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
二
以
上
の
発
明
を
包
含
す
る
特
許
出
願
の
一
部
を
一
又
は
二
以
上
の
新
た
な
特
許
出
願
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
又
は
期
間
内
に
す
る
と
き
。

二

特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
（
第
百
六
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
及
び
第
百
六
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
審
査
に
付
さ
れ
た
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
除
く
。
）
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
す
る
と
き
。

三

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
最
初
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
す
る
と
き
。

２

前
項
の
場
合
は
、
新
た
な
特
許
出
願
は
、
も
と
の
特
許
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
新
た
な
特
許
出
願
が
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
特
許

出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
許
出
願
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
及
び
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
特
許
出
願
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
三
条
第
二
項
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
又
は
新
た
な
特
許
出
願
の
日
か
ら
三
月
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
」
と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
特
許
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新
た
な
特
許
出
願
に
つ
い
て
第
三

十
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
第
四
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
新
た
な
特
許
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
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官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
三
十
日
の
期
間
は
、
第
四
条
又
は
第
百
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

さ
れ
た
期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
三
月
の
期
間
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
間
を

限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

７

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
特
許
出
願
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
新
た

な
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
新
た
な
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
五
条

削
除

（
出
願
の
変
更
）

第
四
十
六
条

実
用
新
案
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
を
特
許
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
年
を

経
過
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
を
特
許
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
最
初
の
査
定

の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
後
又
は
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
（
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の

最
初
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
の
期
間
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
三
月
の
期
間
は
、
意
匠
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
も
と
の
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
出
願
の
変
更
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
三

年
の
期
間
内
に
そ
の
出
願
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て

は
、
二
月
）
以
内
で
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
出
願
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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６

第
四
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
）

第
四
十
六
条
の
二

実
用
新
案
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
己
の
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
い
て
特
許
出
願
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
と
き
。

二

そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
か
ら
実
用
新
案
法
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
実
用
新
案
技
術
評
価
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
実
用
新
案
技
術
評
価
」
と
い
う
。
）
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
。

三

そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
な
い
者
が
し
た
実
用
新
案

技
術
評
価
の
請
求
に
係
る
実
用
新
案
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
最
初
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
と
き
。

四

そ
の
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
請
求
さ
れ
た
実
用
新
案
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

最
初
に
指
定
さ
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
は
、
そ
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
当
該
特
許
出
願
の
基
礎
と
さ
れ
た
実
用
新
案

登
録
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
限
り
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案

登
録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
出
願
が
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
許

出
願
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
並
び
に
第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
に

そ
の
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内

で
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

実
用
新
案
権
者
は
、
専
用
実
施
権
者
、
質
権
者
又
は
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
、
実
用
新
案
法
第
十
八
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
第
七
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
承

諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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５

第
四
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

第
三
章

審
査

（
審
査
官
に
よ
る
審
査
）

第
四
十
七
条

特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
に
特
許
出
願
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
査
官
の
資
格
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
審
査
官
の
除
斥
）

第
四
十
八
条

第
百
三
十
九
条
（
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
審
査
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
許
出
願
の
審
査
）

第
四
十
八
条
の
二

特
許
出
願
の
審
査
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求
を
ま
つ
て
行
な
う
。

（
出
願
審
査
の
請
求
）

第
四
十
八
条
の
三

特
許
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
特
許
庁
長
官
に
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
特
許

出
願
又
は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
特
許
出
願
の
分
割

、
出
願
の
変
更
又
は
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
限
り
、
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

出
願
審
査
の
請
求
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
出
願
審
査
の
請
求
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
こ
の
特
許
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な

す
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
審
査
の
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
出
願
審
査
の
請
求
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
時
に
特
許
庁
長
官
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

７

前
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
出
願
審
査
の
請
求
が
な
か
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
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８

第
五
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
審
査
の
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
が
第
四
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
り

下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旨
が
掲
載
さ
れ
た
特
許
公
報
の
発
行
後
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
旨
が
掲
載
さ
れ

た
特
許
公
報
の
発
行
前
に
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
発
明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備

を
し
て
い
る
発
明
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

第
四
十
八
条
の
四

出
願
審
査
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

出
願
審
査
の
請
求
に
係
る
特
許
出
願
の
表
示

第
四
十
八
条
の
五

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
公
開
前
に
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
出
願
公
開
の
際
又
は
そ
の
後
遅
滞
な
く
、
出
願
公
開
後
に
出
願
審
査
の
請
求
が

あ
つ
た
と
き
は
そ
の
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
出
願
人
で
な
い
者
か
ら
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
審
査
）

第
四
十
八
条
の
六

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
公
開
後
に
特
許
出
願
人
で
な
い
者
が
業
と
し
て
特
許
出
願
に
係
る
発
明
を
実
施
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
審
査
官
に
そ
の
特
許
出
願
を
他
の
特
許
出
願
に
優
先
し
て
審
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
献
公
知
発
明
に
係
る
情
報
の
記
載
に
つ
い
て
の
通
知
）

第
四
十
八
条
の
七

審
査
官
は
、
特
許
出
願
が
第
三
十
六
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
特
許
出
願
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
拒
絶
の
査
定
）

第
四
十
九
条

審
査
官
は
、
特
許
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
第
十
七
条
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
と
き
。

二

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
が
第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
八
条
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
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定
に
よ
り
特
許
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
発
明
が
条
約
の
規
定
に
よ
り
特
許
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

四

そ
の
特
許
出
願
が
第
三
十
六
条
第
四
項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

五

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
特
許
出
願
が
明
細
書
に
つ
い
て
の
補
正
又
は
意
見
書
の
提
出
に
よ
つ
て
も
な
お
第
三
十
六
条
第
四
項
第
二

号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
ら
な
い
と
き
。

六

そ
の
特
許
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
外

国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い
と
き
。

七

そ
の
特
許
出
願
人
が
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
な
い
と
き
。

（
拒
絶
理
由
の
通
知
）

第
五
十
条

審
査
官
は
、
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
許
出
願
人
に
対
し
、
拒
絶
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を

提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒

絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
既
に
通
知
さ
れ
た
拒
絶
理
由
と
同
一
で
あ
る
旨
の
通
知
）

第
五
十
条
の
二

審
査
官
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
通
知
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
拒
絶
の
理
由
が
、
他
の
特
許
出
願
（

当
該
特
許
出
願
と
当
該
他
の
特
許
出
願
の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
に
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
特
許
出
願
と
同
時
に
さ
れ
た
こ

と
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
前
条
（
第
百
五
十
九
条
第
二
項
（
第
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
六
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
当
該
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求
前
に
当
該
特
許
出
願
の
出
願
人
が
そ
の
内
容
を
知

り
得
る
状
態
に
な
か
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
拒
絶
の
理
由
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
許
査
定
）

第
五
十
一
条

審
査
官
は
、
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
査
定
の
方
式
）
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第
五
十
二
条

査
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
査
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
査
定
の
謄
本
を
特
許
出
願
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
正
の
却
下
）

第
五
十
三
条

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
第
十
七
条
の
二
第
三
項
か

ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の
と
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
前
に
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
審
査
官
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
補
正
を
却
下

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
請
求
し
た
場
合
に
お
け
る
審
判
に
お

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
訴
訟
と
の
関
係
）

第
五
十
四
条

審
査
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
、
又
は
訴
訟
手
続
が
完
結
す
る
ま
で
そ

の
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

訴
え
の
提
起
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
査
定
が
確
定
す
る
ま
で

そ
の
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で

削
除

第
三
章
の
二

出
願
公
開

（
出
願
公
開
）

第
六
十
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
出
願
の
日
か
ら
一
年
六
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
を
し
た
も
の
を
除
き
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
公

開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
公
開
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

出
願
公
開
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
を
特

許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
特
許
庁
長
官
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一

特
許
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

発
明
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項
並
び
に
図
面
の
内
容

五

願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
に
記
載
し
た
事
項

六

外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
に
記
載
し
た
事
項

七

出
願
公
開
の
番
号
及
び
年
月
日

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

３

特
許
庁
長
官
は
、
願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
の
記
載
が
第
三
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
五
号
の
要

約
書
に
記
載
し
た
事
項
に
代
え
て
、
自
ら
作
成
し
た
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
願
公
開
の
請
求
）

第
六
十
四
条
の
二

特
許
出
願
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
特
許
庁
長
官
に
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
公
開
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
特
許
出
願
が
出
願
公
開
さ
れ
て
い
る
場
合

二

そ
の
特
許
出
願
が
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
で
あ
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
二
項
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
類
及
び
第
四
十
三
条
第
五
項
（
第
四
十

三
条
の
二
第
二
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
書
面
が
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

三

そ
の
特
許
出
願
が
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
つ
て
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
が
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

場
合

２

出
願
公
開
の
請
求
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
十
四
条
の
三

出
願
公
開
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
特
許
出
願
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

請
求
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

出
願
公
開
の
請
求
に
係
る
特
許
出
願
の
表
示

（
出
願
公
開
の
効
果
等
）

第
六
十
五
条

特
許
出
願
人
は
、
出
願
公
開
が
あ
つ
た
後
に
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
提
示
し
て
警
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
警
告
後
特
許
権
の

設
定
の
登
録
前
に
業
と
し
て
そ
の
発
明
を
実
施
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
発
明
が
特
許
発
明
で
あ
る
場
合
に
そ
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
補

償
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
警
告
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
出
願
公
開
が
さ
れ
た
特
許
出
願
に
係
る
発
明
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
特
許
権
の
設

定
の
登
録
前
に
業
と
し
て
そ
の
発
明
を
実
施
し
た
者
に
対
し
て
は
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
許
出
願
人
は
、
そ
の
仮
専
用
実
施
権
者
又
は
仮
通
常
実
施
権
者
が
、
そ
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
特
許
出
願
に
係
る
発
明
を
実
施
し
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
の
行
使
は
、
特
許
権
の
行
使
を
妨
げ
な
い
。

５

出
願
公
開
後
に
特
許
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と
き
、
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し

た
と
き
、
第
百
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
が
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
（
更
に
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
許

権
が
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
、
第
百
十
四
条
第
二
項
の
取
消
決
定
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
第
百
二
十
五
条
た
だ
し
書
の
場
合

を
除
き
特
許
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
権
は
、
初
め
か
ら
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
百
一
条
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
四
条
の
三
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
七
ま
で
及
び
第
百
六
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
六

項
ま
で
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
十
九
条
及
び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行
為
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
を
行
使

す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
権
を
有
す
る
者
が
特
許
権
の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
実
施
の
事
実
及
び
そ
の
実
施

を
し
た
者
を
知
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
号
中
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
許
権
の
設
定
の
登
録
の
日
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

特
許
権

第
一
節

特
許
権
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（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
）

第
六
十
六
条

特
許
権
は
、
設
定
の
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

２

第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
の
納
付
又
は
そ
の
納
付
の
免
除
若
し
く
は
猶
予
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
権
の
設
定

の
登
録
を
す
る
。

３

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
許
出
願

に
つ
い
て
出
願
公
開
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

特
許
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

発
明
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項
並
び
に
図
面
の
内
容

五

願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
に
記
載
し
た
事
項

六

特
許
番
号
及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

４

第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
五
号
の
要
約
書
に
記
載
し
た
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
存
続
期
間
）

第
六
十
七
条

特
許
権
の
存
続
期
間
は
、
特
許
出
願
の
日
か
ら
二
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
特
許
出
願
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
又
は
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
延
長
登
録
の
出
願
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
基
準
日
か
ら
特
許
権
の
設
定
の
登
録
の
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間

を
合
算
し
た
期
間
（
こ
れ
ら
の
期
間
の
う
ち
重
複
す
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
す
る
期
間
を
合
算
し
た
期
間
を
除
い
た
期
間
）
に
相
当
す
る
期
間
を
控
除
し

た
期
間
（
以
下
「
延
長
可
能
期
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
と
す
る
。

一

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
こ
の
法
律
（
第
三
十
九
条
第
六
項
及
び
第
五
十
条
を
除
く
。
）
、
実
用
新
案
法
若
し
く
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
命
令
（
特
許
庁
長
官
又
は
審
査
官
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
あ



- 37 -

つ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
通
知
又
は
命
令
を
受
け
た
場
合
に
執
る
べ
き
手
続
が
執
ら
れ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
通
知
又
は
命
令
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
執
る
べ
き
手
続

が
執
ら
れ
た
日
ま
で
の
期
間

二

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
次
号
、
第
五
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
「
特
許
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
執

る
べ
き
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
手
続
を
執
る
べ
き
期
間
が
経
過
し
た
日
か
ら
当
該
手
続
を
し
た
日
ま
で
の
期
間

三

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
で
あ
つ
て
当
該
手
続
を
執
る
べ
き
期
間
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
特
許
法
令
の
規
定
に
よ
り
出
願
人
が

当
該
手
続
を
執
る
べ
き
期
間
の
経
過
後
で
あ
つ
て
も
当
該
手
続
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
当
該
手
続
を
し
た
と
き
に
お
け
る
当
該
手
続
を
執
る
べ
き
期
間

が
経
過
し
た
日
か
ら
当
該
手
続
を
し
た
日
ま
で
の
期
間

四

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
こ
の
法
律
若
し
く
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
第
八
号
及
び
第
九
号
に

お
い
て
「
特
許
法
関
係
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
又
は
通
知
に
つ
い
て
出
願
人
の
申
出
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
当
該
処
分
又
は
通
知
を
保
留
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
申
出
そ
の
他
の
行
為
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
処
分
又
は
通
知
を
保
留
す
る
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
ま
で
の
期
間

五

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
法
令
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
又
は
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
当
該
特
許
料
又
は
手
数
料
の
軽
減
若
し
く
は
免
除
又
は
納
付
の
猶
予
の
決

定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
軽
減
若
し
く
は
免
除
又
は
納
付
の
猶
予
に
係
る
申
請
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
決
定
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間

六

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
第
三
十
八
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
補
完
書
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
明
細
書
等
補
完
書
が
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
明
細
書
等
補
完
書
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
日
ま
で
の
期
間

七

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
期
間

イ

第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
第
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
を
す
べ
き
旨
の

審
決
が
あ
つ
た
場
合

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間

ロ

第
百
六
十
条
第
一
項
（
第
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
更
に
審
査
に
付
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
場
合

拒
絶

を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間

ハ

第
百
六
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
が
あ
つ
た
場
合

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達

が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間

八

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
法
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
が
確
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
審
査
請
求
の
日
か
ら
当
該
裁
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
期
間

九

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
法
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
訴
え
の
判
決

が
確
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
訴
え
の
提
起
の
日
か
ら
当
該
訴
え
の
判
決
が
確
定
し
た
日
ま
で
の
期
間
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十

そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
中
断
し
、
又
は
中
止
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
手
続
が
中
断
し
、
又
は
中
止
し
た
期
間

４

第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
の
期
間
を
加
え
た
も
の
。
第
六
十
七
条
の
五
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
六
十

八
条
の
二
及
び
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
つ
い
て
安
全
性
の
確
保
等
を
目
的
と
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
そ
の
他
の
処

分
で
あ
つ
て
当
該
処
分
の
目
的
、
手
続
等
か
ら
み
て
当
該
処
分
を
的
確
に
行
う
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
た
め
に
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
が
あ
つ
た
と
き
は
、
五
年
を
限
度
と
し
て
、
延
長
登
録
の
出
願
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
存
続
期
間
の
延
長
登
録
）

第
六
十
七
条
の
二

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
番
号

三

延
長
を
求
め
る
期
間

四

特
許
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

五

出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
年
月
日

２

前
項
の
願
書
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
の
算
定
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
三
月
（
出
願
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
期
間
内

に
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
が
九

月
を
超
え
る
と
き
は
、
九
月
）
）
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

特
許
権
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
と
共
同
で
な
け
れ
ば
、
前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
は
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶

を
す
べ
き
旨
の
査
定
が
確
定
し
、
又
は
次
条
第
三
項
の
延
長
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

前
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
七
条
の
三

審
査
官
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査

定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
基
準
日
以
後
に
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

二

そ
の
延
長
を
求
め
る
期
間
が
そ
の
特
許
権
の
存
続
期
間
に
係
る
延
長
可
能
期
間
を
超
え
て
い
る
と
き
。

三

そ
の
出
願
を
し
た
者
が
当
該
特
許
権
者
で
な
い
と
き
。
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四

そ
の
出
願
が
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

２

審
査
官
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
延
長
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
査
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延
長
登
録
を
す
る
。

４

前
項
の
延
長
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
番
号

三

第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

四

延
長
登
録
の
年
月
日

五

延
長
の
期
間

六

特
許
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

七

出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
年
月
日

第
六
十
七
条
の
四

第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
及
び
第
百
三
十
九
条
（
第
七
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願

の
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
九
条
第
六
号
中
「
不
服
を
申
し
立
て
ら
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の

出
願
が
あ
つ
た
特
許
権
に
係
る
特
許
出
願
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
五

第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
番
号

三

延
長
を
求
め
る
期
間
（
五
年
以
下
の
期
間
に
限
る
。
）

四

第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
の
内
容

２

前
項
の
願
書
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
延
長
の
理
由
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
の
二

第
五
項
た
だ
し
書
中
「
次
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
各
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号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
六

第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
前
六
月
の
前
日
ま
で
に
同
条
第
四
項

の
政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
日
ま
で
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
番
号

三

第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
面
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
前
六
月
以
後
に
同
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出

願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
そ
の
書
面
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
一
月
）
以
内
で
同
項
に
規
定
す
る

日
の
後
二
月
以
内
に
そ
の
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
七
条
の
七

審
査
官
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査

定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
。

二

そ
の
特
許
権
者
又
は
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
若
し
く
は
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
が
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い

と
き
。

三

そ
の
延
長
を
求
め
る
期
間
が
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
期
間
を
超
え
て
い
る
と
き
。

四

そ
の
出
願
を
し
た
者
が
当
該
特
許
権
者
で
な
い
と
き
。

五

そ
の
出
願
が
第
六
十
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

２

審
査
官
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
延
長
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
査
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延
長
登
録
を
す
る
。

４

前
項
の
延
長
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
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二

特
許
番
号

三

第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

四

延
長
登
録
の
年
月
日

五

延
長
の
期
間

六

第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
の
内
容

第
六
十
七
条
の
八

第
六
十
七
条
の
四
前
段
の
規
定
は
、
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
の

四
前
段
中
「
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
号
及
び
第
七
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
許
権
の
効
力
）

第
六
十
八
条

特
許
権
者
は
、
業
と
し
て
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
専
用
実
施

権
者
が
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
の
特
許
権
の
効
力
）

第
六
十
八
条
の
二

第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
（
第
六
十
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

十
七
条
の
二
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当
該
特
許
権
の
効
力
は
、
そ
の
延
長
登
録
の
理
由
と
な
つ
た
第
六
十
七

条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
の
対
象
と
な
つ
た
物
（
そ
の
処
分
に
お
い
て
そ
の
物
の
使
用
さ
れ
る
特
定
の
用
途
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途

に
使
用
さ
れ
る
そ
の
物
）
に
つ
い
て
の
当
該
特
許
発
明
の
実
施
以
外
の
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

（
特
許
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

第
六
十
九
条

特
許
権
の
効
力
は
、
試
験
又
は
研
究
の
た
め
に
す
る
特
許
発
明
の
実
施
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

特
許
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
物
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

単
に
日
本
国
内
を
通
過
す
る
に
過
ぎ
な
い
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
又
は
こ
れ
ら
に
使
用
す
る
機
械
、
器
具
、
装
置
そ
の
他
の
物

二

特
許
出
願
の
時
か
ら
日
本
国
内
に
あ
る
物

３

二
以
上
の
医
薬
（
人
の
病
気
の
診
断
、
治
療
、
処
置
又
は
予
防
の
た
め
使
用
す
る
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
混
合
す
る
こ
と
に
よ
り
製
造
さ
れ

る
べ
き
医
薬
の
発
明
又
は
二
以
上
の
医
薬
を
混
合
し
て
医
薬
を
製
造
す
る
方
法
の
発
明
に
係
る
特
許
権
の
効
力
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る

行
為
及
び
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
医
薬
に
は
、
及
ば
な
い
。
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（
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）

第
七
十
条

特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
は
、
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
に
基
づ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
の
記
載
及
び
図
面
を
考
慮
し
て
、
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
用
語
の
意
義
を
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
の
記
載
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
一
条

特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
に
対
し
、
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の
判
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
、
第
百
三
十
八
条
、
第
百
三
十
九
条
（
第
六
号
及
び
第
七

号
を
除
く
。
）
、
第
百
四
十
条
か
ら
第
百
四
十
四
条
ま
で
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
四
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、

第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
五
十
一
条
か
ら
第
百
五
十
四
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項

、
第
百
五
十
七
条
並
び
に
第
百
六
十
九
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
中

「
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
」
と
、
第
百
四
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
審
判
以
外
の
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
判
定
の
審
理
」
と
、
同
条
第
五
項
た
だ
し
書

中
「
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
審
判
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
、
第
百
五
十
一
条
中
「
第
百
四
十
七
条

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
中
「
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
る
ま
で

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
十
一
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
裁
判
所
か
ら
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
に
つ
い
て
鑑
定
の
嘱
託
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の
鑑
定
を
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
鑑
定
の
嘱
託
に
準
用
す
る
。

（
他
人
の
特
許
発
明
等
と
の
関
係
）

第
七
十
二
条

特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
そ
の
特
許
発
明
が
そ
の
特
許
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
特
許
発
明
、
登
録
実
用
新
案
若
し

く
は
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
特
許
権
が
そ
の
特
許
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
意
匠
権
若
し
く
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は
商
標
権
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
業
と
し
て
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
共
有
に
係
る
特
許
権
）

第
七
十
三
条

特
許
権
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
分
を
譲
渡
し
、
又
は
そ
の
持
分
を
目
的
と
し
て
質
権
を
設

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

特
許
権
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
契
約
で
別
段
の
定
を
し
た
場
合
を
除
き
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
い
で
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

特
許
権
が
共
有
に
係
る
と
き
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
し
、
又
は
他
人
に
通
常
実
施
権

を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
特
許
権
の
移
転
の
特
例
）

第
七
十
四
条

特
許
が
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
（
そ
の
特
許
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又

は
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
特
許
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
特
許
権
者
に
対
し
、
当
該
特
許
権
の
移
転
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
特
許
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
は
、
初
め
か
ら
当
該
登
録
を
受
け
た
者
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
と
み
な

す
。
当
該
特
許
権
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
の
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
百
八
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

３

共
有
に
係
る
特
許
権
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
そ
の
持
分
を
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
十
五
条

削
除

（
相
続
人
が
な
い
場
合
の
特
許
権
の
消
滅
）

第
七
十
六
条

特
許
権
は
、
民
法
第
九
百
五
十
八
条
の
期
間
内
に
相
続
人
で
あ
る
権
利
を
主
張
す
る
者
が
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

（
専
用
実
施
権
）

第
七
十
七
条

特
許
権
者
は
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
用
実
施
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

３

専
用
実
施
権
は
、
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
、
特
許
権
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

専
用
実
施
権
者
は
、
特
許
権
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
質
権
を
設
定
し
、
又
は
他
人
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
専
用
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
通
常
実
施
権
）

第
七
十
八
条

特
許
権
者
は
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
他
人
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

通
常
実
施
権
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
又
は
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

（
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
七
十
九
条

特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
内
容
を
知
ら
な
い
で
自
ら
そ
の
発
明
を
し
、
又
は
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
内
容
を
知
ら
な
い
で
そ
の
発
明
を
し
た
者
か
ら
知
得

し
て
、
特
許
出
願
の
際
現
に
日
本
国
内
に
お
い
て
そ
の
発
明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し

て
い
る
発
明
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

（
特
許
権
の
移
転
の
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
七
十
九
条
の
二

第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
特
許
権
の
移
転
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
特
許
権
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ

の
特
許
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
特
許
権
の
移
転
の
登
録
前
に
、
特
許
が
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
特
許
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

を
知
ら
な
い
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
発
明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い

る
発
明
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

当
該
特
許
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
無
効
審
判
の
請
求
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
八
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
特
許
無
効
審
判
の
請
求
の
登
録
前
に
、
特
許
が
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
発
明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
実
施

又
は
準
備
を
し
て
い
る
発
明
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
を
無
効
に
し
た
場
合
に
お
け
る
特
許
権
又
は
そ
の
際
現
に
存
す
る
専
用
実
施
権
に
つ
い

て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

一

同
一
の
発
明
に
つ
い
て
の
二
以
上
の
特
許
の
う
ち
、
そ
の
一
を
無
効
に
し
た
場
合
に
お
け
る
原
特
許
権
者
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二

特
許
を
無
効
に
し
て
同
一
の
発
明
に
つ
い
て
正
当
権
利
者
に
特
許
を
し
た
場
合
に
お
け
る
原
特
許
権
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
無
効
審
判
の
請
求
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ
の
特
許
権

若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者

２

当
該
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
意
匠
権
の
存
続
期
間
満
了
後
の
通
常
実
施
権
）

第
八
十
一
条

特
許
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
が
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権
の
存

続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
原
意
匠
権
者
は
、
原
意
匠
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
特
許
権
又
は
そ
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
の
満
了
の
際
現
に
存
す
る
専
用
実

施
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

第
八
十
二
条

特
許
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
が
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権
の
存

続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
満
了
の
際
現
に
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ
の
意
匠
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
す

る
者
は
、
原
権
利
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
特
許
権
又
は
そ
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
の
満
了
の
際
現
に
存
す
る
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

当
該
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
不
実
施
の
場
合
の
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
八
十
三
条

特
許
発
明
の
実
施
が
継
続
し
て
三
年
以
上
日
本
国
内
に
お
い
て
適
当
に
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
許
権

者
又
は
専
用
実
施
権
者
に
対
し
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
発
明
に
係
る
特
許
出
願
の
日
か
ら
四
年
を
経
過
し

て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
答
弁
書
の
提
出
）

第
八
十
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
二
項
の
裁
定
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
請
求
書
の
副
本
を
そ
の
請
求
に
係
る
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
そ
の
他
そ
の
特
許

に
関
し
登
録
し
た
権
利
を
有
す
る
者
に
送
達
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
常
実
施
権
者
の
意
見
の
陳
述
）
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第
八
十
四
条
の
二

第
八
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
に
関
し
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
そ
の

裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
等
）

第
八
十
五
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条

に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
が
適
当
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

（
裁
定
の
方
式
）

第
八
十
六
条

第
八
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
範
囲

二

対
価
の
額
並
び
に
そ
の
支
払
の
方
法
及
び
時
期

（
裁
定
の
謄
本
の
送
達
）

第
八
十
七
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
裁
定
の
謄
本
を
当
事
者
、
当
事
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
そ
の
特
許
に
関
し
登
録
し
た
権
利

を
有
す
る
も
の
及
び
第
八
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
た
通
常
実
施
権
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

当
事
者
に
対
し
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
と
き
は
、
裁
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
間
に
協
議

が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
対
価
の
供
託
）

第
八
十
八
条

第
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
対
価
を
支
払
う
べ
き
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
の
対
価
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
価
の
弁
済
の
提
供
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
対
価
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
。

二

そ
の
対
価
を
受
け
る
べ
き
者
が
こ
れ
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

三

そ
の
対
価
に
つ
い
て
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
と
き
。
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四

当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
。
た
だ
し
、
質
権
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
裁
定
の
失
効
）

第
八
十
九
条

通
常
実
施
権
の
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
八
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
で
定
め
る
支
払
の
時
期
ま
で
に
対
価
（
対
価
を
定
期
に
又
は
分
割
し
て
支
払
う

べ
き
と
き
は
、
そ
の
最
初
に
支
払
う
べ
き
分
）
の
支
払
又
は
供
託
を
し
な
い
と
き
は
、
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
裁
定
の
取
消
し
）

第
九
十
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
後
に
、
裁
定
の
理
由
の
消
滅
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当

該
裁
定
を
維
持
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
通
常
実
施
権
の
設
定
を
受
け
た
者
が
適
当
に
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
し
な
い
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の

請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
裁
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第
八
十
五
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
取
消
し
に
、
第
八

十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
通
常
実
施
権
の
設
定
を
受
け
た
者
が
適
当
に
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
し
な
い
場
合
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
取
消
し
に
準
用
す
る
。

第
九
十
一
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
取
消
が
あ
つ
た
と
き
は
、
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
後
消
滅
す
る
。

（
裁
定
に
つ
い
て
の
不
服
の
理
由
の
制
限
）

第
九
十
一
条
の
二

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
に
つ
い
て
の
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
お
い
て
は
、
そ
の
裁
定
で
定
め
る
対
価
に
つ
い

て
の
不
服
を
そ
の
裁
定
に
つ
い
て
の
不
服
の
理
由
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
自
己
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
た
め
の
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
九
十
二
条

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
そ
の
特
許
発
明
が
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
他
人
に
対
し
そ
の
特
許
発
明
の
実
施

を
す
る
た
め
の
通
常
実
施
権
又
は
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
協
議
を
求
め
ら
れ
た
第
七
十
二
条
の
他
人
は
、
そ
の
協
議
を
求
め
た
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
協
議
に
よ
り
通
常
実
施
権

又
は
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
受
け
て
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
特
許
発
明
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い

て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
裁
定
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
七
十
二
条
の
他
人
は
、
第
七
項
に
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お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
答
弁
書
を
提
出
す
べ
き
期
間
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
指
定
し
た
期
間
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

特
許
庁
長
官
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
第
七
十
二
条
の
他
人
又
は
特
許
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者
の
利

益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
な
い

と
き
は
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
に
準
用
す
る
。

（
公
共
の
利
益
の
た
め
の
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
九
十
三
条

特
許
発
明
の
実
施
が
公
共
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
に

対
し
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
裁
定
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
裁
定
に
準
用
す
る
。

（
通
常
実
施
権
の
移
転
等
）

第
九
十
四
条

通
常
実
施
権
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
、
実
用
新
案
法
第
二
十
二
条
第
三
項
又
は
意
匠
法

第
三
十
三
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
を
除
き
、
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
、
特
許
権
者
（
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
特

許
権
者
及
び
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

通
常
実
施
権
者
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
、
実
用
新
案
法
第
二
十
二
条
第
三
項
又
は
意
匠
法
第
三
十

三
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
を
除
き
、
特
許
権
者
（
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
特
許
権
者
及
び
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾
を
得

た
場
合
に
限
り
、
そ
の
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
八
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
九
十
二
条
第
三
項
、
実
用
新
案
法
第
二
十
二
条
第
三
項
又
は
意
匠
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
通
常
実
施
権
者
の
当
該
特
許
権
、
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実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
が
実
施
の
事
業
と
と
も
に
移
転
し
た
と
き
は
こ
れ
ら
に
従
つ
て
移
転
し
、
そ
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
が
実
施
の
事
業
と
分
離
し

て
移
転
し
た
と
き
、
又
は
消
滅
し
た
と
き
は
消
滅
す
る
。

５

第
九
十
二
条
第
四
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
通
常
実
施
権
者
の
当
該
特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
に
従
つ
て
移
転
し
、
そ
の
特
許
権
、
実
用
新

案
権
又
は
意
匠
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
消
滅
す
る
。

６

第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
質
権
）

第
九
十
五
条

特
許
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
を
目
的
と
し
て
質
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
質
権
者
は
、
契
約
で
別
段
の
定
を
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
特
許
発

明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
十
六
条

特
許
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
は
、
特
許
権
、
専
用
実
施
権
若
し
く
は
通
常
実
施
権
の
対
価
又
は
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し

そ
の
特
許
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
る
べ
き
金
銭
そ
の
他
の
物
に
対
し
て
も
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
払
渡
又
は
引
渡
前
に
差
押
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
許
権
等
の
放
棄
）

第
九
十
七
条

特
許
権
者
は
、
専
用
実
施
権
者
、
質
権
者
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
者

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
特
許
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
用
実
施
権
者
は
、
質
権
者
又
は
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
専
用
実
施

権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

通
常
実
施
権
者
は
、
質
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
通
常
実
施
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
効
果
）

第
九
十
八
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

一

特
許
権
の
移
転
（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
放
棄
に
よ
る
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

二

専
用
実
施
権
の
設
定
、
移
転
（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
変
更
、
消
滅
（
混
同
又
は
特
許
権
の
消
滅
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
処

分
の
制
限
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三

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
変
更
、
消
滅
（
混
同
又
は
担
保
す
る
債
権

の
消
滅
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
処
分
の
制
限

２

前
項
各
号
の
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
常
実
施
権
の
対
抗
力
）

第
九
十
九
条

通
常
実
施
権
は
、
そ
の
発
生
後
に
そ
の
特
許
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
又
は
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

第
二
節

権
利
侵
害

（
差
止
請
求
権
）

第
百
条

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
物
を
生
産
す
る
方
法
の
特
許
発
明
に
あ
つ
て
は
、
侵

害
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
を
含
む
。
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
百
一
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
業
と
し
て
、
そ
の
物
の
生
産
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出

を
す
る
行
為

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
の
生
産
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
そ
の
発
明
に
よ
る
課
題
の
解
決
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
発
明
が
特
許
発
明
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物
が
そ
の
発
明
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
業
と
し
て
、
そ
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
す
る
行
為

三

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
を
業
と
し
て
の
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

四

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
業
と
し
て
、
そ
の
方
法
の
使
用
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
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申
出
を
す
る
行
為

五

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
の
使
用
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。

）
で
あ
つ
て
そ
の
発
明
に
よ
る
課
題
の
解
決
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
発
明
が
特
許
発
明
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物
が
そ
の
発
明
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
、
そ
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
す
る
行
為

六

特
許
が
物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
を
業
と
し
て
の
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す

る
行
為

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
百
二
条

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の

賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
物
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数

量
」
と
い
う
。
）
に
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た

額
を
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を

請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の

額
と
推
定
す
る
。

３

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き

金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
、
自
己
が
受
け
た
損
害
の
額
と
し
て
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又

は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
失
の
推
定
）

第
百
三
条

他
人
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
そ
の
侵
害
の
行
為
に
つ
い
て
過
失
が
あ
つ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
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（
生
産
方
法
の
推
定
）

第
百
四
条

物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
が
特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
物
で
な
い
と
き

は
、
そ
の
物
と
同
一
の
物
は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
）

第
百
四
条
の
二

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
も
の
と
し
て
主
張
す
る
物
又
は

方
法
の
具
体
的
態
様
を
否
認
す
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
自
己
の
行
為
の
具
体
的
態
様
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
）

第
百
四
条
の
三

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
当
該
特
許
が
特
許
無
効
審
判
に
よ
り
又
は
当
該
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
が
延
長
登

録
無
効
審
判
に
よ
り
無
効
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
相
手
方
に
対
し
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
審
理
を
不
当
に
遅
延
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
裁

判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
却
下
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
当
該
特
許
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
特
許
無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
以
外
の
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
攻
撃
又
は

防
御
の
方
法
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
主
張
の
制
限
）

第
百
四
条
の
四

特
許
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
十
四
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
金
の
支
払
の
請
求
に
係
る
訴

訟
の
終
局
判
決
が
確
定
し
た
後
に
、
次
に
掲
げ
る
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
訴
訟
の
当
事
者
で
あ
つ
た
者
は
、
当
該
終
局
判
決
に
対
す
る
再
審
の
訴
え

（
当
該
訴
訟
を
本
案
と
す
る
仮
差
押
命
令
事
件
の
債
権
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
目
的
と
す
る
訴
え
並
び
に
当
該
訴
訟
を
本
案
と
す
る
仮
処
分
命
令
事
件
の
債
権

者
に
対
す
る
損
害
賠
償
及
び
不
当
利
得
返
還
の
請
求
を
目
的
と
す
る
訴
え
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

一

当
該
特
許
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
決
定
又
は
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決

二

当
該
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
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三

当
該
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
決
定
又
は
審
決
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（
書
類
の
提
出
等
）

第
百
五
条

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
事
者
に
対
し
、
当
該
侵
害
行
為
に
つ
い
て
立
証
す

る
た
め
、
又
は
当
該
侵
害
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
計
算
を
す
る
た
め
必
要
な
書
類
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
書
類
の
所
持
者
に
お
い
て
そ
の
提

出
を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断

を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
書
類
の
所
持
者
に
そ
の
提
示
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
類
の

開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理

由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
前
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
（
当
事
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
又
は
当
事
者
の
代
理
人
（
訴
訟
代
理
人
及
び
補
佐
人
を
除
く
。
）
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
訴
訟
代
理
人
又

は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の

同
意
を
得
て
、
民
事
訴
訟
法
第
一
編
第
五
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
該
侵
害
行
為
に
つ
い
て
立
証
す
る
た
め
必
要
な
検
証
の
目
的
の
提
示
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
）

第
百
五
条
の
二

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
裁
判
所
が
当
該
侵
害
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
計
算
を
す
る
た
め

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
鑑
定
を
命
じ
た
と
き
は
、
当
事
者
は
、
鑑
定
人
に
対
し
、
当
該
鑑
定
を
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
当
な
損
害
額
の
認
定
）

第
百
五
条
の
三

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
損
害
額
を
立
証
す
る
た
め
に
必
要
な

事
実
を
立
証
す
る
こ
と
が
当
該
事
実
の
性
質
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
口
頭
弁
論
の
全
趣
旨
及
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
き
、
相
当
な
損
害
額
を
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認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
）

第
百
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第

四
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
つ
た
場

合
に
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
営
業
秘
密
を
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
し

、
又
は
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
以
外
の
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
申
立
て
の

時
ま
で
に
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
が
第
一
号
に
規
定
す
る
準
備
書
面
の
閲
読
又
は
同
号
に
規
定
す
る
証
拠
の
取
調
べ
若
し
く
は
開
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

当
該
営
業
秘
密
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

既
に
提
出
さ
れ
若
し
く
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
準
備
書
面
に
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
既
に
取
り
調
べ
ら
れ
若
し
く
は
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ

き
証
拠
（
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
書
類
又
は
第
百
五
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
書
面
を
含
む
。
）
の
内
容
に
当
事
者
の
保
有

す
る
営
業
秘
密
が
含
ま
れ
る
こ
と
。

二

前
号
の
営
業
秘
密
が
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
、
又
は
当
該
営
業
秘
密
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
営
業
秘
密
に
基
づ
く
当
事
者

の
事
業
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
当
該
営
業
秘
密
の
使
用
又
は
開
示
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
秘
密
保
持
命
令
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

秘
密
保
持
命
令
を
受
け
る
べ
き
者

二

秘
密
保
持
命
令
の
対
象
と
な
る
べ
き
営
業
秘
密
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実

三

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
事
実

３

秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
書
を
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

秘
密
保
持
命
令
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
に
対
す
る
決
定
書
の
送
達
が
さ
れ
た
時
か
ら
、
効
力
を
生
ず
る
。

５

秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
）

第
百
五
条
の
五

秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
又
は
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
は
、
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判
所
（
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判
所
が
な
い
場
合
に
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あ
つ
て
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
）
に
対
し
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
こ
と
又
は
こ
れ
を
欠
く
に
至
つ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
秘
密
保
持

命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
書
を
そ
の
申
立
て
を
し
た
者
及
び
相
手
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
は
、
確
定
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

５

裁
判
所
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
を
し
た
者
又
は
相
手
方
以
外
に
当
該
秘
密
保
持
命
令
が

発
せ
ら
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
直
ち
に
、
秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判

を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）

第
百
五
条
の
六

秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
訴
訟
（
す
べ
て
の
秘
密
保
持
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
訴
訟
を
除
く
。
）
に
係
る
訴
訟
記
録
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
第
九
十

二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
の
請
求
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
つ
た
者
が

当
該
訴
訟
に
お
い
て
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
申
立
て
を
し
た
当
事
者
（
そ
の
請
求
を
し
た
者
を
除
く
。
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
請
求
後
直
ち
に
、
そ
の
請
求
が
あ
つ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
つ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保

持
命
令
の
申
立
て
が
そ
の
日
ま
で
に
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
）
、
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
つ
た
者
に
同
項
の

秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
を
し
た
者
に
同
項
の
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
当

事
者
の
す
べ
て
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

（
当
事
者
尋
問
等
の
公
開
停
止
）

第
百
五
条
の
七

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
等
が
、
そ
の
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
事
項
で
あ
つ
て
当
事
者
の

保
有
す
る
営
業
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
事
者
本
人
若
し
く
は
法
定
代
理
人
又
は
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
裁
判
官
の

全
員
一
致
に
よ
り
、
そ
の
当
事
者
等
が
公
開
の
法
廷
で
当
該
事
項
に
つ
い
て
陳
述
を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
に
基
づ
く
当
事
者
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
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生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
陳
述
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
他
の
証
拠
の
み
に
よ
つ
て

は
当
該
事
項
を
判
断
の
基
礎
と
す
べ
き
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
の
適
正
な
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当

該
事
項
の
尋
問
を
公
開
し
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
事
者
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
に
そ
の
陳
述
す
べ
き
事
項
の
要
領
を
記
載
し
た
書
面
の
提
示
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
面
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

裁
判
所
は
、
前
項
後
段
の
書
面
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
面

を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
の
尋
問
を
公
開
し
な
い
で
行
う
と
き
は
、
公
衆
を
退
廷
さ
せ
る
前
に
、
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
当
該
事
項
の
尋
問
が
終
了
し
た
と
き
は
、
再
び
公
衆
を
入
廷
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
用
回
復
の
措
置
）

第
百
六
条

故
意
又
は
過
失
に
よ
り
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
こ
と
に
よ
り
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
業
務
上
の
信
用
を
害
し
た
者
に
対
し
て
は
、
裁

判
所
は
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
請
求
に
よ
り
、
損
害
の
賠
償
に
代
え
、
又
は
損
害
の
賠
償
と
と
も
に
、
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
業
務
上
の
信
用
を

回
復
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

特
許
料

（
特
許
料
）

第
百
七
条

特
許
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
特
許
権
者
は
、
特
許
料
と
し
て
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
存
続
期
間
（

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
の
期
間
を
加
え
た
も
の
）
の
満
了
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
年
の
区
分

金
額

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
二
千
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
二
百
円
を
加
え
た
額

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
六
千
四
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
百
円
を
加
え
た
額
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第
七
年
か
ら
第
九
年
ま
で

毎
年
一
万
九
千
三
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千
五
百
円
を
加
え
た
額

第
十
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
五
万
五
千
四
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
四
千
三
百
円
を
加
え
た
額

２

前
項
の
規
定
は
、
国
に
属
す
る
特
許
権
に
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
の
特
許
料
は
、
特
許
権
が
国
又
は
第
百
九
条
若
し
く
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
若
し
く
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
軽
減
若
し
く
は
免
除
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
以
外

の
各
共
有
者
ご
と
に
同
項
に
規
定
す
る
特
許
料
の
金
額
（
減
免
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
免
後
の
金
額
）
に
そ
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て

得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
許
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

５

第
一
項
の
特
許
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合

に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
料
の
納
付
期
限
）

第
百
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
は
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十

日
以
内
に
一
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
四
年
以
後
の
各
年
分
の
特
許
料
は
、
前
年
以
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
を
す
べ

き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
謄
本
送
達
日
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
延
長
登
録
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る
特
許
権

の
存
続
期
間
の
満
了
の
日
の
属
す
る
年
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
前
三
十
日
目
に
当
た
る
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
年
の
次
の
年
か
ら
謄
本
送
達
日
の
属
す
る
年
（
謄

本
送
達
日
か
ら
謄
本
送
達
日
の
属
す
る
年
の
末
日
ま
で
の
日
数
が
三
十
日
に
満
た
な
い
と
き
は
、
謄
本
送
達
日
の
属
す
る
年
の
次
の
年
）
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
は
、

謄
本
送
達
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
一
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
料
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延

長
後
の
期
間
）
内
に
そ
の
特
許
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ

つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
特
許
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
特
許
料
の
減
免
又
は
猶
予
）

第
百
九
条

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
特
許
権
者
で
あ
つ
て
資
力
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
が
、
特
許
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
十
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
を
軽

減
し
若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
九
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
特
許
権
者
で
あ
つ
て
、
中
小
企
業
者
、
試
験
研
究
機
関
等
そ
の
他
の
資
力
、
研
究
開
発
及
び

技
術
開
発
を
行
う
能
力
、
産
業
の
発
達
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
百
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
十
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
を
軽
減
し
若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
製
造
業
、
建
設
業
、
運

輸
業
そ
の
他
の
業
種
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
及
び
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

二

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
卸
売
業
（
第
五
号
の
政
令

で
定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

三

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
（
第
五
号

の
政
令
で
定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

四

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
小
売
業
（
次
号
の
政

令
で
定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

五

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
そ
の
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
そ
の
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
数

以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

六

企
業
組
合

七

協
業
組
合

八

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
、
商
工
組
合
、
協
同
組
合
連
合
会
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
及
び
そ
の
連
合
会
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定

め
る
も
の

九

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
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い
て
は
百
人
）
以
下
の
も
の

３

第
一
項
の
「
試
験
研
究
機
関
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
（
次
号
に
お
い
て
「
大
学
」
と
い
う
。
）
の
学
長
、
副
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
准

教
授
、
助
教
、
講
師
、
助
手
若
し
く
は
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
専
ら
研
究
に
従
事
す
る
者
、
同
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
（
同
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
高
等

専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
の
校
長
、
教
授
、
准
教
授
、
助
教
、
講
師
、
助
手
若
し
く
は
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
専
ら
研
究
に
従
事
す
る
者
又
は
国
立
大
学
法
人
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
（
次
号
に
お
い
て
「
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
」
と
い
う
。
）
の
長
若
し
く
は

そ
の
職
員
の
う
ち
専
ら
研
究
に
従
事
す
る
者

二

大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
を
設
置
す
る
者
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

三

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認

事
業
者

四

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
高
等
専
門
学
校
を
設
置
す
る
者
以
外
の
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
五

試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研

究
成
果
に
つ
い
て
、
当
該
研
究
成
果
に
係
る
特
定
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
が
保
有
す
る
特
許
権
又
は
特
許
を
受
け
る
権
利
の
譲
渡
を
受
け
、
当
該
特
許
権
又
は
当
該

特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
特
許
権
に
つ
い
て
の
譲
渡
、
専
用
実
施
権
の
設
定
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
、
当
該
研
究
成
果
の
活
用
を
行
お
う
と
す
る
民

間
事
業
者
に
対
し
移
転
す
る
事
業
を
行
う
者

六

公
設
試
験
研
究
機
関
（
地
方
公
共
団
体
に
置
か
れ
る
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
機
関
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
立
学
校
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
者

七

試
験
研
究
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政

法
人
を
い
う
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）

（
特
許
料
を
納
付
す
べ
き
者
以
外
の
者
に
よ
る
特
許
料
の
納
付
）

第
百
十
条

利
害
関
係
人
そ
の
他
の
特
許
料
を
納
付
す
べ
き
者
以
外
の
者
は
、
納
付
す
べ
き
者
の
意
に
反
し
て
も
、
特
許
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
納
付
し
た
者
は
、
納
付
す
べ
き
者
が
現
に
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
そ
の
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
既
納
の
特
許
料
の
返
還
）

第
百
十
一
条

既
納
の
特
許
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

一

過
誤
納
の
特
許
料

二

第
百
十
四
条
第
二
項
の
取
消
決
定
又
は
特
許
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
年
の
翌
年
以
後
の
各
年
分
の
特
許
料

三

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
年
の
翌
年
以
後
の
各
年
分
の
特
許
料
（
当
該
延
長
登
録
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る

存
続
期
間
の
満
了
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
以
後
の
も
の
に
限
る
。
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
返
還
は
、
同
項
第
一
号
の
特
許
料
に
つ
い
て
は
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
特
許
料
に
つ
い
て
は
第
百
十
四

条
第
二
項
の
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
料
の
追
納
）

第
百
十
二
条

特
許
権
者
は
、
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
又
は
第
百
九
条
若
し
く
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
猶
予
後
の
期
間
内
に
特
許
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
特
許
権
者
は
、
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
特
許
料
の
ほ
か
、
そ
の
特
許
料
と
同
額
の
割
増
特
許
料
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
割
増
特
許
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場

合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
、
第
百
八
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
内
に
納
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
特
許
料

及
び
第
二
項
の
割
増
特
許
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
は
、
同
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

特
許
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
第
百
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
許
料
及
び
第
二
項
の
割
増
特
許
料
を

納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
は
、
当
該
延
長
登
録
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
満
了
の
日
の
属
す
る
年
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
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消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６

特
許
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
第
百
九
条
又
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
猶
予
さ
れ
た
特
許
料
及
び

第
二
項
の
割
増
特
許
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
許
料
の
追
納
に
よ
る
特
許
権
の
回
復
）

第
百
十
二
条
の
二

前
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
許
権
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
許
権
の
原
特
許
権
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す

る
特
許
料
及
び
割
増
特
許
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
そ
の
特
許

料
及
び
割
増
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
及
び
割
増
特
許
料
の
追
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
は
、
第
百
八
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
若
し
く
は
存
続

期
間
の
満
了
の
日
の
属
す
る
年
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
存
続
し
て
い
た
も
の
又
は
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

（
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
の
制
限
）

第
百
十
二
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
が
回
復
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
の
効
力
は

、
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
特
許
権
の
回
復
の
登
録
前
に
輸
入
し
、
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
し
、

若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
物
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
は
、
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
特
許
権
の
回
復

の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
発
明
の
実
施

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
の
生
産
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

三

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

四

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
の
使
用
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

五

特
許
が
物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
五
章

特
許
異
議
の
申
立
て
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（
特
許
異
議
の
申
立
て
）

第
百
十
三
条

何
人
も
、
特
許
掲
載
公
報
の
発
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官
に
、
特
許
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
特
許

異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

そ
の
特
許
が
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
補
正
を
し
た
特
許
出
願
（
外
国
語
書
面
出
願
を
除
く
。
）
に
対
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

二

そ
の
特
許
が
第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
二
条
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

三

そ
の
特
許
が
条
約
に
違
反
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

四

そ
の
特
許
が
第
三
十
六
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
六
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
特
許
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

五

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い

こ
と
。

（
決
定
）

第
百
十
四
条

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
は
、
三
人
又
は
五
人
の
審
判
官
の
合
議
体
が
行
う
。

２

審
判
官
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
係
る
特
許
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
決
定
（
以
下
「
取
消
決

定
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

取
消
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

審
判
官
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
係
る
特
許
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
を
維
持
す
べ
き
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

前
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
百
十
五
条

特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
許
異
議
申
立
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
異
議
申
立
人
及
び
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
異
議
の
申
立
て
に
係
る
特
許
の
表
示
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三

特
許
異
議
の
申
立
て
の
理
由
及
び
必
要
な
証
拠
の
表
示

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
特
許
異
議
申
立
書
の
補
正
は
、
そ
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
百
十
三
条
に
規
定
す
る
期
間
が
経

過
す
る
時
又
は
第
百
二
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
時
の
い
ず
れ
か
早
い
時
ま
で
に
し
た
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
す
る
補
正
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３

審
判
長
は
、
特
許
異
議
申
立
書
の
副
本
を
特
許
権
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
審
判
官
の
指
定
等
）

第
百
十
六
条

第
百
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
百
十
四
条
第
一
項
の
合
議
体
及
び
こ
れ
を
構
成
す
る
審
判
官
に
準
用

す
る
。

（
審
判
書
記
官
）

第
百
十
七
条

特
許
庁
長
官
は
、
各
特
許
異
議
申
立
事
件
に
つ
い
て
審
判
書
記
官
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
書
記
官
に
準
用
す
る
。

（
審
理
の
方
式
等
）

第
百
十
八
条

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
は
、
書
面
審
理
に
よ
る
。

２

共
有
に
係
る
特
許
権
の
特
許
権
者
の
一
人
に
つ
い
て
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
の
手
続
の
中
断
又
は
中
止
の
原
因
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
中

断
又
は
中
止
は
、
共
有
者
全
員
に
つ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
参
加
）

第
百
十
九
条

特
許
権
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
者
そ
の
他
特
許
権
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
が
あ
る
ま
で
は
、
特
許

権
者
を
補
助
す
る
た
め
、
そ
の
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
百
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
人
に
準
用
す
る
。

（
証
拠
調
べ
及
び
証
拠
保
全
）

第
百
二
十
条

第
百
五
十
条
及
び
第
百
五
十
一
条
の
規
定
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
お
け
る
証
拠
調
べ
及
び
証
拠
保
全
に
準
用
す
る
。
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（
職
権
に
よ
る
審
理
）

第
百
二
十
条
の
二

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
お
い
て
は
、
特
許
権
者
、
特
許
異
議
申
立
人
又
は
参
加
人
が
申
し
立
て
な
い
理
由
に
つ
い
て
も
、
審
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
お
い
て
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
が
さ
れ
て
い
な
い
請
求
項
に
つ
い
て
は
、
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
申
立
て
の
併
合
又
は
分
離
）

第
百
二
十
条
の
三

同
一
の
特
許
権
に
係
る
二
以
上
の
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
そ
の
審
理
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
併
合
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
を
併
合
し
た
と
き
は
、
更
に
そ
の
審
理
の
分
離
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
百
二
十
条
の
四

特
許
異
議
の
申
立
て
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
後
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
の
取
下
げ
に
準
用
す
る
。

（
意
見
書
の
提
出
等
）

第
百
二
十
条
の
五

審
判
長
は
、
取
消
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
許
権
者
及
び
参
加
人
に
対
し
、
特
許
の
取
消
し
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て

、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

一

特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮

二

誤
記
又
は
誤
訳
の
訂
正

三

明
瞭
で
な
い
記
載
の
釈
明

四

他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
す
る
請
求
項
の
記
載
を
当
該
他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
の
訂
正
を
す
る
場
合
に
は
、
請
求
項
ご
と
に
前
項
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

特
許
異
議
の
申
立
て
が
請
求
項
ご
と
に
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
同
項
の
訂
正
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
項
の
中
に
一
の
請
求
項
の
記
載
を
他
の
請
求
項
が
引
用
す
る
関
係
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
関
係
を
有
す
る
一
群
の
請
求
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項
（
以
下
「
一
群
の
請
求
項
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
当
該
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

審
判
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
特
許
の
取
消
し
の
理
由
を
記

載
し
た
書
面
並
び
に
訂
正
の
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
付
さ
れ
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
副
本
を
特
許
異
議
申
立
人
に
送
付
し
、
相
当
の
期
間

を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
許
異
議
申
立
人
か
ら
意
見
書
の
提
出
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
が
あ
る
と
き
、
又

は
特
許
異
議
申
立
人
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

審
判
長
は
、
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
が
同
項
た
だ
し
書
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
せ
ず
、
又
は
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
六
条
第
五
項

か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
し
な
い
と
き
は
、
特
許
権
者
及
び
参
加
人
に
そ
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
の
訂
正
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
異
議
申
立
事
件
に
お
い
て
先
に
し
た
訂
正
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
先
の
請
求
は
、
取
り
下
げ
ら

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

８

第
二
項
の
訂
正
の
請
求
は
、
同
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
さ
れ
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
補
正
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
限
り
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
を
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
項
ご
と

に
又
は
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
し
た
と
き
は
、
そ
の
全
て
の
請
求
を
取
り
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
百
二
十
六
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
百
二
十
七
条
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第

百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十

六
条
第
七
項
中
「
第
一
項
た
だ
し
書
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
許
異
議
の
申
立
て
が
さ
れ
て
い
な
い
請
求
項
に
係
る
第
一
項
た
だ
し
書
第
一
号
又
は
第

二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
決
定
の
方
式
）

第
百
二
十
条
の
六

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
異
議
申
立
事
件
の
番
号

二

特
許
権
者
、
特
許
異
議
申
立
人
及
び
参
加
人
並
び
に
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

三

決
定
に
係
る
特
許
の
表
示
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四

決
定
の
結
論
及
び
理
由

五

決
定
の
年
月
日

２

特
許
庁
長
官
は
、
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
決
定
の
謄
本
を
特
許
権
者
、
特
許
異
議
申
立
人
、
参
加
人
及
び
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
参
加
を
申
請
し

て
そ
の
申
請
を
拒
否
さ
れ
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
の
確
定
範
囲
）

第
百
二
十
条
の
七

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
特
許
異
議
申
立
事
件
ご
と
に
確
定
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
定
す
る
。

一

請
求
項
ご
と
に
特
許
異
議
の
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合

当
該
一
群
の

請
求
項
ご
と

二

請
求
項
ご
と
に
特
許
異
議
の
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
請
求
項
ご
と

（
審
判
の
規
定
等
の
準
用
）

第
百
二
十
条
の
八

第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
四
条
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
か

ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
百
七
十
条
の
規
定
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
に
準
用
す
る
。

２

第
百
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
準
用
す
る
。

第
六
章

審
判

（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
）

第
百
二
十
一
条

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
査
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
拒
絶
査
定
不

服
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
二
条

削
除
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（
特
許
無
効
審
判
）

第
百
二
十
三
条

特
許
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
許
無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
特
許
が
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
補
正
を
し
た
特
許
出
願
（
外
国
語
書
面
出
願
を
除
く
。
）
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

二

そ
の
特
許
が
第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
八
条
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
さ

れ
た
と
き
（
そ
の
特
許
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
特
許
に
係
る
特

許
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

三

そ
の
特
許
が
条
約
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
。

四

そ
の
特
許
が
第
三
十
六
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
六
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
特
許
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

五

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
外
国
語
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い

と
き
。

六

そ
の
特
許
が
そ
の
発
明
に
つ
い
て
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
者
の
特
許
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
（
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き

、
そ
の
特
許
に
係
る
特
許
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

七

特
許
が
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
権
者
が
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
特
許
が
条
約

に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

八

そ
の
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
が
第
百
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
第
百
二

十
条
の
五
第
九
項
又
は
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
。

２

特
許
無
効
審
判
は
、
利
害
関
係
人
（
前
項
第
二
号
（
特
許
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
六
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
特
許
無
効
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
）
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
無
効
審
判
は
、
特
許
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
者
そ
の
他
そ
の
特
許
に
関
し
登
録
し
た
権
利
を
有
す
る
者
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に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
四
条

削
除

第
百
二
十
五
条

特
許
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
特
許
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
特
許
が
第
百
二
十
三
条

第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
特
許
権
は
、
そ
の
特
許
が
同
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
時

か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
延
長
登
録
無
効
審
判
）

第
百
二
十
五
条
の
二

第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
の
延
長
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
延
長
登
録

無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
延
長
登
録
が
基
準
日
以
後
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

二

そ
の
延
長
登
録
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
が
そ
の
特
許
権
の
存
続
期
間
に
係
る
延
長
可
能
期
間
を
超
え
て
い
る
と
き
。

三

そ
の
延
長
登
録
が
当
該
特
許
権
者
で
な
い
者
の
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

四

そ
の
延
長
登
録
が
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

２

前
項
の
延
長
登
録
無
効
審
判
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
登
録
無
効
審
判
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
は
、
初
め
か
ら
さ
れ

な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
延
長
登
録
が
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
権
の
存
続
期
間
に
係
る
延
長
可
能
期
間
を
超
え
る
期
間
の

延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
超
え
る
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
延
長
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
係
る
当
該
延
長
の
期
間
又
は
同
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
延
長
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
期
間
内
に
さ
れ
た
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該

出
願
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
四
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
係
る
当
該
延
長
の
期
間
又
は
同
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
延
長
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
期
間
内
に
さ
れ
た
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
係
る
第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
の
延
長

登
録
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
は
、
初
め
か
ら
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
二
十
五
条
の
三

第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
の
延
長
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
延
長
登
録
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無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
延
長
登
録
が
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
の
出
願
に
対

し
て
さ
れ
た
と
き
。

二

そ
の
延
長
登
録
が
、
そ
の
特
許
権
者
又
は
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
若
し
く
は
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
が
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処

分
を
受
け
て
い
な
い
場
合
の
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

三

そ
の
延
長
登
録
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
が
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
期
間
を
超
え
て
い
る
と
き
。

四

そ
の
延
長
登
録
が
当
該
特
許
権
者
で
な
い
者
の
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

五

そ
の
延
長
登
録
が
第
六
十
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
登
録
無
効
審
判
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
六
十
七
条
の
七
第
三
項
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
登
録
に
よ
る
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
は
、
初
め
か
ら
さ
れ

な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
延
長
登
録
が
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
期
間
を
超
え

る
期
間
の
延
長
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
超
え
る
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
延
長
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
訂
正
審
判
）

第
百
二
十
六
条

特
許
権
者
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
訂
正
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

一

特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮

二

誤
記
又
は
誤
訳
の
訂
正

三

明
瞭
で
な
い
記
載
の
釈
明

四

他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
す
る
請
求
項
の
記
載
を
当
該
他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

訂
正
審
判
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
又
は
特
許
無
効
審
判
が
特
許
庁
に
係
属
し
た
時
か
ら
そ
の
決
定
又
は
審
決
（
請
求
項
ご
と
に
申
立
て
又
は
請
求
が
さ
れ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
全
て
の
決
定
又
は
審
決
）
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
の
訂
正
を
す
る
場
合
に
は
、
請
求
項
ご
と
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
項
の
中
に
一
群
の
請
求
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
当
該
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
請
求
項
ご
と
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
明
細
書
又
は
図

面
の
訂
正
に
係
る
請
求
項
の
全
て
（
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
明
細
書
又
は
図
面

の
訂
正
に
係
る
請
求
項
を
含
む
一
群
の
請
求
項
の
全
て
）
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
同
項
た
だ
し
書
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を

目
的
と
す
る
訂
正
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
特
許
に
あ
つ
て
は
、
外
国
語
書

面
）
）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
は
、
実
質
上
特
許
請
求
の
範
囲
を
拡
張
し
、
又
は
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
た
だ
し
書
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
訂
正
は
、
訂
正
後
に
お
け
る
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ
れ
る

発
明
が
特
許
出
願
の
際
独
立
し
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

訂
正
審
判
は
、
特
許
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
許
が
取
消
決
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
、
又
は
特
許
無
効
審
判
に
よ
り
無
効

に
さ
れ
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
二
十
七
条

特
許
権
者
は
、
専
用
実
施
権
者
、
質
権
者
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
常
実
施
権

者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
訂
正
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
八
条

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け
る
明
細
書
、
特
許
請

求
の
範
囲
又
は
図
面
に
よ
り
特
許
出
願
、
出
願
公
開
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
及
び
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
三
十
条

削
除

（
審
判
請
求
の
方
式
）

第
百
三
十
一
条

審
判
を
請
求
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
事
者
及
び
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

審
判
事
件
の
表
示

三

請
求
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

２

特
許
無
効
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
理
由
は
、
特
許
を
無
効
に
す
る
根
拠
と
な
る
事
実
を
具
体
的
に
特
定
し
、
か
つ
、
立
証
を
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要
す
る
事
実
ご
と
に
証
拠
と
の
関
係
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

訂
正
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

訂
正
審
判
を
請
求
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
判
請
求
書
の
補
正
）

第
百
三
十
一
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
請
求
書
の
補
正
は
、
そ
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
補
正
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
理
由
に
つ
い
て
さ
れ
る
と
き
。

二

次
項
の
規
定
に
よ
る
審
判
長
の
許
可
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

第
百
三
十
三
条
第
一
項
（
第
百
二
十
条
の
五
第
九
項
及
び
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
請
求
書
に
つ

い
て
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
じ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
さ
れ
る
と
き
。

２

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
理
由
の
補
正
が
そ
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
補
正
が
審
理
を
不
当
に
遅
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
決
定
を
も
つ
て
、
当
該
補
正
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
特
許
無
効
審
判
に
お
い
て
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
が
あ
り
、
そ
の
訂
正
の
請
求
に
よ
り
請
求
の
理
由
を
補
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
当
該
補
正
に
係
る
請
求
の
理
由
を
審
判
請
求
時
の
請
求
書
に
記
載
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
被
請
求
人
が
当

該
補
正
に
同
意
し
た
こ
と
。

３

前
項
の
補
正
の
許
可
は
、
そ
の
補
正
に
係
る
手
続
補
正
書
が
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
副
本
の
送
達
の
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
二
項
の
決
定
又
は
そ
の
不
作
為
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
共
同
審
判
）

第
百
三
十
二
条

同
一
の
特
許
権
に
つ
い
て
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
を
請
求
す
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
共
同
し
て
審
判
を
請
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求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

共
有
に
係
る
特
許
権
に
つ
い
て
特
許
権
者
に
対
し
審
判
を
請
求
す
る
と
き
は
、
共
有
者
の
全
員
を
被
請
求
人
と
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
権
又
は
特
許
を
受
け
る
権
利
の
共
有
者
が
そ
の
共
有
に
係
る
権
利
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
と
き
は
、
共
有
者
の
全
員
が
共
同
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

第
一
項
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
を
請
求
し
た
者
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
を
請
求
さ
れ
た
者
の
一
人
に
つ
い
て
、
審
判
手
続
の
中
断
又
は
中
止
の

原
因
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
中
断
又
は
中
止
は
、
全
員
に
つ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
方
式
に
違
反
し
た
場
合
の
決
定
に
よ
る
却
下
）

第
百
三
十
三
条

審
判
長
は
、
請
求
書
が
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
は
、
請
求
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
請
求
書
に
つ
い
て
補
正
を
す

べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
審
判
事
件
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
そ
の
補
正
を

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

手
続
が
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

二

手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

三

手
続
に
つ
い
て
第
百
九
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き
。

３

審
判
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
判
事
件
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
、
そ
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ

の
補
正
を
し
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
補
正
が
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
と
き
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
手
続
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
適
法
な
手
続
の
却
下
）

第
百
三
十
三
条
の
二

審
判
長
は
、
審
判
事
件
に
係
る
手
続
（
審
判
の
請
求
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
不
適
法
な
手
続
で
あ
つ
て
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
手
続
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
却
下
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
手
続
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
弁
明
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

第
一
項
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
答
弁
書
の
提
出
等
）

第
百
三
十
四
条

審
判
長
は
、
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
請
求
書
の
副
本
を
被
請
求
人
に
送
達
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
の
補
正
を
許
可
す
る
と
き
は
、
そ
の
補
正
に
係
る
手
続
補
正
書
の
副
本
を
被
請
求
人
に
送
達
し
、
相

当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
請
求
人
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

審
判
長
は
、
第
一
項
又
は
前
項
本
文
の
答
弁
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
副
本
を
請
求
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

審
判
長
は
、
審
判
に
関
し
、
当
事
者
及
び
参
加
人
を
審
尋
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
無
効
審
判
に
お
け
る
訂
正
の
請
求
）

第
百
三
十
四
条
の
二

特
許
無
効
審
判
の
被
請
求
人
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
次
条
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
百
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

一

特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮

二

誤
記
又
は
誤
訳
の
訂
正

三

明
瞭
で
な
い
記
載
の
釈
明

四

他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
す
る
請
求
項
の
記
載
を
当
該
他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
の
訂
正
を
す
る
場
合
に
は
、
請
求
項
ご
と
に
前
項
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

特
許
無
効
審
判
が
請
求
項
ご
と
に
請
求
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
同
項
の
訂
正
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
項
の
中
に
一
群
の
請
求
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
当
該
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

審
判
長
は
、
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
付
さ
れ
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
副
本
を
請
求
人

に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 74 -

５

審
判
官
は
、
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
が
同
項
た
だ
し
書
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
せ
ず
、
又
は
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
六
条
第
五
項

か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
が
申
し
立
て
な
い
理
由
に
つ
い
て
も
、
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
理
由
に
よ
り
訂
正
の
請
求
を
認
め
な
い
と
き
は
、
審
判
長
は
、
審
理
の
結
果
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
を
申
し
立

て
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
訂
正
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
審
判
事
件
に
お
い
て
先
に
し
た
訂
正
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
先
の
請
求
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

７

第
一
項
の
訂
正
の
請
求
は
、
同
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
さ
れ
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
五
第
二
項
の
補
正
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
限
り
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
を
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
項
ご
と

に
又
は
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
し
た
と
き
は
、
そ
の
全
て
の
請
求
を
取
り
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
無
効
審
判
の
請
求
が
請
求
項
ご
と
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
は
、
当
該
請
求
項
ご
と
に
取
り

下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
特
許
無
効
審
判
の
審
判
事
件
に
係
る
全
て
の
請
求
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
審
判
事
件
に
係
る
同
項
の
訂
正
の
請
求
は
、
全
て

取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

９

第
百
二
十
六
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
百
二
十
七
条
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第

百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十

六
条
第
七
項
中
「
第
一
項
た
だ
し
書
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
許
無
効
審
判
の
請
求
が
さ
れ
て
い
な
い
請
求
項
に
係
る
第
一
項
た
だ
し
書
第
一
号
又
は

第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
取
消
し
の
判
決
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
訂
正
の
請
求
）

第
百
三
十
四
条
の
三

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
の
審
決
（
審
判
の
請
求
に
理
由
が
な
い
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取

消
し
の
判
決
が
確
定
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
を
開
始
す
る
と
き
は
、
そ
の
判
決
の
確
定
の
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
被
請
求
人
か
ら
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合

に
限
り
、
被
請
求
人
に
対
し
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
た
め
の
相
当
の
期
間
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
適
法
な
審
判
請
求
の
審
決
に
よ
る
却
下
）

第
百
三
十
五
条

不
適
法
な
審
判
の
請
求
で
あ
つ
て
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
被
請
求
人
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
い
で
、
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審
決
を
も
つ
て
こ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
判
の
合
議
制
）

第
百
三
十
六
条

審
判
は
、
三
人
又
は
五
人
の
審
判
官
の
合
議
体
が
行
う
。

２

前
項
の
合
議
体
の
合
議
は
、
過
半
数
に
よ
り
決
す
る
。

３

審
判
官
の
資
格
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
審
判
官
の
指
定
）

第
百
三
十
七
条

特
許
庁
長
官
は
、
各
審
判
事
件
（
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
官
が
そ
の
請
求
を
審
査
す
る
審
判
事
件
に
あ
つ
て
は
、
第
百
六
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
合
議
体
を
構
成
す
べ
き
審
判
官
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
審
判
官
の
う
ち
審
判
に
関
与
す
る
こ
と
に
故
障
が
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
解
い
て
他
の
審
判
官
を
も

つ
て
こ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
判
長
）

第
百
三
十
八
条

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
審
判
官
の
う
ち
一
人
を
審
判
長
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
そ
の
審
判
事
件
に
関
す
る
事
務
を
総
理
す
る
。

（
審
判
官
の
除
斥
）

第
百
三
十
九
条

審
判
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
か
ら
除
斥
さ
れ
る
。

一

審
判
官
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
配
偶
者
で
あ
つ
た
者
が
事
件
の
当
事
者
、
参
加
人
若
し
く
は
特
許
異
議
申
立
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
つ
た
と
き
。

二

審
判
官
が
事
件
の
当
事
者
、
参
加
人
若
し
く
は
特
許
異
議
申
立
人
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同
居
の
親
族
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
つ
た
と

き
。

三

審
判
官
が
事
件
の
当
事
者
、
参
加
人
又
は
特
許
異
議
申
立
人
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
で
あ
る
と
き
。

四

審
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
証
人
又
は
鑑
定
人
と
な
つ
た
と
き
。

五

審
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
、
参
加
人
若
し
く
は
特
許
異
議
申
立
人
の
代
理
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
つ
た
と
き
。

六

審
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
不
服
を
申
し
立
て
ら
れ
た
査
定
に
審
査
官
と
し
て
関
与
し
た
と
き
。



- 76 -

七

審
判
官
が
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
そ
の
特
許
権
に
係
る
特
許
出
願
の
審
査
に
お
い
て
そ
の
査
定
に
審
査
官
と
し
て
関
与
し

た
と
き
。

八

審
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
と
き
。

第
百
四
十
条

前
条
に
規
定
す
る
除
斥
の
原
因
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
除
斥
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
判
官
の
忌
避
）

第
百
四
十
一
条

審
判
官
に
つ
い
て
審
判
の
公
正
を
妨
げ
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
こ
れ
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
事
件
に
つ
い
て
審
判
官
に
対
し
書
面
又
は
口
頭
を
も
つ
て
陳
述
を
し
た
後
は
、
審
判
官
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
忌
避
の

原
因
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
忌
避
の
原
因
が
そ
の
後
に
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
除
斥
又
は
忌
避
の
申
立
の
方
式
）

第
百
四
十
二
条

除
斥
又
は
忌
避
の
申
立
を
す
る
者
は
、
そ
の
原
因
を
記
載
し
た
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
審
理
に
お
い
て
は

、
口
頭
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

除
斥
又
は
忌
避
の
原
因
は
、
前
項
の
申
立
を
し
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
事
実
も
、
同
様
と
す
る
。

（
除
斥
又
は
忌
避
の
申
立
に
つ
い
て
の
決
定
）

第
百
四
十
三
条

除
斥
又
は
忌
避
の
申
立
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
に
係
る
審
判
官
以
外
の
審
判
官
が
審
判
に
よ
り
決
定
を
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
申
立
に
係
る
審
判

官
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
決
定
又
は
そ
の
不
作
為
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
百
四
十
四
条

除
斥
又
は
忌
避
の
申
立
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
に
つ
い
て
の
決
定
が
あ
る
ま
で
審
判
手
続
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
速
を
要

す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
審
判
書
記
官
）

第
百
四
十
四
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
各
審
判
事
件
（
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
官
が
そ
の
請
求
を
審
査
す
る
審
判
事
件
に
あ
つ
て
は
、
第
百
六
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
審
判
書
記
官
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 77 -

２

審
判
書
記
官
の
資
格
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
審
判
書
記
官
が
審
判
に
関
与
す
る
こ
と
に
故
障
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
解
い
て
他
の
審
判
書
記
官
を
指
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

審
判
書
記
官
は
、
審
判
事
件
に
関
し
、
調
書
の
作
成
及
び
送
達
に
関
す
る
事
務
を
行
う
ほ
か
、
審
判
長
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
他
の
事
務
を
行
う
。

５

第
百
三
十
九
条
（
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
四
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
審
判
書
記
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
斥

又
は
忌
避
の
申
立
て
に
係
る
審
判
書
記
官
は
、
除
斥
又
は
忌
避
に
つ
い
て
の
審
判
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
審
判
に
お
け
る
審
理
の
方
式
）

第
百
四
十
五
条

特
許
無
効
審
判
及
び
延
長
登
録
無
効
審
判
は
、
口
頭
審
理
に
よ
る
。
た
だ
し
、
審
判
長
は
、
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、

書
面
審
理
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
審
判
以
外
の
審
判
は
、
書
面
審
理
に
よ
る
。
た
だ
し
、
審
判
長
は
、
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
口
頭
審
理
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

審
判
長
は
、
第
一
項
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
口
頭
審
理
に
よ
る
審
判
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
、
当
事
者
及
び
参
加
人
に
対
し
、
期

日
の
呼
出
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

民
事
訴
訟
法
第
九
十
四
条
（
期
日
の
呼
出
し
）
の
規
定
は
、
前
項
の
期
日
の
呼
出
し
に
準
用
す
る
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
口
頭
審
理
は
、
公
開
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
百
四
十
六
条

民
事
訴
訟
法
第
百
五
十
四
条
（
通
訳
人
の
立
会
い
等
）
の
規
定
は
、
審
判
に
準
用
す
る
。

（
調
書
）

第
百
四
十
七
条

第
百
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
口
頭
審
理
に
よ
る
審
判
に
つ
い
て
は
、
審
判
書
記
官
は
、
期
日
ご
と
に
審
理
の
要
旨
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
調
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
書
記
官
は
、
前
項
の
調
書
の
作
成
又
は
変
更
に
関
し
て
審
判
長
の
命
令
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
作
成
又
は
変
更
を
正
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
自

己
の
意
見
を
書
き
添
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

民
事
訴
訟
法
第
百
六
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
口
頭
弁
論
調
書
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
調
書
に
準
用
す
る
。

（
参
加
）

第
百
四
十
八
条

第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
審
理
の
終
結
に
至
る
ま
で
は
、
請
求
人
と
し
て
そ
の
審
判
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
人
は
、
被
参
加
人
が
そ
の
審
判
の
請
求
を
取
り
下
げ
た
後
に
お
い
て
も
、
審
判
手
続
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
判
の
結
果
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
審
理
の
終
結
に
至
る
ま
で
は
、
当
事
者
の
一
方
を
補
助
す
る
た
め
そ
の
審
判
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
人
は
、
一
切
の
審
判
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
人
に
つ
い
て
審
判
手
続
の
中
断
又
は
中
止
の
原
因
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
中
断
又
は
中
止
は
、
被
参
加
人
に
つ
い
て
も
、
そ

の
効
力
を
生
ず
る
。

第
百
四
十
九
条

参
加
を
申
請
す
る
者
は
、
参
加
申
請
書
を
審
判
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
参
加
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
参
加
申
請
書
の
副
本
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
送
達
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

参
加
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
が
参
加
し
よ
う
と
す
る
審
判
の
審
判
官
が
審
判
に
よ
り
決
定
を
す
る
。

４

前
項
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
決
定
又
は
そ
の
不
作
為
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
証
拠
調
及
び
証
拠
保
全
）

第
百
五
十
条

審
判
に
関
し
て
は
、
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
の
申
立
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
証
拠
調
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
判
に
関
し
て
は
、
審
判
請
求
前
は
利
害
関
係
人
の
申
立
に
よ
り
、
審
判
の
係
属
中
は
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
の
申
立
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
証
拠
保
全
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
審
判
請
求
前
の
申
立
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
判
請
求
前
の
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
証
拠
保
全
に
関
与
す
べ
き
審
判
官
及
び
審
判
書
記
官
を
指
定
す
る
。

５

審
判
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
権
で
証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
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定
し
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
又
は
第
二
項
の
証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
は
、
当
該
事
務
を
取
り
扱
う
べ
き
地
の
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
五
十
一
条

第
百
四
十
七
条
並
び
に
民
事
訴
訟
法
第
九
十
三
条
第
一
項
（
期
日
の
指
定
）
、
第
九
十
四
条
（
期
日
の
呼
出
し
）
、
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
一
条

ま
で
、
第
百
八
十
三
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
九
十
条
、
第
百
九
十
一
条
、
第
百
九
十
五
条
か
ら
第
百
九
十
八
条
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
第

一
項
、
第
二
百
一
条
か
ら
第
二
百
四
条
ま
で
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
七
条
、
第
二
百
十
条
か
ら
第
二
百
十
三
条
ま
で
、
第
二
百
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

二
百
十
五
条
か
ら
第
二
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
二
百
二
十
六
条
か
ら
第
二
百
二
十
八
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
百
三
十
一
条
、
第
二
百
三
十
二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
三
条
、
第
二
百
三
十
四
条
、
第
二
百
三
十
六
条
か
ら
第
二
百
三
十
八
条
ま
で
、
第
二

百
四
十
条
か
ら
第
二
百
四
十
二
条
ま
で
（
証
拠
）
及
び
第
二
百
七
十
八
条
（
尋
問
等
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
）
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
証
拠
調
べ
又
は
証
拠
保

全
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
七
十
九
条
中
「
裁
判
所
に
お
い
て
当
事
者
が
自
白
し
た
事
実
及
び
顕
著
な
事
実
」
と
あ
る
の
は
「
顕
著
な
事
実
」
と

、
同
法
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三
中
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
職
権
に
よ
る
審
理
）

第
百
五
十
二
条

審
判
長
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
が
法
定
若
し
く
は
指
定
の
期
間
内
に
手
続
を
せ
ず
、
又
は
第
百
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

つ
て
出
頭
し
な
い
と
き
で
あ
つ
て
も
、
審
判
手
続
を
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
五
十
三
条

審
判
に
お
い
て
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
が
申
し
立
て
な
い
理
由
に
つ
い
て
も
、
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
判
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
又
は
参
加
人
が
申
し
立
て
な
い
理
由
に
つ
い
て
審
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
審
理
の
結
果
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、

相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

審
判
に
お
い
て
は
、
請
求
人
が
申
し
立
て
な
い
請
求
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
審
理
の
併
合
又
は
分
離
）

第
百
五
十
四
条

当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
が
同
一
で
あ
る
二
以
上
の
審
判
に
つ
い
て
は
、
そ
の
審
理
の
併
合
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
の
併
合
を
し
た
と
き
は
、
さ
ら
に
そ
の
審
理
の
分
離
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
判
の
請
求
の
取
下
げ
）

第
百
五
十
五
条

審
判
の
請
求
は
、
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

審
判
の
請
求
は
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
答
弁
書
の
提
出
が
あ
つ
た
後
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
の
二
以
上
の
請
求
項
に
つ
い
て
特
許
無
効
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
は
、
請
求
項
ご
と
に
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

請
求
項
ご
と
に
又
は
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
訂
正
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
取
下
げ
は
、
そ
の
全
て
の
請
求
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
理
の
終
結
の
通
知
）

第
百
五
十
六
条

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事
件
が
審
決
を
す
る
の
に
熟
し
た
と
き
は
、
審
理
の
終
結
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
に
お
い
て
は
、
事
件
が
審
決
を
す
る
の
に
熟
し
た
場
合
で
あ
つ
て
第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
審
決
の
予
告
を
し
な
い
と
き
、
又
は
同

項
の
審
決
の
予
告
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
被
請
求
人
が
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
若
し
く
は
第
十
七

条
の
五
第
二
項
の
補
正
を
し
な
い
と
き
は
、
審
理
の
終
結
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

審
判
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
審
理
の
再
開

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

審
決
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
件
が
複
雑
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
審
決
）

第
百
五
十
七
条

審
決
が
あ
つ
た
と
き
は
、
審
判
は
、
終
了
す
る
。

２

審
決
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

審
判
の
番
号

二

当
事
者
及
び
参
加
人
並
び
に
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

三

審
判
事
件
の
表
示

四

審
決
の
結
論
及
び
理
由

五

審
決
の
年
月
日

３

特
許
庁
長
官
は
、
審
決
が
あ
つ
た
と
き
は
、
審
決
の
謄
本
を
当
事
者
、
参
加
人
及
び
審
判
に
参
加
を
申
請
し
て
そ
の
申
請
を
拒
否
さ
れ
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
お
け
る
特
則
）

第
百
五
十
八
条

審
査
に
お
い
て
し
た
手
続
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
お
い
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
百
五
十
九
条

第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」
と
、
「
補
正
が
」
と
あ
る
の
は
「
補
正
（
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
五
十
条
及
び
第
五
十
条
の
二
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
お
い
て
査
定
の
理
由
と
異
な
る
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ

て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
し
た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
、
第
三
号
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を

除
く
。
）
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
五
十
一
条
、
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
十
七
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
を
理
由
が
あ

る
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
審
判
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
六
十
条

拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
お
い
て
査
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
さ
ら
に
審
査
に
付
す
べ
き
旨
の
審
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
審
決
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
判
断
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
審
査
官
を
拘
束
す
る
。

３

第
一
項
の
審
決
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
六
十
一
条

第
百
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
三
十
四
条
の
二
、
第
百
三
十
四
条
の
三
、
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
四
十
九
条
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
六
十
二
条

特
許
庁
長
官
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
と
同
時
に
そ
の
請
求
に
係
る
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細

書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
が
あ
つ
た
と
き
は
、
審
査
官
に
そ
の
請
求
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
三
条

第
四
十
八
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
四
条
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」
と
、
「
補
正
が
」
と
あ
る
の
は
「
補
正
（
同
項
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第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
五
十
条
及
び
第
五
十
条
の
二
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
審
判
の
請
求
に
係
る
査
定
の
理
由
と
異
な
る
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
た
場
合
に
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒

絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て

次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
、
第
三
号
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求

前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
審
判
の
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

第
百
六
十
四
条

審
査
官
は
、
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
す
る
と
き
は
、
審
判
の
請
求
に
係
る
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定

を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
査
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

審
査
官
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
審
判
の
請
求
に
つ
い
て
査
定
を
す
る
こ
と
な
く
そ
の
審
査
の
結
果
を
特
許
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
許
無
効
審
判
に
お
け
る
特
則
）

第
百
六
十
四
条
の
二

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
の
事
件
が
審
決
を
す
る
の
に
熟
し
た
場
合
に
お
い
て
、
審
判
の
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
審
決
の
予
告
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
前
項
の
審
決
の
予
告
を
す
る
と
き
は
、
被
請
求
人
に
対
し
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
請
求
す
る
た
め
の
相
当

の
期
間
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
百
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
審
決
の
予
告
に
準
用
す
る
。

（
訂
正
審
判
に
お
け
る
特
則
）

第
百
六
十
五
条

審
判
長
は
、
訂
正
審
判
の
請
求
が
第
百
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
せ
ず
、
又
は
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定

に
適
合
し
な
い
と
き
は
、
請
求
人
に
そ
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
六
条

第
百
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
三
十
四
条
の
二
、
第
百
三
十
四
条
の
三
、
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
四
十
九
条
の
規
定
は
、
訂
正
審
判



- 83 -

に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
審
決
の
効
力
）

第
百
六
十
七
条

特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
は
、
同
一
の
事
実
及
び
同
一
の
証
拠
に
基
づ
い
て
そ
の
審

判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
審
決
の
確
定
範
囲
）

第
百
六
十
七
条
の
二

審
決
は
、
審
判
事
件
ご
と
に
確
定
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
定
す
る
。

一

請
求
項
ご
と
に
特
許
無
効
審
判
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
一
群
の
請
求
項
ご
と
に
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合

当
該
一

群
の
請
求
項
ご
と

二

一
群
の
請
求
項
ご
と
に
訂
正
審
判
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合

当
該
一
群
の
請
求
項
ご
と

三

請
求
項
ご
と
に
審
判
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
請
求
項
ご
と

（
訴
訟
と
の
関
係
）

第
百
六
十
八
条

審
判
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
他
の
審
判
の
審
決
が
確
定
し
、
又
は
訴
訟
手
続
が
完

結
す
る
ま
で
そ
の
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

訴
え
の
提
起
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
審
決
が
確
定
す
る
ま
で

そ
の
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

裁
判
所
は
、
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
関
す
る
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
訴
訟
手
続
が
完

結
し
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
審
判
の
請
求
の
有
無
を
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
審
判
の
請

求
書
の
却
下
の
決
定
、
審
決
又
は
請
求
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

５

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
第
百
四
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
が
そ
の
通
知
前
に
既
に
提
出
さ
れ
、
又
は
そ
の
通
知
後
に
最
初
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
庁

長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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６

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
訴
訟
の
訴
訟
記
録
の
う
ち
そ
の
審
判
に
お
い
て
審
判
官
が
必
要
と
認
め
る
書
面

の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
判
に
お
け
る
費
用
の
負
担
）

第
百
六
十
九
条

特
許
無
効
審
判
及
び
延
長
登
録
無
効
審
判
に
関
す
る
費
用
の
負
担
は
、
審
判
が
審
決
に
よ
り
終
了
す
る
と
き
は
そ
の
審
決
を
も
つ
て
、
審
判
が
審
決
に
よ

ら
な
い
で
終
了
す
る
と
き
は
審
判
に
よ
る
決
定
を
も
つ
て
、
職
権
で
、
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

民
事
訴
訟
法
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
条
並
び
に
第
七
十
一
条
第
二
項
（
訴
訟
費
用
の
負
担
）
の
規
定
は
、

前
項
に
規
定
す
る
審
判
に
関
す
る
費
用
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
済
産
業
省
令
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
訂
正
審
判
に
関
す
る
費
用
は
、
請
求
人
の
負
担
と
す
る
。

４

民
事
訴
訟
法
第
六
十
五
条
（
共
同
訴
訟
の
場
合
の
負
担
）
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
人
が
負
担
す
る
費
用
に
準
用
す
る
。

５

審
判
に
関
す
る
費
用
の
額
は
、
請
求
に
よ
り
、
審
決
又
は
決
定
が
確
定
し
た
後
に
特
許
庁
長
官
が
決
定
を
す
る
。

６

審
判
に
関
す
る
費
用
の
範
囲
、
額
及
び
納
付
並
び
に
審
判
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
な
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事

訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
中
こ
れ
ら
に
関
す
る
規
定
（
第
二
章
第
一
節
及
び
第
三
節
に
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
の
例
に
よ
る
。

（
費
用
の
額
の
決
定
の
執
行
力
）

第
百
七
十
条

審
判
に
関
す
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
の
確
定
し
た
決
定
は
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

第
七
章

再
審

（
再
審
の
請
求
）

第
百
七
十
一
条

確
定
し
た
取
消
決
定
及
び
確
定
審
決
に
対
し
て
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
三
十
九
条
（
再
審
の
事
由
）
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
の
請
求
に
準
用
す
る
。

第
百
七
十
二
条

審
判
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
が
共
謀
し
て
第
三
者
の
権
利
又
は
利
益
を
害
す
る
目
的
を
も
つ
て
審
決
を
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
は
、
そ
の
確
定

審
決
に
対
し
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
再
審
は
、
そ
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
を
共
同
被
請
求
人
と
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
再
審
の
請
求
期
間
）

第
百
七
十
三
条

再
審
は
、
請
求
人
が
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
理
由
を
知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

再
審
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

請
求
人
が
法
律
の
規
定
に
従
つ
て
代
理
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
再
審
を
請
求
す
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
請
求
人
又
は
そ
の
法
定
代
理

人
が
送
達
に
よ
り
取
消
決
定
又
は
審
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

４

取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
は
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

再
審
の
理
由
が
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
に
生
じ
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

６

第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
当
該
審
決
が
前
に
さ
れ
た
確
定
審
決
と
抵
触
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
再
審
の
請
求
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
審
判
の
規
定
等
の
準
用
）

第
百
七
十
四
条

第
百
十
四
条
、
第
百
十
六
条
か
ら
第
百
二
十
条
の
二
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
五
か
ら
第
百
二
十
条
の
八
ま
で
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条

の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
、
第
百
五
十
四
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は

、
確
定
し
た
取
消
決
定
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

２

第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
四
条
第
四

項
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
ま
で
、
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
百
五
十
七
条
か
ら
第
百
六
十
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
の
二
本
文
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
百
七
十
条
の
規
定
は
、
拒

絶
査
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

３

第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十

四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
四
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
五
十
六
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
六
十
八
条
ま
で
、
第
百
六
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
七
十

条
の
規
定
は
、
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
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４

第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三

十
四
条
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
ま
で
、
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項

、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
五
条
、
第
百
六
十
七
条
の
二
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
百
七
十
条

の
規
定
は
、
訂
正
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

５

民
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
八
条
第
一
項
（
審
理
の
範
囲
）
の
規
定
は
、
再
審
に
準
用
す
る
。

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
特
許
権
の
効
力
の
制
限
）

第
百
七
十
五
条

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
若
し
く
は
無
効
に
し
た
存
続
期
間
の
延
長
登
録
に
係
る
特
許
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
場
合

又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
特
許
出
願
若
し
く
は
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り
特
許
権
の
設
定
の
登
録
若
し
く
は
特
許

権
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
旨
の
登
録
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
特
許
権
の
効
力
は
、
当
該
取
消
決
定
又
は

審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
輸
入
し
、
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
し
、
若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
物
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
若
し
く
は
無
効
に
し
た
存
続
期
間
の
延
長
登
録
に
係
る
特
許
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
、
又
は
拒
絶

を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
特
許
出
願
若
し
く
は
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り
特
許
権
の
設
定
の
登
録
若
し
く
は
特
許
権
の
存
続

期
間
を
延
長
し
た
旨
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
権
の
効
力
は
、
当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に

は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
発
明
の
善
意
の
実
施

二

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に
、
そ
の
物
の
生
産
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た

行
為

三

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に
、
そ
の
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

四

特
許
が
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に
、
そ
の
方
法
の
使
用
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を

し
た
行
為

五

特
許
が
物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た

行
為
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第
百
七
十
六
条

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
若
し
く
は
無
効
に
し
た
存
続
期
間
の
延
長
登
録
に
係
る
特
許
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き

、
又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
特
許
出
願
若
し
く
は
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り
特
許
権
の
設
定
の
登
録
若
し
く
は
特

許
権
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
旨
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
発

明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
発
明
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

の
特
許
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

第
百
七
十
七
条

削
除

第
八
章

訴
訟

（
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
）

第
百
七
十
八
条

取
消
決
定
又
は
審
決
に
対
す
る
訴
え
及
び
特
許
異
議
申
立
書
、
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
書
又
は
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
十
四
条

の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
。

２

前
項
の
訴
え
は
、
当
事
者
、
参
加
人
又
は
当
該
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
、
審
判
若
し
く
は
再
審
に
参
加
を
申
請
し
て
そ
の
申
請
を
拒
否
さ
れ
た
者
に
限

り
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
訴
え
は
、
審
決
又
は
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
後
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

前
項
の
期
間
は
、
不
変
期
間
と
す
る
。

５

審
判
長
は
、
遠
隔
又
は
交
通
不
便
の
地
に
あ
る
者
の
た
め
、
職
権
で
、
前
項
の
不
変
期
間
に
つ
い
て
は
附
加
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関
す
る
訴
え
は
、
審
決
に
対
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
被
告
適
格
）

第
百
七
十
九
条

前
条
第
一
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
を
被
告
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
許
無
効
審
判
若
し
く
は
延
長
登
録
無
効
審
判
又
は
こ

れ
ら
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
再
審
の
審
決
に
対
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
審
判
又
は
再
審
の
請
求
人
又
は
被
請
求
人
を
被
告
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
訴
の
通
知
等
）

第
百
八
十
条

裁
判
所
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
え
が
請
求
項
ご
と
に
請
求
さ
れ
た
特
許
無
効
審
判
又
は
そ
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
の
審
決
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
訴
え
に
係
る
請
求
項
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
特
許
庁
長
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
決
取
消
訴
訟
に
お
け
る
特
許
庁
長
官
の
意
見
）

第
百
八
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
第
百
七
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
と
き
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
事
件
に
関
す
る
こ
の
法
律
の
適
用

そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
第
百
七
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
事
件
に
関
す
る
こ
の
法

律
の
適
用
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
庁
の
職
員
で
そ
の
指
定
す
る
者
に
前
二
項
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
決
又
は
決
定
の
取
消
し
）

第
百
八
十
一
条

裁
判
所
は
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
審
決
又
は
決
定
を

取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
審
決
又
は
決
定
の
取
消
し
の
判
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
更
に
審
理
を
行
い
、
審
決
又
は
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
審
決
又
は
決
定
の
取
消
し
の
判
決
が
、
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
又
は
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
が
さ
れ
た
一
群
の
請
求
項
の
う
ち
一

部
の
請
求
項
に
つ
い
て
確
定
し
た
と
き
は
、
審
判
官
は
、
審
理
を
行
う
に
際
し
、
当
該
一
群
の
請
求
項
の
う
ち
そ
の
他
の
請
求
項
に
つ
い
て
の
審
決
又
は
決
定
を
取
り
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
の
正
本
等
の
送
付
）

第
百
八
十
二
条

裁
判
所
は
、
第
百
七
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
訴
え
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

を
特
許
庁
長
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

裁
判
に
よ
り
訴
訟
手
続
が
完
結
し
た
場
合

各
審
級
の
裁
判
の
正
本

二

裁
判
に
よ
ら
な
い
で
訴
訟
手
続
が
完
結
し
た
場
合

訴
訟
手
続
が
完
結
し
た
訴
え
に
係
る
請
求
項
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

（
合
議
体
の
構
成
）

第
百
八
十
二
条
の
二

第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
訴
え
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
五
人
の
裁
判
官
の
合
議
体
で
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
そ
の
合
議
体
で
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

（
対
価
の
額
に
つ
い
て
の
訴
え
）

第
百
八
十
三
条

第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
九
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
裁
定
で
定
め
る
対
価
の
額
に
つ

い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
訴
え
を
提
起
し
て
そ
の
額
の
増
減
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
訴
え
は
、
裁
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
被
告
適
格
）

第
百
八
十
四
条

前
条
第
一
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
被
告
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項
又
は
第
九
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
に
つ
い
て
は
、
通
常
実
施
権
者
又
は
特
許
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者

二

第
九
十
二
条
第
三
項
の
裁
定
に
つ
い
て
は
、
通
常
実
施
権
者
又
は
第
七
十
二
条
の
他
人

第
百
八
十
四
条
の
二

削
除

第
九
章

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
に
係
る
特
例

（
国
際
出
願
に
よ
る
特
許
出
願
）

第
百
八
十
四
条
の
三

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条

若
し
く

（1）

は

又
は
第
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
く
国
際
出
願
日
が
認
め
ら
れ
た
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
条
約
第
四
条

の
指
定
国
に
日
本
国
を
含
む
も
の
（
特
許
出
願
に
係

（2）
（b）

（2）

（1）
（ii）

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
国
際
出
願
日
に
さ
れ
た
特
許
出
願
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
特
許
出
願
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
四

十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
の
翻
訳
文
）

第
百
八
十
四
条
の
四

外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
（
以
下
「
外
国
語
特
許
出
願
」
と
い
う
。
）
の
出
願
人
は
、
条
約
第
二
条

の
優
先
日
（
以
下
「
優
先
日
」
と
い

（xi）

う
。
）
か
ら
二
年
六
月
（
以
下
「
国
内
書
面
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
出
願
日
（
以
下
「
国
際
出
願
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
条
約
第
三
条

に
規
定
す
る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
要
約
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を

（2）

、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
内
書
面
提
出
期
間
の
満
了
前
二
月
か
ら
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
し
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た
外
国
語
特
許
出
願
（
当
該
書
面
の
提
出
の
日
以
前
に
当
該
翻
訳
文
を
提
出
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
の
提
出
の
日
か
ら
二
月
（
以
下
「
翻
訳
文

提
出
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
、
当
該
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
語
特
許
出
願
の
出
願
人
が
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
に
代

（1）

え
て
、
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
内
書
面
提
出
期
間
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
第
一
項
に
規
定
す
る

明
細
書
の
翻
訳
文
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
（
以
下
「
明
細
書
等
翻
訳
文
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
国
際
特
許
出
願
は

、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
当
該
明
細
書
等
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
明
細
書
等
翻
訳
文
並
び
に
第
一
項
に
規
定
す
る
図
面
及
び
要
約

の
翻
訳
文
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
翻
訳
文
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
が
満
了
す
る
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
提
出
し
た
出
願
人
は
、
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
と
き
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
が
満
了
す
る

（1）

時
（
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
出
願
人
が
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
時
。
以
下
「
国
内
処
理
基
準
時
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
日
ま
で
に
限
り
、

当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
更
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
百
八
十
四
条
の
七
第
三
項
本
文
の
規
定
は
、
第
二
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
書
面
の
提
出
及
び
補
正
命
令
）

第
百
八
十
四
条
の
五

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

発
明
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

三

国
際
出
願
番
号
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

２

特
許
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
面
を
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
提
出
し
な
い
と
き
。
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二

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

三

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

四

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
要
約
の
翻
訳
文
を
、
国
内
書
面
提
出
期
間
（
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
提
出
特

例
期
間
）
内
に
提
出
し
な
い
と
き
。

五

第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
納
付
し
な
い
と
き
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
国

際
特
許
出
願
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
出
願
に
係
る
願
書
、
明
細
書
等
の
効
力
等
）

第
百
八
十
四
条
の
六

国
際
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
願
書
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
願
書
と
み
な
す
。

２

日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
（
以
下
「
日
本
語
特
許
出
願
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に

お
け
る
明
細
書
の
翻
訳
文
は
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
と
、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の
範

囲
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
と
、
日
本
語
特

許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
図
面
並
び
に
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除
く
。
）
及
び
図
面
の
中
の
説
明
の

翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
図
面
と
、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
要
約
及
び
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
要
約
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に

よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書
と
み
な
す
。

３

第
百
八
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
前
項
の
規

（1）

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
と
み
な
す
。

（
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
条
約
第
十
九
条
に
基
づ
く
補
正
）

第
百
八
十
四
条
の
七

日
本
語
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
と
き
は
、
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
ま
で
に
、
同
条

の

（1）

（1）

規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
補
正
書
の
写
し
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
書
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
書
の
写
し
に
よ
り
、
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
条
約
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
補
正
書
が
特
許
庁
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
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そ
の
補
正
書
に
よ
り
、
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
日
本
語
特
許
出
願
の
出
願
人
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
手
続
が
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
は

（1）

、
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
条
約
第
三
十
四
条
に
基
づ
く
補
正
）

第
百
八
十
四
条
の
八

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
条
約
第
三
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
と
き
は
、
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
ま
で
に
、
日
本
語

（2）
（b）

特
許
出
願
に
係
る
補
正
に
あ
つ
て
は
同
条

の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
補
正
書
の
写
し
を
、
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
補
正
に
あ
つ
て
は
当
該
補
正
書
の
日
本
語

（2）
（b）

に
よ
る
翻
訳
文
を
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
書
の
写
し
又
は
補
正
書
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
書
の
写
し
又
は
補
正
書
の
翻
訳
文
に
よ
り
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細

書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
補
正
に
つ
き

条
約
第
三
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
補
正
書
が
特
許
庁
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
書
に
よ
り
、
補
正
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

（3）
（a）

す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
手
続
が
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
条
約
第
三
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正

（2）
（b）

は
、
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
が

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
は
同
条
第
二
項
の
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
国
内
公
表
等
）

第
百
八
十
四
条
の
九

特
許
庁
長
官
は
、
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
特
許
掲
載
公
報

の
発
行
を
し
た
も
の
を
除
き
、
国
内
書
面
提
出
期
間
（
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
経
過
後
（
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
出
願
人
か
ら
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
つ
た
国
際
特
許
出
願
で
あ
つ
て
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
（
以
下
「

国
際
公
開
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
出
願
審
査
の
請
求
の
後
、
第
百
八
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
等
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
外

国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
当
該
明
細
書
等
翻
訳
文
の
提
出
の
後
）
、
遅
滞
な
く
、
国
内
公
表
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
内
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
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一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

特
許
出
願
の
番
号

三

国
際
出
願
日

四

発
明
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

五

第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
明
細
書
及
び
図
面
の
中
の
説
明
の
翻
訳
文
に
記
載
し
た
事
項
、
同
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
（
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
翻
訳
文
）
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
翻
訳
文
に
記
載
し
た
事
項
、
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除

く
。
）
の
内
容
並
び
に
要
約
の
翻
訳
文
に
記
載
し
た
事
項
（
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
特
許
庁
長
官
が

認
め
る
も
の
を
除
く
。
）

六

国
内
公
表
の
番
号
及
び
年
月
日

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

３

第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
五
号
の
要
約
の
翻
訳
文
に
記
載
し
た
事
項
を
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

４

第
六
十
四
条
の
規
定
は
、
国
際
特
許
出
願
に
は
、
適
用
し
な
い
。

５

国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
六
、
第
六
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
三
号
並
び
に
第
百
九
十
三
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
中
「
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は
、
日
本
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
「
第
百
八
十
四

条
の
九
第
一
項
の
国
際
公
開
」
と
、
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
「
第
百
八
十
四
条
の
九
第
一
項
の
国
内
公
表
」
と
す
る
。

６

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
証
明
等
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
資
料
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
千
九
百

七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
三
条

に
規
定
す
る
国
際
出
願
の
願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
若
し
く
は
要
約
（
特
許

（2）

権
の
設
定
の
登
録
が
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
に
係
る
も
の
又
は
国
際
公
開
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
国
際
公
開
及
び
国
内
公
表
の
効
果
等
）

第
百
八
十
四
条
の
十

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
日
本
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
国
際
公
開
が
あ
つ
た
後
に
、
外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
国
内
公
表
が
あ
つ
た
後

に
、
国
際
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
提
示
し
て
警
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
警
告
後
特
許
権
の
設
定
の
登
録
前
に
業
と
し
て
そ
の
発
明
を
実
施

し
た
者
に
対
し
、
そ
の
発
明
が
特
許
発
明
で
あ
る
場
合
に
そ
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
補
償
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
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該
警
告
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
日
本
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
国
際
公
開
が
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
に
係
る
発
明
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録

前
に
、
外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
国
内
公
表
が
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
に
係
る
発
明
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
前
に
、
業
と
し
て
そ
の
発
明
を

実
施
し
た
者
に
対
し
て
は
、
同
様
と
す
る
。

２

第
六
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
在
外
者
の
特
許
管
理
人
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
一

在
外
者
で
あ
る
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
国
内
処
理
基
準
時
ま
で
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
管
理
人
に
よ
ら
な
い

で
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
後
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
特
許
管
理
人
を
選
任
し
て
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
特
許
管
理
人
の
選
任
の
届
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
特
許
管
理
人
を
選
任
し
て
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
特
許
管
理
人
の
選
任
の
届
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
国
際
特
許
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
特
許
管
理
人
の
選
任
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
特
許
管
理
人
を
選
任
し
て
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
が
で

き
る
。

７

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
時
に
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

８

第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
特
許
管
理
人
に
よ
り
第
百
八
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
た
と
き
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
補
正
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
二

日
本
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す

べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
、
外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
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か
つ
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
で
あ
つ
て
国
内
処
理
基
準
時
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第
十
七
条
第
一
項
本
文

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
続
の
補
正
（
第
百
八
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
補
正
を
除
く
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
が
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二

項
の
外
国
語
書
面
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の

範
囲
又
は
図
面
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
と
み
な
さ
れ
た
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
語
書
面
の
翻
訳
文
（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文

又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
）
。
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際
出
願
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
の
国
際
特
許
出
願
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際
特
許
出
願
」
と
い
う
。
）
の
明
細
書
若
し
く
は
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る
。
）
の
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
翻
訳
文
、
国
際
出
願

日
に
お
け
る
国
際
特
許
出
願
の
請
求
の
範
囲
の
同
項
の
翻
訳
文
（
同
条
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た

特
許
協
力
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
翻
訳
文
）
又
は
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際

（1）

特
許
出
願
の
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除
く
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
翻
訳
文
等
」
と
い
う
。
）
（
誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
等
又
は
当
該
補
正
後
の
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
）
」
と
す
る
。

（
特
許
原
簿
へ
の
登
録
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
二
の
二

日
本
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
、
外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を

し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
で
あ
つ
て
国
内
処
理
基
準
時
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第
二
十
七
条
第
一

項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
仮
専
用
実
施
権
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
特
許
要
件
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
三

第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
が
国
際
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
国
際

実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
つ
て
」
と
あ
る

の
は
「
他
の
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
（
第
百
八
十
四
条
の
四
第
三
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
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み
な
さ
れ
た
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
又
は
同
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
」
と
、
「
出

願
公
開
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
出
願
公
開
、
」
と
、
「
発
行
が
」
と
あ
る
の
は
「
発
行
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約

第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
が
」
と
、
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
す
る
。

（
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
四

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
発
明
が
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
後
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
五

国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

日
本
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日

に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
す
る
。

３

外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
許
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
「
又
は
出
願
公
開
」
と
あ
る
の

は
「
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
す
る
。

４

第
四
十
一
条
第
一
項
の
先
の
出
願
が
国
際
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
一
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求

の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に

お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
同
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た

明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
先
の
出
願
の
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八

条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と
、
「
に
つ
い
て
出
願
公
開
」
と

あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
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「
そ
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
時
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
六
項
若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
六
項

の
国
内
処
理
基
準
時
又
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
同
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
時
の

い
ず
れ
か
遅
い
時
」
と
す
る
。

（
出
願
の
変
更
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
六

実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
の
特
許

出
願
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
八
条
の
五
第
四
項
の
日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
、
同
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
実

用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
同
項
又
は
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
（
同
法
第
四
十
八
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定

す
る
決
定
の
後
）
で
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
出
願
審
査
の
請
求
の
時
期
の
制
限
）

第
百
八
十
四
条
の
十
七

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
日
本
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
、
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
第
百
八
十
四
条
の

四
第
一
項
又
は
第
四
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た

後
、
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
以
外
の
者
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
（
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
提
出
特
例
期

間
）
の
経
過
後
で
な
け
れ
ば
、
国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
拒
絶
理
由
等
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
八

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
拒
絶
の
査
定
、
特
許
異
議
の
申
立
て
及
び
特
許
無
効
審
判
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
第
六
号
、
第
百
十
三
条
第
一
号

及
び
第
五
号
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号
中
「
外
国
語
書
面
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
」
と
、
第

四
十
九
条
第
六
号
、
第
百
十
三
条
第
五
号
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
外
国
語
書
面
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お

け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
」
と
す
る
。

（
訂
正
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
十
九

外
国
語
特
許
出
願
に
係
る
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
及
び
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
及
び
訂
正
審
判
の
請
求
に
つ
い
て
は

、
第
百
二
十
六
条
第
五
項
中
「
外
国
語
書
面
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
」
と
、
「
外
国
語
書
面
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
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八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
）
」
と
す
る
。

（
決
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
）

第
百
八
十
四
条
の
二
十

条
約
第
二
条

の
国
際
出
願
の
出
願
人
は
、
条
約
第
四
条

の
指
定
国
に
日
本
国
を
含
む
国
際
出
願
（
特
許
出
願
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

（vii）

（1）
（ii）

つ
き
条
約
第
二
条

の
受
理
官
庁
に
よ
り
条
約
第
二
十
五
条

に
規
定
す
る
拒
否
若
し
く
は
同
条

若
し
く
は

に
規
定
す
る
宣
言
が
さ
れ
、
又
は
条
約
第
二
条

（xv）

（1）
（a）

（1）
（a）

（b）

（xix）

の
国
際
事
務
局
に
よ
り
条
約
第
二
十
五
条

に
規
定
す
る
認
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

（1）
（a）

、
特
許
庁
長
官
に
同
条

に
規
定
す
る
決
定
を
す
べ
き
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（2）
（a）

２

外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
き
前
項
の
申
出
を
す
る
者
は
、
申
出
に
際
し
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る
。
）
、
要
約
そ
の
他
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
拒
否
、
宣
言
又
は
認
定
が
条
約
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
照
ら
し
て
正

当
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
が
同
項
の
拒
否
、
宣
言
又
は
認
定
が
条
約
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
照
ら
し
て
正
当
で
な
い
旨
の
決
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
決
定
に
係
る
国
際
出
願
は
、
そ
の
国
際
出
願
に
つ
き
そ
の
拒
否
、
宣
言
又
は
認
定
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
国
際
出
願
日
と
な
つ
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
日
に
さ
れ
た
特
許
出
願
と
み
な
す
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
公
開
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
特
許
出
願
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八

十
四
条
の
四
第
一
項
の
優
先
日
」
と
、
同
条
第
二
項
第
六
号
中
「
外
国
語
書
面
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
」
と
、
「
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語

要
約
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
国
際
出
願
日
と
な
つ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲

、
図
面
及
び
要
約
」
と
す
る
。

６

第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
の
九
第
六
項
、
第
百
八
十
四
条
の
十
二
か
ら
第
百
八
十
四
条
の
十
四
ま
で

、
第
百
八
十
四
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
八
十
四
条
の
十
七
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た

国
際
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
準
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
章

雑
則

（
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
又
は
特
許
権
に
つ
い
て
の
特
則
）
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第
百
八
十
五
条

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
又
は
特
許
権
に
つ
い
て
の
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
十
五
条
第
五
項
（
第
百
八
十
四
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
四
条
第
三
項
（
第
百

七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
三
条
第
三
項
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
第
八
項
（
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条
（
第
百
二
十
条
の
五
第
九
項
及
び
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
二

条
第
一
項
（
第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
若
し
く
は
第
百
九
十
三
条
第
二
項
第
五
号
又
は
実
用
新

案
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
特
許
が
さ
れ
、
又
は
特
許
権
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
証
明
等
の
請
求
）

第
百
八
十
六
条

何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
特
許
に
関
し
、
証
明
、
書
類
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
、
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
特
許
原
簿
の
う
ち
磁

気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
特

許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

願
書
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書
若
し
く
は
外
国
語
書
面
若
し
く
は
外
国
語
要
約
書
面
若
し
く
は
特
許
出
願
の
審
査

に
係
る
書
類
（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
又
は
出
願
公
開
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
資
料

二

判
定
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
事
者
か
ら
当
該
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の

三

拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
係
る
書
類
（
当
該
事
件
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
権
の
設
定
の
登
録
又
は
出
願
公
開
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

四

特
許
無
効
審
判
若
し
く
は
延
長
登
録
無
効
審
判
又
は
こ
れ
ら
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
か
ら
当
該
当
事
者

又
は
参
加
人
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の

五

個
人
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

六

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、
同
項
本
文
の
請
求
を
認
め
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
に
関
す
る
書
類
及
び
特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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４

特
許
に
関
す
る
書
類
及
び
特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
特
許
表
示
）

第
百
八
十
七
条

特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
物
の
特
許
発
明
に
お
け
る
そ
の
物
若
し
く
は
物
を
生

産
す
る
方
法
の
特
許
発
明
に
お
け
る
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
（
以
下
「
特
許
に
係
る
物
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
物
の
包
装
に
そ
の
物
又
は
方
法
の
発
明
が
特
許

に
係
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
特
許
表
示
」
と
い
う
。
）
を
附
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

第
百
八
十
八
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

特
許
に
係
る
物
以
外
の
物
又
は
そ
の
物
の
包
装
に
特
許
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
す
る
行
為

二

特
許
に
係
る
物
以
外
の
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
物
又
は
そ
の
物
の
包
装
に
特
許
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
た
も
の
の
譲
渡
等
又
は
譲
渡
等
の
た
め
の

展
示
を
す
る
行
為

三

特
許
に
係
る
物
以
外
の
物
の
生
産
若
し
く
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
等
を
す
る
た
め
、
広
告
に
そ
の
物
の
発
明
が
特
許
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ

と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

四

方
法
の
特
許
発
明
に
お
け
る
そ
の
方
法
以
外
の
方
法
を
使
用
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
し
渡
す
た
め
、
広
告
に
そ
の
方
法
の
発
明
が
特
許
に
係
る
旨

を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

（
送
達
）

第
百
八
十
九
条

送
達
す
る
書
類
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
百
九
十
条

民
事
訴
訟
法
第
九
十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）

及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
九
条
（
送
達
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
又
は
前
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
の
送
達
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九

十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
条
中
「
裁
判
所
書
記
官
」
と
あ
る
の
は
「
特
許
庁
長
官
の
指
定
す
る
職
員
又
は
審
判
書
記
官
」
と
、
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
郵
便
又
は

執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「
郵
便
」
と
、
同
法
第
百
七
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
及
び
審
査
に
関
す
る
書
類
を
送
達
す
べ
き
場
合

に
は
、
特
許
庁
長
官
の
指
定
す
る
職
員
又
は
審
判
書
記
官
」
と
、
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
百
九
十
一
条

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所
が
知
れ
な
い
と
き
、
又
は
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
七
条
第
一
項

（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
示
送
達
は
、
送
達
す
る
書
類
を
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
何
時
で
も
交
付
す
べ
き
旨
を
官
報
及
び
特
許
公
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
特
許
庁
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
。

３

公
示
送
達
は
、
官
報
に
掲
載
し
た
日
か
ら
二
十
日
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

第
百
九
十
二
条

在
外
者
に
特
許
管
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
管
理
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

在
外
者
に
特
許
管
理
人
が
な
い
と
き
は
、
書
類
を
航
空
扱
い
と
し
た
書
留
郵
便
等
（
書
留
郵
便
又
は
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
付
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
書
留
郵
便
等
に
付
し
て
発
送
し
た
と
き
は
、
発
送
の
時
に
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
許
公
報
）

第
百
九
十
三
条

特
許
庁
は
、
特
許
公
報
を
発
行
す
る
。

２

特
許
公
報
に
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
願
公
開
後
に
お
け
る
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
特
許
出
願
の
放
棄
、
取
下
げ
若
し
く
は
却
下
又
は
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
の
取
下
げ

二

出
願
公
開
後
に
お
け
る
特
許
を
受
け
る
権
利
の
承
継

三

出
願
公
開
後
に
お
け
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
（
同
項
た
だ
し
書
各
号
の
規
定
に

よ
り
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
誤
訳
訂
正
書
の
提
出
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

四

第
四
十
八
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
出
願
審
査
の
請
求

五

特
許
権
の
消
滅
（
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
る
も
の
及
び
第
百
十
二
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
回
復
（
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

六

特
許
異
議
の
申
立
て
若
し
く
は
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
又
は
こ
れ
ら
の
取
下
げ

七

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
確
定
し
た
決
定
、
審
判
の
確
定
審
決
又
は
再
審
の
確
定
し
た
決
定
若
し
く
は
確
定
審
決
（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
又
は
出
願
公
開

が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
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八

訂
正
し
た
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項
並
び
に
図
面
の
内
容
（
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
確
定
し
た
決
定
又
は
確
定
審
決
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
。

）
九

裁
定
の
請
求
若
し
く
は
そ
の
取
下
げ
又
は
裁
定

十

第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
の
確
定
判
決
（
特
許
権
の
設
定
の
登
録
又
は
出
願
公
開
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

（
書
類
の
提
出
等
）

第
百
九
十
四
条

特
許
庁
長
官
又
は
審
査
官
は
、
当
事
者
に
対
し
、
特
許
異
議
の
申
立
て
、
審
判
又
は
再
審
に
関
す
る
手
続
以
外
の
手
続
を
処
理
す
る
た
め
必
要
な
書
類
そ

の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
又
は
審
査
官
は
、
関
係
行
政
機
関
又
は
学
校
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
て
審
査
に
必
要
な
調
査
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
）

第
百
九
十
五
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
日
の
変
更
を
請
求
す
る
者

二

特
許
証
の
再
交
付
を
請
求
す
る
者

三

第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
継
の
届
出
を
す
る
者

四

第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
を
請
求
す
る
者

五

第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
者

六

第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
請
求
す
る
者

七

第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る

者

２

別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
出
願
人
で
な
い
者
が
出
願
審
査
の
請
求
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
し
た
補
正
に
よ
り
請
求
項
の
数

が
増
加
し
た
と
き
は
、
そ
の
増
加
し
た
請
求
項
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
出
願

人
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

前
三
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

５

特
許
権
又
は
特
許
を
受
け
る
権
利
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
国
と
国
以
外
の
者
が
自
己
の
特
許
権
又
は
特

許
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
以
外
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
に
限
る
。
）
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
手
数
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

特
許
を
受
け
る
権
利
が
国
又
は
次
条
若
し
く
は
第
百
九
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
若
し
く
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
若
し
く
は

免
除
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
自
己
の
特

許
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
以
外
の
各
共
有
者
ご
と
に
同
項
に

規
定
す
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
金
額
（
減
免
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
免
後
の
金
額
）
に
そ
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額

と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

８

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
手
数
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

出
願
審
査
の
請
求
を
し
た
後
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
命
令
、
通
知
又
は
査
定
の
謄
本
の
送
達
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
ま
で
の
間
に
そ
の
特
許
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
又
は

取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
を
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
額
を
返
還
す
る
。

一

第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

二

第
四
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
通
知

三

第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

四

第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
査
定
の
謄
本
の
送
達

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
特
許
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
又
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

10

過
誤
納
の
手
数
料
は
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

11

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

12



- 104 -

第
九
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
十
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間

13
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内

で
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
減
免
）

第
百
九
十
五
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
自
己
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
者
で
あ
つ
て
資
力
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
が
、

出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審

査
の
請
求
の
手
数
料
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
九
十
五
条
の
二
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
自
己
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
者
で
あ
つ
て
、
第
百
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し

て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
百
九
十
五
条
の
三

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
制
限
）

第
百
九
十
五
条
の
四

査
定
、
取
消
決
定
若
し
く
は
審
決
及
び
特
許
異
議
申
立
書
、
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
書
若
し
く
は
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三

十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
並
び
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分
又
は
こ
れ
ら

の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
一
章

罰
則

（
侵
害
の
罪
）

第
百
九
十
六
条

特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
（
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
を

除
く
。
）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
百
九
十
六
条
の
二

第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
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（
詐
欺
の
行
為
の
罪
）

第
百
九
十
七
条

詐
欺
の
行
為
に
よ
り
特
許
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
、
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
又
は
審
決
を
受
け
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役

又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
虚
偽
表
示
の
罪
）

第
百
九
十
八
条

第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
偽
証
等
の
罪
）

第
百
九
十
九
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
、
鑑
定
人
又
は
通
訳
人
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
、
鑑
定
又
は
通
訳
を

し
た
と
き
は
、
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
、
又
は
特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自
白
し
た
と
き
は
、
そ

の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
を
漏
ら
し
た
罪
）

第
二
百
条

特
許
庁
の
職
員
又
は
そ
の
職
に
あ
つ
た
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
得
し
た
特
許
出
願
中
の
発
明
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年

以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

第
二
百
条
の
二

秘
密
保
持
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
二
百
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
で
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
百
九
十
六
条
、
第
百
九
十
六
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
百
九
十
七
条
又
は
第
百
九
十
八
条

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
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２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
二
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告

訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
十
六
条
、
第
百
九
十
六
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
過
料
）

第
二
百
二
条

第
百
五
十
一
条
（
第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
条
（
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
七
十
四
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
者
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受

け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
二
百
三
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
呼
出
し
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
出
頭
せ
ず
、
又
は
宣
誓
、
陳

述
、
証
言
、
鑑
定
若
し
く
は
通
訳
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
二
百
四
条

証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
に
関
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
命
じ

ら
れ
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

別
表
（
第
百
九
十
五
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一

特
許
出
願
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
円

二

外
国
語
書
面
出
願
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
万
六
千
円

三

第
三
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
者

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
円

四

第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
者

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
円

五

第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
円

六

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
者

イ

第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
四
万
三
千
六
百
円

ロ

第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
七
万
四
千
円

七

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
（
第
五
十
条
の
規
定

一
件
に
つ
き
四
千
二
百
円
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に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
請
求
す
る

者

八

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
（
第
五
十
条
の
規
定

一
件
に
つ
き
六
万
八
千
円

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
請
求
す
る

者

九

出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
十
六
万
八
千
六
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
四
千
円
を
加
え
た
額

十

誤
訳
訂
正
書
を
提
出
し
て
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面

一
件
に
つ
き
一
万
九
千
円

に
つ
い
て
補
正
を
す
る
者

十
一

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
る
者

一
件
に
つ
き
四
万
円

十
二

裁
定
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

十
三

裁
定
の
取
消
し
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
万
七
千
五
百
円

十
四

特
許
異
議
の
申
立
て
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
五
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
二
千
四
百
円
を
加
え
た
額

十
五

特
許
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
へ
の
参
加
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
千
円

十
六

審
判
又
は
再
審
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
請
求
す
る

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千
五
百
円
を
加
え
た
額

者

十
七

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
拒
絶
査
定
若
し
く
は
無
効
に

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

係
る
審
判
又
は
こ
れ
ら
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
を
請

求
す
る
者

十
八

明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千
五
百
円
を
加
え
た
額

十
九

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

○
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）
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第
一
条

こ
の
法
律
は
、
物
品
の
形
状
、
構
造
又
は
組
合
せ
に
係
る
考
案
の
保
護
及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
考
案
を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
考
案
」
と
は
、
自
然
法
則
を
利
用
し
た
技
術
的
思
想
の
創
作
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
で
「
登
録
実
用
新
案
」
と
は
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
て
い
る
考
案
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
で
考
案
に
つ
い
て
「
実
施
」
と
は
、
考
案
に
係
る
物
品
を
製
造
し
、
使
用
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、
又
は
そ
の
譲
渡
若
し

く
は
貸
渡
し
の
申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為
を
い
う
。

（
手
続
の
補
正
）

第
二
条
の
二

実
用
新
案
登
録
出
願
、
請
求
そ
の
他
実
用
新
案
登
録
に
関
す
る
手
続
（
以
下
単
に
「
手
続
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
は
、
事
件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る

場
合
に
限
り
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の

範
囲
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書
又
は
第
八
条
第
四
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第

一
項
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
と
き
は
、
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請

求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
に
係
る
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て

は
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

手
続
が
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

二

手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

三

手
続
に
つ
い
て
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
を
納
付
し
な
い
と
き
。

四

手
続
に
つ
い
て
第
五
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き
。

５

手
続
の
補
正
（
登
録
料
及
び
手
数
料
の
納
付
を
除
く
。
）
を
す
る
に
は
、
手
続
補
正
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
の
却
下
）

第
二
条
の
三

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
四
項
、
第
六
条
の
二
又
は
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
指
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定
し
た
期
間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
手
続
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
人
で
な
い
社
団
等
の
手
続
を
す
る
能
力
）

第
二
条
の
四

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ
つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
を
す
る
こ
と
。

二

審
判
を
請
求
す
る
こ
と
。

三

審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
。

２

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ
つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お
い
て
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
二
条
の
五

特
許
法
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
期
間
及
び
期
日
に
準
用
す
る
。

２

特
許
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
手
続
に
準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
そ
の
他
実
用
新
案
登
録
に
関
す
る
権
利
に
準
用
す
る
。

４

特
許
法
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
実
用
新
案
登
録
に
準
用
す
る
。

第
二
章

実
用
新
案
登
録
及
び
実
用
新
案
登
録
出
願

（
実
用
新
案
登
録
の
要
件
）

第
三
条

産
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
考
案
で
あ
つ
て
物
品
の
形
状
、
構
造
又
は
組
合
せ
に
係
る
も
の
を
し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
考
案
を
除
き
、
そ
の
考
案
に
つ
い

て
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

実
用
新
案
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
考
案

二

実
用
新
案
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
実
施
を
さ
れ
た
考
案

三

実
用
新
案
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
、
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
考
案
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
つ
た

考
案

２

実
用
新
案
登
録
出
願
前
に
そ
の
考
案
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
考
案
に
基
い
て
き
わ
め
て
容
易
に
考
案
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
考
案
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
条
の
二

実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
が
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
前
の
他
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
で
あ
つ
て
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
後

に
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
実
用
新
案
公
報
（
以
下
「
実
用
新
案
掲
載
公
報
」
と
い
う
。
）
の
発
行
又
は
特
許
法
第
六
十



- 110 -

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
特
許
公
報
の
発
行
若
し
く
は
出
願
公
開
が
さ
れ
た
も
の
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用

新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
同
法
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に

記
載
さ
れ
た
考
案
又
は
発
明
（
そ
の
考
案
又
は
発
明
を
し
た
者
が
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
の
考
案
者
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
考
案
又
は

発
明
を
除
く
。
）
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
考
案
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
の
時
に
そ
の
出
願
人
と
当
該
他
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
の
出
願
人
と
が
同
一
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
考
案
）

第
四
条

公
の
秩
序
、
善
良
の
風
俗
又
は
公
衆
の
衛
生
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
考
案
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
仮
通
常
実
施
権
）

第
四
条
の
二

実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
、
そ
の
実
用
新
案

登
録
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
人
に
仮
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対

し
、
そ
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

特
許
法
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
仮
通

常
実
施
権
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
中
「
実
用
新
案
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
実
用
新

案
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
実
用
新
案
法

第
十
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法
第
十
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
出
願
）

第
五
条

実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

実
用
新
案
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

考
案
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

２

願
書
に
は
、
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
、
図
面
及
び
要
約
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

考
案
の
名
称
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二

図
面
の
簡
単
な
説
明

三

考
案
の
詳
細
な
説
明

４

前
項
第
三
号
の
考
案
の
詳
細
な
説
明
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
考
案
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
そ
の

実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
明
確
か
つ
十
分
に
、
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
は
、
請
求
項
に
区
分
し
て
、
各
請
求
項
ご
と
に
実
用
新
案
登
録
出
願
人
が
実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
考
案
を
特
定

す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
請
求
項
に
係
る
考
案
と
他
の
請
求
項
に
係
る
考
案
と
が
同
一

で
あ
る
記
載
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

第
二
項
の
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
考
案
が
考
案
の
詳
細
な
説
明
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
考
案
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

三

請
求
項
ご
と
の
記
載
が
簡
潔
で
あ
る
こ
と
。

四

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

７

第
二
項
の
要
約
書
に
は
、
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
考
案
の
概
要
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
条

二
以
上
の
考
案
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
的
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
考
案
の
単
一
性
の
要
件
を
満
た
す
一
群
の
考
案
に
該
当
す
る
と
き

は
、
一
の
願
書
で
実
用
新
案
登
録
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
正
命
令
）

第
六
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録

請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
が
物
品
の
形
状
、
構
造
又
は
組
合
せ
に
係
る
も
の
で
な
い
と
き
。

二

そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
第
五
条
第
六
項
第
四
号
又
は
前
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

四

そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
に
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
は
そ
の
記
載
が

著
し
く
不
明
確
で
あ
る
と
き
。

（
先
願
）
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第
七
条

同
一
の
考
案
に
つ
い
て
異
な
つ
た
日
に
二
以
上
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
最
先
の
実
用
新
案
登
録
出
願
人
の
み
が
そ
の
考
案
に
つ
い
て
実
用
新

案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

同
一
の
考
案
に
つ
い
て
同
日
に
二
以
上
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
考
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
と
特
許
出
願
に
係
る
発
明
と
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
及
び
特
許
出
願
が
異
な
つ
た
日
に
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
は
、
特
許
出
願
人
よ
り
先
に
出
願
を
し
た
場
合
に
の
み
そ
の
考
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
却
下
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
は
、
前
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
は
、
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も

の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
特
許
法
第
三
十
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

特
許
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
考
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
実
用
新
案
登
録
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
）

第
八
条

実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
実
用
新
案
登
録
又
は
特

許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
で
あ
つ
て
先
に
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
先
の
出
願
」
と
い
う
。
）
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書

、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
先
の
出
願
が
特
許
法
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
考
案
に
基
づ
い
て
優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
先
の
出
願
に
つ
い
て
仮
専
用
実
施
権
を
有
す
る
者

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
際
に
、
そ
の
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
に
限
る
。

一

そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
先
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
（
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
を
先
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

先
の
出
願
が
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
実
用
新
案
登
録
出
願

若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分

割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
特
許
出
願
若
し
く
は
同
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
で
あ
る
場
合
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三

先
の
出
願
が
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
際
に
、
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
却
下
さ
れ
て
い
る
場
合

四

先
の
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
際
に
、
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
て
い
る
場
合

五

先
の
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
際
に
、
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
設
定
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
の
う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し

た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
当
該
先
の
出
願
が
特
許
法
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
考
案
（
当
該
先
の
出
願
が
前
項
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又

は
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

先
の
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に
係
る
出
願
の
際
の
書
類
（
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
考
案
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
三
条
、
第
三
条
の
二
本
文
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
一
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
、
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
、
同
法
第
七
十
九
条
、
同
法

第
八
十
一
条
及
び
同
法
第
八
十
二
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
十
二
条
、
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第

二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
並
び
に
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
九
条
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
及

び
第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
実
用
新
案
登
録

出
願
は
、
当
該
先
の
出
願
の
時
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
実
用
新
案
登
録
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
さ
れ
た
考

案
の
う
ち
、
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
（
当
該
先
の
出
願
が
特
許
法
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
）
に
記
載
さ
れ
た
考
案
（
当
該

先
の
出
願
が
第
一
項
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
又
は
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
出
願
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
に
係
る
出
願

の
際
の
書
類
（
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
考
案
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
が
さ
れ
た
時
に
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
又
は
出
願
公
開
が
さ
れ

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
三
条
の
二
本
文
又
は
同
法
第
二
十
九
条
の
二
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
先
の
出
願
の
表
示
を
記
載
し
た
書
面
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
特
許
庁
長
官
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に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
先
の
出
願
の
取
下
げ
等
）

第
九
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
先
の
出
願
は
、
そ
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
時
に
取
り
下
げ

た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
先
の
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
査
定
若
し
く
は
審
決
が

確
定
し
て
い
る
場
合
、
当
該
先
の
出
願
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
設
定
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
先
の
出
願
に
基
づ
く
全
て
の
優
先
権
の
主

張
が
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
先
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
は
、
そ

の
主
張
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
実
用
新
案
登
録
出
願
が
先
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
同

時
に
当
該
優
先
権
の
主
張
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
出
願
の
変
更
）

第
十
条

特
許
出
願
人
は
、
そ
の
特
許
出
願
（
特
許
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
（
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
（
同
法

第
四
十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
許
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
を
実
用
新

案
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
最
初
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た

後
又
は
そ
の
特
許
出
願
の
日
か
ら
九
年
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
（
意
匠
法
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
法
第
四
十
六
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
意
匠
登
録
出
願
（
意
匠
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
意
匠
登

録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
を
実
用
新
案
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い

て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
最
初
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
後
又
は
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
九
年
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
は
、
そ
の
特
許
出
願
又
は
意
匠
登
録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し

、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
法
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
実
用
新
案
登
録
出
願
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
を
す
る
場
合
に
お
け
る
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三
条
の
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三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
最

先
の
日
か
ら
一
年
四
月
又
は
実
用
新
案
法
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
月
の
い
ず
れ
か
遅
い

日
ま
で
」
と
す
る
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
特
許
出
願
又
は
意
匠
登
録
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
三
月
の
期
間
は
、
特
許
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

さ
れ
た
期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

７

第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
三
月
の
期
間
は
、
意
匠
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

８

第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
の
変
更
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新
た
な
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て

第
八
条
第
四
項
又
は
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
次
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
三

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
新
た
な
実
用
新
案
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官

に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

９

特
許
出
願
人
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
仮
専
用
実
施
権
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

10
（
特
許
法
の
準
用
）

第
十
一
条

特
許
法
第
三
十
条
（
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
）
、
第
三
十
八
条
（
共
同
出
願
）
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主

張
の
手
続
等
及
び
特
許
出
願
の
分
割
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

２

特
許
法
第
三
十
三
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
特
許
を
受
け
る
権
利
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
に

準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
三
十
五
条
（
仮
専
用
実
施
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
（
職
務
発
明
）
の
規
定
は
、
従
業
者
、
法
人
の
役
員
又
は
国
家
公
務
員
若
し
く
は
地
方
公
務
員
が
し

た
考
案
に
準
用
す
る
。

第
三
章

実
用
新
案
技
術
評
価

（
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
）
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第
十
二
条

実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
は
、
何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
又
は
登
録
実
用
新
案
に
関
す
る

技
術
的
な
評
価
で
あ
つ
て
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
（
同
号
に
掲
げ
る
考
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
二
並
び
に
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定
に
係
る
も
の
（
以
下
「
実
用
新
案
技
術
評
価
」
と
い
う
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る

実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
実
用
新
案
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
に
よ
り
無
効
に
さ
れ
た
後
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
い
て
特
許
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
が

さ
れ
た
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
審
査
官
に
そ
の
請
求
に
係
る
実
用
新
案
技
術
評
価
の
報
告
書
（
以
下
「
実
用
新
案
技
術
評
価
書
」

と
い
う
。
）
を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
許
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
実
用
新
案
技
術
評
価
書
の
作
成
に
準
用
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
な
い
者
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
後
に
、
そ
の
請
求
に
係
る
実
用
新
案
登
録
（
実
用
新
案
登
録
出
願

に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
実
用
新
案
登
録
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て
特
許
法
第
四
十
六
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
は
、
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
そ
の
旨
を
請
求
人
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

特
許
庁
長
官
は
、
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
前
に
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
当
該
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
の
際
又
は
そ
の
後
遅
滞

な
く
、
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
後
に
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
そ
の
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
実
用
新
案
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
な
い
者
か
ら
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又

は
実
用
新
案
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
実
用
新
案
技
術
評
価
書
の
作
成
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
謄
本
を
、
請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
あ
る
と
き
は
請
求
人

に
、
請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
な
い
と
き
は
請
求
人
及
び
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

実
用
新
案
権

第
一
節

実
用
新
案
権

（
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
）
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第
十
四
条

実
用
新
案
権
は
、
設
定
の
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

２

実
用
新
案
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
却
下
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録

を
す
る
。

３

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
用
新
案
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

実
用
新
案
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

実
用
新
案
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

考
案
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

四

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
及
び
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項
並
び
に
図
面
の
内
容

五

願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
に
記
載
し
た
事
項

六

登
録
番
号
及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

４

特
許
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
五
号
の
要
約
書
に
記
載
し
た
事
項
を
実
用
新
案
公
報
に
掲
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
）

第
十
四
条
の
二

実
用
新
案
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
一
回
に
限
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
最
初
の
実
用
新
案
技
術
評
価
書
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
と
き
。

二

実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
に
つ
い
て
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
初
に
指
定
さ
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
と
き
。

２

前
項
の
訂
正
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。

一

実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
の
減
縮

二

誤
記
の
訂
正

三

明
瞭
で
な
い
記
載
の
釈
明

四

他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
す
る
請
求
項
の
記
載
を
当
該
他
の
請
求
項
の
記
載
を
引
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
訂
正
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
訂
正
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
）
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
訂
正
は
、
実
質
上
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
を
拡
張
し
、
又
は
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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５

特
許
法
第
四
条
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
に
準
用
す
る
。

６

第
一
項
の
訂
正
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
に
そ
の
訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ

の
訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

実
用
新
案
権
者
は
、
第
一
項
の
訂
正
を
す
る
場
合
の
ほ
か
、
請
求
項
の
削
除
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
り
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲

又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
後
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
再
開
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
後
更
に
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
後
）
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

８

第
一
項
及
び
前
項
の
訂
正
は
、
実
用
新
案
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
に
よ
り
無
効
に
さ
れ
た
後
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

９

第
一
項
又
は
第
七
項
の
訂
正
を
す
る
に
は
、
訂
正
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
訂
正
を
す
る
と
き
は
、
訂
正
書
に
訂
正
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

第
一
項
又
は
第
七
項
の
訂
正
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け
る
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
及
び
実
用
新

11
案
権
の
設
定
の
登
録
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
一
項
又
は
第
七
項
の
訂
正
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
訂
正
に
あ
つ
て
は
訂
正
し
た
明
細
書
及
び
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
記
載
し
た
事
項
並
び
に
図
面
の

12
内
容
を
、
第
七
項
の
訂
正
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
を
、
実
用
新
案
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
許
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
七
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

13
（
訂
正
に
係
る
補
正
命
令
）

第
十
四
条
の
三

特
許
庁
長
官
は
、
訂
正
書
（
前
条
第
一
項
の
訂
正
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明

細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
記
載
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
そ
の
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し

た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
考
案
が
物
品
の
形
状
、
構
造
又
は
組
合
せ
に
係
る

も
の
で
な
い
と
き
。

二

そ
の
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
考
案
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
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三

そ
の
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
記
載
が
第
五
条
第
六
項
第
四
号
又
は
第
六
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し

て
い
な
い
と
き
。

四

そ
の
訂
正
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
に
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
は
そ
の
記
載
が
著
し
く
不

明
確
で
あ
る
と
き
。

（
存
続
期
間
）

第
十
五
条

実
用
新
案
権
の
存
続
期
間
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
か
ら
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

（
実
用
新
案
権
の
効
力
）

第
十
六
条

実
用
新
案
権
者
は
、
業
と
し
て
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
し
た
と
き
は

、
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
他
人
の
登
録
実
用
新
案
等
と
の
関
係
）

第
十
七
条

実
用
新
案
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
が
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
登
録
実
用
新
案

、
特
許
発
明
若
し
く
は
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
実
用
新
案
権
が
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
の
日
前
の
出

願
に
係
る
他
人
の
意
匠
権
若
し
く
は
商
標
権
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
実
用
新
案
権
の
移
転
の
特
例
）

第
十
七
条
の
二

実
用
新
案
登
録
が
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
（
そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

許
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
実
用
新
案
登
録
に
係

る
考
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
実
用
新
案
権
者
に
対
し
、
当
該
実
用
新
案
権
の
移

転
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
実
用
新
案
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
は
、
初
め
か
ら
当
該
登
録
を
受
け
た
者
に
帰
属
し
て
い
た
も

の
と
み
な
す
。

３

共
有
に
係
る
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
そ
の
持
分
を
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第

七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
専
用
実
施
権
）

第
十
八
条

実
用
新
案
権
者
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
用
実
施
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
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３

特
許
法
第
七
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
移
転
等
）
、
第
九
十
七
条
第
二
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の

規
定
は
、
専
用
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
通
常
実
施
権
）

第
十
九
条

実
用
新
案
権
者
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
他
人
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

通
常
実
施
権
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
又
は
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

３

特
許
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
共
有
）
、
第
九
十
七
条
第
三
項
（
放
棄
）
及
び
第
九
十
九
条
（
通
常
実
施
権
の
対
抗
力
）
の
規
定
は
、
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
無
効
審
判
の
請
求
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
特
許
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
特
許
無
効
審
判
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
特
許
無
効
審
判
」
と

い
う
。
）
の
請
求
の
登
録
前
に
、
特
許
が
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
発
明
の
実
施

で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
発
明
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
特

許
を
無
効
に
し
た
場
合
に
お
け
る
実
用
新
案
権
又
は
そ
の
際
現
に
存
す
る
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

一

実
用
新
案
登
録
に
係
る
考
案
と
特
許
に
係
る
発
明
と
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
を
無
効
に
し
た
場
合
に
お
け
る
原
特
許
権
者

二

特
許
を
無
効
に
し
て
そ
の
発
明
と
同
一
の
考
案
に
つ
い
て
正
当
権
利
者
に
実
用
新
案
登
録
を
し
た
場
合
に
お
け
る
原
特
許
権
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
無
効
審
判
の
請
求
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
無
効
に
し
た
特
許
に
係
る
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ
の
特
許
権

若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者

２

当
該
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
不
実
施
の
場
合
の
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
二
十
一
条

登
録
実
用
新
案
の
実
施
が
継
続
し
て
三
年
以
上
日
本
国
内
に
お
い
て
適
当
に
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
に
対
し
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
に
係
る
実
用
新
案
登
録

出
願
の
日
か
ら
四
年
を
経
過
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
法
第
八
十
四
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
二
ま
で
（
裁
定
の
手
続
等
）
の
規
定
は
、
前
項
の
裁
定
に
準
用
す
る
。

（
自
己
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
た
め
の
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
二
十
二
条

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
が
第
十
七
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
他
人
に
対
し
そ
の
登
録
実
用
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新
案
の
実
施
を
す
る
た
め
の
通
常
実
施
権
又
は
特
許
権
若
し
く
は
意
匠
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
協
議
を
求
め
ら
れ
た
第
十
七
条
の
他
人
は
、
そ
の
協
議
を
求
め
た
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
協
議
に
よ
り
通
常
実
施

権
又
は
特
許
権
若
し
く
は
意
匠
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
受
け
て
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
実
用
新
案
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ

い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４

第
二
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
裁
定
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
十
七
条
の
他
人
は
、
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
答
弁
書
を
提
出
す
べ
き
期
間
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
指
定
し
た
期
間
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

特
許
庁
長
官
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
第
十
七
条
の
他
人
又
は
実
用
新
案
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者
の

利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
な
い

と
き
は
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

特
許
法
第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
二
ま
で
（
裁
定
の
手
続
等
）
の
規
定
は
、
第
三
項
又
は
第
四

項
の
裁
定
に
準
用
す
る
。

（
公
共
の
利
益
の
た
め
の
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
二
十
三
条

登
録
実
用
新
案
の
実
施
が
公
共
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専

用
実
施
権
者
に
対
し
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
裁
定
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
法
第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
二
ま
で
（
裁
定
の
手
続
等
）
の
規
定
は
、
前
項
の
裁
定
に
準

用
す
る
。

（
通
常
実
施
権
の
移
転
等
）

第
二
十
四
条

通
常
実
施
権
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
、
特
許
法
第
九
十
二
条
第
三
項
又
は
意
匠
法
第
三

十
三
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
を
除
き
、
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
、
実
用
新
案
権
者
（
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
実
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用
新
案
権
者
及
び
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

通
常
実
施
権
者
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
、
特
許
法
第
九
十
二
条
第
三
項
又
は
意
匠
法
第
三
十
三
条

第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
を
除
き
、
実
用
新
案
権
者
（
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
実
用
新
案
権
者
及
び
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾

を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
十
二
条
第
三
項
、
特
許
法
第
九
十
二
条
第
三
項
又
は
意
匠
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
通
常
実
施
権
者
の
当
該
実
用
新
案
権
、

特
許
権
又
は
意
匠
権
が
実
施
の
事
業
と
と
も
に
移
転
し
た
と
き
は
こ
れ
ら
に
従
つ
て
移
転
し
、
そ
の
実
用
新
案
権
、
特
許
権
又
は
意
匠
権
が
実
施
の
事
業
と
分
離
し
て
移

転
し
た
と
き
、
又
は
消
滅
し
た
と
き
は
消
滅
す
る
。

５

第
二
十
二
条
第
四
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
通
常
実
施
権
者
の
当
該
実
用
新
案
権
、
特
許
権
又
は
意
匠
権
に
従
つ
て
移
転
し
、
そ
の
実
用
新
案
権
、
特

許
権
又
は
意
匠
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
消
滅
す
る
。

（
質
権
）

第
二
十
五
条

実
用
新
案
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
を
目
的
と
し
て
質
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
質
権
者
は
、
契
約
で
別
段
の
定
を
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
登

録
実
用
新
案
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

特
許
法
第
九
十
六
条
（
物
上
代
位
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
に
準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
に
準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
二
十
六
条

特
許
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
一
条
の
二
ま
で
（
特
許
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
及
び
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）

、
第
七
十
三
条
（
共
有
）
、
第
七
十
六
条
（
相
続
人
が
な
い
場
合
の
特
許
権
の
消
滅
）
、
第
七
十
九
条
（
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
）
、
第
七
十
九
条
の
二
（
特
許
権

の
移
転
の
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
（
意
匠
権
の
存
続
期
間
満
了
後
の
通
常
実
施
権
）
、
第
九
十
七
条
第
一
項
（
放
棄
）
並

び
に
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
に
準
用
す
る
。

第
二
節

権
利
侵
害

（
差
止
請
求
権
）

第
二
十
七
条

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
（
以
下
「
侵
害
者
等
」

と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許
法
第
二
条
第
四
項
に
規
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定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な

行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
二
十
八
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

業
と
し
て
、
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
（
譲
渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い
、
そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
で
あ
る
場
合
に
は

、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為

二

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
考
案
に
よ
る
課
題
の
解
決

に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
考
案
が
登
録
実
用
新
案
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
物
が
そ
の
考
案
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
、
そ
の
生

産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
す
る
行
為

三

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）

第
二
十
九
条

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受

け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の

利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者

が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、
実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が

受
け
た
損
害
の
額
と
推
定
す
る
。

３

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
の
実
施
に
対

し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
、
自
己
が
受
け
た
損
害
の
額
と
し
て
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
故

意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
用
新
案
技
術
評
価
書
の
提
示
）
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第
二
十
九
条
の
二

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
そ
の
登
録
実
用
新
案
に
係
る
実
用
新
案
技
術
評
価
書
を
提
示
し
て
警
告
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
自
己
の
実

用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
者
等
に
対
し
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
実
用
新
案
権
者
等
の
責
任
）

第
二
十
九
条
の
三

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
侵
害
者
等
に
対
し
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
警
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
実
用
新
案
登
録
を
無
効
に

す
べ
き
旨
の
審
決
（
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
権
利
の
行
使
又
は
そ
の
警
告
に
よ

り
相
手
方
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
た
だ
し
、
実
用
新
案
技
術
評
価
書
の
実
用
新
案
技
術
評
価
（
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
又
は
登
録

実
用
新
案
が
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
（
同
号
に
掲
げ
る
考
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
二
並
び
に
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
評
価
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
基
づ
き
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
警
告
を
し
た
と
き
、
そ

の
他
相
当
の
注
意
を
も
つ
て
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
警
告
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
し
た
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の

訂
正
に
よ
り
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
の
際
に
お
け
る
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
考
案
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
考
案
に
つ
い
て
そ
の

権
利
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
警
告
を
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
ま
で
（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
、
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
、
主
張
の
制
限
、
書
類
の
提
出
等
、
損
害
計
算

の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
、
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
、
当
事
者
尋
問
等
の
公
開
停
止
及
び

信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
四
条
の
四
中
「
次
に
掲
げ
る
決
定
又
は
審
決

が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
審
決
が
確
定
し
た
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
訂
正
が
あ
つ
た
」
と
、
「
当
該
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
審
決
が
確
定
し
た
又
は
訂
正
が
あ
つ
た
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
訂
正
を
す
べ
き
旨
の
決
定
又
は
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又

は
第
七
項
の
訂
正
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

登
録
料

（
登
録
料
）

第
三
十
一
条

実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
実
用
新
案
権
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
第
十
五
条
に
規
定
す
る
存
続

期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
年
の
区
分

金
額

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
二
千
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
百
円
を
加
え
た
額
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第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
六
千
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
三
百
円
を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
十
年
ま
で

毎
年
一
万
八
千
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
九
百
円
を
加
え
た
額

２

前
項
の
規
定
は
、
国
に
属
す
る
実
用
新
案
権
に
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
の
登
録
料
は
、
実
用
新
案
権
が
国
又
は
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
若
し
く
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
軽
減
若
し
く
は
免
除
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
以
外
の
各
共
有
者

ご
と
に
同
項
に
規
定
す
る
登
録
料
の
金
額
（
減
免
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
免
後
の
金
額
）
に
そ
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
と
し

、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
登
録
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

５

第
一
項
の
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合

に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
料
の
納
付
期
限
）

第
三
十
二
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
登
録
料
は
、
実
用
新
案
登
録
出
願
と
同
時
に
（
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
出
願
の
変
更
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
分
割
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
出
願

の
変
更
又
は
出
願
の
分
割
と
同
時
に
）
一
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
四
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料
は
、
前
年
以
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月

以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
料
の
減
免
又
は
猶
予
）

第
三
十
二
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願

に
係
る
考
案
の
考
案
者
又
は
そ
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
貧
困
に
よ
り
登
録
料
を
納
付
す
る
資
力
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

登
録
料
を
軽
減
し
若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
料
の
追
納
）

第
三
十
三
条

実
用
新
案
権
者
は
、
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
猶
予
後
の
期
間
内
に
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
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と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
実
用
新
案
権
者
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
ほ
か
、
そ
の
登
録
料
と
同
額
の
割
増
登
録

料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場

合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

実
用
新
案
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
四
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料
及
び

第
二
項
の
割
増
登
録
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
は
、
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な

す
。

５

実
用
新
案
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
猶
予
さ
れ
た
登
録
料
及
び
第
二
項
の
割
増
登
録

料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
登
録
料
の
追
納
に
よ
る
実
用
新
案
権
の
回
復
）

第
三
十
三
条
の
二

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
実
用
新
案
権
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
実
用
新
案
権
の
原
実
用
新
案
権
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録

料
及
び
割
増
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
で
そ
の
期
間
の
経

過
後
一
年
以
内
に
限
り
、
そ
の
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
の
追
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
は
、
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ

つ
て
存
続
し
て
い
た
も
の
又
は
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

（
回
復
し
た
実
用
新
案
権
の
効
力
の
制
限
）

第
三
十
三
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
権
が
回
復
し
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
の
効
力
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納

す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
実
用
新
案
権
の
回
復
の
登
録
前
に
輸
入
し
、
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
し
、
若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る

物
品
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
実
用
新
案
権
の
効
力
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
実
用
新
案

権
の
回
復
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
考
案
の
実
施

二

当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為
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三

当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

（
既
納
の
登
録
料
の
返
還
）

第
三
十
四
条

既
納
の
登
録
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

一

過
誤
納
の
登
録
料

二

実
用
新
案
登
録
出
願
を
却
下
す
べ
き
旨
の
処
分
が
確
定
し
た
場
合
の
登
録
料

三

実
用
新
案
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
年
の
翌
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料

四

実
用
新
案
権
の
存
続
期
間
の
満
了
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
は
、
同
項
第
一
号
の
登
録
料
に
つ
い
て
は
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
登
録
料
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

処
分
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
六
月
、
同
項
第
四
号
の
登
録
料
に
つ
い
て
は
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条

削
除

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
六
条

特
許
法
第
百
十
条
（
特
許
料
を
納
付
す
べ
き
者
以
外
の
者
に
よ
る
特
許
料
の
納
付
）
の
規
定
は
、
登
録
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章

審
判

（
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
）

第
三
十
七
条

実
用
新
案
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
補
正
を
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

二

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
、
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若

し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係

る
実
用
新
案
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。
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三

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
条
約
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
。

四

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
五
条
第
四
項
又
は
第
六
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
実
用
新
案
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

五

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
そ
の
考
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
者
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
（
第
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

六

実
用
新
案
登
録
が
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
実
用
新
案
権
者
が
第
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
権
を
享

有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
実
用
新
案
登
録
が
条
約
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

七

そ
の
実
用
新
案
登
録
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
が
第
十
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し

て
さ
れ
た
と
き
。

２

実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
は
、
何
人
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
用
新
案
登
録
が
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
十
一
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又
は
前
項
第
五
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
、
当
該
実

用
新
案
登
録
に
係
る
考
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
は
、
実
用
新
案
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

審
判
長
は
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
者
そ
の
他
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
関
し
登

録
し
た
権
利
を
有
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
判
請
求
の
方
式
）

第
三
十
八
条

審
判
を
請
求
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
事
者
及
び
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

審
判
事
件
の
表
示

三

請
求
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
理
由
は
、
実
用
新
案
登
録
を
無
効
に
す
る
根
拠
と
な
る
事
実
を
具
体
的
に
特
定
し
、
か
つ
、
立
証
を
要
す
る
事
実
ご
と
に
証
拠
と
の
関

係
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
判
請
求
書
の
補
正
）

第
三
十
八
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
請
求
書
の
補
正
は
、
そ
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
審

判
長
の
許
可
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

審
判
長
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
理
由
の
補
正
が
そ
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
補
正
が
審
理
を
不
当
に
遅
延
さ
せ
る
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お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
つ
て
、
当
該
補
正
を
許
可
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
が
あ
り
、
そ
の
訂
正
に
よ
り
請
求
の
理
由
を
補
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
当
該
補
正
に
係
る
請
求
の
理
由
を
審
判
請
求
時
の
請
求
書
に
記
載
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
被
請
求
人
が
当

該
補
正
に
同
意
し
た
こ
と
。

３

前
項
の
補
正
の
許
可
は
、
そ
の
補
正
に
係
る
手
続
補
正
書
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
副
本
の
送
達
の
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

４

第
二
項
の
決
定
又
は
そ
の
不
作
為
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
答
弁
書
の
提
出
等
）

第
三
十
九
条

審
判
長
は
、
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
請
求
書
の
副
本
を
被
請
求
人
に
送
達
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
判
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
の
補
正
を
許
可
す
る
と
き
は
、
そ
の
補
正
に
係
る
手
続
補
正
書
の
副
本
を
被
請
求
人
に
送
達
し
、
相
当
の
期
間
を
指

定
し
て
、
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
請
求
人
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

審
判
長
は
、
第
一
項
若
し
く
は
前
項
本
文
の
答
弁
書
を
受
理
し
た
と
き
、
又
は
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
第
十
四
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
訂
正
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
副
本
を
請
求
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

審
判
長
は
、
審
判
に
関
し
、
当
事
者
及
び
参
加
人
を
審
尋
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

審
判
長
は
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
後
に
そ
の
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
い
て
特
許
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
特
許
出
願
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
請
求
人
及
び
参
加
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
判
の
請
求
の
取
下
げ
）

第
三
十
九
条
の
二

審
判
の
請
求
は
、
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
判
の
請
求
は
、
前
条
第
一
項
の
答
弁
書
の
提
出
が
あ
つ
た
後
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

審
判
の
請
求
人
が
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
限
り
、
そ
の
審

判
の
請
求
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
法
第
四
条
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
特
許
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
審
判
長
」
と
読
み
替
え
る
も
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の
と
す
る
。

５

審
判
の
請
求
人
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
取
り
下
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

６

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
実
用
新
案
登
録
の
二
以
上
の
請
求
項
に
つ
い
て
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
は
、
請
求
項
ご
と
に
取
り
下
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訴
訟
と
の
関
係
）

第
四
十
条

審
判
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
審
判
の
審
決
が
確
定
し
、
又
は
訴
訟
手
続
が
完
結
す
る
ま
で
そ
の
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

訴
え
の
提
起
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
審
決
が
確
定
す
る
ま
で

そ
の
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

裁
判
所
は
、
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
関
す
る
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
訴
訟
手
続

が
完
結
し
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
審
判
の
請
求
の
有
無
を
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
審
判

の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
、
審
決
又
は
請
求
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

５

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
第
三
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
が
そ
の
通
知
前
に
既
に
提
出
さ
れ
、
又
は
そ
の
通
知
後
に
最
初

に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
訴
訟
の
訴
訟
記
録
の
う
ち
そ
の
審
判
に
お
い
て
審
判
官
が
必
要
と
認
め
る
書
面

の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
一
条

特
許
法
第
百
二
十
五
条
、
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
三
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
五
十
四
条
ま
で
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項

及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
七
条
、
第
百
六
十
七
条
の
二
、
第
百
六
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
七
十
条
の
規
定
は
、

審
判
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事
件
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
件
が
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

再
審
及
び
訴
訟
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（
再
審
の
請
求
）

第
四
十
二
条

確
定
審
決
に
対
し
て
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
三
十
九
条
（
再
審
の
事
由
）
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
の
請
求
に

準
用
す
る
。

第
四
十
三
条

審
判
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
が
共
謀
し
て
第
三
者
の
権
利
又
は
利
益
を
害
す
る
目
的
を
も
つ
て
審
決
を
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
は
、
そ
の
確
定
審

決
に
対
し
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
再
審
は
、
そ
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
を
共
同
被
請
求
人
と
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
実
用
新
案
権
の
効
力
の
制
限
）

第
四
十
四
条

無
効
に
し
た
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
は
、
実
用
新
案
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の

登
録
前
に
善
意
に
輸
入
し
、
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
し
、
若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

無
効
に
し
た
実
用
新
案
登
録
に
係
る
実
用
新
案
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
は
、
実
用
新
案
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に

お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
考
案
の
善
意
の
実
施

二

善
意
に
、
当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

三

善
意
に
、
当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
五
条

特
許
法
第
百
七
十
三
条
（
再
審
の
請
求
期
間
）
、
第
百
七
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
（
審
判
の
規
定
等
の
準
用
）
並
び
に
第
百
七
十
六
条
（
再
審
の
請
求

登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）
の
規
定
は
、
再
審
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
中
「
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十

一
条
の
二
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
同
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
」
と
、
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
と
、
「
か
ら
第
百
六
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
百
六
十
七
条
の
二
、
同
法
第
四
十

条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
法
第
四
条
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
に
準
用
す
る
。

第
四
十
六
条

削
除

（
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
）

第
四
十
七
条

審
決
に
対
す
る
訴
え
及
び
審
判
又
は
再
審
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
。
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２

特
許
法
第
百
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
出
訴
期
間
等
）
及
び
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
（
被
告
適
格
、
出
訴
の
通
知
等
、
審
決
取
消

訴
訟
に
お
け
る
特
許
庁
長
官
の
意
見
、
審
決
又
は
決
定
の
取
消
し
、
裁
判
の
正
本
等
の
送
付
及
び
合
議
体
の
構
成
）
の
規
定
は
、
前
項
の
訴
え
に
準
用
す
る
。

（
対
価
の
額
に
つ
い
て
の
訴
え
）

第
四
十
八
条

第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
裁
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
裁
定
で
定
め
る
対
価
の
額
に
つ
い

て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
訴
え
を
提
起
し
て
そ
の
額
の
増
減
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
（
出
訴
期
間
）
及
び
第
百
八
十
四
条
（
被
告
適
格
）
の
規
定
は
、
前
項
の
訴
え
に
準
用
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二

削
除

第
七
章

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
に
係
る
特
例

（
国
際
出
願
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
出
願
）

第
四
十
八
条
の
三

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条

若
し
く
は

(1)

又
は
第
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
く
国
際
出
願
日
が
認
め
ら
れ
た
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
条
約
第
四
条

の
指
定
国
に
日
本
国
を
含
む
も
の
（
実
用
新
案
登
録
出

(2)
(b)

(2)

(1)
(ⅱ)

願
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
国
際
出
願
日
に
さ
れ
た
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
す
。

２

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
（
国
際
出
願
に
よ
る
特
許
出
願
）
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国

際
実
用
新
案
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
準
用
す
る
。

（
外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
翻
訳
文
）

第
四
十
八
条
の
四

外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
（
以
下
「
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
の
出
願
人
は
、
条
約
第
二
条

の
優
先
日
（
以
下

(ⅺ)

「
優
先
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
年
六
月
（
以
下
「
国
内
書
面
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
出
願
日
（
以
下
「
国
際
出
願
日
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
条
約
第
三
条

に
規
定
す
る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
要
約
の
日
本
語

(2)

に
よ
る
翻
訳
文
を
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
内
書
面
提
出
期
間
の
満
了
前
二
月
か
ら
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
次
条
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
を
提
出
し
た
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
（
当
該
書
面
の
提
出
の
日
以
前
に
当
該
翻
訳
文
を
提
出
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
の
提
出
の
日

か
ら
二
月
（
以
下
「
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
、
当
該
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
が
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻

(1)

訳
文
に
代
え
て
、
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
内
書
面
提
出
期
間
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
第
一
項
に

規
定
す
る
明
細
書
の
翻
訳
文
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
（
以
下
「
明
細
書
等
翻
訳
文
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
国
際
実
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用
新
案
登
録
出
願
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
当
該
明
細
書
等
翻
訳
文
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
で
国
内
書
面
提
出
期
間
の
経
過
後
一
年
以
内
に
限
り

、
明
細
書
等
翻
訳
文
並
び
に
第
一
項
に
規
定
す
る
図
面
及
び
要
約
の
翻
訳
文
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
翻
訳
文
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
が
満
了
す
る
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
提
出
し
た
出
願
人
は
、
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
を
し
た
と
き
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
が
満
了
す
る

(1)

時
（
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
出
願
人
が
条
約
第
二
十
三
条

又
は
第
四
十
条

の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
国
内
処
理
の
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
そ

(2)

(2)

の
国
内
処
理
の
請
求
の
時
。
以
下
「
国
内
処
理
基
準
時
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
日
ま
で
に
限
り
、
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
更
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
七
第
三
項
本
文
の
規
定
は
、
第
二
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
書
面
の
提
出
及
び
補
正
命
令
等
）

第
四
十
八
条
の
五

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

考
案
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

三

国
際
出
願
番
号
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

２

特
許
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
面
を
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
提
出
し
な
い
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

三

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

四

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
要
約
の
翻
訳
文
を
、
国
内
書
面
提
出
期
間
（
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳

文
提
出
特
例
期
間
）
内
に
提
出
し
な
い
と
き
。

五

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
を
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
納
付
し
な
い
と
き
。

六

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
納
付
し
な
い
と
き
。

３

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
補
正
に
準
用
す
る
。
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４

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
（
以
下
「
日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
第
一
項
、

外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
同
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
及
び
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
国
内
処
理
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
国
際
出
願
に
係
る
願
書
、
明
細
書
等
の
効
力
等
）

第
四
十
八
条
の
六

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
願
書
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
願
書
と
み
な
す
。

２

日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
及
び
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
の
翻
訳
文
は
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
明
細
書
と
、
日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の
範
囲
及
び
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出

願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
と
、
日
本
語
実
用
新
案
登
録

出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
図
面
並
び
に
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
を
除
く
。
）
及
び
図
面
の
中
の

説
明
の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
図
面
と
、
日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
要
約
及
び
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
要
約

の
翻
訳
文
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
要
約
書
と
み
な
す
。

３

第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
条
約
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定

(1)

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
を
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
願
書
に
添
付
し
て
提
出
し
た
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
と
み
な
す
。

（
図
面
の
提
出
）

第
四
十
八
条
の
七

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
国
際
出
願
が
国
際
出
願
日
に
お
い
て
図
面
を
含
ん
で
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
内
処
理
基
準
時
の
属

す
る
日
ま
で
に
、
図
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
ま
で
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
に
対
し
、
相
当
の

期
間
を
指
定
し
て
、
図
面
の
提
出
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
図
面
の
提
出
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ
の
提
出
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
国

際
実
用
新
案
登
録
出
願
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
図
面
の
提
出
（
図
面
に
添
え
て
当
該
図
面
の
簡
単
な
説
明
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該

図
面
及
び
当
該
説
明
の
提
出
）
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
補
正
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
補
正
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
八

第
四
十
八
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
補
正
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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２

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
す
る
条
約
第
二
十
八
条

又
は
第
四
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は

(1)

(1)

、
適
用
し
な
い
。

３

外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
が
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
願
書

に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、

請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
す
る
。

４

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
は
、
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
す
る
第
二
条
の
二
第
一
項
本
文
又
は
条
約
第
二
十
八
条

若
し
く
は
第
四
十

(1)

一
条

の
規
定
に
基
づ
く
補
正
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
十
二
第
一
項
中
「
第
百
九
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法

(1)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
及
び
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
」
と
、
「
納
付
し
た
後
で
あ
つ
て
国
内
処
理
基
準
時
を
経
過
し
た
後
」
と
あ
る

の
は
「
納
付
し
た
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
要
件
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
九

第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
が
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
の
国
際
特

許
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
他
の
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
で
あ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
実
用

新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
（
第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
又
は
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
第
四
十
八

条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
同
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
特
許
出
願
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
」
と
、
「
発
行
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
発
行
、
」
と
、
「
若
し
く
は
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
出
願
公
開
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二

十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
、
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
同
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
す
る
。

（
実
用
新
案
登
録
出
願
等
に
基
づ
く
優
先
権
主
張
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
十

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
実
用
新
案
掲

載
公
報
の
発
行
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
が
」
と
す
る
。

３

外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
実
用
新
案
登
録
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用

新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
「
実
用

新
案
掲
載
公
報
の
発
行
が
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
掲
載
公
報
の
発
行
又
は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条

に
規
定
す
る
国
際
公
開
が
」
と
す
る
。
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４

第
八
条
第
一
項
の
先
の
出
願
が
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
の
国
際
特
許
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し

く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書

、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
先
の
出
願
の
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
」
と
あ
る
の
は
「
先
の
出
願
の
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
」
と
、
「
出
願
公
開
」
と
あ
る
の
は
「
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」
と
、

第
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
時
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
八
条
の
四
第
六
項
若
し
く
は
特
許
法
第
百
八
十
四
条

の
四
第
六
項
の
国
内
処
理
基
準
時
又
は
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
同
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経

過
し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
」
と
す
る
。

（
出
願
の
変
更
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
十
一

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
の
実
用
新
案
登
録
出

願
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
六
第
二
項
の
日
本
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
同
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項

の
外
国
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
同
項
又
は
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
同
法
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
（
同
法
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定

す
る
決
定
の
後
）
で
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
登
録
料
の
納
付
期
限
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
十
二

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
登
録
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
実
用
新
案
登
録
出
願

と
同
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
書
面
提
出
期
間
内
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
国
内
処
理
の
請
求
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
国
内
処
理
の
請
求
の
時
ま
で
）
」
と
す
る
。

（
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
の
時
期
の
制
限
）

第
四
十
八
条
の
十
三

国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
何
人
も
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
八
条
の

四
第
六
項
に
規
定
す
る
国
内
処
理
基
準
時
を
経
過
し
た
後
、
何
人
も
」
と
す
る
。

（
訂
正
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
十
三
の
二

外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
願
書
に
最
初
に
添
付
し
た

明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国
際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図



- 137 -

面
」
と
す
る
。

（
無
効
理
由
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
十
四

外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
そ
の
実
用
新
案
登
録
が
第
二
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
補
正
を
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語
実

用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
実
用
新
案
登
録
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
が
同
項
の
国
際
出
願
日
に
お
け
る
国

際
出
願
の
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
内
に
な
い
と
き
」
と
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
八
条
の
十
五

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
七
（
日
本
語
特
許
出
願
に
係
る
条
約
第
十
九
条
に
基
づ
く
補
正
）
及
び
第
百
八
十
四
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（

条
約
第
三
十
四
条
に
基
づ
く
補
正
）
の
規
定
は
、
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
条
約
に
基
づ
く
補
正
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
七
第

二
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
八
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
実
用
新
案
法
第
二
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
十
一
（
在
外
者
の
特
許
管
理
人
の
特
例
）
の
規
定
は
、
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
九
第
六
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
十
四
の
規
定
は
、
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

（
決
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
）

第
四
十
八
条
の
十
六

条
約
第
二
条

の
国
際
出
願
の
出
願
人
は
、
条
約
第
四
条

の
指
定
国
に
日
本
国
を
含
む
国
際
出
願
（
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
も
の
に
限
る

(ⅶ)

(1)
(ⅱ)

。
）
に
つ
き
条
約
第
二
条

の
受
理
官
庁
に
よ
り
条
約
第
二
十
五
条

に
規
定
す
る
拒
否
若
し
く
は
同
条

若
し
く
は

に
規
定
す
る
宣
言
が
さ
れ
、
又
は
条
約
第

(xv)

(1)
(a)

(1)
(a)

(b)

二
条

の
国
際
事
務
局
に
よ
り
条
約
第
二
十
五
条

に
規
定
す
る
認
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

(xix)

(1)
(a)

に
よ
り
、
特
許
庁
長
官
に
同
条

に
規
定
す
る
決
定
を
す
べ
き
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2)
(a)

２

外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
き
前
項
の
申
出
を
す
る
者
は
、
申
出
に
際
し
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る
。
）
、
要
約
そ
の
他
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
拒
否
、
宣
言
又
は
認
定
が
条
約
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
照
ら
し
て
正

当
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
が
同
項
の
拒
否
、
宣
言
又
は
認
定
が
条
約
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
照
ら
し
て
正
当
で
な
い
旨
の
決
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
決
定
に
係
る
国
際
出
願
は
、
そ
の
国
際
出
願
に
つ
き
そ
の
拒
否
、
宣
言
又
は
認
定
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
国
際
出
願
日
と
な
つ
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
日
に
さ
れ
た
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
す
。

５

第
四
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
七
、
第
四
十
八
条
の
八
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
九
、
第
四
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
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第
四
十
八
条
の
十
二
か
ら
第
四
十
八
条
の
十
四
ま
で
並
び
に
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
の
九
第
六
項
、
第
百
八
十
四
条
の
十
二
第
一
項
及
び

第
百
八
十
四
条
の
十
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
準
用

に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
八
章

雑
則

（
実
用
新
案
原
簿
へ
の
登
録
）

第
四
十
九
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
特
許
庁
に
備
え
る
実
用
新
案
原
簿
に
登
録
す
る
。

一

実
用
新
案
権
の
設
定
、
移
転
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
消
滅
、
回
復
又
は
処
分
の
制
限

二

専
用
実
施
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

三

実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

２

実
用
新
案
原
簿
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
磁
気
テ
ー
プ
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
実
用
新
案
登
録
証
の
交
付
）

第
五
十
条

特
許
庁
長
官
は
、
実
用
新
案
権
の
設
定
の
登
録
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
実
用
新
案
権
の

移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
実
用
新
案
権
者
に
対
し
、
実
用
新
案
登
録
証
を
交
付
す
る
。

２

実
用
新
案
登
録
証
の
再
交
付
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
実
用
新
案
登
録
又
は
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
特
則
）

第
五
十
条
の
二

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
実
用
新
案
登
録
又
は
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
第
八
項
、
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
二
十
五
条
、
第
四
十
一
条
に
お
い
て
、
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第

百
三
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
六
条
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
請
求
項
ご
と
に
実
用
新
案
登
録
が
さ
れ
、
又
は
実
用
新
案
権
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
実
用
新
案
登
録
表
示
）

第
五
十
一
条

実
用
新
案
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包

装
に
そ
の
物
品
が
登
録
実
用
新
案
に
係
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
実
用
新
案
登
録
表
示
」
と
い
う
。
）
を
附
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

第
五
十
二
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
実
用
新
案
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
附
す
る
行
為

二

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
実
用
新
案
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
附
し
た
も
の
を
譲

渡
し
、
貸
し
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
の
た
め
に
展
示
す
る
行
為

三

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
を
製
造
さ
せ
若
し
く
は
使
用
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
し
渡
す
た
め
、
広
告
に
そ
の
物
品
が
登
録
実
用
新
案

に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

（
実
用
新
案
公
報
）

第
五
十
三
条

特
許
庁
は
、
実
用
新
案
公
報
を
発
行
す
る
。

２

特
許
法
第
百
九
十
三
条
第
二
項
（
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
公
報
に
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
五
十
四
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
、
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
二
第

四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
次
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又
は
第
二
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
日
の
変
更
を
請
求
す
る
者

二

第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
継
の
届
出
を
す
る
者

三

実
用
新
案
登
録
証
の
再
交
付
を
請
求
す
る
者

四

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
を
請
求
す
る
者

五

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
者

六

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
請
求
す
る
者

七

第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
者

２

別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

４

実
用
新
案
権
又
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
国
と
国
以
外
の
者
が
自
己
の
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実
用
新
案
権
又
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
の
手
数
料
以
外
の

政
令
で
定
め
る
手
数
料
に
限
る
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
手
数
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

実
用
新
案
権
又
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
が
国
又
は
第
八
項
の
規
定
若
し
く
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
若
し

く
は
免
除
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
自
己

の
実
用
新
案
権
又
は
実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
の
手
数
料
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
国
以
外
の
各
共
有
者
ご
と
に
同
項
に
規
定
す
る
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
の
手
数
料
の
金
額
（
減
免
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
免
後
の
金
額
）
に
そ

の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

７

第
一
項
及
び
第
二
項
の
手
数
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

特
許
庁
長
官
は
、
自
己
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
又
は
登
録
実
用
新
案
に
つ
い
て
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
を
す
る
者
が
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係

る
考
案
若
し
く
は
登
録
実
用
新
案
の
考
案
者
又
は
そ
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
貧
困
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求

の
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
手
数
料
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
返
還
）

第
五
十
四
条
の
二

実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
が
あ
つ
た
後
に
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
請
求
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
請
求

人
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
の
手
数
料
は
、
そ
の
者
に
返
還
す
る
。

２

第
三
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
期
間
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
が
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
延
長

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
内
に
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
人
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た

審
判
の
請
求
の
手
数
料
は
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
参
加
人
が
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
そ
の
参
加
の
申
請
を
取
り
下
げ
た
と
き
は
、
そ
の

参
加
人
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
参
加
の
申
請
の
手
数
料
は
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

５

特
許
法
第
四
条
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
特
許
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
審
判
長
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
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６

実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
参
加
人
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
参
加
の
申
請
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
申
請
を
取
り
下

げ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
参
加
人
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
参
加
の
申
請
の
手
数
料
は
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

７

第
四
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
参
加
の
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

８

実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
参
加
人
が
そ
の
参
加
の
申
請
を
取
り
下
げ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
（
第
四
項
に
規
定
す
る
期

間
が
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
内
に
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
取
り
下
げ
ら

れ
た
と
き
は
、
そ
の
参
加
人
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
参
加
の
申
請
の
手
数
料
は
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
一
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
百
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
手
続
を
続
行
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

過
誤
納
の
手
数
料
は
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

10

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

11

第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
八
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、

12
第
三
項
、
第
七
項
、
第
九
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
五
十
五
条

特
許
法
第
百
八
十
六
条
（
証
明
等
の
請
求
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
登
録
に
準
用
す
る
。

２

特
許
法
第
百
八
十
九
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
（
送
達
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
送
達
に
準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
百
九
十
四
条
の
規
定
は
、
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
審
査
」
と
あ
る
の
は
、
「
実
用
新
案
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
実
用
新
案
技
術
評
価
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
準
用
す
る
。

５

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
四
（
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
制
限
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
審
決
及
び
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求

書
の
却
下
の
決
定
並
び
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分
又
は
こ
れ
ら
の
不
作
為
に
準
用
す
る
。

第
九
章

罰
則

（
侵
害
の
罪
）

第
五
十
六
条

実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
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（
詐
欺
の
行
為
の
罪
）

第
五
十
七
条

詐
欺
の
行
為
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
又
は
審
決
を
受
け
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
虚
偽
表
示
の
罪
）

第
五
十
八
条

第
五
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
偽
証
等
の
罪
）

第
五
十
九
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
、
鑑
定
人
又
は
通
訳
人
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
、
鑑
定
又
は
通
訳
を
し

た
と
き
は
、
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
、
又
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自
白
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
を
漏
ら
し
た
罪
）

第
六
十
条

特
許
庁
の
職
員
又
は
そ
の
職
に
あ
つ
た
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
得
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
中
の
考
案
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

第
六
十
条
の
二

第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
六
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
で
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
五
十
六
条
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
五
十
七
条
又
は
第
五
十
八
条

三
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
二
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告

訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
六
条
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪

に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。
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（
過
料
）

第
六
十
二
条

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
に
お
い
て
、
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
者
が
特

許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
六
十
三
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
呼
出
し
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
出
頭
せ
ず
、
又
は
宣
誓
、
陳

述
、
証
言
、
鑑
定
若
し
く
は
通
訳
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
六
十
四
条

証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
に
関
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
命
じ

ら
れ
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

別
表
（
第
五
十
四
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一

実
用
新
案
登
録
出
願
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
四
千
円

二

第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
者

一
件
に
つ
き
一
万
四
千
円

三

第
四
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
四
千
円

四

第
二
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
五
条
第
三
項

一
件
に
つ
き
四
千
二
百
円

の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
を
請
求
す
る
者

五

実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
四
万
二
千
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千
三
百
円
を
加
え
た
額
円

六

明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
を
す
る

一
件
に
つ
き
千
四
百
円

者

七

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の

一
件
に
つ
き
四
万
円

規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
る
者

八

裁
定
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

九

裁
定
の
取
消
し
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
万
七
千
五
百
円

十

審
判
又
は
再
審
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千
五
百
円
を
加
え
た
額

十
一

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円
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○
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
意
匠
の
保
護
及
び
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
意
匠
の
創
作
を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
意
匠
」
と
は
、
物
品
（
物
品
の
部
分
を
含
む
。
第
八
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
つ
て

、
視
覚
を
通
じ
て
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

２

前
項
に
お
い
て
、
物
品
の
部
分
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
は
、
物
品
の
操
作
（
当
該
物
品
が
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
画
像
で
あ
つ
て
、
当
該
物
品
又
は
こ
れ
と
一
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
品
に
表
示
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す

る
。

３

こ
の
法
律
で
意
匠
に
つ
い
て
「
実
施
」
と
は
、
意
匠
に
係
る
物
品
を
製
造
し
、
使
用
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、
又
は
そ
の
譲
渡
若
し

く
は
貸
渡
し
の
申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
で
「
登
録
意
匠
」
と
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
て
い
る
意
匠
を
い
う
。

第
二
章

意
匠
登
録
及
び
意
匠
登
録
出
願

（
意
匠
登
録
の
要
件
）

第
三
条

工
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
意
匠
を
除
き
、
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
意
匠

二

意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
、
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
意
匠
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
つ
た
意
匠

三

前
二
号
に
掲
げ
る
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠

２

意
匠
登
録
出
願
前
に
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又

は
こ
れ
ら
の
結
合
に
基
づ
い
て
容
易
に
意
匠
の
創
作
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第
三
条
の
二

意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
の
他
の
意
匠
登
録
出
願
で
あ
つ
て
当
該
意
匠
登
録
出
願
後
に
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
公
報
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
先
の
意
匠
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
の
願
書
の
記
載
及
び
願
書
に
添
付
し
た
図

面
、
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
に
現
さ
れ
た
意
匠
の
一
部
と
同
一
又
は
類
似
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登

録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
と
先
の
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
と
が
同
一
の
者
で
あ
つ
て
、
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
先
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た
意
匠
公
報
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
発
行
の
日

前
に
当
該
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
意
匠
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
）

第
四
条

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
意
に
反
し
て
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら

一
年
以
内
に
そ
の
者
が
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て
の
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当

す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
行
為
に
起
因
し
て
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
（
発
明
、
実
用
新
案
、
意
匠
又
は
商
標

に
関
す
る
公
報
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
も
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
そ

の
者
が
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て
の
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
、
か
つ
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
が
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。

）
を
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

証
明
書
を
提
出
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
証
明
書
を
特
許
庁
長

官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
匠
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
意
匠
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二

他
人
の
業
務
に
係
る
物
品
と
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
意
匠

三

物
品
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
形
状
の
み
か
ら
な
る
意
匠

（
仮
通
常
実
施
権
）

第
五
条
の
二

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
意
匠
権
に
つ
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
の

記
載
及
び
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
に
現
さ
れ
た
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
人
に
仮
通
常
実
施
権
を
許
諾
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の

意
匠
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
並
び
に
第

三
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
仮
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法

第
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
意
匠
登
録
出

願
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
意
匠
法
第
十
三
条
第
一

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
意
匠
登
録
出
願
）

第
六
条

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
に
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
を
記
載
し
た
図
面
を
添
付
し
て
特
許
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
匠
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

意
匠
の
創
作
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

三

意
匠
に
係
る
物
品

２

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
の
図
面
に
代
え
て
、
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
を
現
わ
し
た
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
は
、
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
の
別
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
三
号
の
意
匠
に
係
る
物
品
の
記
載
又
は
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
若
し
く
は
ひ
な
形
に
よ
つ
て
は
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
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有
す
る
者
が
そ
の
意
匠
に
係
る
物
品
の
材
質
又
は
大
き
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
そ
の
意
匠
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
意
匠
に
係
る
物

品
の
材
質
又
は
大
き
さ
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

意
匠
に
係
る
物
品
の
形
状
、
模
様
又
は
色
彩
が
そ
の
物
品
の
有
す
る
機
能
に
基
づ
い
て
変
化
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
化
の
前
後
に
わ
た
る
そ
の
物
品
の
形
状
、

模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
物
品
の
当
該
機
能
の
説
明
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
図
面
、
写
真
又
は
ひ
な
形
に
そ
の
意
匠
の
色
彩
を
付
す
る
と
き
は
、
白
色
又
は
黒
色
の
う
ち
一
色
に
つ
い
て
は
、
彩
色

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
彩
色
を
省
略
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
図
面
に
意
匠
を
記
載
し
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
写
真
若
し
く
は
ひ
な
形
に
意
匠
を
現
す
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意

匠
に
係
る
物
品
の
全
部
又
は
一
部
が
透
明
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
意
匠
一
出
願
）

第
七
条

意
匠
登
録
出
願
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
品
の
区
分
に
よ
り
意
匠
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
物
の
意
匠
）

第
八
条

同
時
に
使
用
さ
れ
る
二
以
上
の
物
品
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
組
物
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
物
品
に
係
る
意
匠
は
、
組
物
全
体
と

し
て
統
一
が
あ
る
と
き
は
、
一
意
匠
と
し
て
出
願
を
し
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
先
願
）

第
九
条

同
一
又
は
類
似
の
意
匠
に
つ
い
て
異
な
つ
た
日
に
二
以
上
の
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
最
先
の
意
匠
登
録
出
願
人
の
み
が
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登

録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

同
一
又
は
類
似
の
意
匠
に
つ
い
て
同
日
に
二
以
上
の
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
意
匠
登
録
出
願
人
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
一
の
意
匠
登
録
出
願
人
の
み
が
そ

の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登

録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

意
匠
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と
き
、
又
は
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
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た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
は
、
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
前
項
後

段
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
同
項
の
協
議
を
し
て
そ
の
結
果
を
届
け
出
る
べ
き
旨
を
意
匠
登
録
出
願
人
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
い
と
き
は
、
第
二
項
の
協
議
が
成
立
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

（
願
書
の
記
載
又
は
図
面
等
の
補
正
と
要
旨
変
更
）

第
九
条
の
二

願
書
の
記
載
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
た
事
項
を
除
く
。
第
十
七
条
の
二
第
一
項

及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
若
し
く
は
見
本
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
こ
れ
ら
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の

と
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
後
に
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
は
、
そ
の
補
正
に
つ
い
て
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
関
連
意
匠
）

第
十
条

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
自
己
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
又
は
自
己
の
登
録
意
匠
の
う
ち
か
ら
選
択
し
た
一
の
意
匠
（
以
下
「
本
意
匠
」
と
い
う
。
）
に
類
似

す
る
意
匠
（
以
下
「
関
連
意
匠
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又

は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
意
匠
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日

に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九

百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年

三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出
願
の
日
。
以
下

（4）

（2）

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
以
後
で
あ
つ
て
、
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た

意
匠
公
報
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
発
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
第
九
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

本
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
本
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
る
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す
る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

本
意
匠
に
係
る
二
以
上
の
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
関
連
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
）

第
十
条
の
二

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
意
匠
登
録
出
願
が
審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
二
以
上
の
意
匠
を
包
含
す
る
意
匠
登
録
出
願
の
一
部
を

一
又
は
二
以
上
の
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
の
分
割
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
は
、
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
第
四

条
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新
た
な
意
匠
登
録
出
願

に
つ
い
て
第
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
と
同
時

に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条

削
除

（
出
願
の
変
更
）

第
十
三
条

特
許
出
願
人
は
、
そ
の
特
許
出
願
を
意
匠
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
最
初
の
査
定
の

謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

実
用
新
案
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
実
用
新
案
登
録
出
願
を
意
匠
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間
は
、
特
許
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た

期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
も
と
の
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

特
許
出
願
人
は
、
そ
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
仮
専
用
実
施
権
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
を
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
に
係
る
出
願
の
変
更
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
の
意
匠
登
録
出
願
へ
の
変

更
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
六
第
二
項
の
日
本
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
同
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
、
同
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語

特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
同
項
又
は
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
同
法
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
（
同
法
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
決
定

の
後
）
で
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ

た
国
際
出
願
の
意
匠
登
録
出
願
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
八
条
の
五
第
四
項
の
日
本
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
、
同
法
第
四
十
八
条

の
四
第
一
項
の
外
国
語
実
用
新
案
登
録
出
願
に
あ
つ
て
は
同
項
又
は
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ
、
同
法
第
五
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
（
同
法
第
四
十
八
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に

つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
決
定
の
後
）
で
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
秘
密
意
匠
）

第
十
四
条

意
匠
登
録
出
願
人
は
、
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
三
年
以
内
の
期
間
を
指
定
し
て
、
そ
の
期
間
そ
の
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
に
、
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第

一
年
分
の
登
録
料
の
納
付
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
匠
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間

３

意
匠
登
録
出
願
人
又
は
意
匠
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
期
間
を
延
長
し
又
は
短
縮
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
を
意
匠
権
者
以
外
の
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

一

意
匠
権
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
。

二

そ
の
意
匠
又
は
そ
の
意
匠
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
意
匠
に
関
す
る
審
査
、
審
判
、
再
審
又
は
訴
訟
の
当
事
者
又
は
参
加
人
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
。

三

裁
判
所
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
。

四

利
害
関
係
人
が
意
匠
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
て
請
求
し
た
と
き
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
十
五
条

特
許
法
第
三
十
八
条
（
共
同
出
願
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
）
並
び
に
第

四
十
三
条
の
三
（
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主
張
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
」
と
あ
る
の
は
「

意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
月
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す

る
書
面
を
提
出
す
る
者
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
前
二
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
四
十
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
法
第
三
十
三
条
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
特
許
を
受
け
る
権
利
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
に
準
用

す
る
。

３

特
許
法
第
三
十
五
条
（
仮
専
用
実
施
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
（
職
務
発
明
）
の
規
定
は
、
従
業
者
、
法
人
の
役
員
又
は
国
家
公
務
員
若
し
く
は
地
方
公
務
員
が
し

た
意
匠
の
創
作
に
準
用
す
る
。

第
三
章

審
査

（
審
査
官
に
よ
る
審
査
）

第
十
六
条

特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
に
意
匠
登
録
出
願
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
拒
絶
の
査
定
）

第
十
七
条

審
査
官
は
、
意
匠
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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一

そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
又
は
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
条
約
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

そ
の
意
匠
登
録
出
願
が
第
七
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

四

そ
の
意
匠
登
録
出
願
人
が
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
な
い
と
き
。

（
補
正
の
却
下
）

第
十
七
条
の
二

願
書
の
記
載
又
は
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
若
し
く
は
見
本
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
こ
れ
ら
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

審
査
官
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
補
正
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

４

審
査
官
は
、
意
匠
登
録
出
願
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
し
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
審
判
の
審
決
が
確
定
す
る
ま
で

そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
審
査
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
正
後
の
意
匠
に
つ
い
て
の
新
出
願
）

第
十
七
条
の
三

意
匠
登
録
出
願
人
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
補
正
後
の
意
匠
に
つ
い
て
新
た
な
意

匠
登
録
出
願
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
は
、
そ
の
補
正
に
つ
い
て
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
人
が
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
意
匠

登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四

特
許
庁
長
官
は
、
遠
隔
又
は
交
通
不
便
の
地
に
あ
る
者
の
た
め
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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２

審
判
長
は
、
遠
隔
又
は
交
通
不
便
の
地
に
あ
る
者
の
た
め
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
第
五
十
条
第
一
項
（
第
五
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
匠
登
録
の
査
定
）

第
十
八
条

審
査
官
は
、
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
意
匠
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
十
九
条

特
許
法
第
四
十
七
条
第
二
項
（
審
査
官
の
資
格
）
、
第
四
十
八
条
（
審
査
官
の
除
斥
）
、
第
五
十
条
（
拒
絶
理
由
の
通
知
）
、
第
五
十
二
条
（
査
定
の
方
式
）

及
び
第
五
十
四
条
（
訴
訟
と
の
関
係
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。

第
四
章

意
匠
権

第
一
節

意
匠
権

（
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
）

第
二
十
条

意
匠
権
は
、
設
定
の
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

２

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
分
の
登
録
料
の
納
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
す
る
。

３

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
意
匠
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
匠
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

意
匠
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

登
録
番
号
及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日

四

願
書
及
び
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
の
内
容

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

４

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
に
関
す
る
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
の
経
過
後
遅
滞
な
く
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
存
続
期
間
）

第
二
十
一
条

意
匠
権
（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
を
除
く
。
）
の
存
続
期
間
は
、
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。
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２

関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
）

第
二
十
二
条

本
意
匠
及
び
そ
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
は
、
分
離
し
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
本
意
匠

に
係
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
は
、
分
離
し
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
匠
権
の
効
力
）

第
二
十
三
条

意
匠
権
者
は
、
業
と
し
て
登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設

定
し
た
と
き
は
、
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
登
録
意
匠
の
範
囲
等
）

第
二
十
四
条

登
録
意
匠
の
範
囲
は
、
願
書
の
記
載
及
び
願
書
に
添
附
し
た
図
面
に
記
載
さ
れ
又
は
願
書
に
添
附
し
た
写
真
、
ひ
な
形
若
し
く
は
見
本
に
よ
り
現
わ
さ
れ
た

意
匠
に
基
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
意
匠
と
そ
れ
以
外
の
意
匠
が
類
似
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
需
要
者
の
視
覚
を
通
じ
て
起
こ
さ
せ
る
美
感
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条

登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
に
対
し
、
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の
判
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
判
定
に
準
用
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
裁
判
所
か
ら
登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
に
つ
い
て
鑑
定
の
嘱
託
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し

て
、
そ
の
鑑
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
鑑
定
の
嘱
託
に
準
用
す
る
。

（
他
人
の
登
録
意
匠
等
と
の
関
係
）

第
二
十
六
条

意
匠
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
そ
の
登
録
意
匠
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に

類
似
す
る
意
匠
、
特
許
発
明
若
し
く
は
登
録
実
用
新
案
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
意
匠
権
の
う
ち
登
録
意
匠
に
係
る
部
分
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日

前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
商
標
権
若
し
く
は
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
に
生
じ
た
他
人
の
著
作
権
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
業
と
し
て
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そ
の
登
録
意
匠
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

意
匠
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
そ
の
登
録
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
登
録
意
匠
若
し
く
は

こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
、
特
許
発
明
若
し
く
は
登
録
実
用
新
案
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
意
匠
権
の
う
ち
登
録
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
部
分
が

そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
意
匠
権
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
商
標
権
若
し
く
は
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
に
生
じ
た
他
人
の
著
作

権
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
二

意
匠
登
録
が
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
（
そ
の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第

三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
に
つ

い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
意
匠
権
者
に
対
し
、
当
該
意
匠
権
の
移
転
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
い
ず
れ
か
の
消
滅
後
は
、
当
該
消
滅
し
た
意
匠
権

が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
を
除
き
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
は
、
初
め
か
ら
当
該
登
録
を
受
け
た
者
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
と
み

な
す
。
当
該
意
匠
権
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て
の
第
六
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４

共
有
に
係
る
意
匠
権
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
そ
の
持
分
を
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十

三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
専
用
実
施
権
）

第
二
十
七
条

意
匠
権
者
は
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権

は
、
本
意
匠
及
び
す
べ
て
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
、
同
一
の
者
に
対
し
て
同
時
に
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
用
実
施
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

３

本
意
匠
の
意
匠
権
が
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
、
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
放
棄
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
本
意
匠

に
係
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
は
、
す
べ
て
の
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
同
一
の
者
に
対
し
て
同
時
に
設
定
す
る
場
合
に
限
り
、
設
定
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
法
第
七
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
移
転
等
）
、
第
九
十
七
条
第
二
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の

規
定
は
、
専
用
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
通
常
実
施
権
）

第
二
十
八
条

意
匠
権
者
は
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
他
人
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

通
常
実
施
権
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
又
は
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
業
と
し
て
そ
の
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る

権
利
を
有
す
る
。

３

特
許
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
共
有
）
、
第
九
十
七
条
第
三
項
（
放
棄
）
及
び
第
九
十
九
条
（
通
常
実
施
権
の
対
抗
力
）
の
規
定
は
、
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。

（
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
二
十
九
条

意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
を
知
ら
な
い
で
自
ら
そ
の
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
創
作
を
し
、
又
は
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
を
知
ら
な

い
で
そ
の
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
か
ら
知
得
し
て
、
意
匠
登
録
出
願
の
際
（
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
第
十
七
条
の
三
第
一

項
（
第
五
十
条
第
一
項
（
第
五
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
が

手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
際
又
は
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
際
）
現
に
日
本
国
内
に
お
い
て
そ
の
意

匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
意
匠
及
び
事
業
の
目

的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

（
先
出
願
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
二
十
九
条
の
二

意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
を
知
ら
な
い
で
自
ら
そ
の
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
創
作
を
し
、
又
は
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
を
知

ら
な
い
で
そ
の
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
か
ら
知
得
し
て
、
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
際
現
に
日
本
国
内
に
お
い
て
そ
の
意
匠
又
は
こ
れ

に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
（
前
条
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
意
匠
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有

す
る
。

一

そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
に
、
自
ら
そ
の
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
出
願
を
し
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
の
実
施
で
あ
る
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事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
自
ら
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
第
三
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
し
、
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が

確
定
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

（
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
二
十
九
条
の
三

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
意
匠
権
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又

は
そ
の
意
匠
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
前
に
、
意
匠
登
録
が
第
四
十
八
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る

。
）
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
で
あ

る
事
業
を
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
意
匠
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権

に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

当
該
意
匠
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
無
効
審
判
の
請
求
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
三
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
意
匠
登
録
無
効
審
判
の
請
求
の
登
録
前
に
、
意
匠
登
録
が
第
四
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
も

の
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
意
匠
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
意
匠
権
又
は
そ
の
意
匠
登
録
を
無
効
に
し
た
際
現
に
存
す
る
専
用
実
施
権

に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

一

同
一
又
は
類
似
の
意
匠
に
つ
い
て
の
二
以
上
の
意
匠
登
録
の
う
ち
、
そ
の
一
を
無
効
に
し
た
場
合
に
お
け
る
原
意
匠
権
者

二

意
匠
登
録
を
無
効
に
し
て
同
一
又
は
類
似
の
意
匠
に
つ
い
て
正
当
権
利
者
に
意
匠
登
録
を
し
た
場
合
に
お
け
る
原
意
匠
権
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
意
匠
登
録
無
効
審
判
の
請
求
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ

の
意
匠
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者

２

当
該
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
意
匠
権
等
の
存
続
期
間
満
了
後
の
通
常
実
施
権
）
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第
三
十
一
条

意
匠
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
の
う
ち
登
録
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
部
分
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係

る
意
匠
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
原
意
匠
権
者
は
、
原
意
匠
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
意
匠
権
又
は

そ
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
の
満
了
の
際
現
に
存
す
る
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
出
願
に
係
る
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条

意
匠
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
の
う
ち
登
録
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
部
分
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係

る
意
匠
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
満
了
の
際
現
に
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用

実
施
権
又
は
そ
の
意
匠
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
は
、
原
権
利
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
意
匠
権
又
は
そ
の
意
匠
権
の
存
続
期

間
の
満
了
の
際
現
に
存
す
る
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
出
願
に
係
る
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
が
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
準
用
す
る
。

３

当
該
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

（
通
常
実
施
権
の
設
定
の
裁
定
）

第
三
十
三
条

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
そ
の
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
が
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
他
人
に

対
し
そ
の
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
た
め
の
通
常
実
施
権
又
は
特
許
権
若
し
く
は
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て

協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
協
議
を
求
め
ら
れ
た
第
二
十
六
条
の
他
人
は
、
そ
の
協
議
を
求
め
た
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
協
議
に
よ
り
通
常
実
施
権

又
は
特
許
権
若
し
く
は
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
の
許
諾
を
受
け
て
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

通
常
実
施
権
の
許
諾
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
裁
定
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
二
十
六
条
の
他
人
は
、
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
答
弁
書
を
提
出
す
べ
き
期
間
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
指
定
し
た
期
間
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官
の
裁
定
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を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

特
許
庁
長
官
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
第
二
十
六
条
の
他
人
又
は
意
匠
権
者
若
し
く
は
専
用
実
施
権
者
の
利

益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
裁
定
の
請
求
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
な
い

と
き
は
、
当
該
通
常
実
施
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

特
許
法
第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
二
ま
で
（
裁
定
の
手
続
等
）
の
規
定
は
、
第
三
項
又
は
第
四

項
の
裁
定
に
準
用
す
る
。

（
通
常
実
施
権
の
移
転
等
）

第
三
十
四
条

通
常
実
施
権
は
、
前
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
特
許
法
第
九
十
二
条
第
三
項
又
は
実
用
新
案
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
を
除

き
、
実
施
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
、
意
匠
権
者
（
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
意
匠
権
者
及
び
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾
を
得
た
場
合
及

び
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

通
常
実
施
権
者
は
、
前
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
特
許
法
第
九
十
二
条
第
三
項
又
は
実
用
新
案
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
を
除
き
、
意

匠
権
者
（
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
に
あ
つ
て
は
、
意
匠
権
者
及
び
専
用
実
施
権
者
）
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
質
権
を

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
三
項
、
特
許
法
第
九
十
二
条
第
三
項
又
は
実
用
新
案
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
通
常
実
施
権
者
の
当
該
意
匠
権
、
特
許
権

又
は
実
用
新
案
権
が
実
施
の
事
業
と
と
も
に
移
転
し
た
と
き
は
こ
れ
ら
に
従
つ
て
移
転
し
、
そ
の
意
匠
権
、
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
が
実
施
の
事
業
と
分
離
し
て
移
転

し
た
と
き
、
又
は
消
滅
し
た
と
き
は
消
滅
す
る
。

４

前
条
第
四
項
の
裁
定
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
そ
の
通
常
実
施
権
者
の
当
該
意
匠
権
、
特
許
権
又
は
実
用
新
案
権
に
従
つ
て
移
転
し
、
そ
の
意
匠
権
、
特
許
権
又
は
実

用
新
案
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
消
滅
す
る
。

（
質
権
）

第
三
十
五
条

意
匠
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
を
目
的
と
し
て
質
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
質
権
者
は
、
契
約
で
別
段
の
定
を
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
登
録
意

匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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２

特
許
法
第
九
十
六
条
（
物
上
代
位
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
に
準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
に
準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
六
条

特
許
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
特
許
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）
、
第
七
十
三
条
（
共
有
）
、
第
七
十
六
条
（
相
続
人
が
な
い
場
合
の
特
許

権
の
消
滅
）
、
第
九
十
七
条
第
一
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
に
準
用
す
る
。

第
二
節

権
利
侵
害

（
差
止
請
求
権
）

第
三
十
七
条

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は

予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
に
係
る
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
そ
の
意
匠
に
関
し
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
つ
て
特
許
庁
長
官
の
証
明
を
受
け
た
も
の
を
提
示
し
て
警
告
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

業
と
し
て
、
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
（
譲
渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い
、
そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ

ム
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
す
る
行
為

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）
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第
三
十
九
条

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
物
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗

じ
て
得
た
額
を
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
の
実
施
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を

請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、
意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
が
受
け
た
損
害
の

額
と
推
定
す
る
。

３

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠

の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
、
自
己
が
受
け
た
損
害
の
額
と
し
て
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
故
意
又

は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
失
の
推
定
）

第
四
十
条

他
人
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
そ
の
侵
害
の
行
為
に
つ
い
て
過
失
が
あ
つ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
に
係
る
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
一
条

特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
、
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使
の
制
限
、
主
張
の
制
限
、
書
類
の
提
出
等
、
損

害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）
及
び
第
百
六
条
（
信
用

回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

第
三
節

登
録
料

（
登
録
料
）
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第
四
十
二
条

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
意
匠
権
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
一
件
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
八
千
五
百
円

二

第
四
年
か
ら
第
二
十
年
ま
で

毎
年
一
万
六
千
九
百
円

２

前
項
の
規
定
は
、
国
に
属
す
る
意
匠
権
に
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
の
登
録
料
は
、
意
匠
権
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定

す
る
登
録
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
登
録
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

５

第
一
項
の
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合

に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
料
の
納
付
期
限
）

第
四
十
三
条

前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
分
の
登
録
料
は
、
意
匠
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料
は
、
前
年
以
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延

長
後
の
期
間
）
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ

つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
害
関
係
人
に
よ
る
登
録
料
の
納
付
）

第
四
十
三
条
の
二

利
害
関
係
人
は
、
納
付
す
べ
き
者
の
意
に
反
し
て
も
、
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
納
付
し
た
利
害
関
係
人
は
、
納
付
す
べ
き
者
が
現
に
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
そ
の
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
料
の
追
納
）



- 163 -

第
四
十
四
条

意
匠
権
者
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
そ

の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
意
匠
権
者
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
ほ
か
、
そ
の
登
録
料
と
同
額
の
割
増
登
録
料
を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場

合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

意
匠
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
そ
の
登
録
料
及
び
第
二
項
の
割
増
登
録
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権

は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
遡
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
登
録
料
の
追
納
に
よ
る
意
匠
権
の
回
復
）

第
四
十
四
条
の
二

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
意
匠
権
の
原
意
匠
権
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
内
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
な

く
な
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
一
年
以
内
に
限
り
、
そ
の
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
の
追
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て

存
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

（
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

第
四
十
四
条
の
三

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
が
回
復
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
意
匠
権
の
回
復
の
登
録
前
に
輸
入
し
、
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
し
、
若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠

に
係
る
物
品
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
意
匠
権
の
回
復

の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施

二

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為
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三

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

（
特
許
法
の
準
用
）

第
四
十
五
条

特
許
法
第
百
十
一
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
（
既
納
の
特
許
料
の
返
還
）
の
規
定
は
、
登
録
料
に
準
用
す
る
。

第
五
章

審
判

（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
）

第
四
十
六
条

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
査
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
拒
絶
査
定
不
服

審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
）

第
四
十
七
条

第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三

月
以
内
に
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
意
匠
登
録
出
願
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
請
求
に
準
用
す
る
。

（
意
匠
登
録
無
効
審
判
）

第
四
十
八
条

意
匠
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
意
匠
登
録
無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

そ
の
意
匠
登
録
が
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
又
は
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
そ
の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
意
匠
登
録

に
係
る
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。
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二

そ
の
意
匠
登
録
が
条
約
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
。

三

そ
の
意
匠
登
録
が
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
者
の
意
匠
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
（
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
。

四

意
匠
登
録
が
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権
者
が
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
を
享
有
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
に
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
意
匠
登
録
が
条
約
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

２

意
匠
登
録
無
効
審
判
は
、
何
人
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
匠
登
録
が
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
又
は
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
、
当
該
意
匠
登
録
に
係
る

意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

意
匠
登
録
無
効
審
判
は
、
意
匠
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

審
判
長
は
、
意
匠
登
録
無
効
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
者
そ
の
他
そ
の
意
匠
登
録
に
関
し
登
録
し
た
権
利
を

有
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条

意
匠
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
意
匠
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
意
匠
登
録
が
前
条
第

一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
意
匠
権
は
、
そ
の
意
匠
登
録
が
同
号
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
時
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
審
査
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
五
十
条

第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
七
条
の
三
第

一
項
中
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
日
」
と
、
第
十
七
条
の
二
第
四
項
中
「
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
を
請
求
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
第
一
項
の
訴

え
を
提
起
し
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
八
条
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
ら
に
審
査
に
付
す
べ
き
旨
の
審
決
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

特
許
法
第
五
十
条
（
拒
絶
理
由
の
通
知
）
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
お
い
て
査
定
の
理
由
と
異
な
る
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
特
則
）
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第
五
十
一
条

補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
に
お
い
て
決
定
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
判
断
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
審
査
官
を
拘
束
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
五
十
二
条

特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
三
十
四
条
ま
で
、
第
百

三
十
五
条
か
ら
第
百
五
十
四
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
五
十
八
条
、
第

百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
六
十
一
条
並
び
に
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
七
十
条
ま
で
（
審
判
の
請
求
、
審
判
官
、
審
判
の
手
続
、
訴
訟
と
の
関
係
及
び
審
判

に
お
け
る
費
用
）
の
規
定
は
、
審
判
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事
件
が
」
と

あ
る
の
は
「
事
件
が
」
と
、
同
法
第
百
六
十
一
条
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
百
六
十
九
条
第
三
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
訂
正
審
判
」

と
あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

再
審
及
び
訴
訟

（
再
審
の
請
求
）

第
五
十
三
条

確
定
審
決
に
対
し
て
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
三
十
九
条
（
再
審
の
事
由
）
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
の
請
求
に

準
用
す
る
。

第
五
十
四
条

審
判
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
が
共
謀
し
て
第
三
者
の
権
利
又
は
利
益
を
害
す
る
目
的
を
も
つ
て
審
決
を
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
は
、
そ
の
確
定
審

決
に
対
し
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
再
審
は
、
そ
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
を
共
同
被
請
求
人
と
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
意
匠
権
の
効
力
の
制
限
）

第
五
十
五
条

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
は
、
意
匠
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意

に
輸
入
し
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
製
造
し
若
し
く
は
取
得
し
た
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
に
は
、
及
ば
な
い
。

２

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
は
、
意
匠
権
の
効
力
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
お
け
る
次
に
掲

げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
善
意
の
実
施
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二

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
し
た
行
為

三

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
五
十
六
条

無
効
に
し
た
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
、
又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の

実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
意
匠
及
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
意

匠
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

（
審
判
の
規
定
の
準
用
）

第
五
十
七
条

第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

２

第
五
十
一
条
の
規
定
は
、
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
五
十
八
条

特
許
法
第
百
七
十
三
条
及
び
第
百
七
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
再
審
に
準
用
す
る
。

２

特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
四

条
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
ま
で
、
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
五
十
八
条
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
七
条
の
二
本
文
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
百
七
十

条
の
規
定
は
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
六
十
九
条
第
三
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
訂

正
審
判
」
と
あ
る
の
は
、
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
四

条
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
ま
で
、
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
七
条
の
二
本
文
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
百
七
十
条
の
規
定
は
、
補
正
却
下
決
定
不

服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
六
十
九
条
第
三
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
訂
正
審
判
」
と
あ
る
の
は
、
「

補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

特
許
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
無
効
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
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（
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
）

第
五
十
九
条

審
決
に
対
す
る
訴
え
、
第
五
十
条
第
一
項
（
第
五
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
及
び
審
判
又
は
再
審
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
。

２

特
許
法
第
百
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
出
訴
期
間
等
）
、
第
百
七
十
九
条
（
被
告
適
格
）
、
第
百
八
十
条
第
一
項
（
出
訴
の
通
知
等
）
及
び
第
百
八
十
条

の
二
か
ら
第
百
八
十
二
条
ま
で
（
審
決
取
消
訴
訟
に
お
け
る
特
許
庁
長
官
の
意
見
、
審
決
又
は
決
定
の
取
消
し
及
び
裁
判
の
正
本
等
の
送
付
）
の
規
定
は
、
前
項
の
訴
え

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
「
訴
え
に
係
る
請
求
項
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
」
と
あ
る
の
は
、
「
旨
を
記
載
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
対
価
の
額
に
つ
い
て
の
訴
え
）

第
六
十
条

第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
裁
定
で
定
め
る
対
価
の
額
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
訴
え
を
提
起
し
て
そ
の
額
の
増

減
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
（
出
訴
期
間
）
及
び
第
百
八
十
四
条
（
被
告
適
格
）
の
規
定
は
、
前
項
の
訴
え
に
準
用
す
る
。

第
六
十
条
の
二

削
除

第
六
章
の
二

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
特
例

第
一
節

国
際
登
録
出
願

（
国
際
登
録
出
願
）

第
六
十
条
の
三

日
本
国
民
又
は
日
本
国
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
外
国
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る

ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
（
以
下
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
」
と
い
う
。
）
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
出
願
」
と
い
う
。
）
を
す
る

（vii）

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て
国
際
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
国
語
で
作
成
し
た
願

書
及
び
必
要
な
物
件
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
匠
登
録
出
願
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
条
の
四

第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
十
七
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
国
際
登
録
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出
願
に
準
用
す
る
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
条
の
五

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
登
録
出
願
に
関
し
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
及
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
規
則
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な

事
項
の
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
特
例

（
国
際
出
願
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
）

第
六
十
条
の
六

日
本
国
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
指
定
締
約
国
と
す
る
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
そ
の
国
際
出
願
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第

（xix）

一
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
国
際
登
録
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条

の
規
定
に
よ
る
公
表
（
以
下
「
国
際
公
表
」
と
い
う

（vi）

（3）
（a）

。
）
が
さ
れ
た
も
の
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日
（
以
下
「
国
際
登
録
の
日
」
と
い

（2）

う
。
）
に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
す
。

２

二
以
上
の
意
匠
を
包
含
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
登
録
の
対
象
で

あ
る
意
匠
ご
と
に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
」
と
す
る
。

３

第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
意
匠
登
録
出
願
」

と
い
う
。
）
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
、
第

（viii）

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
願
書
に
記
載
さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。

国
際
登
録
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
住
所

意
匠
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所

意
匠
の
創
作
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
を
構
成
す
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
製
品
又
は

意
匠
に
係
る
物
品

国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
若
し
く
は
二
以

上
の
製
品

４

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
国
際
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
意
匠
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
図
面
に
記
載
さ
れ
た
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意

匠
と
み
な
す
。
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（
意
匠
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
特
例
）

第
六
十
条
の
七

第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
際
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
意
匠
が
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
国
際
公
表
が
あ
つ
た
日
後
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
連
意
匠
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
条
の
八

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
と
関
連
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
が
国
際
意
匠
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
又
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
」
と
す
る
。

（1）
（a）

（
秘
密
意
匠
の
特
例
）

第
六
十
条
の
九

国
際
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
パ
リ
条
約
等
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び

第
九
項
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
に

（1）
（a）

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
期
間
内
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出

す
る
者
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
一

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
相
続

そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
を
除
き
、
特
許
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
事
務
局
」
と
す
る
。

（xxviii）

２

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
国
際
公
表
の
効
果
等
）

第
六
十
条
の
十
二

国
際
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
は
、
国
際
公
表
が
あ
つ
た
後
に
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
を
記
載
し
た
書
面
を
提
示
し
て
警
告
を
し
た
と
き
は

、
そ
の
警
告
後
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
前
に
業
と
し
て
そ
の
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
を
実
施
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
国
際
意
匠
登

録
出
願
に
係
る
意
匠
が
登
録
意
匠
で
あ
る
場
合
に
そ
の
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
補
償
金
の
支
払

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
警
告
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
国
際
公
表
が
さ
れ
た
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
意
匠
権
の
設
定

の
登
録
前
に
業
と
し
て
そ
の
国
際
公
表
が
さ
れ
た
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
を
実
施
し
た
者
に
対
し
て
は
、
同
様
と
す
る
。

２

特
許
法
第
六
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「

出
願
公
開
後
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
公
表
後
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
一
条
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
四
条
の
三
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
五
条
の

四
か
ら
第
百
五
条
の
七
ま
で
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
三
十
八
条
、
同
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
条
の
二
か
ら
第
百
五
条
の
二
ま
で
及

び
第
百
五
条
の
四
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
並
び
に
意
匠
法
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
三

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
分

の
登
録
料
の
納
付
」
と
あ
る
の
は
、
「
意
匠
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
」
と
す
る
。

（
国
際
登
録
の
消
滅
に
よ
る
効
果
）

第
六
十
条
の
十
四

国
際
意
匠
登
録
出
願
は
、
そ
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
の
登
録
を
受
け
た
意
匠
権
（
以
下
「
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
」
と
い
う

。
）
は
、
そ
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
二
項
の
効
果
は
、
国
際
登
録
簿
か
ら
当
該
国
際
登
録
が
消
滅
し
た
日
か
ら
生
ず
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
五

本
意
匠
の
意
匠
権
が
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十

四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
」
と
す
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設
定
の
特
例
）
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第
六
十
条
の
十
六

本
意
匠
の
意
匠
権
が
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十

四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
」
と
す
る
。

（
意
匠
権
の
放
棄
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
七

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
意
匠
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
意
匠
権
の
登
録
の
効
果
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
八

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
の
移
転
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
放
棄
に
よ
る
消
滅
又
は
処
分
の
制
限
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な

い
。

２

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
意
匠
原
簿
へ
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
条
の
十
九

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
意
匠
権
の
設
定
、
移
転
、
信
託

に
よ
る
変
更
、
消
滅
、
回
復
又
は
処
分
の
制
限
」
と
あ
る
の
は
、
「
意
匠
権
の
設
定
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
消
滅
（
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
処

分
の
制
限
」
と
す
る
。

２

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
の
移
転
又
は
消
滅
（
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
国
際
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
意
匠
公
報
の
特
例
）

第
六
十
条
の
二
十

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
第
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
回
復
（
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
（

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
七
条

の
更
新
が
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（2）

（
国
際
意
匠
登
録
出
願
の
個
別
指
定
手
数
料
）

第
六
十
条
の
二
十
一

国
際
意
匠
登
録
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
七
条

の
個
別
の
指
定
手
数
料
（
以
下
「
個
別
指
定
手
数
料
」
と
い
う
。

（2）

）
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
七
万
四
千
六
百
円
に
相
当
す
る
額
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
国
際
事
務
局
（
次
項
に
お
い
て
「
国
際
事
務
局
」
と
い

(xxⅷ)

う
。
）
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
が
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
七
条

の
更
新
（
国
際
登
録
の
日
か
ら

（2）

十
五
年
を
経
過
し
た
後
に
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
者
は
、
個
別
指
定
手
数
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
八
万
四
千
五
百
円
に
相
当
す
る
額
を
国
際
事
務
局
に
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
際
意
匠
登
録
出
願
及
び
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
及
び
第
六
十
七
条
第
二
項
（
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
）

第
六
十
条
の
二
十
二

国
際
意
匠
登
録
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
前

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
個
別
指
定
手
数
料
を
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
額
を
返
還
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
は
、
国
際
意
匠
登
録
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く

は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後

六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
条
の
二
十
三

第
六
十
条
の
六
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
及
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
規
則
を
実
施
す
る
た
め
必

要
な
事
項
の
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
七
章

雑
則

（
手
続
の
補
正
）

第
六
十
条
の
二
十
四

意
匠
登
録
出
願
、
請
求
そ
の
他
意
匠
登
録
に
関
す
る
手
続
を
し
た
者
は
、
事
件
が
審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
補

正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
匠
原
簿
へ
の
登
録
）

第
六
十
一
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
特
許
庁
に
備
え
る
意
匠
原
簿
に
登
録
す
る
。
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一

意
匠
権
の
設
定
、
移
転
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
消
滅
、
回
復
又
は
処
分
の
制
限

二

専
用
実
施
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

三

意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

２

意
匠
原
簿
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
磁
気
テ
ー
プ
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
意
匠
登
録
証
の
交
付
）

第
六
十
二
条

特
許
庁
長
官
は
、
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
又
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
意
匠

権
者
に
対
し
、
意
匠
登
録
証
を
交
付
す
る
。

２

意
匠
登
録
証
の
再
交
付
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
証
明
等
の
請
求
）

第
六
十
三
条

何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
意
匠
登
録
に
関
し
、
証
明
、
書
類
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
、
書
類
、
ひ
な
形
若
し
く
は
見
本
の
閲
覧
若
し
く
は
謄

写
又
は
意
匠
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
書
類
、
ひ
な
形
又
は
見
本
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

願
書
、
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
若
し
く
は
見
本
又
は
意
匠
登
録
出
願
の
審
査
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
意
匠
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

二

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
に
関
す
る
書
類
、
ひ
な
形
又
は
見
本

三

判
定
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
事
者
か
ら
当
該
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
営
業
秘
密
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の

四

拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
事
件
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

五

意
匠
登
録
無
効
審
判
又
は
そ
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
か
ら
当
該
当
事
者
又
は
参
加
人
の
保
有
す
る
営
業

秘
密
が
記
載
さ
れ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の

六

個
人
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
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七

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
、
ひ
な
形
又
は
見
本
に
つ
い
て
、
同
項
本
文
の
請
求
を
認
め
る
と
き
は
、
当
該
書
類
、
ひ
な
形
又
は

見
本
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

意
匠
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び
意
匠
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

意
匠
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び
意
匠
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
意
匠
登
録
表
示
）

第
六
十
四
条

意
匠
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物

品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
そ
の
物
品
が
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
意
匠
登
録
表
示
」
と
い
う
。
）
を
附
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

第
六
十
五
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
附
す
る
行
為

二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
物
品
又
は
そ
の
物
品
の
包
装
に
意
匠
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示

を
附
し
た
も
の
を
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
の
た
め
に
展
示
す
る
行
為

三

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
以
外
の
物
品
を
製
造
さ
せ
若
し
く
は
使
用
さ
せ
る
た
め
、
又
は
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
し
渡
す
た
め
、
広
告
に
そ

の
物
品
が
登
録
意
匠
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
旨
を
表
示
し
、
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
行
為

（
意
匠
公
報
）

第
六
十
六
条

特
許
庁
は
、
意
匠
公
報
を
発
行
す
る
。

２

意
匠
公
報
に
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 176 -

一

意
匠
権
の
消
滅
（
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
る
も
の
及
び
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
回
復
（
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
に
限
る
。
）

二

審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
若
し
く
は
そ
の
取
下
げ
又
は
審
判
若
し
く
は
再
審
の
確
定
審
決
（
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

三

裁
定
の
請
求
若
し
く
は
そ
の
取
下
げ
又
は
裁
定

四

第
五
十
九
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
の
確
定
判
決
（
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た

と
き
は
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
意
匠
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
中
に
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
登
録
出
願
が
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
意
匠
登
録
出
願
に
関
す
る
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
拒
絶
を

す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
（
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
意
匠
登
録
出
題
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
う
ち
最
も
長
い
期
間
）
の
経
過
後
遅
滞
な
く
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

意
匠
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

意
匠
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

願
書
及
び
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
又
は
見
本
の
内
容

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
手
数
料
）

第
六
十
七
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
を
示
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
者

二

第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
継
の
届
出
を
す
る
者

三

第
十
七
条
の
四
、
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又
は
次

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
日
の
変
更
を
請
求
す
る
者

四

国
際
登
録
出
願
を
す
る
者

五

意
匠
登
録
証
の
再
交
付
を
請
求
す
る
者
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六

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
を
請
求
す
る
者

七

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
者

八

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
、
ひ
な
形
又
は
見
本
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
請
求
す
る
者

九

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
者

２

別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

４

意
匠
権
又
は
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
国
と
国
以
外
の
者
が
自
己
の
意
匠
権
又

は
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
手
数
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

６

第
一
項
又
は
第
二
項
の
手
数
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

過
誤
納
の
手
数
料
は
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

９

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
六
十
八
条

特
許
法
第
三
条
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
期
間
及
び
期
日
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
期
間
及
び
期
日
に
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
中
「
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
意
匠
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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２

特
許
法
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
百
九
十
四
条
（

手
続
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
、
請
求
そ
の
他
意
匠
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
条
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る

の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
若
し
く
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、
同
法
第
十
四
条
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却

下
決
定
不
服
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

特
許
法
第
二
十
五
条
（
外
国
人
の
権
利
の
享
有
）
の
規
定
は
、
意
匠
権
そ
の
他
意
匠
登
録
に
関
す
る
権
利
に
準
用
す
る
。

４

特
許
法
第
二
十
六
条
（
条
約
の
効
力
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
に
準
用
す
る
。

５

特
許
法
第
百
八
十
九
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
（
送
達
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
送
達
に
準
用
す
る
。

６

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
準
用
す
る
。

７

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
四
（
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
制
限
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
却
下
の
決
定
、
査
定
、
審
決
及

び
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
並
び
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分
又
は
こ
れ
ら
の
不

作
為
に
準
用
す
る
。

第
八
章

罰
則

（
侵
害
の
罪
）

第
六
十
九
条

意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
（
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
を

除
く
。
）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
六
十
九
条
の
二

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
詐
欺
の
行
為
の
罪
）

第
七
十
条

詐
欺
の
行
為
に
よ
り
意
匠
登
録
又
は
審
決
を
受
け
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
虚
偽
表
示
の
罪
）

第
七
十
一
条

第
六
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
偽
証
等
の
罪
）
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第
七
十
二
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
、
鑑
定
人
又
は
通
訳
人
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
、
鑑
定
又
は
通
訳
を
し

た
と
き
は
、
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
、
又
は
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自
白
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
を
漏
ら
し
た
罪
）

第
七
十
三
条

特
許
庁
の
職
員
又
は
そ
の
職
に
あ
つ
た
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
得
し
た
意
匠
登
録
出
願
中
の
意
匠
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は

、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

第
七
十
三
条
の
二

第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
条
の
四
第
一
項
（
第
六
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
五
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科

す
る
。

２

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
七
十
四
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
で
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
六
十
九
条
、
第
六
十
九
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
七
十
条
又
は
第
七
十
一
条

三
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
二
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告

訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
十
九
条
、
第
六
十
九
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。
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（
過
料
）

第
七
十
五
条

第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
、
第
五
十
二
条
に
お
い
て
、
第
五
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
お

い
て
、
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第

二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
者
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
七
十
六
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
呼
出
し
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
出
頭
せ
ず
、
又
は
宣
誓
、
陳

述
、
証
言
、
鑑
定
若
し
く
は
通
訳
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
七
十
七
条

証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
に
関
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
命
じ

ら
れ
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

別
表
（
第
六
十
七
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一

意
匠
登
録
出
願
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
円

二

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請

一
件
に
つ
き
五
千
百
円

求
す
る
者

三

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
る
者

一
件
に
つ
き
四
万
円

四

裁
定
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

五

裁
定
の
取
消
し
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
万
七
千
五
百
円

六

審
判
又
は
再
審
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

七

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十

五
号
）
及
び
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
商
標
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
標
の
使
用
を
す
る
者
の
業
務
上
の
信
用
の
維
持
を
図
り
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
需
要
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者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
商
標
」
と
は
、
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
文
字
、
図
形
、
記
号
、
立
体
的
形
状
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら

の
結
合
、
音
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
標
章
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

業
と
し
て
商
品
を
生
産
し
、
証
明
し
、
又
は
譲
渡
す
る
者
が
そ
の
商
品
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

二

業
と
し
て
役
務
を
提
供
し
、
又
は
証
明
す
る
者
が
そ
の
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
第
二
号
の
役
務
に
は
、
小
売
及
び
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
法
律
で
標
章
に
つ
い
て
「
使
用
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

商
品
又
は
商
品
の
包
装
に
標
章
を
付
す
る
行
為

二

商
品
又
は
商
品
の
包
装
に
標
章
を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
提
供
す
る
行
為

三

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
（
譲
渡
し
、
又
は
貸
し
渡
す
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
標
章
を
付
す
る
行
為

四

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
標
章
を
付
し
た
も
の
を
用
い
て
役
務
を
提
供
す
る
行
為

五

役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物
（
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
標
章
を
付
し
た
も
の
を
役
務
の

提
供
の
た
め
に
展
示
す
る
行
為

六

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
当
該
役
務
の
提
供
に
係
る
物
に
標
章
を
付
す
る
行
為

七

電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
映
像
面
を
介
し
た
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
映
像
面
に
標
章
を
表
示
し
て
役
務
を
提
供
す
る
行
為

八

商
品
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る
広
告
、
価
格
表
若
し
く
は
取
引
書
類
に
標
章
を
付
し
て
展
示
し
、
若
し
く
は
頒
布
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
内
容
と
す
る
情
報
に
標
章
を

付
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
行
為

九

音
の
標
章
に
あ
つ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
商
品
の
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
又
は
役
務
の
提
供
の
た
め
に
音
の
標
章
を
発
す
る
行
為

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
行
為
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４

前
項
に
お
い
て
、
商
品
そ
の
他
の
物
に
標
章
を
付
す
る
こ
と
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
標
章
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
も

の
と
す
る
。

一

文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
立
体
的
形
状
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又
は
こ
れ
ら
と
色
彩
と
の
結
合
の
標
章

商
品
若
し
く
は
商
品
の
包
装
、
役
務
の
提
供
の
用

に
供
す
る
物
又
は
商
品
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る
広
告
を
標
章
の
形
状
と
す
る
こ
と
。

二

音
の
標
章

商
品
、
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物
又
は
商
品
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る
広
告
に
記
録
媒
体
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
（
商
品
、
役
務
の
提
供

の
用
に
供
す
る
物
又
は
商
品
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る
広
告
自
体
が
記
録
媒
体
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
記
録
媒
体
に
標
章
を
記
録
す
る
こ
と
。

５

こ
の
法
律
で
「
登
録
商
標
」
と
は
、
商
標
登
録
を
受
け
て
い
る
商
標
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
商
品
に
類
似
す
る
も
の
の
範
囲
に
は
役
務
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
し
、
役
務
に
類
似
す
る
も
の
の
範
囲
に
は
商
品
が
含
ま
れ
る
こ
と

が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

商
標
登
録
及
び
商
標
登
録
出
願

（
商
標
登
録
の
要
件
）

第
三
条

自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
標
を
除
き
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
商
品
又
は
役
務
の
普
通
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

二

そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
商
標

三

そ
の
商
品
の
産
地
、
販
売
地
、
品
質
、
原
材
料
、
効
能
、
用
途
、
形
状
（
包
装
の
形
状
を
含
む
。
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

生
産
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
又
は
そ
の
役
務
の
提
供
の
場
所
、
質
、
提
供
の
用
に
供
す
る
物
、
効
能
、
用
途
、

態
様
、
提
供
の
方
法
若
し
く
は
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

四

あ
り
ふ
れ
た
氏
又
は
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

五

極
め
て
簡
単
で
、
か
つ
、
あ
り
ふ
れ
た
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
需
要
者
が
何
人
か
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
商
標

２

前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
商
標
で
あ
つ
て
も
、
使
用
を
さ
れ
た
結
果
需
要
者
が
何
人
か
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
商
標
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

国
旗
、
菊
花
紋
章
、
勲
章
、
褒
章
又
は
外
国
の
国
旗
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

二

パ
リ
条
約
（
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百

三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工

業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約

国
の
国
の
紋
章
そ
の
他
の
記
章
（
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
国
旗
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が

指
定
す
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

三

国
際
連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関
（
ロ
に
お
い
て
「
国
際
機
関
」
と
い
う
。
）
を
表
示
す
る
標
章
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
商

標
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の

商
品
若
し
く
は
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

ロ

国
際
機
関
の
略
称
を
表
示
す
る
標
章
と
同
一
又
は
類
似
の
標
章
か
ら
な
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
国
際
機
関
と
関
係
が
あ
る
と
の
誤
認
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い

商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

四

赤
十
字
の
標
章
及
び
名
称
等
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
一
条
の
標
章
若
し
く
は
名
称
又
は
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お

け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
特
殊
標
章
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

五

日
本
国
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
監
督
用
又
は
証
明
用
の
印
章
又
は

記
号
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
標
章
を
有
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
印
章
又
は
記
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
商
品
又
は
役
務
と
同

一
又
は
類
似
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

六

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
機
関
、
公
益
に
関
す
る
団
体
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
又
は
公
益
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
営
利
を

目
的
と
し
な
い
も
の
を
表
示
す
る
標
章
で
あ
つ
て
著
名
な
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

七

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標
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八

他
人
の
肖
像
又
は
他
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
著
名
な
雅
号
、
芸
名
若
し
く
は
筆
名
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
を
含
む
商
標
（
そ
の
他
人
の
承
諾

を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

九

政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
政
府
等
」
と
い
う
。
）
が
開
設
す
る
博
覧
会
若
し
く
は
政
府
等
以
外
の
者
が
開
設
す
る
博
覧
会
で
あ
つ
て
特
許
庁
長
官
の

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
外
国
で
そ
の
政
府
等
若
し
く
は
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
が
開
設
す
る
国
際
的
な
博
覧
会
の
賞
と
同
一
又
は
類
似
の
標
章
を
有
す
る

商
標
（
そ
の
賞
を
受
け
た
者
が
商
標
の
一
部
と
し
て
そ
の
標
章
の
使
用
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十

他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
商

品
若
し
く
は
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
一

当
該
商
標
登
録
出
願
の
日
前
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
他
人
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は

指
定
役
務
（
第
六
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
商
品
又
は
役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
二

他
人
の
登
録
防
護
標
章
（
防
護
標
章
登
録
を
受
け
て
い
る
標
章
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
防
護
標
章
登
録
に
係
る
指
定
商
品
又

は
指
定
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
三

削
除

十
四

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
を
受
け
た
品
種
の
名
称
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
品
種

の
種
苗
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
五

他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標
（
第
十
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
六

商
品
の
品
質
又
は
役
務
の
質
の
誤
認
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標

十
七

日
本
国
の
ぶ
ど
う
酒
若
し
く
は
蒸
留
酒
の
産
地
の
う
ち
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
表
示
す
る
標
章
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
ぶ
ど
う
酒
若
し
く
は

蒸
留
酒
の
産
地
を
表
示
す
る
標
章
の
う
ち
当
該
加
盟
国
に
お
い
て
当
該
産
地
以
外
の
地
域
を
産
地
と
す
る
ぶ
ど
う
酒
若
し
く
は
蒸
留
酒
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
有
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
当
該
産
地
以
外
の
地
域
を
産
地
と
す
る
ぶ
ど
う
酒
又
は
蒸
留
酒
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
八

商
品
等
（
商
品
若
し
く
は
商
品
の
包
装
又
は
役
務
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
然
に
備
え
る
特
徴
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も

の
の
み
か
ら
な
る
商
標
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十
九

他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
け
る
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
と
同
一
又
は
類
似
の

商
標
で
あ
つ
て
、
不
正
の
目
的
（
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
、
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
そ
の
他
の
不
正
の
目
的
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
使
用
を
す
る

も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
機
関
、
公
益
に
関
す
る
団
体
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
又
は
公
益
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
営
利
を
目

的
と
し
な
い
も
の
を
行
つ
て
い
る
者
が
前
項
第
六
号
の
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
出
願
を
す
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
又
は
第
十
九
号
に
該
当
す
る
商
標
で
あ
つ
て
も
、
商
標
登
録
出
願
の
時
に
当
該
各
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
登
録
出
願
）

第
五
条

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
に
必
要
な
書
面
を
添
付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
標
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標

三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

２

次
に
掲
げ
る
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
標
に
係
る
文
字
、
図
形
、
記
号
、
立
体
的
形
状
又
は
色
彩
が
変
化
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
変
化
の
前
後
に
わ
た
る
そ
の
文
字
、
図
形
、
記
号
、
立
体
的
形
状

若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
か
ら
な
る
商
標

二

立
体
的
形
状
（
文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
と
の
結
合
を
含
む
。
）
か
ら
な
る
商
標
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

音
か
ら
な
る
商
標

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
商
標

３

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
に
つ
い
て
、
特
許
庁
長
官
の
指
定
す
る
文
字
（
以
下
「
標
準
文
字
」
と
い
う
。
）
の
み
に
よ
つ
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
旨
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
商
標
の
詳
細
な
説
明
を
願
書
に
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記
載
し
、
又
は
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物
件
を
願
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
記
載
及
び
物
件
は
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
特
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
記
載
し
た
部
分
の
う
ち
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
記
載
す
る
欄
の
色
彩
と
同
一
の
色
彩
で
あ
る
部
分
は
、
そ
の
商

標
の
一
部
で
な
い
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
色
彩
を
付
す
べ
き
範
囲
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
欄
の
色
彩
と
同
一
の
色
彩
を
付
す
べ
き
旨
を
表
示
し
た
部
分
に
つ
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
出
願
の
日
の
認
定
等
）

第
五
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
商
標
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
商
標
登
録
出
願
に
係
る
願
書
を
提
出
し
た
日
を
商
標
登
録
出
願
の
日
と
し

て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
表
示
が
明
確
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

商
標
登
録
出
願
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
記
載
が
な
く
、
又
は
そ
の
記
載
が
商
標
登
録
出
願
人
を
特
定
で
き
る
程
度
に
明
確
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

願
書
に
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
の
記
載
が
な
い
と
き
。

四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な
い
と
き
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
商
標
登
録
出
願
が
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
商
標
登
録
出
願

に
つ
い
て
補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
補
完
を
す
る
に
は
、
手
続
の
補
完
に
係
る
書
面
（
以
下
「
手
続
補
完
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
補
完
を
し

た
と
き
は
、
手
続
補
完
書
を
提
出
し
た
日
を
商
標
登
録
出
願
の
日
と
し
て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
補
完
を
し

な
い
と
き
は
、
当
該
商
標
登
録
出
願
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
商
標
一
出
願
）

第
六
条

商
標
登
録
出
願
は
、
商
標
の
使
用
を
す
る
一
又
は
二
以
上
の
商
品
又
は
役
務
を
指
定
し
て
、
商
標
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
指
定
は
、
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

前
項
の
商
品
及
び
役
務
の
区
分
は
、
商
品
又
は
役
務
の
類
似
の
範
囲
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。

（
団
体
商
標
）

第
七
条

一
般
社
団
法
人
そ
の
他
の
社
団
（
法
人
格
を
有
し
な
い
も
の
及
び
会
社
を
除
く
。
）
若
し
く
は
事
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合

（
法
人
格
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
人
は
、
そ
の
構
成
員
に
使
用
を
さ
せ
る
商
標
に
つ
い
て
、
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
自
己
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
自
己
又
は
そ
の
構
成
員
の
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
商
標
登
録
出
願
に
お
い
て
、
商
標
登
録
出
願
人
が
第
一
項
に
規
定
す
る

法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
団
体
商
標
）

第
七
条
の
二

事
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
（
法
人
格
を
有
し
な
い
も
の
を
除
き
、
当
該
特
別
の
法
律
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な

い
の
に
、
構
成
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
加
入
を
拒
み
、
又
は
そ
の
加
入
に
つ
き
現
在
の
構
成
員
が
加
入
の
際
に
付
さ
れ
た
よ
り
も
困
難
な
条
件
を
付
し
て
は
な
ら
な

い
旨
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
商
工
会
、
商
工
会
議
所
若
し
く
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
人
（
以
下
「
組
合
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
構
成
員
に
使
用
を
さ
せ
る
商
標
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
商
標
が
使
用
を
さ
れ
た
結
果
自
己
又
は
そ
の
構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く

認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
三
条
の
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

地
域
の
名
称
及
び
自
己
又
は
そ
の
構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
普
通
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
文
字
の
み
か
ら
な
る
商
標

二

地
域
の
名
称
及
び
自
己
又
は
そ
の
構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す

る
文
字
の
み
か
ら
な
る
商
標

三

地
域
の
名
称
及
び
自
己
若
し
く
は
そ
の
構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
の
普
通
名
称
又
は
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
名
称
を

普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
文
字
並
び
に
商
品
の
産
地
又
は
役
務
の
提
供
の
場
所
を
表
示
す
る
際
に
付
さ
れ
る
文
字
と
し
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
文
字
で
あ
つ

て
、
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
も
の
の
み
か
ら
な
る
商
標
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２

前
項
に
お
い
て
「
地
域
の
名
称
」
と
は
、
自
己
若
し
く
は
そ
の
構
成
員
が
商
標
登
録
出
願
前
か
ら
当
該
出
願
に
係
る
商
標
の
使
用
を
し
て
い
る
商
品
の
産
地
若
し
く
は

役
務
の
提
供
の
場
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
に
当
該
商
品
若
し
く
は
当
該
役
務
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
名
称
又
は
そ
の
略
称
を
い
う
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
自
己
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
自

己
又
は
そ
の
構
成
員
の
」
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
商
標
登
録
出
願
に
お
い
て
、
商
標
登
録
出
願
人
が
組
合
等
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
面
及
び
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
の
名
称
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
必
要
な
書
類
を
特
許
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
先
願
）

第
八
条

同
一
又
は
類
似
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
商
標
に
つ
い
て
異
な
つ
た
日
に
二
以
上
の
商
標
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
最
先

の
商
標
登
録
出
願
人
の
み
が
そ
の
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

同
一
又
は
類
似
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
商
標
に
つ
い
て
同
日
に
二
以
上
の
商
標
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
商
標
登
録
出
願
人

の
協
議
に
よ
り
定
め
た
一
の
商
標
登
録
出
願
人
の
み
が
そ
の
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

商
標
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
取
り
下
げ
ら
れ
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と
き
、
又
は
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
登

録
出
願
は
、
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

特
許
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
同
項
の
協
議
を
し
て
そ
の
結
果
を
届
け
出
る
べ
き
旨
を
商
標
登
録
出
願
人
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

第
二
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
い
と
き
は
、
特
許
庁
長
官
が
行
う
公
正
な
方
法
に
よ
る

く
じ
に
よ
り
定
め
た
一
の
商
標
登
録
出
願
人
の
み
が
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
願
時
の
特
例
）

第
九
条

政
府
等
が
開
設
す
る
博
覧
会
若
し
く
は
政
府
等
以
外
の
者
が
開
設
す
る
博
覧
会
で
あ
つ
て
特
許
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
、
パ
リ
条
約
の
同
盟

国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
領
域
内
で
そ
の
政
府
等
若
し
く
は
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
が
開
設
す
る
国
際
的
な
博
覧
会
に
、
又
は

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
国
の
領
域
内
で
そ
の
政
府
等
若
し
く
は
そ
の
許
可
を
受
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け
た
者
が
開
設
す
る
国
際
的
な
博
覧
会
で
あ
つ
て
特
許
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
出
品
し
た
商
品
又
は
出
展
し
た
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
し
た
商
標
に

つ
い
て
、
そ
の
商
標
の
使
用
を
し
た
商
品
を
出
品
し
た
者
又
は
役
務
を
出
展
し
た
者
が
そ
の
出
品
又
は
出
展
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
商
品
又
は
役
務
を
指
定
商
品
又

は
指
定
役
務
と
し
て
商
標
登
録
出
願
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
は
、
そ
の
出
品
又
は
出
展
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
商
標
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出

し
、
か
つ
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
及
び
商
品
又
は
役
務
が
同
項
に
規
定
す
る
商
標
及
び
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
（
次
項
及
び
第
四
項

に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
商
標
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

証
明
書
を
提
出
す
る
者
が
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
証
明
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

証
明
書
を
提
出
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
証
明
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過

後
六
月
以
内
に
そ
の
証
明
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主
張
）

第
九
条
の
二

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
で
さ
れ
た
商
標
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
商
標
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
登
録
の
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
は
、
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
標
に
相
当
す
る
商
標
の
登
録
の
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
に
つ
い
て
パ
リ
条
約
第
四
条
に
定
め
る
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
の
三

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
に
お
い
て
し
た
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
は
、
パ
リ
条
約
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
商
標
登
録

出
願
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
民
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
国
民
（
パ
リ
条
約
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
盟
国
の

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国

国
民
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約

一
Ｃ
第
一
条
３
に
規
定
す
る
加
盟
国
の
国
民
を
い
う
。
）
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
国

の
締
約
国

民
（
指
定
商
品
等
又
は
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
の
補
正
と
要
旨
変
更
）
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第
九
条
の
四

願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
こ
れ
ら
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
と
商

標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
後
に
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
は
、
そ
の
補
正
に
つ
い
て
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
商
標
登
録
出
願
の
分
割
）

第
十
条

商
標
登
録
出
願
人
は
、
商
標
登
録
出
願
が
審
査
、
審
判
若
し
く
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る
場
合
又
は
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
に
対

す
る
訴
え
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
て

い
る
場
合
に
限
り
、
二
以
上
の
商
品
又
は
役
務
を
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
と
す
る
商
標
登
録
出
願
の
一
部
を
一
又
は
二
以
上
の
新
た
な
商
標
登
録
出
願
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
は
、
新
た
な
商
標
登
録
出
願
は
、
も
と
の
商
標
登
録
出
願
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
商
標
登
録
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と
の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新
た
な
商
標
登
録
出
願

に
つ
い
て
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
新
た
な
商
標
登
録
出
願
と
同
時

に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
出
願
の
変
更
）

第
十
一
条

商
標
登
録
出
願
人
は
、
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
を
通
常
の
商
標
登
録
出
願
（
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
及
び
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
以
外
の

商
標
登
録
出
願
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

商
標
登
録
出
願
人
は
、
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
を
通
常
の
商
標
登
録
出
願
又
は
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

商
標
登
録
出
願
人
は
、
通
常
の
商
標
登
録
出
願
を
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
又
は
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
の
変
更
は
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
も
と
の
商
標
登
録
出
願
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。
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第
十
二
条

防
護
標
章
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
防
護
標
章
登
録
出
願
を
商
標
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
は
、
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
出
願
公
開
）

第
十
二
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
商
標
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
出
願
公
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
願
公
開
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
商
標
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
を
商
標
公

報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
特
許
庁
長
官
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

商
標
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

商
標
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

願
書
に
記
載
し
た
商
標
（
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
標
準
文
字
に
よ
り
現
し
た
も
の
。
以
下
同
じ
。
）

四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
特
許
法
の
準
用
）

第
十
三
条

特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
登
録
出
願
と
同
時
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
及
び
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務

を
記
載
し
た
も
の
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
月
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
」
と
、
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

を
提
出
す
る
者
」
と
、
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
」
と
、
「
そ
の
書
類
又
は
書
面
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
書
類
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
」
と
、
同
法
第
四
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十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
」
と
あ
る
の
は
「
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
」
と
、
「
若
し
く
は
世
界
貿
易
機

関
の
加
盟
国
の
国
民
」
と
あ
る
の
は
「
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
国
民
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
十
三
条
」
と
、
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
法
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
特
許
を
受
け
る
権
利
）
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権

利
に
準
用
す
る
。

（
設
定
の
登
録
前
の
金
銭
的
請
求
権
等
）

第
十
三
条
の
二

商
標
登
録
出
願
人
は
、
商
標
登
録
出
願
を
し
た
後
に
当
該
出
願
に
係
る
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
提
示
し
て
警
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
警
告
後
商
標
権

の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
出
願
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
当
該
出
願
に
係
る
商
標
の
使
用
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
使
用
に
よ
り
生
じ
た
業
務
上
の
損

失
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
の
行
使
は
、
商
標
権
の
行
使
を
妨
げ
な
い
。

４

商
標
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ
た
と
き
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
た
と

き
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
取
消
決
定
が
確
定
し
た
と
き
、
又
は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
商
標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確

定
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
請
求
権
は
、
初
め
か
ら
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
二
十
七
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
五
条
の
四
か
ら

第
百
五
条
の
六
ま
で
及
び
第
百
六
条
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

八
十
九
号
）
第
七
百
十
九
条
及
び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行
為
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
請
求
権
を
有
す
る
者
が
商
標
権
の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
の
使
用
の
事
実
及
び
そ
の
使
用
を
し
た
者
を
知
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一

号
中
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

審
査

（
審
査
官
に
よ
る
審
査
）

第
十
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
に
商
標
登
録
出
願
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
拒
絶
の
査
定
）

第
十
五
条

審
査
官
は
、
商
標
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
二
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
商
標

登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
条
約
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

そ
の
商
標
登
録
出
願
が
第
五
条
第
五
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

（
拒
絶
理
由
の
通
知
）

第
十
五
条
の
二

審
査
官
は
、
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
商
標
登
録
出
願
人
に
対
し
、
拒
絶
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、

意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
三

審
査
官
は
、
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
、
当
該
商
標
登
録
出
願
の
日
前
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
他
人
の
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ

て
、
そ
の
商
標
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
商
標
登
録
出
願
人

に
対
し
、
当
該
他
人
の
商
標
が
商
標
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
商
標
登
録
出
願
が
第
十
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
旨
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定

し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
通
知
が
既
に
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
他
人
の
商
標
が
商
標
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
前
条
の
通
知
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
商
標
登
録
の
査
定
）

第
十
六
条

審
査
官
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
補
正
の
却
下
）

第
十
六
条
の
二

願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
に
つ
い
て
し
た
補
正
が
こ
れ
ら
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
審
査
官
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
補
正
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
当
該
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

４

審
査
官
は
、
商
標
登
録
出
願
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
し
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
審
判
の
審
決
が
確
定
す
る
ま

で
そ
の
商
標
登
録
出
願
の
審
査
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
十
七
条

特
許
法
第
四
十
七
条
第
二
項
（
審
査
官
の
資
格
）
、
第
四
十
八
条
（
審
査
官
の
除
斥
）
、
第
五
十
二
条
（
査
定
の
方
式
）
及
び
第
五
十
四
条
（
訴
訟
と
の
関
係

）
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。

（
意
匠
法
の
準
用
）

第
十
七
条
の
二

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
七
条
の
三
（
補
正
後
の
意
匠
に
つ
い
て
の
新
出
願
）
の
規
定
は
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
決
定
を
も
つ
て
補
正
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

２

意
匠
法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
又
は
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

第
四
章

商
標
権

第
一
節

商
標
権

（
商
標
権
の
設
定
の
登
録
）

第
十
八
条

商
標
権
は
、
設
定
の
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

２

第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
納
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
す
る
。

３

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
商
標
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
標
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

商
標
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日



- 195 -

三

願
書
に
記
載
し
た
商
標

四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務

五

登
録
番
号
及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

４

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
た
商
標
公
報
（
以
下
「
商
標
掲
載
公
報
」
と
い
う
。
）
の
発
行
の
日
か
ら
二
月
間
、
特
許

庁
に
お
い
て
出
願
書
類
及
び
そ
の
附
属
物
件
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
個
人
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
書
類
又

は
物
件
及
び
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
書
類
又
は
物
件
で
あ
つ
て
、
特
許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

特
許
庁
長
官
は
、
個
人
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
書
類
又
は
物
件
で
あ
つ
て
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
縦
覧
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
書
類
又
は
物
件
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
存
続
期
間
）

第
十
九
条

商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
商
標
権
者
の
更
新
登
録
の
申
請
に
よ
り
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

商
標
権
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
存
続
期
間
は
、
そ
の
満
了
の
時
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
申
請
）

第
二
十
条

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

商
標
登
録
の
登
録
番
号

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

２

更
新
登
録
の
申
請
は
、
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
六
月
か
ら
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

商
標
権
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
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る
期
間
内
に
そ
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

商
標
権
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
、
そ
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
は
、
存
続
期
間
の
満
了
の
時
に

さ
か
の
ぼ
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
商
標
権
の
回
復
）

第
二
十
一
条

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
商
標
権
の
原
商
標
権
者
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
内
に
そ
の
申
請
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
そ
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
存
続
期
間
は
、
そ
の
満
了
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
更
新
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
の
制
限
）

第
二
十
二
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
は
、
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
前
条

第
一
項
の
申
請
に
よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
が
さ
れ
る
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
当
該
登
録
商
標
の
使
用

二

第
三
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
存
続
期
間
の
更
新
の
登
録
）

第
二
十
三
条

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
納
付
が
あ
つ

た
と
き
は
、
商
標
権
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
を
す
る
。

２

第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
料
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
割
増
登
録
料
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
及
び
第
四

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
割
増
登
録
料
の
納
付
が
あ
つ
た
と
き
に
、
商
標
権
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
を
す
る
。

３

前
二
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
商
標
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
標
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

登
録
番
号
及
び
更
新
登
録
の
年
月
日



- 197 -

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
商
標
権
の
分
割
）

第
二
十
四
条

商
標
権
の
分
割
は
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
分
割
は
、
商
標
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
第
四
十
六
条
第
三
項
の
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
件
が
審
判
、
再
審
又
は
訴
訟
に
係
属
し
て
い
る

場
合
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
標
権
の
移
転
）

第
二
十
四
条
の
二

商
標
権
の
移
転
は
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
分
割
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
機
関
又
は
公
益
に
関
す
る
団
体
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
の
商
標
登
録
出
願
で
あ
つ
て
、
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
商
標
権
は
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

公
益
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
を
行
つ
て
い
る
者
の
商
標
登
録
出
願
で
あ
つ
て
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
商
標
権
は
、

そ
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
を
除
き
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

地
域
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
は
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
の
移
転
）

第
二
十
四
条
の
三

団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
が
移
転
さ
れ
た
と
き
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
商
標
権
は
、
通
常
の
商
標
権
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

２

団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
を
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
と
し
て
移
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
を
移

転
の
登
録
の
申
請
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
商
標
権
の
移
転
に
係
る
混
同
防
止
表
示
請
求
）

第
二
十
四
条
の
四

商
標
権
が
移
転
さ
れ
た
結
果
、
同
一
の
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
類
似
の
登
録
商
標
又
は
類
似
の
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使

用
を
す
る
同
一
若
し
く
は
類
似
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
が
異
な
つ
た
商
標
権
者
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者

、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
に
よ
り
他
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
業

務
上
の
利
益
（
当
該
他
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
て
い
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
登
録
商
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標
に
係
る
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
当
該
一
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
に
対
し
、
当
該
使
用
に
つ
い
て
、
そ
の
者

の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
の
混
同
を
防
ぐ
の
に
適
当
な
表
示
を
付
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
標
権
の
効
力
）

第
二
十
五
条

商
標
権
者
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
専
用
使
用
権
を
設
定

し
た
と
き
は
、
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

第
二
十
六
条

商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
商
標
（
他
の
商
標
の
一
部
と
な
つ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

自
己
の
肖
像
又
は
自
己
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
著
名
な
雅
号
、
芸
名
若
し
く
は
筆
名
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表

示
す
る
商
標

二

当
該
指
定
商
品
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
品
の
普
通
名
称
、
産
地
、
販
売
地
、
品
質
、
原
材
料
、
効
能
、
用
途
、
形
状
、
生
産
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く

は
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
又
は
当
該
指
定
商
品
に
類
似
す
る
役
務
の
普
通
名
称
、
提
供
の
場
所
、
質
、
提
供
の
用
に
供
す
る
物
、
効
能
、
用
途
、

態
様
、
提
供
の
方
法
若
し
く
は
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
商
標

三

当
該
指
定
役
務
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
役
務
の
普
通
名
称
、
提
供
の
場
所
、
質
、
提
供
の
用
に
供
す
る
物
、
効
能
、
用
途
、
態
様
、
提
供
の
方
法
若
し
く
は
時

期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
又
は
当
該
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商
品
の
普
通
名
称
、
産
地
、
販
売
地
、
品
質
、
原
材
料
、
効
能
、
用
途
、
形
状
、
生
産
若

し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
商
標

四

当
該
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
商
標

五

商
品
等
が
当
然
に
備
え
る
特
徴
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
み
か
ら
な
る
商
標

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
需
要
者
が
何
人
か
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
態
様
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
商

標

２

前
項
第
一
号
の
規
定
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
後
、
不
正
競
争
の
目
的
で
、
自
己
の
肖
像
又
は
自
己
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
著
名
な
雅
号
、
芸

名
若
し
く
は
筆
名
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
を
用
い
た
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

３

商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
が
不
正
競
争
の
目
的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。
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一

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
（
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
り
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
六
条
の
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
農
林
水
産
物
等
（
当
該
登
録
に
係

る
特
定
農
林
水
産
物
等
を
主
な
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
物
等
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い

て
「
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
包
装
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
理
的
表
示
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
地
理
的
表
示
」
と

い
う
。
）
を
付
す
る
行
為

二

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
に
地
理
的
表
示
を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
し
、
引

き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

三

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
に
関
す
る
広
告
、
価
格
表
若
し
く
は
取
引
書
類
に
地
理
的
表
示

を
付
し
て
展
示
し
、
若
し
く
は
頒
布
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
内
容
と
す
る
情
報
に
地
理
的
表
示
を
付
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
行
為

（
登
録
商
標
等
の
範
囲
）

第
二
十
七
条

登
録
商
標
の
範
囲
は
、
願
書
に
記
載
し
た
商
標
に
基
づ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
範
囲
は
、
願
書
の
記
載
に
基
づ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
四
項
の
記
載
及
び
物
件
を
考
慮
し
て
、
願
書
に
記
載
し
た
商
標
の
記
載
の
意
義
を
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条

商
標
権
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
に
対
し
、
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の
判
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
判
定
に
準
用
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
裁
判
所
か
ら
商
標
権
の
効
力
に
つ
い
て
鑑
定
の
嘱
託
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の
鑑
定
を
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
鑑
定
の
嘱
託
に
準
用
す
る
。

（
他
人
の
特
許
権
等
と
の
関
係
）

第
二
十
九
条

商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
が
そ
の
使
用
の
態
様
に
よ
り
そ
の
商
標
登
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録
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
又
は
そ
の
商
標
登
録
出
願
の
日
前
に
生
じ
た
他
人
の
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
と

抵
触
す
る
と
き
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
う
ち
抵
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
そ
の
態
様
に
よ
り
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
専
用
使
用
権
）

第
三
十
条

商
標
権
者
は
、
そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
専
用
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
権
及

び
地
域
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

専
用
使
用
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

３

専
用
使
用
権
は
、
商
標
権
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
許
法
第
七
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
質
権
の
設
定
等
）
、
第
九
十
七
条
第
二
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）

の
規
定
は
、
専
用
使
用
権
に
準
用
す
る
。

（
通
常
使
用
権
）

第
三
十
一
条

商
標
権
者
は
、
そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
他
人
に
通
常
使
用
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
標
登
録
出
願
に
係
る

商
標
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

通
常
使
用
権
者
は
、
設
定
行
為
で
定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

３

通
常
使
用
権
は
、
商
標
権
者
（
専
用
使
用
権
に
つ
い
て
の
通
常
使
用
権
に
あ
つ
て
は
、
商
標
権
者
及
び
専
用
使
用
権
者
）
の
承
諾
を
得
た
場
合
及
び
相
続
そ
の
他
の
一

般
承
継
の
場
合
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

通
常
使
用
権
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
若
し
く
は
専
用
使
用
権
又
は
そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
の
専
用
使
用
権
を
そ
の
後
に
取
得
し
た
者
に
対
し
て

も
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

５

通
常
使
用
権
の
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

特
許
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
共
有
）
、
第
九
十
四
条
第
二
項
（
質
権
の
設
定
）
及
び
第
九
十
七
条
第
三
項
（
放
棄
）
の
規
定
は
、
通
常
使
用
権
に
準
用
す
る
。

（
団
体
構
成
員
等
の
権
利
）

第
三
十
一
条
の
二

団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
を
有
す
る
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
の
構
成
員
（
以
下
「
団
体
構
成
員
」
と
い
う
。
）
又
は
地
域
団
体
商
標
に
係
る

商
標
権
を
有
す
る
組
合
等
の
構
成
員
（
以
下
「
地
域
団
体
構
成
員
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
法
人
又
は
当
該
組
合
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役



- 201 -

務
に
つ
い
て
団
体
商
標
又
は
地
域
団
体
商
標
に
係
る
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
商
標
権
（
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
専
用
使
用
権
が
設
定
さ
れ
た
と
き
は
、
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
本
文
の
権
利
は
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

団
体
構
成
員
又
は
地
域
団
体
構
成
員
は
、
第
二
十
四
条
の
四
、
第
二
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
三
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
通
常
使
用
権
者
と
み
な
す
。

４

団
体
商
標
又
は
地
域
団
体
商
標
に
係
る
登
録
商
標
に
つ
い
て
の
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
又
は
そ
の
商
標
権
若
し
く
は
専

用
使
用
権
に
つ
い
て
の
第
三
十
一
条
第
四
項
の
効
力
を
有
す
る
通
常
使
用
権
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
そ
の
商
標
権
若
し
く
は
専
用
使
用
権
に
つ
い
て

の
第
三
十
一
条
第
四
項
の
効
力
を
有
す
る
通
常
使
用
権
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
団
体
構
成
員
若
し
く
は
地
域
団
体
構
成
員
」
と
す
る
。

（
先
使
用
に
よ
る
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
）

第
三
十
二
条

他
人
の
商
標
登
録
出
願
前
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
不
正
競
争
の
目
的
で
な
く
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に

類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
て
い
た
結
果
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
の
際
（
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

、
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
が
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
も
と
の
商
標
登
録
出
願
の
際
又
は
手
続

補
正
書
を
提
出
し
た
際
）
現
に
そ
の
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
は

、
継
続
し
て
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務

を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
自
己
の
業

務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
の
混
同
を
防
ぐ
の
に
適
当
な
表
示
を
付
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
二

他
人
の
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
前
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
不
正
競
争
の
目
的
で
な
く
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指

定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
て
い
た
者
は
、
継
続
し
て
そ
の
商
品
又
は
役
務
に

つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。
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２

当
該
商
標
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
自
己
又
は
そ
の
構
成
員
の
業
務

に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
の
混
同
を
防
ぐ
の
に
適
当
な
表
示
を
付
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
無
効
審
判
の
請
求
登
録
前
の
使
用
に
よ
る
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
の
登
録
前
に
商
標
登
録
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
ら

な
い
で
日
本
国
内
に
お
い
て
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使

用
を
し
、
そ
の
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
継
続
し
て
そ
の
商

品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一

同
一
又
は
類
似
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
商
標
に
つ
い
て
の
二
以
上
の
商
標
登
録
の
う
ち
、
そ
の
一
を
無
効
に
し
た
場

合
に
お
け
る
原
商
標
権
者

二

商
標
登
録
を
無
効
に
し
て
同
一
又
は
類
似
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
商
標
に
つ
い
て
正
当
権
利
者
に
商
標
登
録
を
し
た

場
合
に
お
け
る
原
商
標
権
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
無
効
に
し
た
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
の
専
用
使
用
権

又
は
そ
の
商
標
権
若
し
く
は
専
用
使
用
権
に
つ
い
て
の
第
三
十
一
条
第
四
項
の
効
力
を
有
す
る
通
常
使
用
権
を
有
す
る
者

２

当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

３

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
特
許
権
等
の
存
続
期
間
満
了
後
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
）

第
三
十
三
条
の
二

商
標
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
権
が
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特

許
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
原
特
許
権
者
は
、
原
特
許
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ

れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
使
用
が
不
正
競
争
の
目

的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

２

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
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３

前
二
項
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
出
願
に
係
る
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
が
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
権
と
抵
触
す
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三

商
標
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
権
が
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
権
と
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特

許
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
満
了
の
際
現
に
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ
の
特
許
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常
実
施

権
を
有
す
る
者
は
、
原
権
利
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い

て
そ
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
使
用
が
不
正
競
争
の
目
的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

２

第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
の
日
前
又
は
こ
れ
と
同
日
の
出
願
に
係
る
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
が
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
権
と
抵
触
す
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
準
用
す
る
。

（
質
権
）

第
三
十
四
条

商
標
権
、
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
を
目
的
と
し
て
質
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
質
権
者
は
、
契
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
指
定

商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

通
常
使
用
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

特
許
法
第
九
十
六
条
（
物
上
代
位
）
の
規
定
は
、
商
標
権
、
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
を
目
的
と
す
る
質
権
に
準
用
す
る
。

４

特
許
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
目
的
と
す
る
質
権
に
準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
五
条

特
許
法
第
七
十
三
条
（
共
有
）
、
第
七
十
六
条
（
相
続
人
が
な
い
場
合
の
特
許
権
の
消
滅
）
、
第
九
十
七
条
第
一
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九
十
八
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
商
標
権
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
移
転
（
相
続
そ
の
他
の
一
般

承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
、
移
転
（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

権
利
侵
害

（
差
止
請
求
権
）

第
三
十
六
条

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
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予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除
却
そ
の
他

の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
三
十
七
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
又
は
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て

の
登
録
商
標
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用

二

指
定
商
品
又
は
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
品
又
は
そ
の
商
品
の
包
装
に
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
を
付
し

た
も
の
を
譲
渡
、
引
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

三

指
定
役
務
又
は
指
定
役
務
若
し
く
は
指
定
商
品
に
類
似
す
る
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
商
標
を
付
し
た
も
の
を
、
こ
れ
を
用
い
て
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
所
持
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

四

指
定
役
務
又
は
指
定
役
務
若
し
く
は
指
定
商
品
に
類
似
す
る
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
商
標
を
付
し
た
も
の
を
、
こ
れ
を
用
い
て
当
該
役
務
を
提
供
さ
せ
る
た
め
に
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
所
持
し
、
若
し
く
は
輸

入
す
る
行
為

五

指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
す
る
た
め
に
登
録
商
標

又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
を
表
示
す
る
物
を
所
持
す
る
行
為

六

指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
さ
せ
る
た
め
に
登
録
商

標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
を
表
示
す
る
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

七

指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
、
又
は
使
用
を
さ
せ

る
た
め
に
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
を
表
示
す
る
物
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

八

登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
を
表
示
す
る
物
を
製
造
す
る
た
め
に
の
み
用
い
る
物
を
業
と
し
て
製
造
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

（
損
害
の
額
の
推
定
等
）
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第
三
十
八
条

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
商
品
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
商
品
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
商
品
の
単
位
数
量
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗

じ
て
得
た
額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
使
用
の
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
を
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を

請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害
の

額
と
推
定
す
る
。

３

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
に
対
し
受
け
る
べ
き

金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
、
自
己
が
受
け
た
損
害
の
額
と
し
て
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を

請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
侵
害
が
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
（
書
体
の
み
に
変
更
を
加
え
た
同
一
の
文
字
か
ら
な
る
商
標
、
平
仮
名
、
片

仮
名
及
び
ロ
ー
マ
字
の
文
字
の
表
示
を
相
互
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
一
の
称
呼
及
び
観
念
を
生
ず
る
商
標
、
外
観
に
お
い
て
同
視
さ
れ
る
図
形
か
ら
な
る
商
標
そ

の
他
の
当
該
登
録
商
標
と
社
会
通
念
上
同
一
と
認
め
ら
れ
る
商
標
を
含
む
。
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
の
取
得

及
び
維
持
に
通
常
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
、
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た

者
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
主
張
の
制
限
）

第
三
十
八
条
の
二

商
標
権
若
し
く
は
専
用
使
用
権
の
侵
害
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
金
銭

の
支
払
の
請
求
に
係
る
訴
訟
の
終
局
判
決
が
確
定
し
た
後
に
、
次
に
掲
げ
る
審
決
又
は
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
訴
訟
の
当
事
者
で
あ
つ
た
者
は
、
当
該
終
局
判

決
に
対
す
る
再
審
の
訴
え
（
当
該
訴
訟
を
本
案
と
す
る
仮
差
押
命
令
事
件
の
債
権
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
目
的
と
す
る
訴
え
並
び
に
当
該
訴
訟
を
本
案
と
す
る
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仮
処
分
命
令
事
件
の
債
権
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
及
び
不
当
利
得
返
還
の
請
求
を
目
的
と
す
る
訴
え
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
審
決
又
は
決
定
が
確
定
し
た
こ
と

を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

当
該
商
標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決

二

当
該
商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
決
定

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
九
条

特
許
法
第
百
三
条
（
過
失
の
推
定
）
、
第
百
四
条
の
二
（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
）
、
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
特
許
権
者
等
の
権
利
行
使

の
制
限
）
、
第
百
五
条
か
ら
第
百
五
条
の
六
ま
で
（
書
類
の
提
出
等
、
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
、
秘
密
保
持
命
令
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消

し
及
び
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）
並
び
に
第
百
六
条
（
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

第
三
節

登
録
料

（
登
録
料
）

第
四
十
条

商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
二
万
八
千
二
百
円
に
区
分
（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
属
す
る
第
六
条
第
二
項

の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
三
万
八
千
八
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
国
に
属
す
る
商
標
権
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
登
録
料
は
、
商
標
権
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
登
録
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
登
録
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

６

第
一
項
又
は
第
二
項
の
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
料
の
納
付
期
限
）
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第
四
十
一
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
は
、
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延
長
後
の
期
間
）
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
登

録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
そ
の
登
録
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間

の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
は
、
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
料
の
分
割
納
付
）

第
四
十
一
条
の
二

商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
料
を
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
一
件
ご
と
に
、
一
万
六
千
四
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
納
付
す
る
と
と
も
に
、
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま
で
に
、
一
件
ご
と
に
、
一
万
六
千
四
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
（
以
下
「
前

期
分
割
登
録
料
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
は
、
前
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
期
間
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延
長
後
の
期
間
）
内
に
前

期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
内
に
前
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
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二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま
で
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
（
以
下
「
後
期
分
割
登
録
料
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
べ
き
者
は
、
後
期
分

割
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
期
間
内
に
後
期
分
割
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以

内
に
後
期
分
割
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
分
割
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
後
期
分
割
登
録
料
及
び
第
四
十
三
条
第
三
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
が
な
か
つ
た
と
き

は
、
そ
の
商
標
権
は
、
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
の
日
に
遡
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

７

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
者
は
、
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
料
を
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
、
一
件
ご
と
に
、
二
万
二
千
六
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
す
る
と
と
も
に
、
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前

五
年
ま
で
に
、
一
件
ご
と
に
、
二
万
二
千
六
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま
で
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
を
追
納
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

第
四
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
七
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
後
期
分
割
登
録
料
等
の
追
納
に
よ
る
商
標
権
の
回
復
）

第
四
十
一
条
の
三

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
商
標
権
の
原
商
標
権
者
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
分
割
登
録
料
を
追
納
す
る

こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
後
期
分
割
登
録
料
及
び
第
四
十
三
条
第
三
項
の
割
増
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
そ
の
後
期
分
割
登
録
料
及
び
割
増
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
後
期
分
割
登
録
料
及
び
第
四
十
三
条
第
三
項
の
割
増
登
録
料
の
追
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
は
、
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
の
日
の
前

日
の
経
過
の
時
に
遡
つ
て
存
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま
で
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
及
び
第
四
十
三
条
第
三
項
の
割
増
登
録
料
を
追
納

す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
後
期
分
割
登
録
料
等
の
追
納
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
の
制
限
）

第
四
十
一
条
の
四

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
は
、
第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
分
割
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
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期
間
の
経
過
後
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
が
存
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旨
の
登
録
が
さ
れ
る
前
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
当
該
登
録
商
標
の
使
用

二

第
三
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

２

前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
利
害
関
係
人
に
よ
る
登
録
料
の
納
付
）

第
四
十
一
条
の
五

利
害
関
係
人
は
、
納
付
す
べ
き
者
の
意
に
反
し
て
も
、
登
録
料
（
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
を
除
く
。
）
を
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
納
付
し
た
利
害
関
係
人
は
、
納
付
す
べ
き
者
が
現
に
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
そ
の
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
既
納
の
登
録
料
の
返
還
）

第
四
十
二
条

既
納
の
登
録
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

一

過
誤
納
の
登
録
料

二

第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま
で
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
（
商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま

で
に
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
取
消
決
定
又
は
商
標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
は
、
同
項
第
一
号
の
登
録
料
に
つ
い
て
は
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
、
同
項
第
二
号
の
登
録
料
に
つ
い
て
は
第
四
十
三
条
の
三
第
二

項
の
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
割
増
登
録
料
）

第
四
十
三
条

第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
者
は
、
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
ほ

か
、
そ
の
登
録
料
と
同
額
の
割
増
登
録
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
四
十
一
条
の
二
第
七
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
ほ
か
、
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そ
の
登
録
料
と
同
額
の
割
増
登
録
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
は
、
商
標
権
者
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
商

標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
前
五
年
ま
で
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
ほ
か
、
そ
の
登
録
料
と
同
額
の
割
増
登
録
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
の
二

登
録
異
議
の
申
立
て

（
登
録
異
議
の
申
立
て
）

第
四
十
三
条
の
二

何
人
も
、
商
標
掲
載
公
報
の
発
行
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官
に
、
商
標
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
登
録
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定

役
務
ご
と
に
登
録
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
商
標
登
録
が
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た

こ
と
。

二

そ
の
商
標
登
録
が
条
約
に
違
反
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

三

そ
の
商
標
登
録
が
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
商
標
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

（
決
定
）

第
四
十
三
条
の
三

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
は
、
三
人
又
は
五
人
の
審
判
官
の
合
議
体
が
行
う
。

２

審
判
官
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
係
る
商
標
登
録
が
前
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
決
定
（
以
下
「
取
消

決
定
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

取
消
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

審
判
官
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
係
る
商
標
登
録
が
前
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
を
維
持
す
べ
き
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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５

前
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
四
十
三
条
の
四

登
録
異
議
の
申
立
て
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
異
議
申
立
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
異
議
申
立
人
及
び
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

登
録
異
議
の
申
立
て
に
係
る
商
標
登
録
の
表
示

三

登
録
異
議
の
申
立
て
の
理
由
及
び
必
要
な
証
拠
の
表
示

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
登
録
異
議
申
立
書
の
補
正
は
、
そ
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間

の
経
過
後
三
十
日
を
経
過
す
る
ま
で
に
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
す
る
補
正
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
遠
隔
又
は
交
通
不
便
の
地
に
あ
る
者
の
た
め
、
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

審
判
長
は
、
登
録
異
議
申
立
書
の
副
本
を
商
標
権
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
審
判
官
の
指
定
等
）

第
四
十
三
条
の
五

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
十
三
条
の

三
第
一
項
の
合
議
体
及
び
こ
れ
を
構
成
す
る
審
判
官
に
準
用
す
る
。

（
審
判
書
記
官
）

第
四
十
三
条
の
五
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
各
登
録
異
議
申
立
事
件
に
つ
い
て
審
判
書
記
官
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
書
記
官
に
準
用
す
る
。

（
審
理
の
方
式
等
）

第
四
十
三
条
の
六

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
は
、
書
面
審
理
に
よ
る
。
た
だ
し
、
審
判
長
は
、
商
標
権
者
、
登
録
異
議
申
立
人
若
し
く
は
参
加
人
の
申
立
て

に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
口
頭
審
理
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
四
十
六
条
及
び
第
百
四
十
七
条
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
口
頭
審
理
に
準
用
す
る
。
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３

共
有
に
係
る
商
標
権
の
商
標
権
者
の
一
人
に
つ
い
て
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
の
手
続
の
中
断
又
は
中
止
の
原
因
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
中

断
又
は
中
止
は
、
共
有
者
全
員
に
つ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
参
加
）

第
四
十
三
条
の
七

商
標
権
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
者
そ
の
他
商
標
権
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
が
あ
る
ま
で
は
、

商
標
権
者
を
補
助
す
る
た
め
、
そ
の
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
人
に
準
用
す
る
。

（
証
拠
調
べ
及
び
証
拠
保
全
）

第
四
十
三
条
の
八

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
十
条
及
び
第
百
五
十
一
条
の
規
定
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
お
け
る
証

拠
調
べ
及
び
証
拠
保
全
に
準
用
す
る
。

（
職
権
に
よ
る
審
理
）

第
四
十
三
条
の
九

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
お
い
て
は
、
商
標
権
者
、
登
録
異
議
申
立
人
又
は
参
加
人
が
申
し
立
て
な
い
理
由
に
つ
い
て
も
、
審
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
お
い
て
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
が
さ
れ
て
い
な
い
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
は
、
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
申
立
て
の
併
合
又
は
分
離
）

第
四
十
三
条
の
十

同
一
の
商
標
権
に
係
る
二
以
上
の
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
そ
の
審
理
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
併
合
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
を
併
合
し
た
と
き
は
、
更
に
そ
の
審
理
の
分
離
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
四
十
三
条
の
十
一

登
録
異
議
の
申
立
て
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
後
は
、
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
の
取
下
げ
に
準
用
す
る
。

（
取
消
理
由
の
通
知
）

第
四
十
三
条
の
十
二

審
判
長
は
、
取
消
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
商
標
権
者
及
び
参
加
人
に
対
し
、
商
標
登
録
の
取
消
し
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指

定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
決
定
の
方
式
）

第
四
十
三
条
の
十
三

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
異
議
申
立
事
件
の
番
号

二

商
標
権
者
、
登
録
異
議
申
立
人
及
び
参
加
人
並
び
に
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

三

決
定
に
係
る
商
標
登
録
の
表
示

四

決
定
の
結
論
及
び
理
由

五

決
定
の
年
月
日

２

特
許
庁
長
官
は
、
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
決
定
の
謄
本
を
商
標
権
者
、
登
録
異
議
申
立
人
、
参
加
人
及
び
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
に
参
加
を
申
請
し

て
そ
の
申
請
を
拒
否
さ
れ
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
の
確
定
範
囲
）

第
四
十
三
条
の
十
四

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
登
録
異
議
申
立
事
件
ご
と
に
確
定
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
申
し
立
て
ら
れ

た
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
確
定
す
る
。

（
審
判
の
規
定
の
準
用
）

第
四
十
三
条
の
十
五

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
四
条
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
五
十

二
条
、
第
百
六
十
八
条
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
百
七
十
条
の
規
定
は
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
及
び
決
定
に
準
用
す
る
。

２

第
四
十
三
条
の
三
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
準
用
す
る
。

第
五
章

審
判

（
拒
絶
査
定
に
対
す
る
審
判
）

第
四
十
四
条

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
査
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
審
判
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
審
判
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。

（
補
正
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
審
判
）

第
四
十
五
条

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三

月
以
内
に
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
商
標
登
録
出

願
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
の
請
求
に
準
用
す
る
。

（
商
標
登
録
の
無
効
の
審
判
）

第
四
十
六
条

商
標
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
商
標
登
録
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
商
標
登
録
が
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た

と
き
。

二

そ
の
商
標
登
録
が
条
約
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
。

三

そ
の
商
標
登
録
が
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
商
標
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

四

そ
の
商
標
登
録
が
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
を
承
継
し
な
い
者
の
商
標
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
と
き
。

五

商
標
登
録
が
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
権
者
が
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
を
享
有
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
に
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
商
標
登
録
が
条
約
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

六

商
標
登
録
が
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
が
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
商
標
に
該
当
す
る

も
の
と
な
つ
て
い
る
と
き
。

七

地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
が
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
権
者
が
組
合
等
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
登
録
商
標
が
商
標
権
者
若
し
く
は
そ
の

構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
若
し
く
は
第
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る

も
の
で
な
く
な
つ
て
い
る
と
き
。
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２

前
項
の
審
判
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
審
判
は
、
商
標
権
の
消
滅
後
に
お
い
て
も
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

審
判
長
は
、
第
一
項
の
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
商
標
権
に
つ
い
て
の
専
用
使
用
権
者
そ
の
他
そ
の
商
標
登
録
に
関
し
登
録
し
た
権
利
を
有
す

る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

第
四
十
六
条
の
二

商
標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
商
標
権
は
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
商
標
登
録
が
前

条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
商
標
権
は
、
そ
の
商
標
登
録
が

同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
時
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
登
録
が
前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
時
を
特
定
で
き
な
い
と
き
は
、
商
標
権
は
、
そ
の
商

標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
判
の
請
求
の
登
録
の
日
か
ら
存
在
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
）

第
四
十
七
条

商
標
登
録
が
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
第
八
号
若
し
く
は
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に

違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
、
商
標
登
録
が
第
四
条
第
一
項
第
十
号
若
し
く
は
第
十
七
号
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
不
正
競
争
の
目
的
で
商
標
登
録
を
受
け
た
場
合

を
除
く
。
）
、
商
標
登
録
が
同
項
第
十
五
号
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
（
不
正
の
目
的
で
商
標
登
録
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
商
標
登
録
が
第
四
十
六
条

第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
に
つ
い
て
の
同
項
の
審
判
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

２

商
標
登
録
が
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
（
商
標
が
使
用
を
さ
れ
た
結
果
商
標
登
録
出
願
人
又
は
そ
の
構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役

務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
か
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

、
か
つ
、
そ
の
登
録
商
標
が
商
標
権
者
又
は
そ
の
構
成
員
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
商
標
登
録
に
つ
い
て
の
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条

削
除

（
商
標
登
録
の
取
消
し
の
審
判
）

第
五
十
条

継
続
し
て
三
年
以
上
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の
い
ず
れ
も
が
各
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商

標
の
使
用
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

前
項
の
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
判
の
請
求
の
登
録
前
三
年
以
内
に
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者

の
い
ず
れ
か
が
そ
の
請
求
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
て
い
る
こ
と
を
被
請
求
人
が
証
明
し
な
い
限
り
、
商
標
権

者
は
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
商
標
登
録
の
取
消
し
を
免
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
て

い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
被
請
求
人
が
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
審
判
の
請
求
前
三
月
か
ら
そ
の
審
判
の
請
求
の
登
録
の
日
ま
で
の
間
に
、
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の
い
ず
れ

か
が
そ
の
請
求
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
が
そ
の
審
判
の
請
求
が
さ
れ
る
こ
と

を
知
つ
た
後
で
あ
る
こ
と
を
請
求
人
が
証
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
は
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
商
標
の
使
用
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
被
請
求
人
が
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
一
条

商
標
権
者
が
故
意
に
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
又
は
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商

品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
で
あ
つ
て
商
品
の
品
質
若
し
く
は
役
務
の
質
の
誤
認
又
は
他
人
の
業
務
に
係
る
商
品

若
し
く
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る
も
の
を
し
た
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

商
標
権
者
で
あ
つ
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
商
標
登
録
に

係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
に
つ
い
て
の
商
標
登
録
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
十
二
条

前
条
第
一
項
の
審
判
は
、
商
標
権
者
の
同
項
に
規
定
す
る
商
標
の
使
用
の
事
実
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

第
五
十
二
条
の
二

商
標
権
が
移
転
さ
れ
た
結
果
、
同
一
の
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
類
似
の
登
録
商
標
又
は
類
似
の
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使

用
を
す
る
同
一
若
し
く
は
類
似
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
が
異
な
つ
た
商
標
権
者
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者

が
不
正
競
争
の
目
的
で
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
で
あ
つ
て
他
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の

業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る
も
の
を
し
た
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条

専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
が
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
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類
似
す
る
商
標
の
使
用
で
あ
つ
て
商
品
の
品
質
若
し
く
は
役
務
の
質
の
誤
認
又
は
他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る
も
の
を
し
た
と
き
は
、
何

人
も
、
当
該
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
商
標
権
者
が
そ
の
事
実
を
知
ら
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
相

当
の
注
意
を
し
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

当
該
商
標
権
者
で
あ
つ
た
者
又
は
専
用
使
用
権
者
若
し
く
は
通
常
使
用
権
者
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
使
用
を
し
た
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
商

標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類

似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
に
つ
い
て
の
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二

登
録
商
標
が
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
商
標
に
関
す
る
権
利
（
商
標
権
に
相
当
す

る
権
利
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利
に
係
る
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
当
該
権
利
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商

品
若
し
く
は
役
務
を
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の
商
標
に
関
す
る
権
利
を
有
す

る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
代
表
者
又
は
当
該
商
標
登
録
出
願
の
日
前
一
年
以
内
に
代
理
人
若
し
く
は
代
表
者
で
あ
つ
た
者
に
よ
つ
て
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
当
該
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
三
条
の
三

前
条
の
審
判
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
十
四
条

商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
商
標
権
は
、
そ
の
後
消
滅
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
十
条
第
一
項
の
審
判
に
よ
り
商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
商
標
権
は
、
同
項
の
審
判
の
請
求
の

登
録
の
日
に
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
十
五
条

第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
三
条
の
二
の

審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
拒
絶
査
定
に
対
す
る
審
判
に
お
け
る
特
則
）

第
五
十
五
条
の
二

第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
に
お
い
て
査
定
の
理
由
と
異
な
る
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
た
場
合
に
準

用
す
る
。

２

第
十
六
条
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
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第
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
ら
に
審
査
に
付
す
べ
き
旨
の
審
決
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
十
六
条
の
二
及
び
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
同
法
第
十

七
条
の
三
第
一
項
中
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
日
」
と
、
第
十
六
条
の
二
第
四
項
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
を
請
求
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三

条
第
一
項
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
審
決
の
確
定
範
囲
）

第
五
十
五
条
の
三

審
決
は
、
審
判
事
件
ご
と
に
確
定
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
請
求
さ
れ
た
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
審
決
は
、
指
定
商

品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
確
定
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
五
十
六
条

特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
三
十
三
条
の
二
ま
で
、
第

百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
五
条
か
ら
第
百
五
十
四
条
ま
で
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
五
十
八
条
、
第
百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
六
十
一
条
、
第
百
六
十
七
条
並
び
に
第
百
六
十
八
条
か
ら
第
百
七
十
条
ま
で

（
審
決
の
効
果
、
審
判
の
請
求
、
審
判
官
、
審
判
の
手
続
、
訴
訟
と
の
関
係
及
び
審
判
に
お
け
る
費
用
）
の
規
定
は
、
審
判
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
の
理
由
」
と
あ
る
の
は
「
商
標

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
以
外
の
審
判
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
請
求
の
理
由
」
と
、
同
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七
条
中
「
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
百
四
十
五
条
第
一

項
及
び
第
百
六
十
九
条
第
一
項
中
「
特
許
無
効
審
判
及
び
延
長
登
録
無
効
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一

項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
三
条
の
二
の
審
判
」
と
、
同
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て

は
、
事
件
が
」
と
あ
る
の
は
「
事
件
が
」
と
、
同
法
第
百
六
十
一
条
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
百
六
十
九
条
第
三
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判

及
び
訂
正
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
審
判
の
請
求
の
取
下
げ
）
の
規
定
は
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。

（
意
匠
法
の
準
用
）

第
五
十
六
条
の
二

意
匠
法
第
五
十
一
条
の
規
定
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。
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第
六
章

再
審
及
び
訴
訟

（
再
審
の
請
求
）

第
五
十
七
条

確
定
し
た
取
消
決
定
及
び
確
定
審
決
に
対
し
て
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
三
十
九
条
（
再
審
の
事
由
）
の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
の
請
求
に

準
用
す
る
。

第
五
十
八
条

審
判
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
が
共
謀
し
て
第
三
者
の
権
利
又
は
利
益
を
害
す
る
目
的
を
も
つ
て
審
決
を
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
第
三
者
は
、
そ
の
確
定
審

決
に
対
し
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
再
審
は
、
そ
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
を
共
同
被
請
求
人
と
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
の
制
限
）

第
五
十
九
条

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
は
、
商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な

い
。

一

当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
お
け
る
当
該
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
当
該
登
録
商
標
の
善
意
の
使
用

二

当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
し
た
第
三
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

第
六
十
条

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
場
合
、
又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
商
標
登
録
出
願
に

つ
い
て
再
審
に
よ
り
商
標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い

て
当
該
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
た
結
果
、
再

審
の
請
求
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、

継
続
し
て
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を

承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
審
判
の
規
定
の
準
用
）

第
六
十
条
の
二

第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
五
か
ら
第
四
十
三
条
の
九
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
十
二
か
ら
第
四
十
三
条
の
十
五
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
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い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
、
第
百
五
十
四
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
百

五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
確
定
し
た
取
消
決
定
に
対
す
る
再

審
に
準
用
す
る
。

２

第
五
十
五
条
の
二
及
び
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

３

第
五
十
五
条
の
三
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

４

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
五
十
三

条
の
二
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
六
十
一
条

特
許
法
第
百
七
十
三
条
（
再
審
の
請
求
期
間
）
並
び
に
第
百
七
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
（
審
判
の
規
定
等
の
準
用
）
の
規
定
は
、
再
審
に
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
六
十
七
条
か
ら
第
百
六
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
七
条
、
第
百
六
十
八
条
」
と
、
「
特
許
無
効
審
判
又
は

延
長
登
録
無
効
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
又

は
第
五
十
三
条
の
二
の
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
意
匠
法
の
準
用
）

第
六
十
二
条

意
匠
法
第
五
十
八
条
第
二
項
（
審
判
の
規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
七
条
の
二
本
文
、
第
百
六
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
六
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

意
匠
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項

中
「
第
百
六
十
七
条
の
二
本
文
、
第
百
六
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
六
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
）

第
六
十
三
条

取
消
決
定
又
は
審
決
に
対
す
る
訴
え
、
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
及
び
登
録
異
議
申
立
書
又
は
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
東
京

高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
。

２

特
許
法
第
百
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
出
訴
期
間
等
）
及
び
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
二
条
ま
で
（
被
告
適
格
、
出
訴
の
通
知
等
、
審
決
取
消
訴
訟
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に
お
け
る
特
許
庁
長
官
の
意
見
、
審
決
又
は
決
定
の
取
消
し
及
び
裁
判
の
正
本
等
の
送
付
）
の
規
定
は
、
前
項
の
訴
え
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百

七
十
九
条
中
「
特
許
無
効
審
判
若
し
く
は
延
長
登
録
無
効
審
判
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
二
の
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

防
護
標
章

（
防
護
標
章
登
録
の
要
件
）

第
六
十
四
条

商
標
権
者
は
、
商
品
に
係
る
登
録
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
商
品
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
登
録
商
標
に
係
る
指
定
商
品
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
商
品
以
外
の
商
品
又
は
指
定
商
品
に
類
似
す
る
役
務
以
外
の
役
務
に
つ
い
て
他
人
が
登
録
商
標
の
使
用
を
す

る
こ
と
に
よ
り
そ
の
商
品
又
は
役
務
と
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
商
品
と
が
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、

そ
の
登
録
商
標
と
同
一
の
標
章
に
つ
い
て
の
防
護
標
章
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

商
標
権
者
は
、
役
務
に
係
る
登
録
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
登

録
商
標
に
係
る
指
定
役
務
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
役
務
以
外
の
役
務
又
は
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商
品
以
外
の
商
品
に
つ
い
て
他
人
が
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
役
務
又
は
商
品
と
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
役
務
と
が
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
役
務
又
は
商
品
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録

商
標
と
同
一
の
標
章
に
つ
い
て
の
防
護
標
章
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

地
域
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
に
係
る
防
護
標
章
登
録
に
つ
い
て
の
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
自
己
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
自
己
又

は
そ
の
構
成
員
の
」
と
す
る
。

（
出
願
の
変
更
）

第
六
十
五
条

商
標
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
を
防
護
標
章
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
は
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
）

第
六
十
五
条
の
二

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
は
、
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
は
、
更
新
登
録
の
出
願
に
よ
り
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
登
録
防
護
標
章
が
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
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り
防
護
標
章
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
）

第
六
十
五
条
の
三

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

防
護
標
章
登
録
の
登
録
番
号

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

２

更
新
登
録
の
出
願
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
満
了
前
六
月
か
ら
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
そ
の
出
願

が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
そ
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
存
続
期
間
は
、
そ
の
満
了
の
時
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は

、
そ
の
出
願
の
時
）
に
更
新
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
し
、
又
は
防
護
標
章
登
録
に
基

づ
く
権
利
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
五
条
の
四

審
査
官
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を

す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
出
願
に
係
る
登
録
防
護
標
章
が
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
防
護
標
章
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

そ
の
出
願
を
し
た
者
が
当
該
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
者
で
な
い
と
き
。

２

審
査
官
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
更
新
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
の
五

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
二
並
び
に
特
許
法
第
四
十
八
条
（
審
査
官
の
除
斥
）
及
び
第
五
十
二
条
（
査
定
の
方
式
）
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
に

基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。

（
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
の
登
録
）
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第
六
十
五
条
の
六

次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
納
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
を
す
る
。

２

前
項
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
商
標
公
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

登
録
番
号
及
び
更
新
登
録
の
年
月
日

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
登
録
料
）

第
六
十
五
条
の
七

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
二
万
八
千
二
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
三
万
三
千
四
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
四
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
登
録
料
の
納
付
期
限
）

第
六
十
五
条
の
八

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
は
、
防
護
標
章
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
（
防

護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
満
了
前
に
そ
の
送
達
が
あ
つ
た
と
き
は
、
存
続
期
間
の
満
了
の
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
の
請
求
に
よ
り
、
三
十
日
以
内
を
限
り
、
前
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
延
長
後
の
期
間
）
内
に
そ
の
登
録
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

登
録
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
そ
の
登
録
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
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経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
害
関
係
人
に
よ
る
登
録
料
の
納
付
）

第
六
十
五
条
の
九

利
害
関
係
人
は
、
納
付
す
べ
き
者
の
意
に
反
し
て
も
、
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
を
納
付
し
た
利
害
関
係
人
は
、
納
付
す
べ
き
者
が
現
に
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
そ
の
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
誤
納
の
登
録
料
の
返
還
）

第
六
十
五
条
の
十

過
誤
納
に
係
る
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
は
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
は
、
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
附
随
性
）

第
六
十
六
条

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
は
、
当
該
商
標
権
を
分
割
し
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

２

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
は
、
当
該
商
標
権
を
移
転
し
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
権
に
従
つ
て
移
転
す
る
。

３

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
は
、
当
該
商
標
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

４

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
当
該
商
標
権
に
係
る
防

護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
効
力
は
、
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
第
二
十
一
条
第
一
項
の
申
請
に
よ
り

商
標
権
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
が
さ
れ
る
前
に
お
け
る
次
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

５

第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
当
該
商
標

権
に
係
る
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
効
力
は
、
第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
分
割
登
録
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
経
過
後
第
四
十

一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
が
存
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旨
の
登
録
が
さ
れ
る
前
に
お
け
る
次
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

６

前
項
の
規
定
は
、
第
四
十
一
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
に
係
る
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
効
力
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
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（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
六
十
七
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
防
護
標
章
の
使
用

二

指
定
商
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
品
又
は
そ
の
商
品
の
包
装
に
登
録
防
護
標
章
を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
、
引
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

三

指
定
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
登
録
防
護
標
章
を
付
し
た
も
の
を
、
こ
れ
を
用
い
て
当
該
指
定
役
務
を
提
供
す
る
た
め

に
所
持
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

四

指
定
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
登
録
防
護
標
章
を
付
し
た
も
の
を
、
こ
れ
を
用
い
て
当
該
指
定
役
務
を
提
供
さ
せ
る
た

め
に
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
所
持
し
、
若
し
く
は
輸
入
す
る
行
為

五

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
防
護
標
章
の
使
用
を
す
る
た
め
に
登
録
防
護
標
章
を
表
示
す
る
物
を
所
持
す
る
行
為

六

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
防
護
標
章
の
使
用
を
さ
せ
る
た
め
に
登
録
防
護
標
章
を
表
示
す
る
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
引
渡

し
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

七

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
登
録
防
護
標
章
の
使
用
を
し
、
又
は
使
用
を
さ
せ
る
た
め
に
登
録
防
護
標
章
を
表
示
す
る
物
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

（
商
標
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
八
条

第
五
条
、
第
五
条
の
二
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
二
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
の
二
の

規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商

「
三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

品
及
び
役
務
の
区
分
」
と
あ
る
の
は

と
、
第
五
条
の
二
第
一
項
中

四

防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
標
登
録
の
登
録
番
号

」

「
四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な
い
と
き
。

「
四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な
い
と
き
。
」
と
あ
る
の
は

と
、
第

五

防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
標
登
録
の
登
録
番
号
の
記
載
が
な
い
と
き
。
」

十
三
条
の
二
第
五
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
四
条
か
ら
第
十
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

五
条
第
一
号
中
「
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
条
第
五
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
八
条
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
特
許
法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
九
条
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条

第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が

あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
四
十
三
条
の
二
（
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
五
十
三
条
の

二
、
第
五
十
三
条
の
三
、
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
五
十
六
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
に
係
る
登
録
異
議
の
申
立
て
及
び
審
判

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
号
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
第

一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
六
十
四
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
そ
の
登
録
商
標
が
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
商
標
に
該
当
す
る
も

の
と
な
つ
て
い
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
商
標
登
録
が
第
六
十
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

前
章
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
に
係
る
再
審
及
び
訴
訟
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
九
条
第
二
号
中
「
第
三
十
七
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

十
七
条
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
、
第
六
十
条
中
「
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
標
章
登
録
に
係
る
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
」
と
、
「

商
標
登
録
出
願
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
標
章
登
録
出
願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
」
と
、
「
商
標
権
の
設
定
の
登
録
」

と
あ
る
の
は
「
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
設
定
の
登
録
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
旨
の
登
録
」
と
、
「
又
は
こ
れ
ら
に

類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
当
該
登
録
防
護
標
章
と
同
一
の
商
標
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
の
二

マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
の
議
定
書
に
基
づ
く
特
例

第
一
節

国
際
登
録
出
願

（
国
際
登
録
出
願
）

第
六
十
八
条
の
二

日
本
国
民
又
は
日
本
国
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
外
国
人
で
あ
つ
て
標
章
の
国
際
登
録
に
関
す
る
マ
ド
リ
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ッ
ド
協
定
の
千
九
百
八
十
九
年
六
月
二
十
七
日
に
マ
ド
リ
ッ
ド
で
採
択
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
二
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
国

（1）

際
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
許
庁
長
官
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
を
基
礎
と
し
た
議
定
書
第
二
条

に
規
定
す
る
出
願
（
以
下
「
国
際
登
録
出

（2）

願
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て
国
際
登
録
出
願

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
自
己
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
（
以
下
「
商
標
登
録
出
願
等
」
と
い
う
。
）

二

自
己
の
商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
（
以
下
「
商
標
登
録
等
」
と
い
う
。
）

２

国
際
登
録
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
国
語
で
作
成
し
た
願
書
及
び
必
要
な
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

願
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
際
登
録
出
願
に
係
る
商
標
の
保
護
を
求
め
る
議
定
書
の
締
約
国
の
国
名

二

国
際
登
録
出
願
に
係
る
商
標
の
保
護
を
求
め
る
商
品
又
は
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

４

国
際
登
録
出
願
に
係
る
商
標
又
は
標
章
に
つ
い
て
議
定
書
第
三
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
付
し
た
色
彩
又
は
そ
の
組
合
せ
を
願
書

（3）

に
記
載
し
、
か
つ
、
そ
の
色
彩
を
付
し
た
商
標
登
録
出
願
等
に
係
る
商
標
若
し
く
は
標
章
又
は
登
録
商
標
若
し
く
は
登
録
防
護
標
章
の
写
し
を
願
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
の
三

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
登
録
出
願
の
願
書
及
び
必
要
な
書
面
を
議
定
書
第
二
条

に
規
定
す
る
国
際
事
務
局
（
以
下
「
国
際
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に

（1）

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
願
書
の
記
載
事
項
と
そ
の
基
礎
と
し
た
商
標
登
録
出
願
等
又
は
商
標
登
録
等
の
記
載
事
項
が
一
致
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及

び
国
際
登
録
出
願
の
受
理
の
日
を
願
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
国
際
事
務
局
に
送
付
し
た
国
際
登
録
出
願
の
願
書
の
写
し
を
当
該
国
際
登
録
出
願
の
出
願
人
に
対
し
て
送
付
す
る
。

（
事
後
指
定
）

第
六
十
八
条
の
四

国
際
登
録
の
名
義
人
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
定
書
第
三
条
の
三
に
規
定
す
る
領
域
指
定
（
以
下
「
領
域
指
定
」
と
い
う
。

）
で
あ
つ
て
国
際
登
録
後
の
も
の
（
以
下
「
事
後
指
定
」
と
い
う
。
）
を
特
許
庁
長
官
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申
請
）
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第
六
十
八
条
の
五

国
際
登
録
の
名
義
人
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
定
書
第
七
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
（
以
下
「
国
際

（1）

登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
特
許
庁
長
官
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
の
記
録
の
請
求
）

第
六
十
八
条
の
六

国
際
登
録
の
名
義
人
又
は
そ
の
譲
受
人
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
定
書
第
九
条
に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
（

以
下
「
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
」
と
い
う
。
）
の
記
録
の
請
求
を
特
許
庁
長
官
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
は
、
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
商
品
若
し
く
は
役
務
ご
と
又
は
国
際
登
録
が
効
力
を
有
す
る
締
約
国
ご
と
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
標
登
録
出
願
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
八
条
の
七

第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
十
七
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
国
際
登

録
出
願
、
事
後
指
定
、
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申
請
及
び
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
の
記
録
の
請
求
に
準
用
す
る
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
八
条
の
八

第
六
十
八
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
登
録
出
願
、
事
後
指
定
、
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申
請
及
び
国
際
登
録
の

名
義
人
の
変
更
の
記
録
の
請
求
に
関
し
議
定
書
及
び
議
定
書
に
基
づ
く
規
則
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

国
際
商
標
登
録
出
願
に
係
る
特
例

（
領
域
指
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
）

第
六
十
八
条
の
九

日
本
国
を
指
定
す
る
領
域
指
定
は
、
議
定
書
第
三
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日
（
以
下
「
国
際
登
録
の
日
」
と
い
う
。
）
に
さ
れ
た
商
標
登
録
出

（4）

願
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
事
後
指
定
の
場
合
は
、
議
定
書
第
三
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
国
際
登
録
に
係
る
事
後
指
定
が
議
定
書
第
二
条

に
規
定
す
る
国
際
事
務
局
の

（2）

（1）

登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
日
（
以
下
「
事
後
指
定
の
日
」
と
い
う
。
）
に
さ
れ
た
商
標
登
録
出
願
と
み
な
す
。

２

日
本
国
を
指
定
す
る
国
際
登
録
に
係
る
国
際
登
録
簿
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
願
書
に
記
載
さ
れ
た
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。

国
際
登
録
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
住
所

商
標
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
商
標

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標

国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
商
品
又
は
役
務
及
び
当
該
商
品
又
は
役
務
の
類

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
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商
品
及
び
役
務
の
区
分

国
際
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
商
標
の
記
載
の
意

商
標
の
詳
細
な
説
明

義
を
解
釈
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

（
国
際
商
標
登
録
出
願
の
出
願
時
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
領
域
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
国
際
商
標
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
係
る
登
録

商
標
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
商
標
登
録
前
の
登
録
商
標
（
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
国
内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
」
と
い
う
。
）
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
国
内
登

録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
と
重
複
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
と
国
内
登
録
に
基
づ
く

登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
国
際
商
標
登
録
出
願
は
そ
の
重
複
し
て
い
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国
内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
商
標
登

録
出
願
の
日
に
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

２

第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
国
際
商
標
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

（
出
願
時
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
一

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
商
標
登
録
出
願
と
同
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
商
標

登
録
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
と
す
る
。

（
出
願
の
分
割
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
二

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
出
願
の
変
更
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
三

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
出
願
公
開
に
係
る
商
標
公
報
の
掲
載
事
項
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
四

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
商
標
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
、
「
国
際
登
録
の
番
号
及
び
国
際
登
録
の
日
（
事
後
指
定
に
係
る
国
際
商
標
登
録
出
願
の
場
合
は
事
後
指
定
の
日
）
」
と
す
る
。

（
パ
リ
条
約
等
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
の
特
例
）
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第
六
十
八
条
の
十
五

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七

項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
商
標
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
と
す
る
。

（
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
六

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
相

続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
を
除
き
、
特
許
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
事
務
局
」
と
す
る
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
に
伴
う
国
際
商
標
登
録
出
願
の
取
扱
い
）

第
六
十
八
条
の
十
七

国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
に
よ
り
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
商
品
又
は
役
務
の
全
部
又
は
一
部
が
分
割
し
て
移
転
さ
れ
た
と
き
は
、
国
際

商
標
登
録
出
願
は
、
変
更
後
の
名
義
人
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
商
標
登
録
出
願
に
な
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
補
正
後
の
商
標
に
つ
い
て
の
新
出
願
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
八

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
九

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
第
四

十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
納
付
が
あ

つ
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
八
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
個
別
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ
た
こ
と
を
国
際
登
録
簿
に
記
録
し
た
旨
の
通
報
が
国

際
事
務
局
か
ら
あ
つ
た
と
き
は
」
と
す
る
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
商
標
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
登

録
の
番
号
及
び
国
際
登
録
の
日
（
事
後
指
定
に
係
る
国
際
商
標
登
録
出
願
の
場
合
は
事
後
指
定
の
日
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
登
録
番
号
及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日
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」
と
あ
る
の
は
「
国
際
登
録
の
番
号
及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日
」
と
す
る
。

（
国
際
登
録
の
消
滅
に
よ
る
効
果
）

第
六
十
八
条
の
二
十

国
際
商
標
登
録
出
願
は
、
そ
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
消
滅
し
た
範
囲
で
指
定
商
品
又
は
指

定
役
務
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
の
登
録
を
受
け
た
商
標
権
（
以
下
「
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
」
と
い

う
。
）
は
、
そ
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
消
滅
し
た
範
囲
で
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
二
項
の
効
果
は
、
国
際
登
録
簿
か
ら
当
該
国
際
登
録
が
消
滅
し
た
日
か
ら
生
ず
る
。

（
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
）

第
六
十
八
条
の
二
十
一

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
国
際
登
録
の
日
（
そ
の
商
標
権
の
設
定
の
登
録
前
に
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
直
近
の
更
新
の
日
）
か
ら
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
に
よ
り
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
満
了
の
時
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
は
、
そ
の
存
続
期
間
の
満
了
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な

す
。

（
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
二

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
二
項
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の

更
新
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
登
録
番
号
及
び
更
新
登
録
の
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
登
録
の
番
号
及
び
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
日
」
と
す
る
。

（
商
標
権
の
分
割
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
三

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



- 232 -

（
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
の
移
転
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
四

国
際
登
録
に
基
づ
く
団
体
商
標
に
係
る
商
標
権
は
、
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
権
の
放
棄
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
五

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
者
は
、
そ
の
商
標
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
権
の
登
録
の
効
果
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
六

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
移
転
、
信
託
に
よ
る
変
更
、
放
棄
に
よ
る
消
滅
又
は
処
分
の
制
限
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な

い
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
商
標
原
簿
へ
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
七

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
の
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
商
標
権
の
設
定
、
存
続
期
間
の

更
新
、
分
割
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
、
回
復
又
は
処
分
の
制
限
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
権
の
設
定
、
信
託
に
よ
る
変
更
又
は
処
分
の
制
限
」
と
す
る
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
、
移
転
、
変
更
（
信
託
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
消
滅
は
、
国
際
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
手
続
の
補
正
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
十
八

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
五
条
の
三
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
詳
細
な
説
明
と
み
な
さ
れ
た
事
項
を
除
き
、
第
六
十
八
条
の
四
十
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
権
に
つ
い
て
の
特
則
の
特
例
）
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第
六
十
八
条
の
二
十
九

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
の
第
六
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
二
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第

三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第

一
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
一
項
」
と
、
「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
十
八
条
の
二
十
七
第
二
項
」
と
す
る
。

（
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
個
別
手
数
料
）

第
六
十
八
条
の
三
十

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
議
定
書
第
八
条

に
規
定
す
る
個
別
の
手
数
料
（
以
下
「
個
別
手
数
料

（7）
（a）

」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
額
を
国
際
事
務
局
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

二
千
七
百
円
に
一
の
区
分
に
つ
き
八
千
六
百
円
を
加
え
た
額
に
相
当
す
る
額

二

二
万
八
千
二
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
個
別
手
数
料
は
国
際
登
録
前
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
個
別
手
数
料
は
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
際
事
務
局
に
対
し
、
当
該
出
願
に
係
る
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
額
の
個
別
手
数
料
の
納
付
期
限
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

国
際
商
標
登
録
出
願
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
個
別
手
数
料
の
納
付
が
な
い
た
め
、
そ
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
取
り
下
げ
ら

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
を
す
る
者
は
、
個
別
手
数
料
と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
三
万
八
千
八
百
円
に
区
分
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す

る
額
を
国
際
事
務
局
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

国
際
商
標
登
録
出
願
及
び
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
（
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
八
条
の
三
十
一

第
六
十
八
条
の
九
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
定
書
及
び
議
定
書
に
基
づ
く
規
則
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
。
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第
三
節

商
標
登
録
出
願
等
の
特
例

（
国
際
登
録
の
取
消
し
後
の
商
標
登
録
出
願
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
二

議
定
書
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
日
本
国
を
指
定
す
る
国
際
登
録
の
対
象
で
あ
つ
た
商
標
に
つ
い
て
、
当
該
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い

（4）

た
商
品
又
は
役
務
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
当
該
国
際
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
国
際
登
録
の
名
義
人
で
あ
つ
た
者
は
、
当
該
商
品
又
は
役
務
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
い
て
商
標
登
録
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
国
際
登
録
の
国
際
登
録
の
日
（
同
項
の
国
際
登
録
が
事
後
指
定
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
は
当
該
国
際
登
録
に
係
る
事
後
指
定
の
日
）
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

前
項
の
商
標
登
録
出
願
が
同
項
の
国
際
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
が
前
項
の
国
際
登
録
の
対
象
で
あ
つ
た
商
標
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

三

前
項
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
同
項
の
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
た
商
品
又
は
役
務
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
国
際
登
録
に
係
る
国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
パ
リ
条
約
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録

出
願
に
当
該
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る
。

４

第
一
項
の
国
際
登
録
に
係
る
国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
九
条
の
三
又
は
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
優
先
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
商
標
登
録
出
願
の
一
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
登
録

出
願
の
一
部
（
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
の
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
た
商
品
又
は
役
務
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
を
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
出
願
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月

以
内
に
そ
の
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
商
標
登
録
出
願
は
、
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
時
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
定
書
の
廃
棄
後
の
商
標
登
録
出
願
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
三

議
定
書
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
、
日
本
国
を
指
定
す
る
国
際
登
録
の
名
義
人
が
議
定
書
第
二
条

の
規
定
に
基
づ
く
国
際
出
願
を
す
る
資

（5）
（b）

（1）
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格
を
有
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
国
際
登
録
の
名
義
人
で
あ
つ
た
者
は
、
当
該
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
た
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
商
標
登
録

出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
項
の
国
際
登
録

が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
議
定
書
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
廃
棄
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（3）

（
拒
絶
理
由
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
四

第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
又
は
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条

の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
が
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
二
項

各
号
（
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
」
と
す
る
。

２

国
際
登
録
に
係
る
商
標
権
で
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
の
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
（
第
六
十
八
条
の
三
十
七
及

び
第
六
十
八
条
の
三
十
九
に
お
い
て
「
旧
国
際
登
録
に
係
る
商
標
権
の
再
出
願
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
五

第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
当
該
出
願
に
係
る
国
際
登
録

の
国
際
登
録
の
日
（
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
直
近
の
更
新
の
日
）
か
ら
十
年
以
内
に
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
あ
つ

た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
出
願
に
係
る
国
際
登
録
が
議
定
書
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
日
前
又
は
議
定
書
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
廃
棄
の
効
力
が
生

（4）

（3）

じ
た
日
前
に
第
六
十
八
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
個
別
手
数
料
が
国
際
事
務
局
に
納
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
す
る
。

（
存
続
期
間
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
六

前
条
に
規
定
す
る
商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
当
該
出
願
に
係
る
国
際
登
録
の
国
際
登
録
の
日
（
当
該
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
直
近
の
更
新
の
日
）
か
ら
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
商
標
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
登
録
異
議
の
申
立
て
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
七

旧
国
際
登
録
に
係
る
商
標
権
の
再
出
願
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
の
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
、
商
標
登
録

」
と
あ
る
の
は
、
「
、
商
標
登
録
（
旧
国
際
登
録
に
係
る
商
標
権
の
再
出
願
に
係
る
商
標
登
録
に
あ
つ
て
は
、
も
と
の
国
際
登
録
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
登
録
異
議

の
申
立
て
が
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
条
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
商
標
登
録
の
無
効
の
審
判
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
十
八

第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
の
第
四
十
六
条

第
一
項
の
審
判
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
又
は
第
六
十
八
条
の

三
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
二
項
各
号
（
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
」
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
三
十
九

旧
国
際
登
録
に
係
る
商
標
権
の
再
出
願
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
の
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
前
で
あ
つ
て
も
、
旧
国
際
登
録
に
係
る
商
標
権
の

再
出
願
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
は
、
も
と
の
国
際
登
録
に
係
る
商
標
登
録
に
つ
い
て
本
条
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
が
で
き
な
く
な
つ
て

い
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
」
と
す
る
。

第
八
章

雑
則

（
手
続
の
補
正
）

第
六
十
八
条
の
四
十

商
標
登
録
出
願
、
防
護
標
章
登
録
出
願
、
請
求
そ
の
他
商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
す
る
手
続
を
し
た
者
は
、
事
件
が
審
査
、
登
録
異
議
の

申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

商
標
登
録
出
願
を
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
納
付
と
同
時
に
、
商
標
登

録
出
願
に
係
る
区
分
の
数
を
減
ず
る
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
権
に
つ
い
て
の
特
則
）

第
六
十
九
条

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
登
録
又
は
商
標
権
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
の
二
第
四
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
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三
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
若
し
く
は
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百

七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
十
五
条
第
二
項
第

四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
商
標
登
録
が
さ
れ
、
又
は
商
標
権
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
等
に
つ
い
て
の
特
則
）

第
七
十
条

第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
若
し
く

は
第
四
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
三
条
又
は
第
七
十
四
条
に
お
け
る
「
登
録
商
標
」
に
は
、
そ
の
登

録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
色
彩
を
登
録
商
標
と
同
一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
商
標
と
同
一
の
商
標
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
又
は
第
六
十
七
条
に
お
け
る
「
登
録
防
護
標
章
」
に
は
、
そ
の
登
録
防
護
標
章
に
類
似
す
る
標
章
で
あ
つ
て
、
色
彩
を
登
録
防
護
標
章
と
同

一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
防
護
標
章
と
同
一
の
標
章
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

第
三
十
七
条
第
一
号
又
は
第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
け
る
「
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
」
に
は
、
そ
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
色
彩
を
登
録
商
標

と
同
一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
商
標
と
同
一
の
商
標
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
色
彩
の
み
か
ら
な
る
登
録
商
標
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
原
簿
へ
の
登
録
）

第
七
十
一
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
特
許
庁
に
備
え
る
商
標
原
簿
に
登
録
す
る
。

一

商
標
権
の
設
定
、
存
続
期
間
の
更
新
、
分
割
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
、
回
復
又
は
処
分
の
制
限

二

防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
設
定
、
存
続
期
間
の
更
新
、
移
転
又
は
消
滅

三

専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
の
設
定
、
保
存
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

四

商
標
権
、
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更
、
消
滅
又
は
処
分
の
制
限

２

商
標
原
簿
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
磁
気
テ
ー
プ
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
商
標
登
録
証
等
の
交
付
）
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第
七
十
一
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
商
標
権
者
に
対

し
、
商
標
登
録
証
又
は
防
護
標
章
登
録
証
を
交
付
す
る
。

２

商
標
登
録
証
又
は
防
護
標
章
登
録
証
の
再
交
付
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
証
明
等
の
請
求
）

第
七
十
二
条

何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
し
、
証
明
、
書
類
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
、
書
類
若
し
く
は
第
五
条
第
四
項

の
物
件
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
商
標
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
又
は
同
項
の
物
件
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
秘
密
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第

五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
二
（
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
判
又
は
こ
れ
ら
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再

審
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
事
者
又
は
参
加
人
か
ら
当
該
当
事
者
又
は
参
加
人
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の

二

判
定
に
係
る
書
類
で
あ
つ
て
、
当
事
者
か
ら
当
該
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の

三

個
人
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

四

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
、
同
項
本
文
の
請
求
を
認
め
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び
商
標
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び
商
標
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
標
登
録
表
示
）
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第
七
十
三
条

商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
商
品
の
包
装
若
し
く
は
指
定

役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物
に
登
録
商
標
を
付
す
る
と
き
、
又
は
指
定
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
当
該
指
定
役
務
の
提
供
に
係
る
物
に
登
録
商

標
を
付
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
に
そ
の
商
標
が
登
録
商
標
で
あ
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
商
標
登
録
表
示
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虚
偽
表
示
の
禁
止
）

第
七
十
四
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

登
録
商
標
以
外
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
に
商
標
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
す
る
行
為

二

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
以
外
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
商
標
に
商
標
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表

示
を
付
す
る
行
為

三

商
品
若
し
く
は
そ
の
商
品
の
包
装
に
登
録
商
標
以
外
の
商
標
を
付
し
た
も
の
、
指
定
商
品
以
外
の
商
品
若
し
く
は
そ
の
商
品
の
包
装
に
商
品
に
係
る
登
録
商
標
を
付

し
た
も
の
又
は
商
品
若
し
く
は
そ
の
商
品
の
包
装
に
役
務
に
係
る
登
録
商
標
を
付
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
標
に
商
標
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示

を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
又
は
引
渡
し
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

四

役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
登
録
商
標
以
外
の
商
標
を
付
し
た
も
の
、
指
定
役
務
以
外
の
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提

供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
役
務
に
係
る
登
録
商
標
を
付
し
た
も
の
又
は
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
用
に
供
す
る
物
に
商
品
に
係

る
登
録
商
標
を
付
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
標
に
商
標
登
録
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
た
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
役
務
に
係
る
虚
偽
商
標
登

録
表
示
物
」
と
い
う
。
）
を
、
こ
れ
を
用
い
て
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
所
持
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

五

役
務
に
係
る
虚
偽
商
標
登
録
表
示
物
を
、
こ
れ
を
用
い
て
当
該
役
務
を
提
供
さ
せ
る
た
め
に
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
所
持
し

、
若
し
く
は
輸
入
す
る
行
為

（
商
標
公
報
）

第
七
十
五
条

特
許
庁
は
、
商
標
公
報
を
発
行
す
る
。

２

商
標
公
報
に
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
願
公
開
後
に
お
け
る
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
商
標
登
録
出
願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願
の
放
棄
、
取
下
げ
若
し
く
は
却
下

二

出
願
公
開
後
に
お
け
る
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
承
継
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三

出
願
公
開
後
に
お
け
る
願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

標
章
に
つ
い
て
し
た
補
正

四

商
標
権
の
消
滅
（
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
る
も
の
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

五

登
録
異
議
の
申
立
て
若
し
く
は
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
又
は
こ
れ
ら
の
取
下
げ

六

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
確
定
し
た
決
定
、
審
判
の
確
定
審
決
又
は
再
審
の
確
定
し
た
決
定
若
し
く
は
確
定
審
決

七

第
六
十
三
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
の
確
定
判
決

（
手
数
料
）

第
七
十
六
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
継
の
届
出
を
す
る
者

二

第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の
四
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四

十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
三
項
（
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
の
八
第
三
項
若
し
く
は
次
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又
は
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
期
日
の
変
更
を
請
求
す
る
者

三

第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
国
際
登
録
出
願
を
す
る
者

四

第
六
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
事
後
指
定
を
す
る
者

五

第
六
十
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者

六

第
六
十
八
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
の
記
録
の
請
求
を
す
る
者

七

商
標
登
録
証
又
は
防
護
標
章
登
録
証
の
再
交
付
を
請
求
す
る
者

八

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
を
請
求
す
る
者

九

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
者

十

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
又
は
第
五
条
第
四
項
の
物
件
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
請
求
す
る
者
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十
一

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る

者

２

別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

４

商
標
権
、
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
又
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
が
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
国
と
国
以
外
の
者
が
自
己
の
商
標
権
、
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
又
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
つ
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
手
数
料
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
手
数
料
の
金
額
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
国
以
外
の
者
が
そ
の
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

６

第
一
項
又
は
第
二
項
の
手
数
料
の
納
付
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
印
紙
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

過
誤
納
の
手
数
料
は
、
納
付
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
は
、
納
付
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

９

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
七
十
七
条

特
許
法
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
（
期
間
及
び
期
日
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
期
間
及
び
期
日
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第

四
条
中
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
法
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

特
許
法
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
百
九
十
四
条
（

手
続
）
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
、
防
護
標
章
登
録
出
願
、
請
求
そ
の
他
商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

第
九
条
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
」
と
、
同
法
第
十
四
条
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
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判
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
」
と
、
同
法
第
十
七
条
第
三
項
中
「
二

手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ

「
二

手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

二
の
二

手
続
に
つ
い
て
商
標
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
同
法
第
四
十
一
条

く
命
令
で
定
め
る
方
式
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。
」
と
あ
る
の
は

の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
登
録
の
申
請
と
同
時
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
（
商
標
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
割
増
登
録
料
を

と
、
同
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
五
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
法

含
む
。
）
を
納
付
し
な
い
と
き
。
」

第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

特
許
法
第
二
十
五
条
（
外
国
人
の
権
利
の
享
有
）
の
規
定
は
、
商
標
権
そ
の
他
商
標
登
録
に
関
す
る
権
利
に
準
用
す
る
。

４

特
許
法
第
二
十
六
条
（
条
約
の
効
力
）
の
規
定
は
、
商
標
登
録
及
び
防
護
標
章
登
録
に
準
用
す
る
。

５

特
許
法
第
百
八
十
九
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
（
送
達
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
送
達
に
準
用
す
る
。

６

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
準
用
す
る
。

７

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
四
（
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
制
限
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
査
定
、
補
正
の
却
下
の
決
定
、
取
消
決

定
若
し
く
は
審
決
及
び
登
録
異
議
申
立
書
若
し
く
は
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
並
び
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分
又
は
こ
れ
ら
の
不
作
為
に
準
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
七
十
七
条
の
二

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判

断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
章

罰
則

（
侵
害
の
罪
）

第
七
十
八
条

商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
（
第
三
十
七
条
又
は
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行

為
を
行
つ
た
者
を
除
く
。
）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
七
十
八
条
の
二

第
三
十
七
条
又
は
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
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若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
詐
欺
の
行
為
の
罪
）

第
七
十
九
条

詐
欺
の
行
為
に
よ
り
商
標
登
録
、
防
護
標
章
登
録
、
商
標
権
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に

つ
い
て
の
決
定
又
は
審
決
を
受
け
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
虚
偽
表
示
の
罪
）

第
八
十
条

第
七
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
偽
証
等
の
罪
）

第
八
十
一
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
、
鑑
定
人
又
は
通
訳
人
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
、
鑑
定
又
は
通
訳
を
し

た
と
き
は
、
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
、
又
は
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自
白
し
た
と
き
は
、
そ

の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
違
反
の
罪
）

第
八
十
一
条
の
二

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
（
第
十
三
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
命

令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
八
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
で
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
七
十
八
条
、
第
七
十
八
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
条

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
二
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告
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訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
十
八
条
、
第
七
十
八
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
過
料
）

第
八
十
三
条

第
二
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
、
第
四
十

三
条
の
八
（
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
第
六
十
一
条
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
、
第
六
十
二
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
、
又
は
第

六
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
特
許

法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
者
が
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述

を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
八
十
四
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
呼
出
し
を
受
け
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
出
頭
せ
ず
、
又
は
宣
誓
、
陳
述

、
証
言
、
鑑
定
若
し
く
は
通
訳
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
八
十
五
条

証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
に
関
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
か
ら
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
命
じ

ら
れ
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

別
表
（
第
七
十
六
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一

商
標
登
録
出
願
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
六
千
円
に
一
の
区
分
に
つ
き
一
万
五
千
円
を
加
え
た
額

二

防
護
標
章
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続

一
件
に
つ
き
一
万
二
千
円
に
一
の
区
分
に
つ
き
三
万
円
を
加
え
た
額

期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
を
す
る
者

三

第
九
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

一
件
に
つ
き
四
千
二
百
円

第
四
十
三
条
第
七
項
、
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
二

第
三
項
、
第
六
十
五
条
の
八
第
四
項
又
は
第
七
十
七
条
第
一
項
に



- 245 -

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
を
す

る
者

四

商
標
権
の
分
割
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
三
万
円

五

第
二
十
八
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

一
件
に
つ
き
四
万
円

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
る
者

六

登
録
異
議
の
申
立
て
を
す
る
者

一
件
に
つ
き
三
千
円
に
一
の
区
分
に
つ
き
八
千
円
を
加
え
た
額

七

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
へ
の
参
加
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
千
円

八

審
判
又
は
再
審
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円
に
一
の
区
分
に
つ
き
四
万
円
を
加
え
た
額

九

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
五
万
五
千
円

○
執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
を
受
け
る
場
合
）

第
八
条

執
行
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
ご
と
に
、
そ
の
手
数
料
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一

文
書
の
送
達

一
の
二

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
処
分
に
よ
る
物
の
形
状
、
占
有
関
係
そ
の
他
の
現
況
の
調
査

二

差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行

三

民
事
執
行
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
係
る
事
務

四

換
価
の
た
め
に
動
産
（
民
事
執
行
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
産
を
い
う
。
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ

と
。

五

配
当
要
求
に
係
る
事
務

六

売
却
又
は
そ
の
他
の
換
価
の
実
施
に
係
る
事
務

七

動
産
（
有
価
証
券
を
含
み
、
人
の
居
住
す
る
船
舶
等
を
除
く
。
）
を
債
務
者
か
ら
取
り
上
げ
て
債
権
者
に
引
き
渡
す
こ
と
。

八

不
動
産
又
は
人
の
居
住
す
る
船
舶
等
に
つ
い
て
債
務
者
の
占
有
を
解
い
て
債
権
者
に
そ
の
占
有
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
。

九

差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
を
し
た
動
産
そ
の
他
執
行
官
の
保
管
し
て
い
る
物
を
債
務
者
そ
の
他
の
者
に
保
管
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
状
況
の
点
検
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十

民
事
執
行
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
る
動
産
の
取
上
げ

十
一

差
押
え
又
は
仮
差
押
え
の
執
行
を
し
た
動
産
そ
の
他
執
行
官
の
保
管
し
て
い
る
物
を
執
行
処
分
の
取
消
し
と
し
て
債
務
者
そ
の
他
こ
れ
を
受
け
取
る
権
利
を
有
す

る
者
に
引
き
渡
す
こ
と
。

十
二

民
事
執
行
法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
九
十
六
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
援
助

十
三

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
の
封
印
又
は
封
印
の
除
去

十
四

拒
絶
証
書
の
作
成

十
五

債
務
者
が
抵
当
証
券
の
所
持
人
に
対
し
て
支
払
を
し
な
い
旨
の
証
明

十
六

不
動
産
又
は
船
舶
の
形
状
、
占
有
関
係
そ
の
他
の
現
況
の
調
査

十
七

民
事
執
行
法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保
全
処
分
又
は
公
示
保
全
処
分
を
命
ず
る
場
合
に

限
る
。
）
（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
不
動
産
に
対
す
る
占
有
を
解
い
て
保
管
し
、
又
は
保
管
の
た
め

申
立
人
に
そ
の
占
有
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
。

十
七
の
二

民
事
執
行
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
覧
の
実
施

十
八

船
舶
の
国
籍
を
証
す
る
文
書
そ
の
他
の
船
舶
の
航
行
の
た
め
に
必
要
な
文
書
の
取
上
げ

十
九

前
各
号
の
事
務
以
外
の
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二
十

民
事
執
行
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
基
づ
く
執
行

二
十
一

仮
処
分
そ
の
他
の
保
全
処
分
の
執
行
で
、
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

二
十
二

前
二
号
の
事
務
以
外
の
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
で
、
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

２

執
行
官
は
、
前
項
各
号
の
事
務
の
実
施
に
着
手
す
る
前
で
あ
つ
て
も
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
務
に
係
る
手
数
料
を
受
け
る
。

一

送
達
又
は
前
項
第
一
号
の
二
の
現
況
の
調
査
を
行
う
べ
き
場
所
に
臨
ん
だ
場
合
に
お
い
て
、
執
行
官
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
つ
て
送
達
又
は

同
号
の
現
況
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
。

二

（
略
）

（
手
数
料
の
額
）

第
九
条

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
の
事
務
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
事
務
の
内
容
、
当
事
者
の
受
け
る
利
益
、
物
価
の
状
況
、
一
般
賃
金
事
情
そ
の
他

一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
最
高
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
。
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２

（
略
）

○
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号

）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）

第
七
百
九
条

故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
共
同
不
法
行
為
者
の
責
任
）

第
七
百
十
九
条

数
人
が
共
同
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
各
自
が
連
帯
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。
共
同
行
為
者
の
う
ち
い

ず
れ
の
者
が
そ
の
損
害
を
加
え
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

行
為
者
を
教
唆
し
た
者
及
び
幇
助
し
た
者
は
、
共
同
行
為
者
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
期
間
の
制
限
）

第
七
百
二
十
四
条

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

一

被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
か
ら
三
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。

二

不
法
行
為
の
時
か
ら
二
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。

○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
証
人
の
旅
費
の
請
求
等
）

第
十
八
条

証
人
、
鑑
定
人
及
び
通
訳
人
は
、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
宣
誓
又
は
証
言
、
鑑
定
若
し
く

は
通
訳
を
拒
ん
だ
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

鑑
定
人
及
び
通
訳
人
は
、
鑑
定
料
又
は
通
訳
料
を
請
求
し
、
及
び
鑑
定
又
は
通
訳
に
必
要
な
費
用
の
支
払
又
は
償
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

証
人
、
鑑
定
人
及
び
通
訳
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
又
は
前
項
の
費
用
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
出
頭
せ
ず
、
又

は
宣
誓
、
証
言
、
鑑
定
若
し
く
は
通
訳
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
た
金
額
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
の
嘱
託
を
し
た
場
合
の
報
酬
の
支
給
等
）

第
二
十
条

民
事
訴
訟
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
調
査
を
嘱
託
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
鑑
定
若
し
く
は
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
く
意
見
の
陳
述
を
嘱
託
し
た

と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
報
酬
及
び
必
要
な
費
用
を
支
給
す
る
。
民
事
訴
訟
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
保
管
人
、
管
理
人
若
し
く
は
評
価
人
を
任
命
し
、
又
は
換
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価
そ
の
他
の
行
為
を
命
じ
た
と
き
も
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
様
と
す
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
文
書
（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
。
）
の
送
付
を
嘱
託
し
た
と
き
は
、
請
求

に
よ
り
、
当
該
文
書
の
写
し
の
作
成
に
必
要
な
費
用
を
支
給
す
る
。

３

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鑑
定
料
の
額
等
）

第
二
十
六
条

第
十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
鑑
定
料
、
通
訳
料
、
報
酬
及
び
費
用
の
額
は
、
裁
判
所
が
相
当
と

認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

○
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

第
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
営
業
秘
密
」
と
は
、
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
、
販
売
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
で
あ

っ
て
、
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。

７
～

（
略
）

11

○
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

（
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
）

第
九
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
訴
訟
記
録
の
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
訴
訟
に
関
す
る
事
項

の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
訴
訟
記
録
中
の
録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
記
録
し
た
物
を
含
む
。
）
に
関
し
て
は
、
適
用

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
に
つ
い
て
当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
複
製
を
許
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

訴
訟
記
録
の
閲
覧
、
謄
写
及
び
複
製
の
請
求
は
、
訴
訟
記
録
の
保
存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
公
務
員
の
尋
問
）

第
百
九
十
一
条

公
務
員
又
は
公
務
員
で
あ
っ
た
者
を
証
人
と
し
て
職
務
上
の
秘
密
に
つ
い
て
尋
問
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
監
督
官
庁
（
衆
議
院
若
し
く
は
参

議
院
の
議
員
又
は
そ
の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の
院
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
又
は
そ
の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
内
閣
）
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

第
百
九
十
七
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
証
人
は
、
証
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
場
合

二

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
医
薬
品
販
売
業
者
、
助
産
師
、
弁
護
士
（
外
国
法
事
務
弁
護
士
を
含
む
。
）
、
弁
理
士
、
弁
護
人
、
公
証
人
、
宗
教
、
祈
祷
若
し
く

は
祭
祀
の
職
に
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
職
務
上
知
り
得
た
事
実
で
黙
秘
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
尋
問
を
受
け
る
場
合

三

技
術
又
は
職
業
の
秘
密
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
尋
問
を
受
け
る
場
合

２

前
項
の
規
定
は
、
証
人
が
黙
秘
の
義
務
を
免
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
忌
避
）

第
二
百
十
四
条

（
略
）

２

忌
避
の
申
立
て
は
、
受
訴
裁
判
所
、
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

忌
避
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

忌
避
を
理
由
が
な
い
と
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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